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はじめに

本資料は、財団法人 日本情報処理開発協会が 日本自転車振興会の補助金を受けて実施

した平成17年 度情報化推進に関する調査研究等補助事業 「情報化の進展度に関する国

際調査」の一環 として取 りまとめたものである。

近年の情報技術の進展 に伴 い、グローバルな規模で情報社会が急速 に進展 している。特

に、情報技術 を基盤に して、あ らゆる経済活動を電子的に置き換えることができる、従来

とは様相 を異にす る 「デジタル経済」 と呼ぶべき新 たな経済 の時代を迎えつつある。 これ

らの新 しい技術や変革については、わが国政府 を含 む先進 主要国政府 において もこの 「デ

ジタル経済」に対応す る柔軟で迅速な情報技術政策 の展開が求め られている。

本事業 は、欧米な らび にアジアの情報化の進展や関連制度 の整備状況等を一定の基準で

国際比較 し、評価するベ ンチ マークを実施することによ り、 日本の進 んでいる分野、ある

いは 日本の遅れて いる分野 をあきらかにす るとともに、 これ らのデータに基づ き、そ の背

景や要因を明確 にした。 また、併せて、欧米やアジアの国々のrr政 策の最新動向について

も調査 を実施 した。

本資料 に記載 した欧米 ・アジア諸国のrr進 展度やIT政 策 によって、世界的に どのよ うな

課題が生 じているのか につ いて、関係者の ご参考になれば幸いである。

平成18年3月

財団法人 日本情報処理開発協会
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総 論

本調査は、日本と欧米諸国、また 日本 とアジア ・オセアニア諸国 ・地域における情報化の進

展を比較することを目的として公的機関が発表 したデータを分析 した。

本調査の中では日本の位置づけを把握するために、今回の調査対象国 ・地域 として、以下の

欧米諸国9カ 国と、アジア ・オセアニア地域の17カ 国 ・地域を取 り上げている。

欧米 諸国

・米 国

・カ ナダ

・英 国

・ドイツ

・フ ランス

・ス ウェーデ ン

・フィ ンラ ン ド

・イ タ リア

・アイ ル ラン ド

ア ジア ・オセ アニア諸国 ・地 域

・オ ー ス トラ リ ア

・ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド

・中 国

・韓 国

・香 港

・台 湾

・イ ン ドネ シ ア

・マ レ ー シ ア

・フ ィ リ ピ ン

・シ ン ガ ポ ー ル

・タ イ

・ブ ル ネ イ

・ベ トナ ム

・ラ オ ス

・カ ン ボ ジ ア

・ミ ャ ン マ ー

・イ ン ド

本調査では、以下の6つ の項 目から代表的な指標を取 り上げた後、最後に政策提言を行って

いる。

①ITイ ンフラ

② 電子政府

③E－ ラーニング

④E－ ヘルス

⑤ 電子商取引

⑥rrセ キュリティ

⑦ 政策提言

なお 、ブ ロー ドバ ン ドの 費用 といった金額 を表す単位 は、全て 表0-1の 換 算 レー ト(2005

年12月30日 時点 の もの)を 用 いた米 国 ドルに統一 して いる。 また 、調査 の結 果 、公的機 関が

指 標 デー タを発表 して いな い国 について は、図 中に 「N/A(NotAvailable)」 と表記 して いる。

1
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表O-1本 報告書で用いている為替の換算 レー ト一覧

日本 $1ニ117.88JPY

一.一ー

ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド $1ニ1.46092NZD

カナダ $1ニ1.1656CAD 中国 $1=8.0702CNY

英国 $1=0.581801GBP 韓国 $1ニ1010KRW

EU $1=o.844452EUR 香港 $1=7.7533HK=D

スウェーデン $1=7.937SEK 台湾 $1=32.8TWD

オース トラリア $1=1.36203AUD シンガポール $1=1.6628SGD

出 典:ワ シ ン トン コア作 成

1.ITイ ン フ ラ

第1章 では、本調 査の対象 となっている国 々および地域 での、情報 技術(lnformationTechnology:

IT)あ るいは情報通信 技術(lnformationCommunicationTechnology:ICT)に っいてアクセス状況 と利

用の普及 状態 を把握 するため、「インターネット普及 率」、「パ ーソナ ル ・コンピュー タ(PC)普 及 率 」、

「ブロードバ ンド普 及率 」、「ブロー ドバ ンド月 額利用 料金 」、「携 帯電話 普及 率」、「携帯 電話 月額利 用

料金」、そして 「3G携 帯電 話契約者数 」を代表 的な指標 として取 り上 げている。

インターネット普及率(日 本と欧米)

国 願 気 通 信 連 合(lntemationalTelecommunicationsUnion:rrU)が2005年ll月 に 発 表 した 縮 十

を もとに 、日本 と欧 米 の 人 口1万 人 当 た りの イン ター ネ ット普 及 率(2004年 デ ー タ)を 示 した の が 図1-'

1で あ る。イン ター ネ ットの 使 用 が 最 も普 及 して い る国 は ス ウェー デ ン(7,546人)で 、英 国(6,327人)、 カ

ナ ダ(6,301人)、 フィンラ ン ド(6,300人)、 米 国(6,228人)、 日本(5,869人)、 ドイツ(5,㎜ 人)の 各 国 が

そ れ に 続 い て い る。普 及 率 が50%に 満 た な か っ た の は イ タリア(4,978人)、 フランス(4,137人)、 ア イル

ランド(2,700人)の3カ 国 とな っ て い る。な お 、ITUで は イン タ ー ネ ットを 「IP技 術 を 使 い 、相 互 接 続 され

た グ ロ ー バ ル ・ネ ットワー ク1」ま た イ ン ター ネ ット利 用 者(lnternetsubscribers)を 「ダ イア ル ア ップ 、専 用

回 線 、も しくは ブ ロー ドバ ン ド(DSL、 ケ ー ブ ル 、光 フ ァイ バ ー 、固 定 無 線 、サ テ ライ ト)の 利 用 者 数2」 と

定 義 して い る。

lITU「ITUlnt
ernetReports:TheInternetofThings」(2005)『Glossary』X(バ ー ド コ ピ ー)

2rrU「ITUI
nternetReports:TheInternetofThings」(2005)『TechnicalNotes』A-57.(ハ ー ド コ ピ ー)

一2



人
8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

ヂ
♂

人

♂

4

M
ヂ

つ
ト

ノ

ぴ

,4

/
夕

午

知

力
ハ
,

↓
人

く

.凸
ワ

出 典:(2004年 デ ー タ):ITU「rrUlnternetReports:TheIntemetofThings」(2005)『lnternetUsersPer10
,000

inhabitants20041A26-A31.(ハ ー ド コ ピ ー)

図1-1人 口1万 人当た りのインターネッ ト普及率(日 本 と欧米)

イ ンターネ ッ ト普 及率(日 本 とア ジア ・オセアニア)

ITUの 統 計 をもと に 日本 とア ジア諸国 ・地域 のイ ンターネ ッ ト普及率 を比較 した ものが 、図

1-2に 示 されて いる。同 図か らもわか る通 り、 この地 域でイ ンターネ ッ ト普 及率が圧 倒 的 に

高い のはニ ュー ジー ラ ン ド(人 口1万 人 当た り8,195人)で 、欧米諸 国の 中で普 及率 が最 も高

いス ウェーデ ンを も大 き く上回 って いる。前年比で も大 幅上昇 した ニュー ジー ラン ド(2003年

5,263人302004年8,195人)は 、今回の調査対 象国全て の うちで唯一80%を 超 えるイ ン ターネ

ッ ト普及率 を達成 して いる 。

ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド に 次 ぐ 高 普 及 率 を 示 し て い る 国 は 韓 国(6 ,568人)、 オ ー ス ト ラ リ ア(6,528

人)、 日 本(5,869人)、 シ ン ガ ポ ー ル(5,612人)、 台 湾(5,364人)で 、 い ず れ も50%以 上 の 普

31TUIntemetRepor【sThePortableIntemet
,September2004.「InternetUsersPer10,0001nhabitants2003」(ハ ー ド コ

ピ ー)
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及 率 と な っ て い る 。 そ の 他 の12カ 国 の 中 で は 、 香 港(4,891人)と マ レ ー シ ア(3,971人)で

約40%か ら50%近 い 普 及 率 と な っ て い る 以 外 、 中 国(716人)、 イ ン ドネ シ ア(652人)、 フ ィ

リ ピ ン(532人)、 タ イ(1,098人)、 ブ ル ネ イ(1,530人)、 ベ トナ ム(712人)、 ラ オ ス(36人)、

カ ン ボ ジ ア(28人)、 ミ ャ ン マ ー(12人)、 イ ン ド(324人)と 、 全 て20%以 下 、 あ る い は10%

以 下 の 低 い 普 及 率 と な っ て い る 。
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出 典:(2004年 デ ー タ)=ITU「ITUInternetReports:ThelnternetofThings」(2005)『lnternetUsersPer10,000

1nhabitants2004』A26-A31.(ハ ー ド コ ピ ー)

図1-2人 口1万 人当た りのイ ンターネ ッ ト普及 率(日 本 とアジ ア ・オセ アニア)

PC普 及率(日 本と欧米)

調査 対象 国の市民 が どれ ほ ど情報 技術 を利用 して いるか を把握 す るため の指標 と して、PC

の普及率 も重要で ある。ITUが 発 表 した2004年 のデー タ をもとに比較 した、各 国 にお け るPC

普 及 率が 図1-3に 示 され て い る。 これ によ る と、PC普 及率 が最 も高 いの はス ウ ェー デ ン

(76.1%)で 、それ に続 く米国(74.1%)と カナ ダ(70.5%)も7割 以 上の普及率 を達成 して い

る。英 国(60.4%)、 ドイツ(56.1%)、 日本(54.2%)、 そ して アイル ラ ン ド(50.3%)も 普及率

が5割 以上 とな ってお り、5割 に満 たな か ったのは フラ ンス(48.7%)、 フィ ンラ ン ド(48.2%)、

イタ リア(31.3%)の3カ 国 だけ とな って いる。
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PC普 及率 を前年(2003年 デー タ4)と 比較 して も、10カ 国全 て にお いて上昇 して いる こと

が 明 らか になってお り、2003年 のデー タ にお いて普及 率が5割 以 上だ った 国は米 国 とス ウェー

デ ンの2カ 国だけだ ったが 、今 回の調査 では10カ 国 中7カ 国で5割 を超 え、残 る3カ 国 中、

フ ランス とフィ ンラ ン ドの2カ 国 もほぼ5割 の普及率 を示 して い る。
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出 典:(2004年 デ ー タ):「ITUInternetReports:ThelnternetofThings」(2005)『PCsperIOOInhabitants』A26-A31.

(ハ ー ド コ ピ ー)

図1-3PC普 及率(日 本 と欧米)

PC普 及率(日 本 とアジア ・オセ アニ ア)

図1-4は 、ITUの デー タ を もとに 日本 とアジア ・オセ アニア諸 国 にお け るPC普 及 率 を示 し

た も ので あ る。 同地 域 に お け るPC普 及率 デー タで 最 も顕 著 な の は 、 シ ンガ ポー ル 以外 の

ASEAN諸 国 とそ の他 の国 々 の間 に格 差が見 られ る ことだ といえ る。18カ 国中、群 を抜 いてPC

普及率 が最 も高いの は シンガ ポール(91.3%)で 、それ に続 くオー ス トラ リア(68.9%)、 香港

(58.9%)、 韓 国(545%)、 日本(54.2%)、 および台湾(52.4%)の 各 国で5割 に達 してい るほ

か、ニ ュージー ラ ン ド(49.3%)で も普 及率が ほぼ5割 とな って いる。

4rrUI
ntemetReportsThePoπablehltemet,September2004.「EstimatedPC'sPerlOOInhabitants2003」(ハ ー ド コ ピ

ー)
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その他11カ 国の 中で はマ レー シア(19.7%)で 普 及率が 約2割 に達 して いる以外 、ブル ネイ

(8.5%)、 タイ(5.9%)、 フィ リピ ン(4.5%)、 中国(4.0%)、 イ ン ドネシ ア(1.4%)、 ベ トナム

(1.3%)、 イ ン ド(1.2%)、 ミャ ンマー(0.6%)、 ラオ ス(0 .4%)、 カ ンボ ジア(0.3%)な ど、

全て の国で1割 未満 とな って いる。経 済的基盤 が弱 い国々で はIT化 への投資 も少な くイ ンフ

ラ構 築 も遅 れて いる ことな どか ら、市 民の生活 にPCの 使 用が浸 透 していな い様 子が読み 取れ

る。
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出 典:(2004年 デ ー タ):「rrUlntemetReports:ThelnternetofThings」(2005)『PCsper1001nhabitants』A26・A31.

(ハ ー ド コ ピ ー)

図1-4PC普 及 率(日 本 とアジ ア ・オセ アニ ア)

ブロー ドバ ンドの人口普及率(日 本と欧米)

図1-5はITUの2004年 のデ ー タを もとに、 ブ ロー ドバ ン ド接 続 の人 口普及率(人 口100

人 当た りの ブ ロー ドバ ン ド加 入 者数)を 表 した もので あ る。 普及率 が最 も高 いの はカナ ダで 、

人 口の17.7%が ブロー ドバ ン ドに加入 して いる。 カナ ダに次 いで普及 率が高 いのは フィ ンラン

ド(15.3%)で 、 日本(14。9%)、 ス ウェー デ ン(14.7%)、 米 国(12.8%)、 フランス(1L2%)、

そ して英 国(10.5%)の 各 国がそれ に続 いて いる。普 及率 が10%以 下 と比較 的低 か った のは、

ドイ ツ(8.4%)、 イ タ リア(8.2%)、 アイル ラン ド(3.4%)の3カ 国 とな って いる。
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ブ ロー ドバ ン ドの普 及 率 は 日本 と欧 米 の調査 対 象国全て にお いて 前年 比 で増 加 の傾 向が見

られ てお り5、各 国でブ ロー ドバ ン ドの普 及が進 んで いる様子 が読み 取れ る。前年 比増が顕 著だ

った のは、アイル ラ ン ド(2003年O.89,02004年3.4%)、 英国(同3.1%0105%)、 イ タ リア(同

4.0%08.2%)、 フランス(同5.6%011.2%)な どの各 国だった。 また 、2003年 の 時点で は普及

率が10%を 上回 った のはカ ナダ、日本 、ス ウェーデ ンの3カ 国だ けであ ったが 、2004年 のデー

タで はカナ ダ、 フィンラ ン ド、 日本、 ス ウェーデ ン、米 国、フ ランス、英 国の各 国で普 及率が

10%を 超 え、10%に 達 しなか ったの は ドイ ツ、イ タ リア、アイル ラン ドの3カ 国 だ けとな って

い る。
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出 典:(2004年 デ ー タ):m「ITUIntemetReports:TheinternetofThings」(2005)『TotalBroadbandSubscribersper

100inhabitants,2004』A32-A37.(ハ ー ド コ ピ ー)

図1-5ブ ロー ドバ ン ド接続の人口普及率(日 本と欧米)

ブ ロー ドバ ン ドの 人 口普及 率(日 本 とアジ ア ・オセ アニア)

日本の ブ ロー ドバ ン ド普 及率 をア ジア ・オ セアニ ア諸国 ・地域 と比較 す ると、図1-6か らも

わか る通 り、韓 国(24.9%)が 調 査対象18カ 国 中最 も高 い。韓 国に追 いつ く勢 い を見せ て いる

5mlntemetRepo"sThePonablelntemet
,September2004.「BroadbandSubscribersper100inhabitants,2003」(ハ

ー ド コ ピ ー)
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の は香港(21.3%)で 、 普及率が20%以 上に達 して いるのは この2カ 国のみ とな って いる。同

2カ 国 に続 くのは台湾(16.5%)、 日本(14.9%)、 シ ンガ ポール(11.9%)の3カ 国 で、そ れぞ

れ10%以 上の普及 率 とな って いる。それ以外 の国 々 にお ける ブロー ドバ ン ド普 及率 は、オース

トラ リア(7.8%)、 ニ ュージー ラン ド(4.9%)、 中国(2.0%)、 マ レー シア(1.0%)、 フ ィ リピン

(0.1%)、 タイ(0.1%)と な ってお り、 シンガポー ルを除 いたASEAN諸 国や 中国、イ ン ドな

どでは普及率が 極めて 低 くなって い る。

各国 のブ ロー ドバ ン ド普及率 を前 年(2003年)の 普及 率6と 比べ る と、 日本 、オー ス トラ リ

ア、ニュー ジー ラ ン ド、 中国、韓 国、香港 、台湾 、マ レー シア 、シ ンガポール 、タイ な どの各

国で普及率 が向上 してお り、 中で もオース トラ リア(2003年3.0%02004年7.8%)、 ニ ュー ジ

ー ラン ド(同2 .19,04.99。)、 中国(同0.8%02.0%)、 マ レー シア(同0.4%01.0%)な どで大 き

な伸びが見 られて いる。
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出 典:(2004年 デ ー タ):ITU「ITUIntemetReports:ThelnternetofThings」(2005)『TotalBroadbandSubscribersper

lOOinhabitants,2004』A32-37.(ハ ー ド コ ピ ー)

図1-6ブ ロー ドバ ン ド接 続の人 口普及 率(日 本 とア ジア ・オセ アニ ア)

61TUIntemetR
eportsThePortableInternet,September2004.「BroadbandsubscribersperlOOinhabitants,2003」(ハ ー

ド コ ピ ー)
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ブ ロー ドバ ン ドの費用(日 本 と欧米)

各国のブロー ドバ ン ド接続月額利用料金を低速ブロー ドバン ドと高速ブ ロー ドバ ン ドにつ

いて比較 したものが図1-7で ある。

低速 ブ ロー ドバ ン ドの 月額利用 料金 を見 る と、調査対 象の10カ 国 中最 も低 く設定 され て い

るのがイ タ リア(25.0ド ル)で 、 ドイ ツ(25.1ド ル)が 僅差 でそ れ に続 いて いる。そ の他 の国

を料金の低 い順 に挙 げる と、英国(27.6ド ル)、 日本(32.9ド ル)、 フランス とアイル ラン ド(両

国 とも37.6ド ル)、 カナ ダ(37.9ド ル)、 ス ウェーデ ン(39.1ド ル)、 米国(43.0ド ル)、 フィ ン

ラン ド(55.2ド ル)と な って いる。最 も低額 のイ タ リア と最高額 の フィ ンラ ン ドでは30ド ル

以上の差が あ る。

各 国の高速 ブ ロー ドバ ン ドの月額利用料 金 を比較す る と、最 も料金が 低 いのは米 国(20.0ド

ル)で 、2番 目に低 い ドイ ツ(31.3ド ル)に10ド ル以上 の差 をつ けてい る。それ 以外 の国 を料

金の低 い川頁に並 べ ると、 日本(36.5ド ル)、 フランス(37.6ド ル)、 カナ ダ(42.1ド ル)、 英国

(42.4ド ル)、 イ タ リア(46.3ド ル)、 フィン ラン ド(60.2ド ル)、 ス ウェーデ ン(60.7ド ル)

の順 とな って いる。アイル ラン ドの高速 ブ ロー ドバ ン ド接続 月額 利用 料金 につ いて はITUの 資

料に発表 されて いな い。高速 ブ ロー ドバ ン ド接 続の 月額 利用料金 が最 も低 い米 国 と最 も高 いス

ウェーデ ンとの差 は40ド ル 以上 となって いる。
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出 典:(2004年 デ ー タ):ITU「ITUInternetReports:ThelnternetofThings」(2005)『BroadbandPrices』A38-43.(ハ

ー ド コ ピ ー)

注:低 速 ブ ロ ー ドバ ン ド と は 、 ダ ウ ン ロ ー ドの ス ピ ー ドが256'1,024kbpsの も の 、 高 速 ブ ロ ー ドバ ン ドは

1,024kbps超 の も の を 指 す 。

図1-7ブ ロー ドバン ド接続月額利用料金(日 本 と欧米)

ブロー ドバ ン ドの費用(日 本 とア ジア ・オセ アニ ア)

日本 とアジア ・オセアニア諸国 ・地域におけるブロー ドバ ンド接続の月額利用料金 を、低速

ブロー ドバン ドと高速プロTド バ ン ドに分けて比較 したものが図1-8に 示 されている。

低 速 ブ ロ ー ドバ ン ドの 利 用 料 金 を 見 る と 、 最 も 低 価 格 な の は 中 国(9.9ド ル)で 、 台 湾(135

ドル)と タ イ(17.0ド ル)、 イ ン ドネ シ ア(19.4ド ル)、 オ ー ス ト ラ リ ア(22.9ド ル)な ど が そ

れ に 続 い て い る 。 そ の 他 の 国 々 を 料 金 の 低 い 順 に 列 挙 す る と 、 マ レ ー シ ア(205ド ル)、 香 港

(25.5ド ル)、 日 本(32.9ド ル)、 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド(35.3ド ル)、 韓 国(36.0ド ル)、 フ ィ リ ピ

ン(44.5ド ル)、1イ ン ド(45.5ド ル)、 ベ ト ナ ム(75.6ド ル)、 シ ン ガ ポ ー ル(89.7ド ル)、 ブ ル

ネ イ(98.9'ド ル)、 カ ン ボ ジ ア(199.0ド ル)、 ラ オ ス(320.0ド ル)、 ミ ャ ン マ ー(4,471.1'ド ル)

と な っ て お り 、 ブ ロ ー ドバ ン ドの 普 及 が 進 ん で い る 国 と そ れ 以 外 の 国 と の 間 で 大 き な 価 格 差 が

あ る こ と が わ か る 。

同 地 域 に お け る 高 速 ブ ロ ー ドバ ン ドの 月 額 利 用 料 金 を 見 る と 、ITUが デ ー タ を 公 開 し て い な

い 中 国 と ベ ト ナ ム を 除 い た16カ 国 中 、 最 も 低 価 格 な の は イ ン ド(18.8ド ル)で 、 台 湾(22.4

ドル)、 タ イ(24.4ド ル)、 マ レ ー シ ア(26.3ド ル)、 イ ン ドネ シ ア(33.9ド ル)な ど が そ れ に

続 い て い る 。そ れ 以 外 の 国 々 を 料 金 が 低 い 順 に 挙 げ る と 、 日 本(365ド ル)、 韓 国(40.7ド ル)、

シ ン ガ ポ ー ル(47.8ド ル)、 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド(49.4ド ル)、 香 港(51.2ド ル)、 フ ィ リ ピ ン(53.4

ドル)、 オ ー ス ト ラ リ ア(53.6ド ル)、 ブ ル ネ イ(140.1ド ル)、 ラ オ ス(580.0ド ル)、 カ ン ボ ジ

ア(1,199.0ド ル)、 ミ ャ ン マ ー(6,387.2ド ル)と な っ て い る 。
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ドJレ1 ,199.04・471・1

…

;

1

紗 醗叉寧緯オM
出典:(2004年 デ ー タ)iITu「ITUInternetReports:TheInternetofThings」(2005)『BroadbandPrices』A38-43.(ハ

ー ドコ ピー)

注:低 速 ブ ロ ー ドバ ン ドとは 、 ダ ウ ン ロー ドの ス ピー ドが256'1,024kbpsの も の 、 高 速 ブ ロ ー ドバ ン ドは

1,024kbps超 の もの を指 す 。

図1-8ブ ロ ー ドバ ン ド接 続 月 額 利 用 料 金(日 本 と ア ジ ア ・オ セ ア ニ ア)

携 帯 電 話 普 及 率(日 本 と 欧 米)

ITUが 公 表 し て い る デ ー タ に よ る と 、2004年 末 の 携 帯 電 話 契 約 者 数(Cellularmobile

subscribers)は 全 世 界 で2000年 の7億4,004万 人 か ら2倍 以 上 と な る 約17億5,194万 人 ま

で 増 大 し て い る7。 ま た 、2004年 末 に お け る 人 口100人 当 た り の 携 帯 電 話 普 及 率 は 全 世 界

で38.8%で あ る'と 報 告 さ れ て い る8。

日 本 と 欧 米 諸 国 に お け る 携 帯 電 話 の 普 及 率 は 、 図1-9か ら も 明 ら か な よ う に 、 全 体 的
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に高 い水 準 とな って い る。調 査対 象 の10カ 国 中、携帯 電 話 の 普及 率 が 最 も高 い のは イ タ リ

ア(109.4%)で 、ス ウ ェー デ ン(103.2%)と 英 国(102.8%)で も普 及 率が100%を 超 え て

い る。 これ らの 国 々で は 、携 帯 電 話 の契 約 者 数 が多 い と 同時 に、1人 で 複 数 の携 帯 電話 を

所 有 ・契 約 して い る個 人 も多 い と考 え られ る 。 この ほ か 、 フィ ン ラ ン ド(95.6%)、 アイ ル

ラ ン ド(945%)、 ドイ ツ(86.4%)、 フ ラ ンス(73.7%)、 日本(71.6%)、 米 国(61.0%)な

どの各 国で も普 及率 は5割 を超 えて お り、 唯一 カ ナ ダ(47.2%)だ けが50%に 達 して い な

い。

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1

1

% 109.4

♂ ρ ぷ 珍 くべ)
《

づ
η

」
卜

」

パ
ー

,4

/
夕

午

知

力
づ

討 イノ《
人 人5N

4

出 典:(2004年 デ ー タ):mU「ITUInternetReports:ThelnternetofThings」(2005)『CellularMobileSubscribersper

1001nhabitants』A8-All.(ハ ー ド コ ピ ー)

図1-9携 帯電話普及率(日 本と欧米)

携帯電話普及率(日 本とアジア ・オセアニア)

図1-10は 、日本 とアジ ア ・オセ アニ ア諸 国 ・地域の携 帯電話普 及率 を表 した もので あ る。

調査対 象 の18カ 国中、普及率 が最 高なの は香港(114.5%)で 、台湾(100.0%)、 シンガポール

(89.5%)、 オー ス トラ リア(82.6%)、 ニ ュー ジー ラン ド(775%)、 韓 国(76.1%)、 日本(71.6%)

な どの 各国で も、欧州 と同様 に比較 的高 い率で携 帯電話 が普及 して いる こ とがわ かる。 シ ンガ

ポール以 外 のASEAN諸 国お よび 中国、 イ ン ドな どで は普及率が6割 以 下 となって いる。た だ
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し、 これ らの国々 の中で もマ レー シア、フィ リピン、タイな どで は前年 に比 べて普及 率 が大幅

に伸びて お り9、マ レー ジアで は58.7%に 達 して いるほか、 フィ リピン、タイ 、ブル ネイ な どで

も4割 前後 の普及 率 とな って い る。
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出 典:(2004年 デ ー タ)=ITU「ITUInternetReports:ThelnternetofThings」(2005)『CellularMobileSubscribersper

lOOInhabitants』A8-A11.(ハ ー ド コ ピ ー)

図1-10携 帯電話普及率(日 本とアジア ・オセアニア)

携帯電話月額利用料金(日 本 と欧米)

ITUの データをもとに、日本 と欧米諸国の携帯電話月額利用料金を1分 間の市内通話料金(ピ

ーク時)、および1分 間の市内通話料金(オ フ ・ピーク時)の2項 目について比較 したのが図

1-11で ある。ここで引用 されているのは、各国における代表的な業者の典型的パ ッケージ

料金を2005年9月5日 の為替 レー トで米 ドルに換算 した金額 となっているlo。

9rrUInternetReportsThePortableIntemet
,September2004.「CellularMobileSubscribersperIOOInhabitants,2003」

(ハ ー ド コ ピ ー)
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出 典:(2005年 デ ー タ):ITU「ITUInternetReports:ThelnternetofThings」(2005)『MobilePriceslA14-18.(ハ

ー ド コ ピ ー)

注:ピ ー ク 時 と オ フ ・ピ ー ク 時 の 料 金 が 同 額 の 場 合 は ま と め て 表 示 し て あ る 。

図1-11携 帯電話月額利用料金(日 本と欧米)

ピー ク睦め市 内通 話料金(1分 間)を 比 べ ると、最 も安 いのが フィ ンラ ン ド(0.20ド ル)で 、

そ の他 の国を安 い順か ら列 挙す る とイ タ リア(0.24ド ル)、 米国(0.28ド ル)、 カナダ(0.33ド

ル)、 英 国(0.37ド ル)、 ドイツ(0.61ド ル)、 スウェーデ ン(0.66ド ル)、 フランス とアイ ル ラ

ン ド(0.69ド ル)、 そ して 日本(0.72ド ル)の 順 となる。

、オ フ ・ピーク時 の市内通話 料金(1分 間)を 見 る と、最 も価 格が低 いの はカナ ダ(0.04ド ル)

とス ウェーデ ン(0.05ド ル)で 、 フィ ン ラン ド(0.20ド ル)、 イ タ リア(0.24ド ル)、 アイル ラ

ン ド(0.25ド ル)、 米国(0.28ド ル)、 ドイ ツ(0.36ド ル)、 英 国(037ド ル)、 そ して フラ ンス

(0.69ド ル)の 各国がそ れ に続 い て いる。 日本(0.72ド ル)は ピー ク時、 オ フ ・ピー ク時 とも

に10カ 国中最 も料金 が高 く設 定 され て いる。
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携帯電話月額利用料金(日 本とアジア・オセアニア)

日本 の携 帯電 話月額 利 用 料金 をアジ ア ・オセ アニ ア諸 国 と比較 したのが 図1-12で ある。 市

内通 話料金(1分 間)に つ いて は、 ピー ク時 、オ フ ・ピー ク時 ともに最 も安 いのが香港 とイ ン

ド(ピ ー ク、オ フ ・ピー ク とも0.04ド ル)で あ り、 ラオス(同0.07ド ル)が それ に続 いて い

る。逆 に、最 も通 話料 金が 高いの は 日本(同O.72ド ル)で あ り、 日本 は欧 米 とアジ ア ・オセ ア

ニ アを合わせ た 中で も最 も1分 間 の通 話料金 が高 くな って いる。
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出 典:(2005年 デ ー タ):m「ITUInternetReports:TheInternetofThings」(2005)『MobilePrices』A14-18.(ハ

ー ド コ ピ ー)

注:ピ ー ク時 とオ フ ・ピー ク時 の料 金 が 同額 の 場 合 は ま とめて 表 示 して あ る。

図1-12携 帯電話月額利用料金(日 本 とアジア・オセアニア)

日本 とアジ ア ・オセ アニ ア地 域で は、 ピーク時 とオ フ ・ピニ ク時の通話 料金 にほ とん ど差が

無 い国が多 い。台 湾 、イ ン ドネ シア、マ レー シア、 フィ リピン、ブル ネイ な どで は ピー ク時 の

通 話料金 の ほ うが オ フ ・ピー ク時 に比 べてや や高 め に設 定 され て いるが、差 額が 最 も大 き いブ

ル ネイの場 合で も1分 間 に12セ ン ト違 うだ けで 、大 差 は無 い。
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3G携 帯電話契約者数(日 本 と欧米)

ITUで は3G携 帯電話 としてrIMT≒2000規 格 のCDMA2000、CDMA20001xEVDO、 そ して

W-CDMA」 を挙 げて いる11。ITUの デー タ によ る と、世界 中の3G携 帯 電 話契約 者数 は2004年

に1億3,374万 人 を超 え、携帯電話 契約 者数 全体 の 中に 占め る3G携 帯電 話契 約者数 の割合 は

8.0%と な って いる。図1-13に 日本 と欧 米諸 国の3G携 帯 電話契約 者数 が示 され てい るが 、

これは契 約者の数 であ り、人 口比の普 及率 で はな いため、契約者数 の少 な い国の方 が普及率が

低 いとい う意味 ではな い。

日本 と欧 米諸国 の調 査対象10カ 国 中、3G携 帯電話 契約者 数が最 も多 いのは米 国で 、5千 万

人近 くに及 んで い る。次 に多い のが 日本(2,570万 人)で 、カナダ(740万 人)、 英国(約283

万人)、 イ タ リア(280万 人)が それ に続 いて いる。そ の他 の5カ 国で は契約 者数 が100万 人に

達 して いな い。
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出 典:(2004年 デ ー タ):rrU「ITUInternetReports:ThelntemetofThings」,(2005)『3G(IMT≒2000)subscribersand

networkS』A19-21.(ハ ー ド コ ピ ー)

図1-133G携 帯電話契約者数(日 本と欧米)

111TU「ITUInternetR
eports:TheInternetofThings」(2005)『TechnicalNotes』A56.(ハ ー ド コ ピ ー)
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3G携 帯電話契約者数(日 本とアジア・オセアニア)

日本 の3G携 帯電話 契約者 数 をアジ ア・オセ アニ ア諸 国のデ ータ と比較 したのが 図1'T14

で あ る。 この 図か らもわか る通 り、韓 国(約2,751万 人)と 日本(2,570万 人)の 契約 者数 の多

さが際立 って いる。それ 以外 の国で100万 人 に達 して いるのは 人 口の多 い中国(約871万 人)

だ けで 、デ ータ のあ るオース トラ リア(約77万 人)、 ニ ュー ジー ラン ド(約73万 人)、 香港

(21万 人)、 台湾(30万 人)、 イ ン ドネ シア(5万 人)、 タイ(約62万 人)な どの各国で は

3G携 帯電話 契約者 数が100万 人 に満た ない。た だ し、 前セ ク シ ョン同様、 同デー タは契 約者

の数 を比較 した ものであ り、人 口比の普 及率 を示す ものではな いた め、契約 者数 が少 な い国の

ほ うが 、契約者 数が 高い 国よ りも普及 率が高 い場合 もあ る。
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図1-143G携 帯電話契約者数(日 本 とアジア ・オセアニア)
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2.電 子政府

第2章 では、各国 ・地域における電子政府整備の現状を比較する指標として 「政府の公式ポ

ータルサイ トの有無」および 「オンライン税 申告の有無」 を取 り上げている
。

政府の公式ポータルサイ トの有無

政府の公式ポータルサイ トとは、各国の中央政府が設置するホームページを指す。その内容

や構成は国ごとに異なるが、政府省庁やその他の政府機関への リンク、各種手続や納税 といっ

た市民や企業向けのサー ビス ・情報提供が各国に共通する主な内容 となっている。欧州、アジ

アともに、母国語と英語の2ヵ 国語、あるいは複数の言語で情報を提供している国も少なくな

い。また、早期から電子政府の実施 に取 り組んできた国のポータルサイ トには、多岐にわたる

サービスや情報の種類を細かく分類 した一覧があ り、ク リックするだけで必要な情報へすぐに

たどり着けるような工夫が施 されていた り、使 い易い情報検索機能が付いているなど、利用者

の利便を重視する傾向が読み取れる。

表2-1の とお り、今回の調査対象国の中で、政府による公式ポータルサイ トが無い国はラ

オスのみ で あった。
へ

表2-1政 府の公式ポータルサイ トの有無

米国 カナダ 英国 ドイツ フランス スウェーデン フィンラン ド イタ リア

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

アイルラン ド
オース トラリ ニ ュー ジー

中国 韓国 香港 台湾 イン ドネシア マレー シア
ア ラン ド

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

フィリピン シンガポール タイ ブルネイ ベ トナム ラオス カンボ ジア ミャンマー イン ド

○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○

出典:ワ シ ン トンコ ア作 成

総 務省が運 営 ・管理 してい る 日本 政府の ポ一夕ル 「イー ガ ブ(e-Gov)は 、電子 政府の総 合窓

口として行政手続などの情報を提供 しているほか、政府への意見や要望(パ ブリックコメン ト)

の受付 な ども扱 って いる。米 国政府 のポ一 夕ルで ある 「フ ァース トガ ブ(Firstgov)」 は、2004
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年 の国連 によ る電子 政府 レデ ィネ ス調査で2年 連続世界1位 と高 く評価 され 、利用者 のニ ーズ

に合 った構 成 とな って いる 。カナ ダの政府 ポー タル は英語 とフラ ンス語 の 両公用語 で情報 が提

供 されて いるバイ リンガ ル サイ トで、利用者 を国民 ・居住者 、外 国人 、企 業 の3つ のカテ ゴ リ

ー に大別 し、それ ぞれ の必 要性 に即 した情報 とサー ビスを提供 して いる。英 国政府 の公式 サイ

ト 「デ ィ レク ト ・ガブ(Directgov)」 は、高齢者 や障害 者な どへ のサー ビス重視 型の電 子政府

で 、英国 内閣府(CabinetOffice)の 電子 政府ユ ニ ッ ト(e-GovemmentUnit)が 管理 して いる。

オ ンライ ン確 定 申告 の可 ・不 可

電子政府の改善が進むにつれて、オンライ ンで提供される政府サー ビスの種類も増えている。

表2-2は 、政府サー ビスの代表的なものである税金の申告手続 きについて、オンラインでの

申告が可能かどうかを調査対象国別に表示した ものとなっている。正式な公開情報によるオン

ライン確定申告の可 ・不可の確認ができなかった国については 「?」マークを表示 してある。

表2-2オ ンライ ン確定申告の有無

、日本^

○

米国

○

カナダ

○

英国

○

ドイツ

○

フランス

○

ス ウェーデン

○

フィ ンラン ド

○

イタ リア

○

アイルラン ド

○

オース トラリ

ア

〇

一ジ

ド
ー
ン

ユ
ラ

ニ

○

中国

○

韓国

○

香港

○

台湾

○

イン ドネシア

?

マ レーシア

○

フィ リピン

○

ン ンガポール

○

タイ

○

ブルネイ

ウ

ベ トナム

?

ラオス

?

カンボジア

?

ミャンマー

?

イン ド

○

出典:ワ シ ン トン コア作 成

米 国では1990年 にオ ンライ ン確 定 申告 「e－フ ァイル(e-File)」 が導入 され 、そ の後電 子 申告

サ ー ビス の利用者 は増加 の傾 向に ある。2004年 度 の所 得税 申告 にあた って、2005年9月 の時

点 で6,700万 人の米国 の納税 者12が 電子 申告制度 を利用(2004年11月 の時 点か ら700万 人増)

して いる。 また、 同時期 にお ける法 人 ・自営業 者 による電子 申告 の利用 も、800万 件以 上にの

ぼって いる13。

12E-fileforIndividualTaxpayers
,IRS.gov

13E-fileforBusinessandSelf-employedTaxpayers
,】RS.gov
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一

英国の場合は、既に大企業を対象 とした電子 申告の義務化が始まっている。従業員が250人

以上いる規模の大きい企業は、2004-2005年 分の申告か らオンラインで提出す ることが義務付

けられ、オンライン以外での提出には罰金が課されている。また、50人 から249人 の従業員を

擁する中規模の企業については、来年度(2005-2006年)分 か ら電子 申告が義務付け られる予

定 となっている。

日本 で は、所 得税(死 亡 した 場合 の準確 定 申告 を除 く)、,法 人税(連 結 納税 に係 わ る 申告 を

除 く)、 そ して消費税 につ いて 、国税 庁 の 申告 システム 「e－タ ックス(e-Tax)」 を通 じてオ ンラ

イ ンで 申告で きるよ うにな って い る。 また 、2005年4月11日 か らは酒 税 と印紙税 の 申告 も利

用可能 とな って いる。

3.e－ ラ ー ニ ン グ

第3章 では、調査対象国が教育の分野で情報技術をどの程度取 り入れて いるかを分析 し、各

国の学校における電子化の進展状況 を比較 している。比較 ・分析にあた り、 「PCI台 当た りの

生徒数」などの指標を参考にして、日本 と欧米、そ してアジア ・オセアニアにおける教育現場

のイ ンターネッ トおよびPCの 導入状況をまとめている。e－ラーニ ングのデータについては、

調査対象の国によって調査の対象や時期が異な り、データ収集 ・分類方法にもば らつきがある

ため、単に数値のみを比較することはあまり意味を持たない。そ こで、ここではデータをその

国の傾向としてとらえつつ、各国の事情を比べている。

PC1台 当た りの生徒数(日 本と欧米)

PCI台 当たりの生徒数は、教育の現場でどの程度IT化 が進んでいるかを示す指標として取

り上げることができる。1台 のPCを 利用する生徒数がよ り少ない国ではIT教 育に十分な投資

が行われてお り、e-一ラ一二ングへの積極的な取 り組みがこの比率に反映されていると考えられ

る。 日本と欧米諸国の学校におけるPC1台 当た りの生徒数は図3-1に 示されている。
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出典:日 本(2005年 デ ー タ):文 部 科 学 省 「学 校 にお け る情 報教 育 の実 体 等 に 関す る調 査 結 果 」(2005)『 コン

ピ ュー タ整備 の実 態 等 』p.1.

米 国(2002年 デ ー タ)二 米 国 政 府 「internetAccessinUSPublicSchoolsandClassrooms:1994-2002」(2003)Figure

3『Studentsperinstructionalcomputerwithinternetaccess』p.8.

カ ナ ダ(2003/2004デ ー タ):StatisticsCanada「ConnectivityandlCTintegrationinCanadianelementaryandsecondary

schools:FirstresultsfromtheInformationandComm皿icationsTechnologiesinSchoolsSurvey,2003-2004)」p.46.

英 国 、 ドイ ツ 、 ス ウ ェー デ ン、 フ ィ ン ラ ン ド、イ タ リア、 アイ ル ラ ン ド(2002/2003年 デ ー タ):Eurydice「Key

DataonEducationinEurope2005」FigureD12『Averagenumberofpupilspercomputerinpublic-s㏄tororprivate

schoolsattendedbypupilsaged15,2002103』2003.p.183.

図3-1PC1台 当た りの生徒数(日 本と欧米)

PC1台 当た りの 生徒 数(日 本 とア ジア ・オセアニ ア)

PC1台 当た りの生徒数 を 日本 とア ジア ・オセ アニア地域で比較 した ものが 図3-2で あるが、

オー ス トラ リア(4.0人)、 韓 国(6.0人)、 香港(7.4人)、 および シンガポ ール(6.6人)で は、

日本(8.1人)に 比 べてPC1台 当た りの生徒数が 少な い。
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出 典:日 本(2005年 デ ー タ)=文 部 科 学 省 「学 校 にお け る 情報 教 育 の実 体 等 に関 す る 調査 結 果 」(2005)『 コ ン

ピュー タ 整備 の 実 態等 』p⊥
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A"angementsfo'

.theAusrra'ianEducationandT'a`"ingSecto「 」(A"gust2001)ApPendix4:1Aust「aliasect`o"…89・

韓 国(2003年 デ ー タ):韓 国 政 府 「BriefStatisticsonKoreanEducation」(2003)『ComputersinSchools』p.38.

香 港(2004年 デ ー タ):EducationandManpowerBureau「EmpoweringLearningandTeachingwithInformation

TechnologyＬJuly2004.p.1.

シ ン ガ ポ ー ル(2002年 デ ー タ):IndustryCanada(STATS-USAReport).

タ イ(2004年 デ ー タ):MinistryofScienceandTechnology「ThailandlCTIndicators2005」(February2005)Table

23『StUdentStOCOmpUterRatiO(2004)』aP16.
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4.e－ ヘ ル ス

e－ヘルスとは、医療分野における情報技術の活用を意味するものである。各国では、診察予

約やカルテ、処方箋、診断画像、検査結果などの電子化により、医療の合理化や ミス防止 につ

なげることを 目標 としている。情報技術が医療の現場でどの程度取 り入れ られているかを示す

ため、第4章 では米国や 日本などでの電子カルテ導入への取 り組み状況、および欧州のe－ヘル

ス実行計画を取 り上げて分析 している。、

電子カルテの導入へ向けた各国の動き

既往症や投薬歴、アレル ギーの有無、検査結果など、患者の個人的な医療データを電子的に

記録 したものが電子カルテ と呼ばれている。他の経済分野に比べ、医療分野における電子化は

どの国でも一般的 に遅れており、これか ら本格的な導入に向けた作業に力を入れていく国が多

いと予想 され る。

情報技術先進国であり、世界最高水準の医療 レベルを誇る米国でも、医療の現場における情

報技術利用の本格的普及はまだ初段階にあるといえる。ブッシュ大統領は、今後10年 間に米

国民の医療情報の大部分を電子化 し、患者の同意 を得た場合に複数の医療機関間で この電子カ

ルテを共有できるようにすることを目標に掲げている。

国民 医療 制度 を とって い る英 国で は、2004年 に国家ITプ ログ ラムの一環 と して、300近 い

病院 と3万 人以 上の一般 開業 医(GeneralPractitibners:GP)が 電子 カル テにア クセ スで きる環 境

を10年 間で確立 す る とい う目標が打 ち立 て られ てい る。2005年4月1日 には、 国民健康保 険

システ ムのIT化 を担 当す る政府機 関 として、厚 生省(DepartmentofHealth)の 国 民健康保 険サ

ー ビス 局(NationalHealthServices:NHS)の 傘下 に 「NHSコ ネ クティ ング ・フォー ・ヘルス(NHS .

ConnectingforHealth)」 が開 設 され 、情報技術 の効 率的な活用 を通 じた 、21世 紀 にふ さわ しい

医療 サー ビス の実現 に向 けて準備 が進 め られて いる。

日本では、1999年 に当時の厚生省が 「診療録等の電子媒体による保存について」という通達

を発行 した ことによ り、一定の要件を満たせば診療記録の電子保存が可能とな り、医療機関で

の電子カルテ導入が開始された。しかし、これまでに導入が進んできたのは個別の医療機関内

で保管 ・共有する電子カルテ ・システムであり、異な る医療施設問において共有できる電子カ

ルテ ・システムにつし)ては、カルテを標準化す る必要性やシステムの相互運用性の不足などが
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問題 となって、現段階では広範囲での実現に至っていない。

欧州のe－ヘルス実行 計画

欧州連 合(EU)のe・ 一ヨー ロッパ2005行 動 計画(eEurope2005ActionPlan)に はe－ヘル ス実

行 計画 が含 まれて お り、2005年 まで に近代 的なe－ヘルス ・サー ビスを実現す る とい う目標 に向

け、閣僚級会 議な どを通 じ各国 間で意 見 と情報 の交 換が重 ね られて きた。同計画 の一 環 であ る

「欧州 健康保 険電子カ ー ド(Europeanelectronichealthcard)」 は メ ンバ ー国の市 民が欧 州連 合内

の他国に滞在 中 に病気 や怪我 で現地 の医師 にか か る場 合 に必 要な保 険証で あ り、2008年 に従来

の書式 に代わ って カー ドが採 択 され る予定 とな って い る。患者 の識別や電子 カ ルテ ・アーキ テ

クチ ャに各国共通 の方法 を取 り入 れ 、同カ ー ドに緊急 時 に必 要な 医療情 報 を載 せた り、電子 カ

ルテな ど個 人情報 への安 全な アクセ スを可能 にす る機能 を持 たせ る ことも考 慮 されて い る。

5.電 子商取引

第5章 では、調査対象の各国・地域における電子商取引の進展状況を分析 している。本章では、

「電子商取引市場規模」、「国民1人 当たりの電子商取引額」、そして 「オンライン ・ショッピング

利用率」の項 目を比較の指標として取 り上げ、分析 している。

電子商取引市場規模(日 本と欧米)

各国の電子商取 引市場 における電 子商取 引市場規模(B2BとB2Cを 合わせた もの)は 、図5

-1の ようにな っている。 ここで取 り上げ`t－いる電 子商取 引は原則的 にEDIl4(El㏄tronicData

Interchange)を 含めた広義のEコ マース(B2B)を 指 している。 日本 、米国、ス ウェーデ ンにつ

いては、電子商取 引額がEDIを 含む数値、カナダのデー タはEDIを 除 く数値 となっているが、そ

の他の国 については政府発行の資料で各データがEDIを 含 む数値 か否か明示 され ていなか った。

14EDIと は、標準的に統一された書式を使用して、商取引に関する情報を、企業間で特定の地点間を結ぶデータ

通信専用回線等を使って電子的に交換する方法を指す。
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注1:英 国 とフィ ン ラン ドの数 値 はB2B、B2Cの 内訳が公 表 され て いな い。

注2:英 国 、 ドイ ツ、 フ ランス、 ス ウェー デ ンのデー タは2002年 の もの とな って い る。

出典 ・:日本(2004年 デー タ):経 済産 業省 、電子 商取 引推 進協議 会 、NTrデ ー タ経 営研 究所(2005)・ 「平成16年 度

電 子 商取 引に関 す る実 態 ・市 場規模 調 査 概要」(2005年12月30日 時 点で の為 替 レー ト1米 ドル=117.88円 で換

算)p.35、p.151.

米 国(2003年 デ ー タ):米 国 政 府 「E-Commerce2003Highlights」(2005)rUSShipments,Sales,Revenuesand

E-commerce:2003and2002』p.2.

カ ナ ダ(2004年 デ ー タ):カ ナ ダ 政 府 「SurveyofEectronicCommerceandTechnology」(2005年12月30日 時 点 で の

為 替 レー ト1米 ドル=1.1656加 ドル で 換 算)

英 国(2002年 デ ー タ):英 国 政 府 「UKOnlineAnnualReport」(2003)Figure5『FactsandFigures』(2005年12月30

日時 点 で の 為 替…レー ト1米 ドル=0.581801英 ポ ン ドで 換 算)p.24:

ドイ ツ 、 フ ラ ン ス(2002年 デ ー タ):電 子 商 取 引 推 進 協 議 会 「海 外 にお け る電 子 商 取 引 推 進 状 況 調 査 報 告 書2002

年 」(2003)『 表19欧 州 の 電 子 商 取 引 規 模 と 成 長 率 』ll)C,Europeaninfi〔mnationTechnologyObservatory.P.1.(2005

年12月30日 時 点 で の 為 替 レ ー ト1米 ドル=0.844452ユ ー ロ で換 算)

ス ウ ェ ー デ ン(2002年 デ ー タ):ス ウ ェ ー デ ン政 府 「FactsaboutinformationandcommunicationstechnologyinSweden

2004」(2004)(2005年12月30日 時 点 で の 為 替 レー ト1米 ドル=7.937ク ロ ー ナ で 換 算)pp.171-172.

フ ィ ン ラ ン ド(2004年 デ ー タ):フ ィ ン ラ ン ド政 府 「Finland:ValueofonlinepurchasesEUR2.2bnin2004」(2005年

12月30日 時 点 で の 為 替 レー ト1米 ドル=O.844452ユ ー ロで 換 算)

図5-1電 子 商取引市場規模(B2B・B2C:日 本 と欧米)
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電子商取引市場規模(日 本とアジア ・オセアニア)

今回の調査で公的機関公表の2004年 データ収集が可能であったアジア諸国と日本(2004年:1

兆6,680億 ドル)の 電子商取引市場を比較すると、日本の電子商取引市場が群 を抜いて最大規模

であり、2位 の韓国(2004年:2,830億 ドル)を 大きく引き離している。ただし、アジア・オセア

ニアの国々についても日本以外の電子商取引市場規模に関して、それぞれの数値がEDIを 含む広

義のものであるか否かについては、各国政府発表資料で明示されていなかった。

アジア諸国の中では、27億 ドル(212億 香港 ドル)と 市場規模は小さいが、香港の電子商取引

市場(2003年)も 前年比35%以 上の伸びを示 している15。
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注1:香 港 のデ ータ は2003年 、台 湾の デー タは2004年 、 中国は2005年 の もの とな って いる。 また 、香港 と中国

の電子 商取 引規模 は、B2BとB2Cの 内訳 が公 表 されて いな い。

注2:韓 国 政府 によ るデ ー タのB2Bに は、B2G(BusinesstoGovernment)と そ の他(Others)が 含 まれて いる。

出典:日 本(2004年 デー タ):経 済産 業省 、電子 商取 引推進 協議 会、NTrデ ー タ経営研 究 所(2005)「 平成16年 度

電子 商取 引に関す る実態 ・市場規 模調 査 概 要」(2005年12月30日 時 点で の為 替 レー ト1米 ドル=117.88円 で換

15香 港 政 府 「AnnualSurveyoninformationTechnology
,UsageandPenet「ationintheBusinessSecto「 」
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算)p.35、p.151.

中 国(2005年 デ ー タ):China"sE-CommerceAssociation「 第8回 中 国 国 際 電 子 醗 大 会 」2005年4月(2005年12

月30日 時 点 で の 為 替 レ ー ト1米 ドル=8.0702CNYで 換 算)(ハ ー ドコ ピー)

台 湾(2004年 デ ー タ):ECYearbook2005.(2005年12月30日 時 点 で の 為 替…レー ト1米 ドル=32.8台 湾 ドル で 換 算)

(ハ ー ドコ ピー)

韓 国(2()Otl年 デ ー タ)韓 国 政 府 「EK)ommercein2004](2005年12月30日 時 点 の 糖 レー ト1米 ドル=1,010ウ

ォ ン で 換 算)

香 港(2003年 デ ー タ):香 港 政 府 「BusinessReceiptsFromSellingGoods,ServicesorlnformationThroughElectronicMeans

2003」(December6,2004)(2005年12月30日 時 点 で の 為 替 レー ト1米 ドル=7.7533HKDで 換 算)

図5-2電 子 商取引市場規模(B2B・B2C:日 本 とアジア ・オセ アニア)

国民1人 当た りの電子商取引額(日 本と欧米)

国民1人 当た りの電子商取 引額 も市場規模 と同様 に、電子商取引の進展状況が反映 されるひ と

つの指標 とみなす ことがで きる。 図5-3は 、図5-1の 電子商取引市場 の数値を米 ・中央 情報

局(CentrallntenigenceAgency:CIA)が 報告 している各国の人口16で割 って算出 したデー タで、各

調査対象国の国民1人 あた りの電子商取引額 を示 した ものである。

このデー タを比較す ると、国民1人 当た りの電子商取 引額が最 も高 いのは 日本(1万3,134ド

ル)で 、2位 以下の米国(5,672ド ル)、 スウェーデ ン(1,680ド ル)、 カナダ(686ド ル)、 英 国(667

ドル)、 ドイツ(650ド ル)、 フィ ンラ ン ド(521ド ル)そ して フランス(412ド ル)を 大幅に上回

って いる。

16CentralIntelligenceAge
ncy.TheWorldFactbook.
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注1:各 国 の数値 は、図5-1の 数値 を人 口(米 中央情 報局 公開 数値)で 割 って 計算 した もの。

図5-3国 民1人 当た りの電子商取引額(日 本と欧米)

国民1人 当たりの電子商取引額(日 本 とアジア ・オセアニア)

国民1人 当たりの電子商取引額を日本(1万3,134ド ル)と アジア ・オセアニアの国々で比較

すると、図5-4に も示されているように、欧米と比較した場合と同様に日本の値が突出して高

く、2位 の台湾に4,㎜ ドル以上の差をつけていることがわかる。また韓国の電子商取引市場拡大

傾向を反映して韓国における1人 当た りの電子商取引額 も伸び、アジア・オセアニアだけでなく、

欧米の調査対象国と合わせて比較しても、日本、台湾に次いで3番 目に高額となっている。

ア ジア ・オセ アニアの中では、香港が 日本 と韓国 に続いて いる。ただ し、 ここで も比較 に際 し

て最新 データの収集年度 に少々ば らつきが ある点に注意す る必要がある。 日本 、溝 鼠 台湾 のデ

ータは2004年 のものであ り、香港 につ いては2003年 、中国は2005年 のデータがそれぞれ 引用 さ

れて いる。
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注1:各 国 の数値 は、 図5-2の 数 値 を人 口(米 中央情報 局公開数 値)で 割 って計 算 した もの。

図5-4国 民1人 当た りの電子商取引額(日 本とアジア ・オセアニア)

オンラインショッピング利用率(日 本と欧米)

図5-5}ま 、日本と欧米諸国におけるインターネットを通 じたショッピングの利用率を表 して

いる。しかし、「オンライン ・ショッピングの利用」という定義が各国によって若干異なるため、

数値のみを単純比較することはできない。

日本 と欧米 諸国のデータを比べ ると、オンライ ン ・シ ョッピングの利 用率 が最 も高いのはカナ

ダの47%(サ ンプル数不明)で 、そ のうちハイス ピー ド・イ ンターネ ッ トを利用 した購入は72%

(サ ンプル数不明)と いう調査結果 が報告 されて いる。ただ し、カ ナダのデータはオ ンライ ン ・

シ ョッピング利用者 の割合で はな く、イ ンターネ ッ トを利用す る世帯 に占め る、オンライ ン ・シ

ョッピング利用世帯 の割合 を示す もの とな って いる。
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出 典:日 本(2004年 デ ー タ):総 務 省 「平 成16年 通 信 利 用 動 向 調 査 報 告 書 世 帯 編 」(2004)図 表5-1『 イ ン タ ー

ネ ッ トに よ る商 品 ・サ ー ビス の 購 入 経 験 者 の 割 合 』p.74。

英 国 、 ドイ ツ 、ス ウ ェ ー デ ン 、 フ ィ ン ラ ン ド、 アイ ル ラ ン ド(2004年 デ ー タ):Eumstat「Shareofindividualshaving

ordered/boughtgoodsorservicesforprivateuseoverthelnternetinthelastthreemonths」

米 国 、 カ ナ ダ 、 フ ラ ン ス 、 イ タ リ ア(2002年 デ ー タ):DepartmentofIndustrialResearchandStatiStics「E-Commerce

ScoreboardUpdate」(2004)IIldicator4.2『PercentageofIntemetusershav㎞gshoppedonlined面ngthepreviousmonth,by

・・unt・y]
.P・33・

図5-5オ ンライン ・ショッピング利用率(日 本 と欧米)

オ ンライ ンシ ョ・・ビング利用率(日 本 とアジア ・オセアニア)
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オンライ ン ・シ ョッピング利用率 を日本 とアジア ・オセアニア諸国で比較す る際 も、 「オ ンラ

イ ン ・シ ョッピング」 の定義や調査対象の違いに留意す る必要が ある。

「オンライ ン ・ショッピング利用率」の定義 として、日本ではイ ンターネ ッ ト ・ユーザーの う

ち、「過去1年 以内 にイ ンターネ ッ トを利用 した用途が 『商品 ・サー ビス購入 』であ った人の割合」

を示すデータとな って いる。オース トラリアと韓 国では 「過去1ヶ 月以内 にオ ンライ ン上で商品 ・
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サー ビスを購入 したイ ンタニネ ッ ト利用者 の割合」 と定義されて いる。 中国 とマ レーシアにお い

て も、イ ンターネ ッ ト利用者 の中で、商品やサー ビス をオ ンライ ンで購入 した人が 占め る割合が

オ ンライ ン ・ショッピング利用率 とされて いる。 また、香港の場合は、15歳 以上で過去12ヶ 月

に1回 以上オンライ ンで商品 ・サー ビスを購入 した人 をオンライ ン ・シ ョッピング利用者 と して

定義 してお り、対 象をイ ンター ネッ ト ・ユーザ ーに限っていない。
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出典:日 本(2004年 デ ー タ):総 務省 「平 成16年 通 信利用 動向調 査報告 書 世帯編 」(2004)図 表5-1『 イ ン ター

ネ ッ トによ る商品 ・サー ビス の購 入経験 』p.74.
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オ ー ス トラ リア(2002年 デ ー タ)1フ ラ ンス 政 府 「E-CommerceScorebOarrlUpdate」(2004)lndieator4.2『Percentage

oflnternetusershavingshoppedonlineduringthepreviousmonth』p.33.

中 国(2004年 デ ー タ):OECD「StatusandOverviewofOMcialICrlndicatorsforChnaＬFigure10.『Proportionoflnternet

usersbuyinggoodS/servicesonlineduringthepastyear』P.35.

韓 国(2002年 デ ー タ):フ ラ ン ス 政 府 「E-CommerceScoreboardUpdate」(2()04)indicator4.2rpercentageofInternetusers

havingshoppedonlineduringthepreviousmonth』p.65.

香 港(2004年 デ ー タ)=香 港 政 府 「HouseholdSurveyonlnformationTechnologyusageandpenetration」(2003)rUsage

ofonlinepurchasi皿gservices』

〆
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マ レ ー シ ア(2002年 デ ー タ):マ レ ー シ ア 政 府 「Malaysianinternetadoption&etommercestalled」

シ ン ガ ポ ー ル(2003年 デ ー タ):シ ン ガ ポ ー ル 政 府 「ExecutiveSummaryforAimualSurveyoninfocommUsagein

H皿seholdSandbyindividualsfor2003」(2004)Table6.1『UsageoflnternetApplicationsandServices(asapropOnionof

internetusersaged15yearsandabove)』P.6.

図5-6オ ン ラ イ ン ・シ ョ ッ ピ ン グ 利 用 率(日 本 と ア ジ ア ・オ セ ア ニ ア)

6.ITセ キ ュ リテ ィ

第6章 では、ITセ キュ リティをめ ぐる各国 ・地域 の状況 を比較す るため、「コンピュー タウイ

ルスに感染 した企業 ・団体 の割合」 を取 り上げている。

コンピュータウイルスに感染 した企業 ・団体の割合(日 本と欧米)

コンピュータウイルスは、電子メールやインターネットか らの情報のダウンロー ドなどを介 し

でコンピュータに侵入 し、,当事者が気付かない間にバー ドドライブに保存されているファイルの

削除やデータの改ざんなどを引き起 こす悪質なコンピュータ ・プログラムである。コンピュータ

犯罪による被害は世界的な社会問題 となっており、中でもウィルスによる被害は金銭的な損害が

特に大きいことから、被害対策やウィルス感染の防止策は企業 ・団体にとって重要課題となって

いる。

図6-1は 、日本 と欧米諸 国にお いて 、2004年1月 か ら同年12月 までの間に企業 ・団体が コ

ンピュータウイルスに感染 した割合 と、遭遇 はしたが感染 は しなかった場 合の割合 を示 して いる。
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出典:日 本(2004年 デ ータ):IPA情 報 処理 推進 機構 「国内 ・海外 にお ける コ ンピ ュー タ ウイルス 被害 状況 調査:

国 内 にお ける コ ンピュー タ ウイル ス被害 状況調 査 報告 書」

P.14.
'

(2005)図 表2.3.lt『 コ ン ピ ュ ー タ ウ イ ル ス 遭 遇 経 験 』

米 国、 ドイツ(2004年 デ ータ):IPA情 報 処理推 進機 構 「国 内 ・海外 にお ける コ ンピュー タ ウイル ス被害 状 況調 査:

海外 に お ける コン ピュー タウ イルス被 害状 況調 査 報告書 」(2005)図2.4」 『コン ピュー タウ イル ス遭 遇(感 染 ま

た は発見)の 有無 』p.27

図6-1コ ンピュータウイルスに感染した企業 ・団体の割合(日 本と欧米)

コ ンピュー タウ ルス に感染 した企 ・団 の割合(日 本とアジア ・オセアニア)

日本 とアジア ・オセ アニ ア諸国 において、2004年1月 か ら12月 まで の1年 間にコン ピュー タ

ウイルス に感染 または遭遇 した企業 ・団体 の割合が図6-2に 示され ている。デー タのある 日本

(サ ンプル数1,150機 関)、 オース トラ リア(同508機 関)、 韓国(同599機 関)、 台湾(同521機'

関)の4カ 国を比較する と、感染経験が あると報告 した企業1団 体 の割 合が最 も高か ったの はオ

ース トラリアの27 .8%(508機 閑 中141機 関)で 、韓国の24.9%(同599機 閑 中149機 関)と 日本

の20.9%(同1,150機 閑 中240機 関)が それ に続 き、一番 低かったのは台湾の17 .5%(同521機 関
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中91機i関)で あ っ た17。

また 、この4か 国中、感染は しなか ったがコンピュー タウイルス に遭遇 した、 と答えた企業 ・

団体の割合が最 も高 いのが 日本(48.0%)で 、韓 国(37.1%)、 オース トラ リア(34.6%)、 台湾(19%)

の順 に遭遇率が高 い18。2003年 と2004年 のデー タを比較する と、オース トラ リアで感染率が10.9%

か ら27.8%に 増えた こと、また韓国 の感染率が50.2%か ら24.9%に 減 った ことが大 きな相違 点だが、

両国ともに感染 と遭遇の割合の合計は この1年 間ほぼ変 わっていな い。 日本は感染 ・遭遇 ともに

前年比 ほぼ横ばい とな って いる。
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出典:日 本(2004年 デ ー タ)」PA情 報処 理推進 機 構 「国内 ・海外 にお け るコ ン ピュー タウ イル ス被 害 状況 調査:

国内 にお け るコ ンピュー タウ イル ス被 害状 況調 査 報告 書」(2005)図 表2.3.1-a『コ ン ピュー タ ウイル ス遭 遇経験 』

P.14.

韓国 、台 湾、オ ース トラ リア(2004年 デ ー タ):IPA情 報 処理 推進 機 構 「国内 ・海外 にお ける コ ンピュー タ ウイル

ス被 害状 況調査:海 外 にお ける コ ンピュー タ ウイル ス被害 状況調 査 報 告書 」(2005)図24.1『 コ ン ピュー タウ イ

ル ス遭遇(感 染 また は発見)の 有 無』p.27.

図6-2コ ン ピ ュ ー タ ウ イ ル ス に 感 染 した 企 業 ・団 体 の 割 合(日 本 と ア ジ ア ・オ セ ア ニ ア)

|71PA情 報処理 推進 機構 「海外 におけ る コン ピュー タウ イル ス被 害状 況調 査 報告 書」2005年4月 発 表 、27ペ ー

ジ。
18同 上
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7.政 策 提言

以下では、 「mイ ンフラ」と 「rr利用」にお ける政策提言を一覧化 している。表中の 「◎」

調査対象国と比較 して既に日本が進んでいる分野、「○」は日本が早いスピー ドで改善を進め

る分野、そ して 「△」は今後改善の余地が見られる分野をそれぞれ意味している。

ITイ ンフラ

◇ ブ ロー ドバ ン ドの普及率 ・スヒー ト・月韻利用料金ほ世界で も トツフにあるので、

これを維持する。

◇3G携 帯電話や光 ファイバーによるブロー ドバ ンド接続の普及が他国と比較 して進

んで いる。

◇ 日本 にお ける人 口100万 人 あた りのセキュア ・サ ーバ数は、他 の先進国よ りも少な

い。市民 ・企業 ・政府 にお いてrr化 が進む中、セ キュリティへ の意識が技術の発展

のス ピー ドと同 じペー スで 進んで いない傾向が見 られる。(前 回と比較す ると、セ

キ ュア ・サーバ数は2倍 以上 に増加 しているが、ランクは2位 しか上がって いない。

他国でのrrセ キュリティ導入のペースは日本以上に早い)`

IT利 活用

◇ 電子 商取引市場規模(B2B+B2C)は2位 と、米国 に続 く強 い存在感を保 って いる。

令 国民1人 当た りの電子商取引額(上 記の電子商取引市場額を国の人口で割ったもの)

は3年 間連続世界最高であった。今年度は特に他国との差が大きい。

㊥ オ ンライ ン ・シ ョッピング利用率(B2C)も 世界で トップ(カ ナダに次 いで2位)

となってお り、国民の生活にrrが 浸透している状況が読み取れる。

◇ 日本の電子政府の世界的な評価は上昇 しつつある。オンライン上で対応 ・処理が可

能な手続きや、提供されるサー ビスが早いペースで整備されつつある。

◇e－ ラーニ ングで は、 日本 にお ける教室内でのPC導 入率が低 く、PCl台 当た りの生

徒数が他の先進国と比べて多 くなっている。アジアの韓国 ・香港におけるPC1台 当

た りの生徒数が 日本よりも少ないので、日本も積極的に教育現場におけるPC導 入

を進める必要がある。

◇e〈 ルス導入については各国が苦闘しているが、電子カルテ導入のための政府によ
、

る年間投資金額が、米国 ・カナダ ・オース トラリアでほぼ1億 ドル である一方 、 日

本政府の投資金額は500万 ドル以下と少なくなっている。全国的な電子カルテ導入

に向けて政府からの投資を強化する必要がある。

出典1ワ シン トン コア作 成
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総 論

情報技術(rr:InforrnationTechnology)政 策は、欧米の先進主要国のみな らずアジア諸国や国

際機関等で も活発に議論 されてお り、今や特定な国のみの政策にとどまらずグローバルなテー

マ となった。また、世界的なrr不 況の中でも、各国並びに国際機関が経済発展の推進力として

情報技術 に寄せる期待は変わっていない。

米 国で は、電子 政府 政策の実施 にお いて主導 的役割 を担 うOMBは2004年12月 、 「Expanding

E-G・ve㎜ent:Partneringf・raResultSOrientedG・vemment」 を発表 した.こ れは、電子 政府 の取

り組 みの成 果 と、2005年 度(2004年10月 開始)の マネジメ ン ト目標 をま とめた レポー トで あ

る。 また 、ブ ッシュ統領 は2004年8月 、大統領 令 「HomelandSecurityPresidentialDirbctive12

(HSPD12)」 を発 表 した 。 これ は、物 理的なテ ロやサ イバーテ ロに備 えて 連邦政府 の施設や ネ

ッ トワー クのセキ ュ リテ ィを強化す る ことを目的に、政府職員や外 部 の業 者 に対 して、政府全

体 で利用可 能な 皿)カ ー ドを発行す るよ う義務付 ける もので ある。カナ ダでは、包 括的かつ統

一 的な 「国家安全保 障政策(NSP:NationalSecurityPolicy)」 を導 入 した
。NSPは 、① 国内外 で

カ ナダ国 民 を保護 し、② カナダがそ の同盟国 に対す る脅威の温床 とな る ことを防止 し、③ 国際

的 な安全 に貢献す る、ことに焦 点を当て る。2005年 度 予算で は、カナ ダ政府 が これ まで実施 し

て きたNSPの 施策 をさ らに押 し進め、① 緊急事 態へ の対 応、②運 輸 ・国境 の安全 、③ カナ ダの

国 際的地位 の向上 、の各分野 にさ らなる投資 を行 な って いる。

一方
、欧州 で は、現行 の情報社会 政策eEurope2005ア クシ ョンプラン、及び、そ の前身 であ

るeEurope2002の 出発 点 とな った リスボ ン戦略(2000年)に つ いて、欧州委員 会 は2005年2

月、進捗状況 をチ ェ ックす る中間 レビュー を発表 し、 これを踏 まえて2005年6月 には新た な

情報 社会 イニ シアチ ブ 「i2010:欧 少N情報 社会(EuropeaninformationSociety)2010」 を採択 し

た。EUの 情報 社会 政策は2005年 末 まではeEurope2005ア クシ ョンプ ランの下で進 め られ るが 、

そ の後 はi2010に 引き継がれ る。英 国では、1999年9月 か ら英 国政府の情報通 信技術(IcT)

政策 を主導す るeEnvoy局 が置かれて いたが、2004年9月 か らe-Envoy局 に代 わ る新 組織 と し

てeGovemmentUnitが 活動 を開始 した。2004年3月 、eGovernmentUnitは 、従来 のUK

Onlineに 代わ る市 民向けの公共サー ビス ・ポ一 夕ル として 「Dir㏄tgov」 の運営 を開始 した。 ア

イル ラン ドでは、2002年3月 、 「新 しい関係 の構 築 一情報社会の潜在 的可能性 を実現す る戦略:

NewConnections.AStrategytorealisethepOtentialoftheInformationSociety」 と題 する情報

社会政策 が発表 された。「NewConnections」 には、①電 気通信イ ンフラ、② 法規 制環境 の整備、

③ 電子 政府、④e－ビジネ ス、⑤ 研究 開発、⑥ 生涯 教育、⑦eイ ンクルー ジ ョン、 の7つ の主要
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分野がある。 これ らの実施状況 にっ いて は、2003年2月 と2004年4月 の2回 にわた って報告

書が発行 されて いる。ス ウェーデ ンでは、2003年6月 、政 府 はrr政 策戦略 グルー プ(rrPolit

icalStrategyGroup)を 選任 し、rr政 策 目標達成へ の取 り組み の中で積極的役割 を果た して いる。

設立3年 目を迎 えるにあた って戦略 グルー プは2004年12月 、 「2005年 活動 計画(Planof

Activitiesfor2005)」 を発表 した。フィンラ ン ドは 、2003年6月 、情報社会 の発 展 を方 向付 け、

省庁間の協 力を調 整す るた めの組 織 として情報 社会評議 会 を設 置、2003年9月 には政府 の包括

的な情 報社会政策 プ ログラムが策定 された。 また、eEurope2005に 従 い、2004年1月 、国家 ブ

ロー ドバ ン ド戦 略に関す る決議が採択 されて いる。 ドイ ツで は、2003年12月 、包括 的情報社

会政策 「情報社 会 ドイ ツ2006」 が発表 され た。 「情 報社会 ドイ ツ2006」 は、① 成長 と経済 のた

めのデ ジタル経済 、② 教育、研究 、機会均 等、③ 電子 政府 、イ ンターネ ッ トのセキ ュ リテ ィ、

④e－ヘ ルス 、 の各分 野 につ いて具体 的な達 成 目標 とそ の 期限 を設定 して い る。 フ ラ ンスで は

2002年11月 に発表 されたRE/SO2007(pouruneRRepublicquenum6riquedanslaSOci6t6de

l'information,情 報社 会 にお けるデジタル共和国構 想)がrr政 策 の柱 として位 置づ け られ 、これ

に沿 った様々 な施策 が実施 されて いる。2004年10月 、 ラファラ ン首相(当 時)はRE/SO

2007の 進捗状況 につ いて、同構 想の発表か ら2年 の間に多 くの分 野で フランスが欧州 のICT先

進 国に追 いつ きつつ あ る、 とい う肯定 的な 中間 評価(BilanduplanRE/SOa㎡ －parcours

"Lasoci6t6de1'informationenFranceen2004)を 発表 した
。また、RE/SO2007の 一環 と して、

2004年2月 、電子政府 推進 プログラム 「ADELE(ADministrationELEctronique2004/2007)」 が

発表 され た。ADELEプ ログ ラム は、140の プ ロジェク トか らなる電子政府 アク シ ョンプ ラ ンに

従 って実施 されて いる。

シンガポールで は、国家rr計 画 と して 、1992～1999年 の 「rr2㎜("Singapore-theintelligent

Island")」、2㎜ ～2003年 の 「lnfocomm21(Singapore-theInfocommCapital)1の 成功 に基づ き、

現在 、2004～2006年 の3年 間 にわた る 「Co皿㏄tedSingapore」 を実施 中であ る。また、 「Conn㏄ted

Singapore」 の後の2015年 までの10年 間 にわた る国家rr計 画 「lntelligentNation2015(iN2015)

MasterPlan」 の策 定 を民間企 業や研 究機関 と共 同で進 めて いる。マ レー シアでは、1991年2月 、

2020年 まで にマ レー シア を先進 国にす る とい う 「ビジ ョン2020構 想」 が発表 され 、1996年 、

その具体 策 の一つ として マル チ メディ ア ・スー パー ・コ リ ドー(MSC)が 発 表 され た。MSC

計画 は3フ ェーズに分かれ てお り、現在は2010年 までの予定で フェーズ2が 実 施 され て いる。

中国で は、2001年 か ら開始 された 「十五」(第10次5ヵ 年 計画)が 最 終年度 を迎えて お り、2005

年10月 、 中国共産 党 中央委員 会全体会議で 「第ll次5カ 年 計画(2006～2010年)」 策 定 に関

する提案が採 択 され た。香 港特別行政区政府 は 、2004年3月 、 「2004デ ジタル21戦 略」 を発

表 した。 同戦 略は、世界 の主要デ ジタル都市 と しての香港 の地位 を維 持す るため の総 合的 な青
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写 真で ある。台湾政 府で は、2002年5月 に承 認 された 「チャ レンジ2008計 画」 の一環 と して

「e－台湾計画」が実 施 され て いる。同計画 は、2008年 までに台湾 をハ イデ クサー ビス の島 に し、

アジ アで最 も進 んだ電 子国 家 にする ことで ある。 また 、2004年 ～2008年 に国家 的公共事 業計

画 「新十大建設 計画」 の一環 として、モバイル イ ンター ネッ トの可能 性 を認識 し、そ の競争力

を高めるべ く、 「m－台 湾計画 」が実施 されて いる。韓 国では、2004年6月 、ユ ビキタ ス社 会 を

2007年 まで に実現す る 「u-Korea推 進 計画」が発表 され た。 これ は、ユ ビキタス ・コン ピュー

ティ ング技 術 を基 盤 に して 、国家 のすべての レベル を知能化、ネ ッ トワーク化 して経 済発展 な

どを追及す る戦略 で ある。 さ らに、2004年7月 、ユ ビキタス社会 「u→(orea」を実現 す る具体

的な行動 計画 と して 「rr839戦 略」が 発表 された。'

2005年8月 、OECD(OrganisationforEconomicCo-operationandDevelopment:経 済 協 力 開 発

機 構)は 「OECD通 信 ア ウ トル ッ ク2005(20050ECDCommunicationsOutlook)」 を 発 表 した 。

こ れ は 、 近 年 の 通 信 業 界 の 発 展 動 向 を 分 析 し た 報 告 書 で あ る 。t

表1に 主要国等における最近の情報技術政策の経緯を示す。

表1主 要国等における最近の情報技術政策経緯

国 ・地 域 ・ 発表時期 テー マ ・概 要

国際機関

米 国 2002年2月 rANationOnline」
`

2001年9月 、1億4,300万 人(人 口 の54%)、 イ ン タ ー ネ ッ トを 使 用 。1

億7,400万 人(人 口の66%)、 コ ンピュー タを使 用

2002年2月 「デ ジ タ ル ・エ コ ノ ミ ー2002」 ・

景気後退にもかかわらず、米国産業は国内のrr資 本ス トックを形成し

続け、経済基盤の持続的強化をもたらしていると結論

2002年2月 「E君・ver㎜ent食rat《 留 」

24の イニシアチブ(24の 行政サービス)を 電子政府構想の具体策とし

て発表

2003年2月 「サイバー空間セキュア化のための国家戦略」

3つ の戦略目標、①米国の重要インフラに対するサイバー攻撃の防止、

②サイバー攻撃に対する国の脆弱性の低減、③サイバー攻撃発生時の

損害と回復時間の最小化

2003年12月 「デ ジタ ル ・エ コ ノ ミー2003」

IT産 業 は、経 済 成長 率2.9%の うち0.8%を 占有 、 ま た、ITは 市 民生

活に深 く浸透し、経済全体の成長に欠かせない存在となっていると結
論
戸田

カナダ 2002年3月 「2002-2003年 にお け る計 画 ・優 先的 政策 に関 す る リポ ー ト」

5つ の戦 略 目標(① 革 新 、② 接続 性(CANARIEに よ る ネ ッ トワー ク ・

インフラストラクチャの開発の支援等を通して達成)、③市場、④投資、

⑤貿易)

2004年4月 「開かれた社会を守る:カ ナダの国家安全保障方針」

国民全体の安全への脅威に対応する総合的な戦略と行動計画を示す
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2004年5月 「電子認証原則」

21世 紀経済のデジタル環境における信頼性の構築

欧州連合 2000年6月 「eEurope2002ア ク シ ョ ン プ ラ ン」

3つ の主要目標①より低価格で速度の速い、より安全なインターネッ

ト、②人材及びスキルへの投資、③インターネット利用の推進

2002年5月 「eEurope2005ア ク シ ョ ン プ ラ ン」

広範に利用可能なブロー ドバンド・インフラス トラクチャに基づいた

セ キ ュ リテ ィの 高 いサ ー ビス、 ア プ リケ ー シ ョン、 コ ンテ ンツの 開発

の 活性 化 。

2002年6月 「第6次 フ レーム ワー ク プ ログ ラム」

研究開発予算総額は175億 ユーロ。第5次 と比較して17%の 増加

2005年4月 「第7次 フ レー ム ワー ク プ ログ ラム」

欧州委員会は、第7次 フレームワーク ・プログラムの予算案を含む

コ ミ ュ ニ ケ 「BuUdingdleERAof㎞owledgefbrgrowd】(成 長 の た め の 知

識基盤欧州研究圏構築)」を採択。研究開発予算総額は7年 間(2007～

2013年)で 総額642億 ユ ー ロ。第6次 の 約3.6倍 。

2005年6月 「i2010:欧 州 情報 社 会」

3つ の重点分野①単一欧州情報空間の創設 ②lcr関 連の技術革新 ・投

資、③持続可能な開発、公共サービスや生活の質の向上を実現する情

報格差のない社会

英 国 2000年9月 「UKオ ン ライ ン」

5つ の目標①人々の自信、② ビジネスとしての成功、③見本としての政

府等
2㎜ 年9月 「UKOnline年 次 レポー ト2001年 第1版 」

5つ の ゴー ル

・人々の自信:情 報通信技術へのアクセスに加えて、情報通信技術を

使 う うえ で の信頼 、ス キル 、 モチベ ー シ ョンが 必要 にな る。
・ビジネスとしての成功:経 済の各分野で情報通信技術をビジネスに

利用して成功している企業
・見本としての政府:公 共セクターにおける最先端のテクノロジーの

、

活用
・世界 一 級 の供 給 セ ンタ ー:IT 、'電子 、通 信 の供 給 セ ンタ ー 。イ ノベー

ティブでダイナミックで常に成長していること
・近代化された市場 二消費者(企 業や政府との関係における個人)を

保護し、企業の競争とイノベーションを促進する市場の枠組み

2001年11月. 「UKOn血ne年 次 レポ ー ト2001年 第2版 」

5つ の重要課題①市場の近代化、②国民の能力向上、③企業の活性化、

④政府のオンライン化、⑤世界的水準のサービス提供

2002年11月 「UKOnUne年 次 レポー ト2002年 第3版 」

3つ の目標①英国を電子ビジネスにおける世界のリーダーとして発展

させる②2005年 までに全ての行政サービスが電子的に利用できるよう

にする③2005年 まで希望者全員がインターネットにアクセスできるこ

とを保証する

2003年12月 「UKOnline年 次 レポ ー ト2003年 第4版 」

ICTを 活用してサービス提供を変革し、公共部門全体の運営効率を改善

することを将来の課題として特定し、こうした変革を支える5つ の原

則を提示

2004年3月 「Dir㏄Lgov」

ukonline.govukに 代わ る英 国 政府 の新 しい オ ン ライ ンサ ー ビス

アイルランド 2002年3月 「NewComlections-AStrategytorea1屹ethepotentialofthe

1nformationS㏄iety」

情報社会としての発展に不可欠な基盤としての 「重要なインフラ(Key

In廿as征uctures)」お よび 「情 報 社会 の発 展 を 支援 す る枠 組 み(Suppoπing

丘ameworks)」 を2つ の 柱 とす る
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ス ウ ェー デ ン 2000年6月 情報技術議案 「全国民のための情報社会」

3つ の優先政策①情報技術への信頼を高める、②情報技術の能力を高め

る、③情報技術へのアクセスを高める

2004年10月 「1㎜ovationSweden-A&rategyIbrgroMht㎞oughrenew泣 」

産業雇用通信省とスウェーデン教育科学省が共同で発表。スウェーデ

ン経済の長期的な成長促進のための戦略で,全 国で技術革新を促進す

るための今後数年間の取り組みの方向性を示す

2005年2月 「行政手続への企業負担を軽減するためのアクションプラン」

ス ウ ェー デ ン中央 政府 の8省46機 関 で2004年 ～2006年 に実 行 され る

291の ア ク シ ョンを提 示

フィ ンラ ン ド 2㎜ 年6月 「情報社会としてのフィンランド」

フィンランドの情報社会の利点1問 題及び課題を明記。優先順位とし

て は、教 育 、知 識 及び 研究 の 強化 等。eEurope構 想 をサ ポ ー トす る も

の 。

2001年6月 「情報社会諮問委員会による2001年 レポー ト」

2㎜ 年6月 に発表された 「情報社会としてのフィンランド」の評価と

2つ の政策分野(① 社会における情報通信技術の幅広い活用、②全国民

が利用可能な情報社会のサービスと機会の実現)に おける新たな提言

2001年12月 「新世紀の公共サーピスーオンライン政府推進のための2002～20①3年

ア ク シ ョン ・プ ロ グ ラム 」

オンライン政府の実現を妨げる4つ の問題領域とオンライン政府推進

の ため の行 動 計 画(2002年 ～2003年)

2003年9月 「情報社会政策プログラム」

情報社会の提供する機会の活用に焦点を当ててお り、その目的は、①

競争力と生産性の向上、②社会的 ・地域的平等の促進、③情報通信技

術の効果的な利用を通じた市民の幸福と生活の質の向上

2003年9月 「国家情報セキュリティ戦略」

情報社会のサービスに対する一般市民及び企業の信頼度を高めること

が目的

2004年1月 「国家ブロー ドバンド戦略」

目標①ネットワーク事業者間の競争、②サービス及びコンテンツ提供、

③需要の拡大、④競争の乏しい地域への特別措置、⑤無線ブロー ドバ

ンド開発への投資、⑥接続の高速化 など

ドイツ 2002年2月 「lnformationS㏄ietyGermany」

1999年9月 に発 表 された 「21世紀 の情 報 社 会 にお けるイ ノベー シ ョン

と雇用」の7つ の中心的アクション ・プログラムの進捗状況を評価

2002年2月 rlTＬResearch20①6」

2002年 か ら2006年 まで に 、総 額15億 ユ ー ロを研 究 プ ロ ジェ ク トの助

成に投じ、さらに15億 ユーロを研究機関への支援として投資

2003年3月 「Agenda2010」

労働市場の改革、長期的な社会保障制度の再構築、経済成長の推進を

めざす包括的な政府プログラム

2003年12月 「情報社会 ドイツ2006」

①電子経済、②テクノロジーの研究開発、③教育と訓練、④電子政府、

⑤eCARDイ ニシアチブ!デジタル署名、⑥電子保健⑦rrセ キュリティ
の各分野でそれぞれ具体的な達成目標と達成期限を設定

フランス 2002年11月 「情報社会におけるディジタル共和国構想:RじSO2① ①7」

二大目標(①フランスの情報化の遅れに終止符を打つ、②全国民のため

の情報社会の実現)

2004年2月 「電子 政 府 推進 プ ロジェ ク ト:ADministration肌Ectronique2004/2007

－ADELEpourvoussimplifierlavie」

国家が広範かつ革新的に情報技術を利用するという先駆的役割を果た

す こ とで 、 フ ラ ンス市 民の 生活 の簡 素 化 をめ ざすE◇ovemment実 現 の

ための長期にわたる統一的共通枠組み

一41一



シンガポール 2003年3月 「C・nnededSi㎎ap・re」

世界的な ㎞㎞ ㎜Ca岬(情 報通信拠点)と しての地位確保を目指す

2003年7月 「第2次 電子政府行動計画(eGAPII)」

3つ の達成目標①利用者の満足度向上②政府と国民の連係強化③政府
'

の ネ ッ トワー ク化

2005年2月 「情 報セ キ ュ リテ ィ ・マ ス タ ー プ ラ ン」

国家情報通信セキュリティー委員会の指導の下で、IDA主 導の多機関

活動を通じて策定、実施はIDAが 担当する

マ レー シア 1996年8月
-

「マルチ メデ ィア ・スー パ ー ・コ リ ドー(MSC)計 画」

サ イバ ー ジ ャヤ を 中 央 に配 し、 シテ ィ セ ンタ ー 、 プ トラジ ャや 新 行 政

都市、クアラルンプール新国際空港を結ぶ東西に15㎞ 、南北50㎞ の

地域で、マルチメディア技術を活用した都市開発を行う

2004年7月 「マル チ メデ ィ ア ・ス ーパ ー ・コ リ ドー(MSC)計 画 フェー ズ2開

始 」

サ イバ ー ンデ ィ,サ イバ ー セ ンター の2つ のス テー タ ス を全 国へ 拡 大

する

中 国 2001年 「第10次5カ 年 計 画 」

ハイテクとその産業化の発展を重点的におしすすめ、情報技術、バイ

オテクノロジー、先進的な製造技術、新素材技術、航空および宇宙開

発技術、新エネルギー技術、海洋技術などの発展を目指す

2005年10月 「第11次5カ 年 計 画」

中国共産党中央委員会全体会議で「第11次5カ 年計画(2006～2010年)」

策定に関する提案を採択。7つ の主要目標が提案された。国務院は、

この提 案 を基 に 「『第11次5カ 年 計 画 』綱 領(草 案)」 を起 草す る。 同

綱領は2006年 春の全国人民代表大会(全 人大)で 審査され、承認後に

発 表 、実施 され る。

2005年10月 「国家情報化発展戦略」

2020年 までの15年 間の戦略目標と戦略的重点を確定。電子政府、電子

商取引、セキュリティなどを含む包括的な内容が盛 り込まれている。

香 港 2001年5月 「2001Digita1211TStrategy」

イ ンター ネ ッ トで 接 続 され た世 界 にお い て、世界 有数 のe上usmessコ ミ

ユニティかつディジタル都市としての地位確立を目指す

2004年3月 「2①041)igital211TStrategy」 、

世界の主要デジタル都市としての香港の地位を維持するための総合的

な青写真である。焦点分野は、①政府のリーダーシップ、②持続可能

な電子政府プログラム、③インフラおよびビジネス環境、④組織の見

直し、⑤技術開発、⑥活力あふれるIT産 業、⑦知識経済における人的

資源 、⑧ デ ジタ ル デバ イ ドの解 消 、 の8つ 。

台 湾 2002年6月 「e－台湾 プ ロ ジェ ク ト」

最適 な ハ イ テク 「グ リー ン ・シ リコ ン ・アイ ラン ド」 を実 現 し、 ア ジ ア

のe－リー ダー の一 国 に生 まれ 変わ る こと をめ ざす

2003年11月 「m－台 湾 プ ロジ ェ ク ト」

「新10大 建 設 計画 の 」の ひ とつ。公 共 ブ ロー ドバ ン ドダ ク ト網 の建 設,

二重ネットワーク利用環境の構築を行う。

韓国 2002年4月 re・KoreaV皿on2006」

(1)目 的:政 府 ・企 業 ・個 人の情 報 力 を強 化

(2)実 行計画①電子政府、②デジタルデバイドの是正、③スパムメー

ル ・ウイルスの撲滅、④個人情報保護問題

2003年12月 「BroadbandITKorea2① ①7」

4大 重点課題①知識情報社会の全面化(イ ンターネットの一層の普及な

ど)② 知識情報社会の土壌づくり、③rr新 成長動力創出の基盤づくり、

④グローバル情報社会を目指す国際協力の強化

2004年6月 ru4(orea推 進 計 画 」

ユ ビキ タス社 会 を2007年 まで に実 現す る。ユ ビキ タ ス ・コ ン ピュー テ

イング技術を基盤にして、国家のすべてのレベルを知能化、ネットワ
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一ク化 して経済発展などを追及する戦略

2004年7月 rlT839戦 略 」・

ユ ビキ タス社 会 「uXorea」 を実 現す る具 体的 な行 動 計 画 。①8大 新規

サ ー ビス、②3大 先 端 イ ンフ ラ、③9大 新 成長 動 力 を推 進す る。

OECD 2002年7月 「情報システム及びネットワークのセキュリティのためめガイ ドライ

ン」

新たな9つ の原則(① 認識 ②責任、③対応、④倫理、⑤民主主義、

⑥ リスクアセスメン ト、⑦セキュリティの設計及び実装、⑧セキュリ

ティマネジメント、⑨再評価)

1.米 国

クリン トン政権(1993年1月 ～2001年1月)は 、政権発足当初か ら、国内経済の活性化に ・

向けた情報技術(rr)を 重要政策課題として位置付け、その強化 に積極的に取組んできた。

ブ ッ シ ュ 政 権 が 誕 生 して か ら は 、2002年2月 に 「ANationOnline」 、 「デ ジ タ ル ・エ コ ノ ミ ー

2002」 、 「E-govemmentStrategy」 、2003年12月 に 「デ ジ タ ル ・エ コ ノ ミ ー2003」 が 発 表 さ れ

た 。

「ANationOnline」 は米 国民 におけるrr普 及状 況調査 の レポー トで あ り、2001年9月 時 点、

米 国 民の54%が 、イ ンターネ ッ トを使用 し、66%が コ ンピュー タを使 用 していた こ とが述べ ら

れて いる。

「デジタル ・エコノミー2002」 はrrと マクロ経済を分析 したレポー トであり、景気後退に

もかかわらず、米国産業は国内のrr資 本ス トックを形成 し続け、経済基盤の持続的強化をもた

らしていると分析 している。

rE-govemmentStrategy」 で}ま24の イ ニ シ ア チ ブ(24の 行 政 サ ー ビ ス)が 電 子 政 府 構 想 の 具 体

策 と し て 明 ら か に さ れ た 。(① レ ク リエ ー シ ョ ン ・ワ ン ス ト ッ プ:内 務 省(Dep頒mentofthe

Interior)、 ② 受 給 資 格 支 援 オ ン ラ イ ン:労 働 省(DepartmentofLabor)、 ③ ロ ー ン ・オ ン ラ イ ン:

教 育 省(DepartmentofEducation)、 ④USAサ ー ビ ス:連 邦 調 達 庁(GeneralServicesAdministration)、

⑤EZ納 税:財 務 省/内 国 歳 入 庁(DepartmentofTreasury/lntemalRevenueService)等 の 行 政 サ

ー ビ ス)

「デ ジタル ・エ コノ ミー2003」 では,米 国のrr産 業 は2001～2002年 の縮 小期 を経て,再 び

力強 い伸び を示 し始 めてい る と指摘。2003年,rr生 産 業 の寄与 は,推 定経済成長率2.9%の うち

一43一



0.8%ま で に な っ た 。

2001年 の同時多発テロ攻撃をきっかけに、情報システムの保護等のサイバーセキュリティの

強化を国家戦略に挙げている。2003年2月 、ホワイ トハウスは 「サイバー空間セキュア化のた

めの国家戦略」を発表 した。戦略目標として、以下の3項 目が挙げられている。①米国の重要

インフラに対するサイバー攻撃の防止、②サイバー攻撃に対する国の脆弱性の低減、③サイバ

ー攻撃発生時の損害と回復時間の最小化。

ブッシュ統 領は2004年8月 、大統 領令 「HomelandSecurityPresidentialDirective12(HSPD12)」

を発表 した。 これ は、物 理的なテ ロや サイバー テ ロに備 えて連 邦政府 の施設や ネ ッ トワー クの

セキ ュ リテ ィを強化す る ことを 目的 に、政府 全体で利 用可能 なDカ ー ドを発行す る よ うi義務

付 ける もので ある。

・2
.カ ナ ダ

2002年3月 、 カ ナ ダ 産 業 省(IndustryCanada)は 、 「2002-2003年 に お け る 計 画 ・優 先 的 政

策 に 関 す る リ ポ ー ト」(2002-03Estimates・-ReportonPlansandPriρrities)を 発 表 し た 。以 下 の5つ

の 戦 略 目標 に 重 点 を 置 い て い る 。

① 革新一カナダの革新達成能力を向上させる

② 接続性一カナダをイ ンターネ ット接続性が世界で最も高い国にする

③ 市場一公正かつ効率的な競争力のある市場を構築する

④ 投資一カナダを国内及び国外の投資に適した場所へと向上させる

⑤ 貿易一世界貿易のカナダのシェアを増やすためカナダ国民と共に一丸 となって努力する

5っ の戦略目標のうち、「接続性」はCANARIEに よるカナダにおけるネッ トワーク ・インフ

ラス トラクチャの開発の支援などを通 して達成 される。

2003年10月 、カ ナダ産業省 は 「「2003年 カナダ 国民の生活 の質の向上 に関す る レポー ト」

を発表 した。これ は 「1998-1999年 におけ る計画 ・優 先的政策 に関す る リポー ト」、さ らに 「2002

-2003年 にお ける計画 ・優 先的政策 に関す る レポー ト」 を引き継 ぐもので、上記5つ の戦略 目

標 を通 じた国民生活 の質の向上 を示 して い る。
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2004年4月 、カナダ政府はカナダ国民が直面する安全上の脅威に対 して、調和のとれた

対応 が 必 要 とな る ため 、包 括 的 かつ 統 一 的な 「国家安 全保 障 政策(NSP:NationalSecurity

Policy)」 を発表 した。

また、2004年5月 、カナダ産業大臣は21世 紀経済のデジタル環境 における信頼性を構築す

るために電子認証原則を発表 した。

3.欧 州連合

2002年5月 に発表 され た現行の情報 社会政策eEurope2005ア クシ ョンプラ ン、及び、その前

身で ある2000年6月 に発表 され たeEurope2002の 出発 点とな った リス ボ ン戦略(2000年)に

つ いて、欧州委員会 は2005年2月 、進捗状 況 をチ ェックする中間 レビュー を発表 した。

これ を踏 まえて2005年6月 、新 たな情 報社会イ ニシアチブ 「i2010:欧 州情報社 会(European

lnformationSociety)2010」 を採択 した。EUの 情報社会政策 は2005年 末 まで はeEurope2005ア

ク シ ョンプ ランの下 で進 め られ るが 、その後 はi2010に 引き継がれ る。

i2010イ ニシアチ ブでは、情報社 会 ・メデ ィア政策 の重点分野 として 、①情 報社会及 び メデ

ィアのオー プ ンで競争的な域 内市場 を促進 す る 「単一欧州情報空間(SingleEuropeanInformation

Space)」 の創設、②ICT関 連 の技術 革新 ・投資、③持続可能な開発 、公共サ ー ビスや 生活 の質

の向上 を実現す る情 報格差 の ない社 会、が 掲げ られた。

フ レーム ワー ク ・プログラム(FP:FrameworkProgramme)は1984年 以来 、EUに お ける研究

開発 へ の主 た る資金提供方 法 とな って いる。2002年6月 に発表 された現行 の第6次 フレー ムワ

ー ク ・プログ ラム(SiXthFrameworkProgrammeFP6)は2006年 末 まで実施 され
、2007年1月1

日か らは、第7次 フ レーム ワー ク ・プ ログ ラム(SeventhFrameworkProgramme;FP7)に 移行す

る。

4.英 国

1996年2月 、英国政府による最初の包括的な情報技術(rr)政 策である 「情報社会イニシア

チブ」が発表された。その後、「情報社会イニシアチブ」は、2㎜ 年9月 に新たに 「UKonline」

というrr政 策に置き換わった。
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2001年11月 、「UKOnline年 次 レポー ト2001年 」(第2版)が 発表 された。①市場の近代

化、②国民の能力向上、③企業の活性化、④政府のオンライン化、⑤世界的水準のサービス提

供という5つ の重要課題を取 り上げ、以下の3つ の目標 を表明した。

①2002年 までに英国を電子商取引の世界でもっとも整備 された安全な環境 にする。

②2005年 まで希望者全員がインターネ ットにアクセスできる ことを保証す る。

③2005年 までにすべての行政サービスが電子的に利用できるようにする。'

2002年11月 には、「UKOnline年 次レポー ト2002年 」(第3版)が 発表 され、以下の3つ

の目標を表明した。

① 英国を電子ビジネスにおける世界の リーダーとして発展させる。

②2005年 までにすべての行政サービスが電子的に利用できるようにし、重要なサービスにお

いては高いレベルでの使用を実現させる。

③2005年 まで希望者全員がインターネッ トにアクセスできることを保証する。

2003年12月 、 「UKOnline年 次 レポー ト2003年 」(第4版)を 発表す る とともに、従来 の

eEnvoy局 に代 えてe-GovemmentUnitを 設置す る考 え を明 らか にした。 また、2004年3月 、

eGovernmentUnitはUKOnlinelこ 代 わる市民 向けの公共サ ー ビス ・ポ一 夕」レと して 「Direct.gov」

の運営 を開始 した。.

5.ア イル ラン ド

アイル ラン ド政府 の情報社会 政策は、1999年1月 に発 表 した 「アイル ラン ドにお ける情 報社

会の実現 に向 けたア クシ ョン・プラ ン」"■mplementingThelnfo頂ationSocietyinl「eland:AnAction

Plan"を 総理府 が主管 となって実施す る ことによ り開始 され た。

そ の後 、この アクシ ョン ・プ ランの実施 結果 を基 に、そ の課 題 に取 り組む べ く2002年3月 、

「新 しい関係の構 築一情 報社会 の潜在的可能性 を実現 す る戦略」"NewConnections-AStrategy

torealisethepotentialoftheInforrnationSociety"と 題 す る情 報社会政策 を発表 した。 この実施 結果

につ いて、政府 は2003年2月 に第1版 を、また2004年4月 に第2版 を発表 した。

6.ス ウェーデ ン

2000年3月 、政府は情報技術の急速な発展に対応するため、「全国民のための情報社会」(rr
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BM:"AnInformationSocietyforAll"、1999/2(mO:86)と 題す る法案}こお いて 、将 来の情報技術 政

策案 を発表 した。(ス ウェー デ ンの国会 は2000年6月 、 「全国 民のため の情報 社会」 を可決 し

た。)「全国 民のため の情 報社会」 では、3つ の優先 政策(① 情報技術 への信頼 を高め るための

政策 、② 情報技術 の能 力 を高 めるための政策、⑬精 報 技術への アクセス を高 めるため の政策)

を示 して いる。

2003年6月 、 ス ウェーデ ン政府 はrr政 策 に関す る諸問題 につ いて政府 に助言す る 「rr政 策

戦略 グルー プ(ITPolicyStrategyGroup,以 下、戦略 グルー プ)」 を選任 した。戦略 グルー プは事

務局 を中心 に運営 され 、産 業雇用通信 省の地域通信政策 担当大 臣の監督 下 に置 かれ て いる。

戦略 グループの焦点分野 には、① アクセスの可能性 と一般市民の信頼、②成長、③環境

と持続可能な社会、④保健医療 と社会サー ビス、⑤ 学校 と学習、⑥ 文化、⑦民主主義 ・デ

ジタルデバイ ド ・開発支援、の7つ がある。

7.フ ィ ンラン ド

2000年6月 、情 報社会 諮問委員会(ISAB:InformationSocietyAdvisoryBoard)は 「情 報社会

と しての フィ ンラン ド」(FinlandasanInforrnationSociety)を 発表 した。 この報告書 の 目的 は、

フィ ンラン ドにお ける情 報社 会の発展の全体 的な展望 を示 し、 開発お よび アク ションのため の

プロポーザル を作 成す る こ とである。 この レポー トでは 、フィ ンラ ン ドの情報 社会 の利 点、 問

題及 び課 題が述 べ られ てお り、優先対応策が提 起 された 。(① 教 育、知識 お よび研究 の強化、

② 通信 イ ンフラ、③ 運用 お よび規 制環境 、④ 情報社会 か らの疎外 の防止、⑤ 公共 部門 のサー ビ

ス とカ スタマー として の公共部 門)

2001年6月 、情報社 会諮 問委員会 は 「情 報社 会諮 問委員 会 によ る2001年 レポー ト」(ReportOf

theInfb頂ationSocietyAdvisoryBoard2001)を 発表 した 。 同レポー トでは、 「情報社 会 と しての

フィンラン ド」 にお け る提 言の実施状況 の評価 と新た な政策提案 を行 って いる。情 報社会諮 問

委 員会 は2つ の政策 分野(① 社 会 にお ける情報 通信技術 の幅広 い活用 、② 全国民が 利用可能 な

情 報社会 のサー ビス と機会 の実現)に お いて新 た に提言 を行 った。

2001年12月 、情 報 社 会 諮 問 委 員 会 は 、 電 子 政 府 計 画 に 関 す る レ ポ ー ト、 「新 世 紀 の 公 共 サ ー

ビ ス ・オ ン ラ イ ン 政 府 推 進 の た め の2002～2003年 ア ク シ ョ ン ・プ ロ グ ラ ム 」(PublicServicesin

theNewMillennium-ProgrammeofActiontoPromoteONI.INEGOVERNMENT,2002-2003)を 発 表
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した。同レポー トでは、オンライン政府の実現 を妨げる4つ の問題領域(① オ ンライ ン ・サー

ビスの開発、実装、配信、② オンライン ・サー ビスへの需要とサー ビス品質、③ アクセス性、

有用性、利用者のサービス活用能力、④ オンライ ン ・サー ビス開発の先導 と調整i)と オンライ

ン政府推進のための行動計画(2002年 ～2003年)に ついて記している。

2003年9月 、フィン ラン ド政府 は重 点分野 の省庁 間協力 を促進す るため、① 情報 社会政 策プ

ログ ラム(lnformationSocietyPolicyProgramme)、 ② 雇用 政策 プ ログ ラム、③ 起業 政策 プ ログラ

ム④ 市 民参加政策 プ ログラム、の4つ の政策 プログ ラム に着手 した。

情 報 社 会 政 策 プ ロ グ ラ ム の 実 施 状 況 の 評 価 は 、 情 報 社 会 評 議 会(ISC:InformationSociety

Council)が 担 当 す る 。ISCは 、'1青報 社 会 諮 問 委 員 会(lnformationSocietyAdvisoryBoard)に 代

え て2003年9月 に 設 置 さ れ 、2005年2月 、 初 の 年 次 報 告 書 「TowardsaNetworkedFinland」 を

発 表 し た 。

8.ド イ ツ

2002年2月 、経済技術省(現 経済労幽)と 教育研究省は 「lnformationSocietyGermany」

を発表 した。この報告書では 「21世紀の情報社会におけるイノベーションと雇用」の7つ の中

心的アクション ・プログラム(① 新 しいメディアへのアクセス、②教育におけるマルチメデ ィ

ア、③機密性 とセキュリティ、④革新的雇用 一 新 しいアプリケーション、⑤技術 とイ ンフラ

ス トラクチャにおける先導的地位、⑥近代的行政に向けた電子政府、⑦欧州および国際協力)

における進捗状況を評価 している。

2002年2月 に、教育研究省 は、情 報通信 技術分 野の研究助成 プ ログ ラム 、ITResearch2006

(mＬForschung2006)を 発表 した。教育研 究省 は、rrResearch2006プ ログラムの枠 内で、2002

～2006年 の5年 間 に、総額15億 ユー ロを研究 プ ロジェク トの助成 に投 じるほか 、さ らに15億

ユー ロを研究機 関へ の支援 と して投資す る予定 で ある。

2003年3月 、シュ レーダー首相 は、 ドイ ツ連 邦議会 で 「Agenda2010」 を発表 した。これ は、

経済 改革 プ ログラムで あ り、2010年 まで に成長 と雇用 を促進 し、企 業や個 人の責任 を強化 し、

社会 保障制 度 を健全 で持 続可能 な財 政基盤 に乗せ る ことを目的 と して いる。

2003年12月 、経済 労働省 は教育研 究省 と共 同で、包 括的情報社会 政策 「情 報社会 ドィ ッ2006

(lnformationsgesellschaftDeutschland2006)」 を発表 した。 この政策 の もとにな った のは、 アク
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シ ョ ン プ ロ グ ラ ム 「21世 紀 の 情 報 社 会 に お け る 技 術 革 新 と 雇 用(imovationundArbeitsplatzein

derInformationsgesellschaftdes21.Jahthunderts)」(1999年 策 定)で あ る 。

「情報社会 ドイツ2006」 では、①成長と経済のためのデジタル経済②教育、研究、機会均等

③電子政府、インターネッ トのセキュリティ④eヘ ルズ、の各分野について具体的な達成目標

とその期限を設定した。

9.フ ランス

2002年11月 、 ラファラン首相 は、全 国民のための情報社会 を 目指す フラ ンスの包括 的rr推

進 計画で あるRE/SO2007(pouruneRRepublicquenum6riquedanslaSOci6t6de1'information,情 報

社 会 にお けるデ ジタル共和国構想)を 発表 した。RE/SO2007が 取 り組む分野 は、固定電 話 、携

帯 電話 、イ ンター ネ ッ トを中心 とす る通信イ ンフラの整備か ら、電子 商取 引、 セキ ュ リテ ィ、

法的枠組み の整備 、学校 にお けるイ ンターネ ッ ト環 境の整備、ゲー ム産 業の育成 、電子 政府 な

ど、 きわ めて多岐 にわた って いる。

REISO2007の 一環 として、行政的手続きの電子化、電子政府推進のための リーダーシップ強

化と調整、重点プロジェク トへの焦点化が掲げ られ、さらに、2003年2月 、電子政府政策の推

進機関 として、電子行政推進庁(ADAE)が 設置された。

これ らを受 け る形で2004年2月 、 ラフ ァラ ン首相 は、電子政府推 進プ ログ ラム・「ADELE

(ADmmistrationELEctronique)2004/2007」 を発表 した。ADELEプ ログラム は、140の プ ロジ

ェク トか らな る電 子 政府 ア クシ ョンプラ ンに従 って実施 されて い る。 フ ランス政府 による と、

2005年3月31日 現 在、計画 された140の プロジェク トの うち、約30%が 既 に実 施 され てい る。

10.シ ンガポール

シ ンガポール 政府 の最初 のrr政 策 として は、1980年 に 「国家 コ ンピュー タ化計 画(National

ComputerizationPlan)」 が実施 され、rrの 利用 によ る行政 の改善 とい う本来の 目的の ほか に、rr

へ の認 識の拡大 、rr能 力の養成促進、地 方にお けるrr産 業の需要 につなが った 。

こ の 後 、 国 家rr計 画 と し て 、1992～1999年 の 「IT2000("Singapore・-thelntelhgentlsland")」 、

2㎜ ～2003年 の 「lnfocomm21(Singapore--theInfocommCapita1)」 の 成 功 に 基 づ き 、現 在 、2()O`1
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～2006年 の3年 間 に わ た る 「ConnectedSingapore」 を 実 施 中 で あ る
。

さ らに、シ ンガポ ール政府 は現在 、Com㏄tedSingaporeの 後の2015年 まで の10年 間 にわた

る国家rr計 画 「lntelligentNation2015(iN2015)Mastelplan」 の策定 を民間企業や研 究機 関 と共

同で進 めてお り、2005年5月 には、iN2015マ ス ター プラ ンの策定 を行 うハイ レベル の運 営委

員会(iN2015SteeringCommittee)が 組織 され た。

また,2005年2月 、 トニー ・タ ン副首相 は、2005～2007年 の3年 間 の情報通 信セ キュ リテ

ィ ・マ スター プラン(lnfocommSecurityMasterPlan)を 発 表 した。 シンガポー ル政府 は、サイ

バー脅威 の管理能力形 成 とサイバ ーセキュ リテ ィの強化 に3,800万 シ ンガポール ドル(約27億

円)を 投 じる。

シンガポール にお ける電子政府 政策は、国家rr計 画 と同時 期 に開始 され、歩調 を合 わせて

数 々のプ ログ ラム/イ ニシアチ ブを実施 して いる。現 在 は、2003年7月 発表の第2次 電子 政府

行動計画 を実施 中で ある。同計画 は2006年 まで継 続 して実 施 され、総予算は13億 シンガポー

ル ドル(約910億 円)。 達成 目標 は① 利用者 の満足度 向上(DelitedCustomers)、 ② 政府 と国民の

醗 強化(ConnectedCitiZens)、 ③ 政府 のネ ッ トワー ク化(NetworkedGovernment)、 で ある。

11.マ レ ーーーシ ア

1991年2月 、マハ テ ィール 首相(1981年 、首相就 任、2003年10月 同退任)に よ ってマ レー

シア政府 の長期経済 計画で あるVision2020が 発表 された。 これ は2020年 まで にマ レー シ アを

先進工業 国にす る ことを目的 と した経済 社会 開発 構想で ある。このVision2020の 具体策 のひ と

つと して,1996年8月 、rr産 業育 成を 目的 と した国家 プ ロジェク ト、マルチ メデ ィア ・スーパ

ー ・コ リ ドー(MSC:Mult㎞ediaSuperCo㎡dor)が 発表 された。MSC計 画 は・.1996年 ～2003

年のフェーズ1、2004年 ～2010年 のフェー ズ2、2011年 ～2020年 のフェー ズ3に 分かれ てい る。

2004年6月 、MSC実 行 評 議会(lmplementationCouncil)第17回 会 合 で はrMSCサ イ バ

ー ンデ ィ/サ イ バ ーセ ンタ ー」 ステ ー タス を当初 の指 定地 域 以外 に も導入 し、 全 国へ 拡 大

す る ことが 決定 され た。MSCフ ェーズ2に お けるMSC全 国展 開(MSCNationalRoUout)

は、 国や 地 域 の発 展 と競 争 力の 強化 、 デ ジタル 格差 の是正 を 目指 す。
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12.中 国

中国では1953年 以来 、社会主義計画経済の典型的な手法 として、旧ソ連に倣 って 「5カ

年計画」を策定 し、国家建設を進めてきた。現在 は2001年 か ら開始 された第10次 五 カ年

計画(2001～2005年)を 実施 中であ り、2005年 はそ の最後の一年 にあたる。

2005年10月 、中国共産党 中央委員会全体会議で 「第11次5カ 年計画(2006～2010年)」

策定 に関す る提案が採択 された。国務院は、 この提案を基に 「『第11次5カ 年計画』綱領

(草案)」 を起草する。 同綱領は2006年 春の全国人民代表大会(全 人大)で 審査され、承

認後 に発表、実施 される予定で ある。

また,国 家情報化指導グループは2005年10月 、2020年 までの15年 間の 「国家情報化発

展戦略」を採択 し、戦略目標と戦略的重点を確定 した。同戦略には、電子政府、電子商取 引、

セキュリティなどを含む包括的な内容が盛 り込 まれている。

2004年3月 、香港政府は 「1998デジタル21戦 略」 「2001デジタル21戦 略」に続 く包括的rr

活用戦略 「2004デジタル21戦 略(2001Digita121Strategy)」 を発表 した。同戦略は、世界の主

要デジタル都市 としての香港の地位を維持するための総合的な青写真である。焦点分野は、①

政府の リーダーシップ、②持続可能な電子政府プログラム、③インフラおよびビジネス環境、

④組織の見直 し、⑤技術開発、⑥活力あふれるIT産 業、⑦知識経済 における人的資源、⑧デジ

タルデバイ ドの解消、の8つ である。

また、2004年9月 には政府 の諮 問機 関 と して 、デ ジタル21戦 略諮 問委 員会(D21SAC:Digital

21StrategyAdvisoryCommittee)が 設 置 された 。これは、工 商業 ・科学技 術局長 が委員長 を務め、

デ ジタル21戦 略 に定め る 目標 を達成 す るため の戦略 、 プログラム、施策 に関 して 、政府 に助

言す るため の機 関で ある。

13.台 湾

2002年5月 、行政 院は2002年 か ら6年 間の国家発展 計画 を定め た 「挑戦2008年 一6カ 年国

家 発展計画 」を策 定、その一環 として 「e－台湾 計画(e-Taiwanproject)」 が 実 施 され て い る 。

同計画 は、2008年 まで に台 湾 をハイ テクサー ビスの島に し、ア ジアで最 も進 んだ電 子 国家 にす

る ことで ある。
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2003年11月 に発 表 され た 「新10大 建 設 計 画 」 の 中で は 、 モ バ イ ル イ ンタ ー ネ ッ ト

の 可 能 性 を 認 識 し、 そ の競 争 力 を高 め るべ く、rm－ 台 湾 計 画 」 が 提 案 され 、2005年 ～

2009年 の5年 間 で370億 台 湾 元(約1,340億 円)の 政 府 予 算 が 割 り当 て られ て い る。

14.韓 国

韓国政府 は、2002年 に基本的ITVa略 「e」(oreaVision2006(第 三次情報化促進基本計画)」

を発表後、同戦略の見直 しを進め、2002年12月 には情報通信部(MIC)が2007年 まで に

ユ ビキタスな情報スーパーハイウェイ を構 築す る計画 を策定 していることを明 らかに した。

ユ ビキタスなネッ トワーク環境では、イ ンターネ ッ トは 日常生活の一部 とな り、人々は

時間 と場所 を選 ばずにネ ッ トにシーム レスに接続できる。

こうしたユ ビキ タス社会実 現 に向 けて韓 国政 府 は2003年12月 、情 報 化基本 計画

「BroadbandITKoreaVision2007」 を発表 した。 この計画 は、①知識 情報社会 の全面化(イ

ンターネッ トの一層の普及な ど)、 ②知識1青報社会の土壌づ くり、③rr新 成長動 力創出の

基盤づ くり、④ グローバル情報社 会を 目指す国際協力の強化 、を4大 重点課題 とす る。

情報通信部は2004年6月 、ユ ビキタス社会 を2007年 まで に実現する 「u-Korea推 進計

画」 を発表 した。 これは、ユ ビキ タス ・コンピューティ ング技術 を基盤 にして、国家のす

べての レベルを知能化、ネ ッ トワー ク化 して経 済発展な どを追及する戦略である。

さ らに、ユ ビキ タ ス社 会 「uKorea」 を実 現す る具体 的 な行 動計 画 と して情 報 通 信部 は2004

年7月 、 「rr839戦 略 」 を発表 した。 同計画 で は、国 民1人 当 た りGDP2万 ドル(約233万

円)を 国 家 的経済 目標 に掲 げ、①8大 新規 サ ー ビス(WiBro〔WirelessBroadband〕 、DMB〔Digital

MultimediaBroadcasting〕 、ホ ー ム ネ ッ トワー ク、 テ レマ テ ィ クス 、RF皿)〔RadioFrequency

Identification〕、W-CDMA、 地 上波 デ ジ タルTV放 送 、VblP〔Voiceoverintemetprotocol〕)

を早 期 導 入 し、 ②3犬 先 端 イ ン フ ラ(BcN〔BroadbandConvergenceNetwork〕)、USN

〔UbiquitousSensorNetwork〕 、IPv6)に 対 す る投 資 を誘導 し、③9大 新 成長 動 力(次 世 代

移動 通 信機 器 、次 世 代PC、 デ ジ タル テ レビ/放 送 機 器 、ホ ーム ネ ッ トワー ク機器 テ レマ

ティ クス 機器 、rrSoC〔SystemonChip〕 、組 み 込 み ソ フ トウ ェア 、デ ジ タル コ ンテ ンツ&

ソ フ トウ ェア ソ リュー シ ョ ン、 知 能型 ロボ ッ ト)を 推 進 す る 。
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15.OECD

国際経済協 力機構(OECD:OrganiZationforEconomic¢o-operationandDevelopment)は 、経済 ・ 、

社会のあ らゆる分野 の 問題 について国際的な研究 ・分析 、政策提言 を行 な っている。情 報技術

(rr:InforrnationTechnology)に つ いて も例外 ではな く、そ の対象範 囲はデ ジタル経済 、セキ ュ

リテ ィとプライバ シー、電気 通信、イ ンターネ ッ トな ど、多 岐 にわた り、2005年 もそれ ぞれ の

分野で多数 の報告書 が発表 され た。

そ のなか で、2005年8月 、 「OECD通 信 アウ トル ック2005(20050ECDCommunications

Oudook)」 を発表 した。 これ は、近年の通信業界 の発展動 向 を分析 した報告書であ る。「アウ ト

ル ック2005」 のエ グゼ クテ ィブサ マ リは、OECD加 盟 国の政府や 政策 立案者が現在抱え る課題

と して 、次 の2点 を特 記 して い る。

・ 近年の通信市場の自由化は利用者に多大な利益をもたらし、業界は全体的に成長 している。

すべての市場参入者が通信市場で成長できるように市場 を開放 し続けることは、OECD加

盟国政府にとっての大 きな課題である。

・ 通信環境が変化する中で、全国一律サービスでは従来の資金モデルや利用者が期待するサ

ービスの水準に課題が生じる
。政策立案者は今後、通信の全国一律サービスの展開につい

て も検討を続けていく必要がある。
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1米 国

1.米 国連邦政府における情報技術政策

1.1経 緯

クリン トン政権(1993年1月 ～2001年1月)は 、政権発足当初から、国内経済の活性化に

向けた情報技術(rr)を 重要政策課題 として位置付け、その強化に積極的に取組んできた。

ブ ッ シ ュ 政 権 が 誕 生 し て か ら は 、2002年2月 に 「ANationOnline」 、 「デ ジ タ ル ・エ コ ノ ミ ー

2002」 、 「E-governmentStrategy」 、2003年12月 に 「デ ジ タ ル ・エ コ ノ ミ ー2003」 が 発 表 さ れ

た 。

「ANationOnline」 は米 国民 におけるrr普 及 状況調査 の レポ ー トで あ り、2001年9月 時 点、

米 国民の54%が 、イ ンター ネ ッ トを使用 し、66%が コ ンピュータ を使 用 して いた ことが述べ ら

れて いる。

「デジタル ・エコノミー2002」 はrrと マクロ経済を分析 したレポー トであり、景気後退に

もかかわ らず、米国産業は国内のrr資 本ス トックを形成 し続け、経済基盤の持続的強化をもた

らしていると分析 している。 ・

「EgovemmentStrategy」 で}ま24の イ ニ シ ア チ ブ(24の 行 政 サ ー ビ ス)が 電 子 政 府 構 想 の 具 体

策 と して 明 ら か に さ れ た 。(① レ ク リ エ ー シ ョ ン ・ワ ン ス ト ッ プ:内 務 省(Departmentofthe

lnterior)、 ② 受 給 資 格 支 援 オ ン ラ イ ン:労 働 省(DepartrnentofLabor)、 ③ ロ ー ン ・オ ン ラ イ ン:

教 育 省(DepartmentofEducation)、 ④USAサ ー ビ ス:連 邦 調 達 庁(GeneralServicesAdministration)、

⑤EZ納 税:財 務 省/内 国 歳 入 庁(Depa・tmentofTreasury/lnternalRevenueService)等 の 行 政 サ

ー ビ ス)

「デジ タル ・エコ ノミー2003」 で は、米 国のrr産 業 は2001～2002年 の縮 小期 を経て 、再

び力強い伸び を示 し始 めて いる と指 摘。2003年,rr生 産 業の寄 与 は、推定経済成 長率2.9%の

うちO.8%ま で にな った。

2001年 の同時多発テロ攻撃 をきっかけに、情報システムの保護等のサイバーセキュリティの

強化を国家戦略に挙げている。2003年2月 、ホワイ トハ ウスは 「サイバー空間セキュア化のた
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めの国家戦略」を発表 した。戦略 目標 として、以下の3項 目が挙げ られている。①米国の重要

インフラに対するサイバー攻撃の防止、②サイバー攻撃に対する国の脆弱性の低減、③サイバ

ー攻撃発生時の損害と回復時間の最小化
。

ブッシュ統 領は2004年8月 、大統 領令 「HomelandSecurityPresidentialDir㏄tive12(HSPD12)」

を発表 した。 これは、物理 的なテ ロや サイバー テ ロに備 えて連 邦政府 の施設や ネ ッ トワー クの

セキ ュ リティ を強化す る ことを目的に、政府全体 で利用 可能 な 皿)カ ー ドを発行す るよ う義務

付 ける もので ある。

表1-1に 米国政府における主要情報技術政策 の経緯を示す。

表1-1米 国連邦政府 主要情報技術政策経緯

発表時期 政 策 概 要
2002年2月 rANationOnline」 2001年9月 、1億4,300万 人(人 口 の54%)、 イ ン

(前 記 「FallingthroughtheNet:Toward ター ネ ッ トを使 用。1億7,400万 人(人 口の66%)、

DigitalInclusion」 の 後 継) コ ン ピュー タ を使用

(ブッシュ政権最初の報告書)

2002年2月 「デ ジタ ル ・エ コ ノ ミー2002」 景気後退にもかかわ らず、米国産業は国内のrr資

(ブッシュ政権最初の報告書) 本ス トックを形成し続け、経済基盤の持続的強化

をもたらしていると結論

2002年2月 「E噸)・emmentS血tegy」 24の イ ニ シアチ ブ(24の 行 政 サー ビス)を 電子 政

府構想の具体策として発表

2003年2月
'「 サ イ バ ー 空 間 セ キ ュ ア 化 国 家 戦 略 」

3つ の戦略目標、①米国の重要インフラに対するサ

(NationalStrategytoS㏄ureCyberspa㏄) イバー攻撃の防止、②サイバー攻撃に対する国の

脆弱性の低減、③サイバー攻撃発生時の損害と回

復時間の最小化 、
2003年12月 「デ ジタ ル ・エ コ ノミ ー2003」 IT産 業 は、経 済 成 長 率2.9%の うち0.8%を 占有 、

また、ITは 市民生活に深く浸透し、経済全体の成

長に欠かせない存在となっていると結論

Source:米 国 連邦 政 府発 表資 料 か ら作 成

1.21T政 策の担 当機 関

米国の政策実施にあたっては大統領に大きな権限が与えられてお り、大統領の下には、大統

領府、連邦省庁、独立機関が置かれている。rr政 策に関係する機関は、連邦省庁のように政策

を実施する機関と、大統領府の行政管理予算局(OMB:OfficeofManagementandBudget)に 代

表されるように、それを管理 ・調整す る機関の2種 類に大別される。
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1.2.1連 邦 省 庁

連邦省庁は、OMBや 議会の承認を得ながら、rr政 策を実施する。各省庁は、それぞれ独自

の政策を実施するほか、複数の省庁にまたがって実施される政策 にも参加す る。

2001年 の同時多発テロ事件以降、「国土の安全保障」 と 「海外における対テロ戦争の勝利」

が国家的な優先課題の一部 となってきた ことか ら、rr政 策についても、国土安全保障省、国防

総省が他の省庁に比べて大きな役割を担っている。

IT政 策 を実施す る省庁 は次の通 り。

・nr関 連 の研 究 ・開発:国 防総省、保健 福祉省、エネルギー省

・n'関 連 の国土安全保 障政策 は、国土安 全保障省

・ 電子 政府政策:商 務省 、保健福祉省 、内務省、労働省、教育省、財務 省(内 国歳 入庁 〔IRS:

IntemalRevenueService〕)

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

WhiteHouse:http://www.whitehouse.gov/index.html

YourGovernment:httpVlwww.whitehouse.gov/governmenti

1.2.21T関 連 の独 立機 関

連邦政府 には、各省の管轄下に置かれていない独立機関が約70あ る。rr政 策を実施する主

な独立機関は次の通 り。

●

●

●

研 究 開 発:全 米 科 学 財 団(NSF:NationalScienceFoundation)、 米 航 空 宇 宙 局(NASA:National

AeronauticsandSpaceAdministration)

安 全 保 障:国 家 安 全 保 障 局(NSA:NationalSecurityAgency)、

電 子 政 府:連 邦 調 達 庁(GSA:GeneralServiceAdminis廿ation)、 米 会 計 監 査 院(GAO:General

AccountingOffice)、 環 境 保 護 局(EnvironmentalProtectionAgency)、 中 小 企 業 庁(SmaU

BusinessAdrninistration)、 国 立 公 文 書 館(NationalArchivesandRecordsAdmmistration)、 社 会

保 障 庁(SSA:SocialSecurityAgency)
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2.研 究 開発

大統 領府内 の科学 技術政策局(OSTP:OfficeofScienceandTechnologyPolicy)とOMBは 、連

邦省庁や科 学 コミュニテ ィと連携 し、連邦 レベル にお ける研 究開発 の優先課題 を決定す る。

2006年 度予算における研究開発費は前年度か ら1%増 加し、1,320億 ドル(約14兆4,㎜ 億

円、2005年6月17日 為替 レー ト1ド ル=109円 に基づ く、以下同 じ)と 世界最高の水準を

誇る。2006年 度の研究開発費でも、国家的優先課題の一つ 「対テロ戦争の勝利」に重点を置き、

国防総省と、バイオテロ対策を想定した保健福祉省の予算が突出 している点では、昨年 までと

変わ らない。

表1-2連 邦政府の研究開発予算

(単位:100万 ドル)

2004年 度

実 績

2005年 度

推 定

2006年 度

提 案

2005-2006

増 減 額

20024006

増 減 率

省庁別

国防総省 65,462 70,422 70,839 417 1%

保健福祉省 28,047 28,752 28,807 55 0%

米航空宇宙局 10,574 10,990 11,527 537 5%

エネルギー省 8,779 8,629 8,528 一101 一1%

全米科学財団 4,160 4,082 4,194 lI2 3%

農務省 2,222 2,415 2,039 一376 一16%

国土安全保障省 1,053 1,185 1,467 282 24%

商務省 1,137 1,134 1,013 一121 一11%

運輸省 661 748 808 60 8%

退役軍人省 866 784 786 2 0%

内務省 627 615 582 一33 一5%

環境保護局 661 572 569 一3 一1%

その他合計 1,089 1,243 1,145 一98 一8%

小計 125,338 131,571 132,304 733 1%

基礎研究 26,588 26,928 26,608 一320 一1%

応用研究 27,838 28,235 28,232 一30%

開発 66,535 71,425 72,666 1.2412%

施 設 ・設 備 4,377 4,983 4,798 一185-4%

Source:AnalyticalPersp㏄tives,BudgetoftheUnitedStatesGovernment
,FiscalYear2006

以下にrrに 関連する省庁間の研究開発プログラムまたはイニシアチブを2件 紹介する。
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2.1NITRD

2006年 度 予算 で は 、 多 機 関ネ ッ トワーキ ング情 報 技 術研 究 開 発(NrrRD:multi-agency

NetworkmgandinformationTechnologyResearchandDevelopment)プ ログラム につ いて、 前年度

比7%減 の21億2,700万 ドル(約2,320億 円)が 要求 された。 この プログ ラムで は、各省庁 で

行 なわれ る、 高度な コ ンピューティ ング ・システム 、ネ ッ トワー ク、 ソフ トウェア、情報 管理

技術 の研 究 を調 整 してい る。

2004年 には、省庁 間 の 「ハ イエ ン ド・コン ピューテ ィング再活性化 タス クフォース(High-End

ComputingRevitalizationTaskForce)」 の勧告内容 の実施 にお いて、大 きな進 展が あった。

表1-3㎜ プログラム予算

(単位:100万 ドル)

機関名

2004年 度

実 績

2005年 度

推定

2006年 度

予算案

2005-2006増

減 額

20052006

増減 率

国防総省 241 277 294 17 6%

全米科学財団 773 795 803 8 1%

保健 ・福祉省 542 573 551 一22 r4%

エネルギー省 343 383 355 三28 一7%

商務省 47 58 61 3 5%

米航空宇宙局 258 192 57 一135 ヲ0%

環境保護局 2 4 6 2 50%

合計 2206 2,282 2,127 一155 二7%

Source:AnalyticalPerspectives,BudgetoftheUnitedStatesGovernmenちFiscalYear2006

2.2ナ ノ テ ク ノ
,Mジ ー

2006年 度予 算で は、省庁 間の国家ナ ノテ ク ノロジ一 二イ ニ シアチ ブ(N【1)に つ いて 、前年

度 比2%減 の10億5,400万 ドル(約1,150億 円)が 要求 された。

NNIは 、物質を原子 ・分子 レベルで操作し、その特性 を生かした素材、デバイス、システム

を製作する。

Nnの 支援する研究開発の成果は、病気の発見 ・処置、ナノスケールでの製造、環境の監視 ・

保護、エネルギーの生成 ・貯蔵、高機能電子機器の製造などにおいてブレークスルーを達成す

る可能性を秘めている。
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表1-4国 家 ナ ノテ ク ノロジー ・イニ シアチ ブ予 算

(単位:100万 ドル)

機関名

2004年 度

実 績

2005年 度

推 定

2006年 度

提 案

2005立006増

減 額

2005立006

増減 率

全米科学財団 256 338 344 6 2%

国防総省 291 257 230 一27 一11%

エネルギー省 202 210 '207 3 一1%

保健福祉省 108 145 147 2 1%

商 務省(NIST) 77 75 75 0 0%

米航空宇宙局 47 45 35 一10 ≒22%

農務省 2 3 8 5 167%

環境保護局 5 5 5 0 0%

司法省 2 2 2 0 0%

国土安全保障省 1 1 1 0 0%

合計 991 1,081 1,054 一27 4%

Source:AnalyticalPerspectives,BudgetoftheUnitedStatesGovernment,FiscalYear2∞6

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

OMB:http:〃www.whitehouse.gov/omb/

Budget:http://www.whitehouse.gov/omb/budget/fy2006/
、

3.国 土安全保障

,国 土安全保障法(HomelandS㏄ 頭tyActof2002)に 基づき、複数の省庁 に分散 していたセキ

ュリティ関連の機関を集めて国土安全保障省が2003年1月 に新設 された。IT政 策を実施する

同省の部門及び関連機関は次の通 り。

・ 米 国 サ イ バ ー セ キ ュ リテ ィ 部(NCSD:NationalCyberSecurityDivision):2003年6月 に 中 土

安 全 保 障省 内情報 分析 ・イ ン フラ保 護 局(IAP:DirectorateoflnformationAnalysisand

InfrastructureProtection)に 設 置 され た。60名 のスタ ッフが24時 間体 制で 、脆 弱性 の分析、

情報 の収集 ・共 有、イ ンシデ ン ト対応 な どを行 な ってい る。

・US{ERT(U .S.ComputerEmergencyResponseTeam):2003年9月 に国土安 全保 障省 と公共 ・

民間部 門の共同事 業 として設 置 され た。サイバ ー脅威 や脆弱性 の分析 ・警告 ・イ ンシデ ン

ト対応 な どを担 当す る。

2006年 度 予 算 で は 、 国 防 費 を 除 く 国 土 安 全 保 障 費(non-defensehomelandsecurityspending)
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として政府全体で前年度比8%増 の499億 ドル(約5兆4,900億 円)が 提案 された。

3.1国 境 ・運 輸 の安 全

ブ ッシ ュ政権 は2005年 及 び2006年 、包 括 的 な テ ロ リス ト検 査 手順 に関す る大 統 領令

「HomelandSecurityPresidentialDirective(HSPD)11」 の実施 に焦点 を当てる。 このため、 国土

安 全保障省内 に新た に検 査調 整運営室(SCO:ScreeningCoordinationandOperationsOthce)が 設

置 され る。SCOは 、情報 の共有 か ら検査官 の研 修 まで幅広 い活 動の調整 役を果 たす。

SCOが 実施す る中核 的プ ログ ラム には、① 出入 国管 理 シス テム の 「US-VIST」 、② 国 内線 の

乗客全員 を対象 とした検査 を自動化す る 「SecureFhghtProgram」 の2つ がある。

「US"VIS「 「(UnitedStates"Visito「andIrnmigrantStatUslndicatorTechnology)」1ま 、 ビザ 入 国 改

正 法(EnhancedBorderSecurityandVisaEntryReformActof2002)に 基 づ く 出 入 国 管 理 強 化 の た

め 、 外 国 人 の 出 入 国 時 に 生 体 認 証 デ ー タ の 提 示 を 義 務 付 け る も の で 、 す で に 空 港 や 港 で の 写 真

撮 影 と指 紋 採 取 が 始 ま っ て い る 。

2006年 度予算で は、新た に5,000万 ドル(約54億 円)が 追加 され 、2006年 度 にus-vIsrrに

支 出 される金額は合 計で14億 ドル(約1,530億 円)を 超 える。

3.2国 内のテロ対策

合衆国内へのテ ロ リス ト侵 入 を阻止す るた め、容疑者 の審査、選別 を迅速かつ正確 に行 な う

ことを 目的 とし、国土 安全保 障省 、 司法省 、国務省、連 邦捜査局(FBI)が 合 同で テ ロ リス ト

審 査セ ンター(TSC:TerroristScreeningCenter)を 設立 して いる。TSCは 、テ ロ情報 統合セ ンタ

ー(TrIC:TerroristThreatlntegrationCenter)や 、国務省のTIPOFFプ ログ ラム(テ ロ リス ト10

万人以上 に関す る情 報デー タベース)と 一体運 用 される。

2006年 度 予 算 で は、TSCに 前 年 度 よ りも7,500万 ドル 多 い1億400万 ドル(約113億 円)

が要 求 され た。
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3.3サ イ バ ・一一・セ キ ュ リ テ ィ

2006年 度予算では、国土安全保障の一環 として、サイバーセキュリティに関する以下の3件

が提案されている。

・ 全米科学 財団(NSF):rrイ ンフ ラへ の脅威 に備 えるサ イバ ーセキ ュ リティ関連 の研 究 を

行 なうた め、9,400万 ドル(約102億 円)を 要求。

・ 国土安全保 障省 の米 国サイバ ーセ キュ リテ ィ部(NCSD):サ イバー脅威 に対 応 し、一般市

民 に脅威 を知 らせ るため の予 算 と して、7,300万 ドル(約79億5,㎜ 万 円)を 要求。

・Cybercorpsプ ログラム:rrセ キ ュ リティ に従 事す る人材 を強化す るため 、サイバーセキ ュ

リティを学ぶ大学 院生 ・大学 生 に助成 金 を交付す るプログ ラム 。1,㎜ 万 ドル(約10億9,㎜

万 円)を 要求。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

DepartmentofHomelandS㏄urity:http:〃www.dhs.gov/dhspublic乃ndexjsp

US-CERT:htby):〃www.us-cert.gov/

OMB:htq)1〃www.whitehouse.gov/omb!

『4
.電 子 政府

4.10MBの 進捗 レポー ト

電 子 政府 政 策 の実 施 にお い て 主 導 的 役割 を 担 うOMBは2004年12月 、 「Expanding

E-Government:partneringforaResultSOrientedGovernment」 を発表 した。 これは、電子政府 の取

り組 みの成果 と、2005年 度(2004年10月 開始)の マネジ メン ト目標 をま とめた レポー トで あ

る。

(1)電 子政府構築の目標の再確認

米国政府は、情報、サービス、そ して情報システムの世界最良の管理者、改革者、利用者 に

なることを目標 とする。従来の政府機関中心のアプローチではな く、利用者中心のアプローチ

をとることに重点を置く。

(2)PMAの 評 価t

大 統 領 マ ネ ジ メ ン トア ジ ェ ン ダ(PMA:President'sManagementAgenda)の5つ の 項 目 の 中 の
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「電子 政府構 築」へ の取 り組 み につ いて、グ リー ン(青)・ 黄 ・赤の三段 階評価 で 「グ リー ン」

の評価 を得 て いる省庁 は、運 輸省、労働 省、国務省、環境保護庁 、 中小企 業庁 、全米科学財 団

(NSF)、 米 航空宇 宙局(NASA)、 人事管 理局の8つ で ある。

(3)連 邦エ ンター プ ライ ズ ・アーキ テクチ ャ

OMBの 電子 政府情搬 術局(E-GovemmentandInformationTechnologyOffice)は 、連邦 政府

全 体 の 包 括 的 業 務 計画 を 構 築す る連 邦 エ ンタ ー プ ライ ズ ・アー キ テ ク チ ャ(】rEA:Federal

EnterpriseArchitecture)計 画 をすで に策定 して いる。

FEAプ ログラムの成果 としては、① 冗長性の削減、連邦省庁間及び連邦 ・州 ・地方政府間の

情報共有促進、②rrを 省庁のミッション/行 政施策と直接結びつけた こと、③ ミッションを達

成するためのIT投 資の有効活用、などがある。

(4)省 庁横断電子政府イニシアチブ(ク イックシルバー ・プロジェク ト)

ブッシュ大統領は2001年 、2003年 度予算案の中で初めて政府サービスのための24の 共通 ソ

リュー ションを提案 した。 この24の 省庁横断電子政府イニシアチブ(ク イックシルバー ・プ

ロジェク ト)を 通 じて、市民 ・企業 ・政府機関による政府サービスの利用が増大した。以下に

これまでの実績のハイ ライ トを示す。

・G2Cポ ー トフォ リオ:2003年 には米 国納税 者340万 人(対 前年度比21%増)が 内 国歳入

庁(IRS)の 「FreeFile」 プログ ラム を利用 して申告 を行な った。 内務省 のRecreation.gov

で は、連邦 政府が管理 す る3,㎜ カ所 の公園 ・娯楽施 設ヘア クセスが可 能 にな った。

・G2Bポ ー トフォ リオ:企 業が従業員 識別番号(EIN:EmployeeIdentificationNumbers)や 電

子納税 フォーム を利用 で きるよ うにな った。IRSで は、EINの オ ンライ ン申請 を220万 件

受理 し、電子納 税 フォーム は初年 度 に222万 件が提出 され た。

・G2Gポ ー トフォ リオ:1万5,000人 の利用者がDisasterhelp .govに 登 録 し、43件 の緊急事態 、

226件 の災 害準備 で災 害管理(DisasterManagement)サ ー ビスが利用 されて いる。

・ 政府 内効 率 ・効果(IEE:lntemalEfficiencyandEffectiveness)ポ ー トフォ リオ:求 人サ イ ト

(USAJobs.com)に650万 人 が訪問 し、60万 件 を超 える履歴書 を登 録 した。26の 連邦給与

計算 システ ムが2つ の シス テム に統合 され 、10年 間で11億 ドル(約1,199億 円)を 節 減

す る見通 しで ある。

・LOB(LineofBusiness):財 務 管理(FM:FinancialManagement)、 助 成金 管 理(Grants

Management)、 人事管理(HumanResources)の3つ のLOBで 、重 複 した活 動を整理 ・削
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減する共通のソリューションが見 られる。

(5)達 成課題

2005年 度の連邦政府の達成課題は次の5点 に集約される。

○

●

●

●

○

承認可能 な業務事例:75%の 省 庁で、 すべて の システ ムで業 務事 例が承認可 能な こと

達 成価値 管理(EVM:EarnedValueManagement):50%(13)以 上 の省庁 で、規格 に準拠 し

てrrポ ー トフォ リオ を管 理す る こと。

サ イバーセキ ュ リテ ィ:各 省庁 のrrセ キ ュ リテ ィ'改善プ ロセス の効果 を検 証 し、go%の

ITシ ステムで、適 切な安全管 理が な されて い ること。

人材:50%の 省 庁でrrス キル の不一致 が解 消 されて いる こと。

カバナ ンス とリーダー シ ップ:政 府 サー ビスの ための共通 ソ リュー シ ョン。

以上の目標を達成し、FEAフ レーム ワーク及び省庁のEAを 利用することが、重複投資の回

避やコス ト削減などのrr投 資の有効活用につながる。

(6)今 後 の取 り組み

・ クイ ックシルバー ・プ ロジェ ク ト:今 後数 カ月 の うちに、クイ ックシルバ ー ・プロジェク

トは開発 ・実装 フェーズ を終 了 し、サ ー ビス提 供 フェー ズへ移 る。

・FEAフ レーム ワー ク:FEAフ レー ム ワー クを利用 し、システム連携やデ ータ及び アプ リ

ケーシ ョンの再利 用を促進す る。

・ サ ー ビス指向 アー キテ クチ ャ:今 後 の政府rr投 資 にお いて はSOA(サ ー ビス指 向アーキ

テクチ ャ)を 用 い、既 存資産 を最大 限 に活用 する。

・ 電子 政府情報技術 局:共 通 ソ リュー シ ョンの適 用、相互運用性 の確保 、サー ビス レベルの

向上、ベ ス ト ・プラ クテ ィス(最 優 良事例)の 適 用 にお いて、 リー ダー シ ップを発揮 し、

支援 を行な う。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

E-GOV:h"p:〃www.whitehouse.gov/omb/egov/

ExpandingE-GovernmentResultsRepOrt(PDF):

hπp:/1www.whitehouse.gov/omb/budintegration/expanding_egov12-2004.pdf
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Hカ ナダ

1.カ ナダにおける情報技術政策

1.1経 緯

2002年3月 、 カ ナ ダ 産 業 省(IndustryCanada)は 、 「2002-2003年 に お け る 計 画 ・優 先

的 政 策 に 関 す る リ ポ ー ト」(2002{)3Estimates-ReportonplansandPriorities)を 発 表 し た 。

以 下 の5つ の 戦 略 目 標 に 重 点 を 置 い て い る 。

「2002-2003年 にお ける計画 ・優先的政策に関する リポー ト」

① 革新 一カナダの革新達 成能力を向上させ る

② 接続性 一カナ ダをイ ンターネ ット接続性が世界で最 も高い国にする

③ 市場 一公正かつ効率的な競争力のある市場 を構築する

④ 投資 一カナダを国内及び国外の投 資に適 した場所 へと向上させる

⑤ 貿易一世界貿易 のカナダのシェアを増やすためカナダ国民 と共に一丸 となって努力す

る

5つ の戦略 目標 の うち、「接続性」はCANARIEに よるカナダにおけるネ ッ トワーク ・イ

ンフラス トラクチ ャの開発の支援な どを通 して達成 される。

2003年10月 、カ ナ ダ産 業省 は 「「2003年 カナ ダ 国民 の 生活 の質 の 向上 に関す る レポー ト」

を発表 した 。 これ は 「1998-1999年 にお け る計画 ・優 先 的政策 に関す る リポ ー ト」、 さ ら

に 「2002-2003年 にお け る 計画 ・優 先 的政 策 に関 す る レポー ト」 を 引 き継 ぐもの で、上 記

5つ の戦 略 目標 を通 じた 国 民生活 の質 の 向上 を示 して い る。

2004年4月 、カナ ダ政 府 はカ ナ ダ国 民が 直 面す る安 全 上 の脅威 に対 して、調 和 の とれ た

対 応が 必 要 とな るた め 、包 括 的か つ統 一 的 な 「国家 安 全保 障 政策(NSP:NationalSecurity

Policy)」 を発 表 した 。

また、2004年5月 、カナダ産業大 臣は21世 紀経済 のデジタル環境 にお ける信頼性 を構

築す るために電子認証原則 を発表 した。
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表皿一1カ ナダ連邦政府 主要情報技術政策経緯

発表時期 政策 概要
2002年3月 「2002-2003年 に お け る 計 画 ・

優 先 的 政 策 に関 す る リポ ー ト」

「2002-2003年 に お け る 計 画 ・優 先 的 政 策 に 関 す る リ

ポ ー ト」

5つ の 戦 略 目標(① 革 新 、 ② 接 続 性(CANARIEに よ

る ネ ッ トワー ク ・イ ン フ ラ ス トラ ク チ ャ の 開 発 の 支 援

等 を通 して 達 成)、 ③ 市 場 、④ 投 資 、 ⑤ 貿 易)

2004年4月 「開かれた社会を守る:カ ナ ダ

の国家安全保障方針」

「開かれた社会を守る:カ ナダの国家安全保障方針」

国民全体の安全への脅威 に対応する総合的な戦略 と

行動計画を示す 、
2004年5月 「電子認証原則」 「電子認証原則」

21世 紀経済のデジタル環境における信頼性の構築

S皿rce:カナダ産業省発表資料等から作成

1.21T政 策の担 当機関

カナダ産業省 の中で情報通信技術政策 に最 も深 く関係 しているのは、周波数 ・情報技術 ・ ・

電気通信局(srrT)で ある。同局は、電子商取引 ・プライバ シー 問題 ・スパ ム対策 ・ブ ロ

ー ドバ ン ド ・e－ラーニング ・周波数な ど、さまざまな分野の政策策定 を通 じて情報技術の

推進に貢献 して いる。情報通信技術関連の研究 開発は、通信研究セ ンターや、業務部門局

の監督下 にある技術パー トナー シップ ・カナダが担当する。

`

ゴ 産 業 大 臣(Minister)

● 政 務 次 官(ParliamentarySecretary)

● 国 務 次 官(MinisterofState)

■ 副 大 臣(DeputyMinister)

● 副 大 臣 補(AssociateDeputyMinister)

ロ 人 事 管 理 局(HumanResourcesBranch)

ロ 最 高 情 報 責 任 者 局(ChiefInformationOfncer)

ロ 監 査 ・評 価 局(Co加ollershipandAdministrationSector)

ロ 通 信 研 究 セ ン タ ー(Co㎜unicationsResearchCenロe)

ロ 消 費 者 問 題 局(OfnceofConsumerAffairs)

ロ 業 務 部 門 局(OperationsSector)

O技 術 パ ー トナ ー シ ッ プ ・カ ナ ダ(TechnologyPartnershipCanada)

● 競 争 促 進 局(CompetitionBureau)

● 政 策 局(PolicySector)

● 産 業 局(IndustrySector)

● 周 波 数 ・情 報 技 術 ・電 気 通 信 局(Spec臼um ,InformationTechnologiesandTelecommunications)

● 産 業 ポ ー トフ ォ リ オ 局(CorporateandPoれfolioOfnce)

● 事 業 法 ・顧 問 局(BusinessLawandCounsel)

● コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・マ ー ケ テ ィ ン グ 局(CommunicationsandMarketingBranch)

図n-1産 業省 の組織
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関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

IndustryCanada:http:〃www.ic.gc.ca/cmb/welcomeic .nsfACPages/Menu-e

TheDepartment:http://www.ic.gc.ca/cmb/welcomeic.nsfACPages/Department

2.カ ナ ダ産業 省

2.1戦 略 目標

カナダ産業省が例年発表 している財務報告書によると、同省は、2005-06年 度 の戦略 目

標(StrategicOutcome)と して、① 公正 ・効率的 ・競争的な市場、②革新的な経済、③競争

力ある産業界と持続可能な コミュニティ、を掲げている。以下では、 これ らの戦略 目標 ご

とに主なIT関 連の施策 を紹介する。

(1)公 正 ・効 率 的 ・競 争 的な市 場

・e－ ビ ジネ ス の規 制枠 組 み の整 備:カ ナ ダ産 業省 は、電 子 商取 引の 採 用 と成 長 を促 進 す

る環 境 づ く りを 目的 と して、 カ ナ ダe－ビジネ ス ・イニ シアチ ブ と協 力 し、民 間 部 門の

意識 向 上 とe－ビジ ネ ス の採用 を促進 して いる。

・ 通信 の 規 制:カ ナ ダ政 府 は、 通信 分 野 の政策 や 規 制枠 組 み の見 直 しを行 な う、産 業大

臣直 属 の委 員会 を設 置 す る予 定。 また カナ ダ政府 は、効 率 的 ・効果 的規 制 に向 けて カ

ナ ダ ・ラ ジ オ テ レ ビ 電 気 通 信 委 員 会(CRTC:CanadianRadioイelevisionand

TelecommunicationsCommission)の 権 限 を強 化 す る法 律 も導 入す る予 定 。 カナ ダ 政府

は さ らに、CTRCに 携 帯電 話 の番 号 ポー タ ビ リテ ィ制度 の 早期 導入 を働 き か け るよ う

要 請 して いる。 また 、 スパ ム タス ク フ ォース は 、カ ナダ 政府 か らの指 示 を受 け、'スパ

ム やス パ イ ウ ェア へ の対 応策 につ いて ま とめた 最 終報 告書 を2004年5月 に提 出 した。

・ 周 波数 管 理:産 業 省 周 波 数 ・情報 技 術 ・電 気 通信 局(SITT)は 、カ ナ ダ の周 波 数管 理

に関す る重要 な 政策 が 含 まれ る 「周 波 数政 策枠 組 み(SpectrumPolicyFramework)」 に

つ いて 、諮 問 を続 け る予定 。

・ 通 信 イ ン フ ラ の 緊 急 時 対 応:産 業 省 の 「緊 急 時 通 信 プ ロ グ ラ ム(Emergency

TelecommunicationProgram)」 は 、サイ バ ーテ ロな どによ りて 、 同国 の重 要 な イ ンフ ラ

が危 険 に さ らされ た とき に、 カナ ダ 国民 へ のサ ー ビス提 供 を確 保 す るた め の取 り組 み

を継続 す る。'

(2)革 新的な経済

・ 産業省は、同省の通信研究セ ンター(CRC)の 開発 した技術 を産業界 に移転する。CRC
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●

●

●

の研究開発対象は、無線 衛星、放送、光 ファイバーな ど情報通信技術 の分野に特化

されている。

同省傘下の技術パー トナー シップ ・カナダ(TPC)で も一部、通信関連の商用化が行

なわれているが、その対 象分野 は、環境技術、航空宇宙 ・防衛、バイオテクノロジー、

保 健関連 アプ リケーション、製造業 まで産業全般にわたって いる。

産 業省は、非営利の業界 コンソー シアムPrecamに よるイ ンテ リジェン ト・システム

および ロボッ ト工学の研究開発 に資金提供 している。

産業省SITTが 非営利組織CANARIEInc.を 通 じて資金提供す る教育 ・研究ネ ッ トワー

クCA*net4で は、パー トナー企業 と共同で、同ネ ットワークを活用 した商用化 プロジ

ェク トが実施 されている。

(3)競 争力ある産業界 と持続可能 なコミュニティ

・srrTは 、「農村 ・北方地域 開発のためのブロー ドバ ン ド試験 プログラム」「国家衛星イ

ニシアチ ブ」 などを通 じて、原住民居住地域(FirstNations)、 農村 ・北方地域、僻地

の情報通信イ ンフラの整備 を行い、デジタルデバイ ドの解 消や経済振興 を目指す。

●

●

●

●

「ブ ロー ドバ ン ド」 プ ログ ラム 以外 に も、地 域 のイ ンフ ラ整備 プ ロジ ェ ク トとして 、

「コ ミュニ テ ィ ・ア クセ ス」、 「SchoolNet」 な どが 実施 され て いる 。

電 子 政府GovemmentOnaine関 連 の プ ログ ラム(「BizPaL」 な ど)の ほか 、 「Canada

BusinessServiceCentresＬrBusinessGatewayＬrStudentCo㎜ections」 が2005年1月 に最

高情 報責 任者(CIO)局 か ら業 務部 門局(OperationsSector)に 移 管 され た 。

BizPaLプ ロジ ェク ト:管 轄 間 で許 可 証や 免 許 を調 整 し、規 制 に伴 う企 業 の事 務手 続 き

の煩 雑 さ を軽減 し、準 拠性 を高 め る 。連 邦 政府 、2州 、1準 州 、3自 治 体 が 参加 す る。

スチ ューデ ン ト ・コネ ク シ ョンズ(StudentCo皿ections):カ ナ ダ全 土 の大 学 と協 力 し

て、 電子 商取 引 とイ ンタ ー ネ ッ トに関す る実 務 的 トレー ニ ング を提 供 し、 中 小企業 の

国際 競 争 力向 上 に貢献 して い る。

2.2規 制措 置

カナダ産業省 は2005年 に情報通信技術 を基礎 としたデジタル環境 に対応す るべく、次の

各法の改正案 を議会に提案す る見通 し。

(1)著 作 権 法(CopyrightAct;CopyrightRefbrmActof2005)

産 業 省 政 策 局 市 場 枠 組 政 策 部(MarketplaceFrameworkPolicyBranch)が 提 案 し て い る 。
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これ は、イ ンター ネ ッ トや デ ジタル 技術 の もた らす 、 以下 の 短期 的 な 諸 問題 に対 応 す るた

め の もの。

・WIPO(WorldIntellectualPropertyOrganization ,世 界 知 的 所 有 権 機 関)著 作 権 条 約

(CopyrightTreaty)やWIPO実 演 ・レコー ド条約(PerformancesandPhonogramsTreaty)

に定 め る著 作 権 保護 を実 施 す る。

・ 著作 権 法 の下 で のイ ンター ネ ッ ト ・サ ー ビス ・プ ロバ イ ダ の責任 を 明確 化す る。

・ イ ンター ネ ッ ト上 の デー タ の教 育利 用 、技 術支 援 学習 、 図書 館 の 相互 貸 し出 しな どの

アクセ ス 問題

(2)無 線 通信 法(RadioTelecommiunicationsAct)

家庭 に直接 配信 され る衛 星テ レ ビ信 号 の著作 権 侵害 に対 応 す る ため の もの。

(3)電 気 通 信法(TelecommunicationsAct)

2004年12月 に議 会 に上 程 され た。 迷 惑な 販促 電話(テ レマー ケテ ィ ング)か ら消 費者

を保護 す るた め 、全 国 的 な 「DoNotCallList」 を作成 す る権 限 を与 える こ とが 計画 され て

いる。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

IndustryCanada:http:Z/www.ic.gc.ca/cmb/welcomeic.nsfiicPages/Menu℃

industryCanada2005-2006Estimates:

http:〃www.ic.gc.ca/cmb/we】comeic.nsflvRTF/PublicationRPP2005/$file/lndustryCanadaRPP2005イ)6.pdf

3.GovernmentOn-Line

カナ ダ 政府 の電 子 政府 イ ニ シア チ ブ 「GovernmentOn-Line(GOL)」 は 、大 蔵委 員 会(TBC:

TreasuryBoardofCanada,政 府 の財務 ・人事 ・管理 を担 当す る内 閣委 員 会 、行 政 管理 会 計委

員会 と も言 う)の 監 督 下 に ある 。'

3.12004年 の状 況

2004年 には、34の 省庁 がGovernmentOn-Line(GOL)イ ニ シ アチ ブに参 加 し、130種 類

の情 報 ・サ ー ビス を提 供 した 。以 下 に代 表 例 を挙 げ る。
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(1)企 業 向 けサー ビス'

・VinualTradeComrnissioner(仮 想 貿 易事 務官):輸 出 先 のマ ー ケ ッ ト情 報や ビ ジネス情

報 を入 手で き るサ イ ト。2004年 には登 録 ク ライ ア ン ト数 が81%増 加 し、現在 は、1万

4,500社 が登 録 。

・ArS(Agri竺FoodTradeService農 産 物 ・食 品貿 易サ ー ビス):農 産 物 ・食 品の マー ケ ッ

ト情 報 の提供 、 貿 易 に関 す る相 談 、 輸出支 援 活動 を行 な うサイ ト。

・FAST(FreeandSecureTradeProgram):2002年 にカナ ダ と米 国が 共 同 で、両 国 の国境

にお ける 自由 な往来 と安 全 を確 保 す るた め に 開始 した プ ログ ラム 。事 前 の認 可 を受 け

た ドライ バ ー、 運送 業 者 、輸 入 業 者 は、 専用 レー ンを通 って 迅 速 に通 関 で き る。

(2)市 民 向けサ ー ビス

・Science .gc.ca:17の 関係 省庁 の協 力 を得 て 、カナ ダ の科 学 技 術 情報 ・ニ ュー ス を集 め、

テー マや キー ワー ドで検 索 で きる よ うに して い る。

・ カナ ダ歳 入庁(CanadaRevenueAgency)のMyAccountサ ー ビス:国 民が個 人 所 得税 、

児童 控除(CanadaChildTaxBenefit)、 間接 税(GSTIHST;物 品 サ ー ビス 税/調 和 セー ル

ス税)の ク レジ ッ ト情 報 な どを閲覧 で き るよ うに したサ イ ト。

・NationalParkOnline:キ ャ ン プ場 の 予約 シス テム 。

(3)政 府職員 向 けサ ー ビス

・ カナ ダ政府 マ ー ケ ッ トプ レイ ス(GoCM:GovernmentCanadaMarketPlace):認 可 され

た業者 か らの 物 品購入 を促 進 す る ため 、2005年 に 立 ち上 げ が予 定 され て いる

・CampusDirect:行 政機 関 の職 員 の研 修 を 目的 と したオ ン ライ ン ・ポ 一 夕ル 。

3.2ア クセシビ リティの向上

(1)ゲ ー トウ ェイ

カ ナダ 政府 のサ イ トに入 る と、 トップペ ー ジか ら、 「～Gateway」 とい う名 の3つ のポ ー

タルサ イ トが用 意 され て いる。

・CanadianGateway:市 民 向 け に トピ ック別 、対 象 ユ ー ザ ー別 、 あ る いは、 ライ フイ ベ

ン ト(結 婚 、 出生 な どの慶 弔事)別 に関連 サー ビス を グル ー プ化 して い る。

・BusinessGateway:企 業 向 けサ ー ビス 。

・Non{anadianGateway:カ ナ ダ へ 留学 、移 民 を希 望 す る外 国 人、 ある い はカ ナ ダで起

業 す る外 国人 向 けの情 報 を提 供す る。
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(2)視 聴 覚 障害者 へ の対 応

視 覚 障害 者 向 けの 旅行 サ イ ト(NRCanMappingforVisuallyImpaired)で は、 旅行 の計画

が可 能 に な って い る。

(3)公 用語の問題

GOLイ ニシアチブ開始 当初か ら、英語 とフランス語のページが用意され、高い評価 を受

けて いる。

(4)双 方 向性

諮 問 ポ 一 夕ル(ConsultationPorta1)で は、国 民が 情報 を入 手 す るだ けで な く、 政策 の公

的諮 問(publicconsultation)に 参 加 し、 政 府 に 自分 の意見 を伝 え る ことが で き る。

(5)高 齢 者 へ の対 応

政 府 や ボ ランテ ィ ア団体 の 意思 決定 者 で つ くる ネ ッ トワー ク 「カナ ダ高 齢者 パ ー トナ ー

シ ップ(CanadianSeniorsPartnership)」 は、 「CollaborationSeniorsPortalNetwok(CSPN)」

プ ロ ジェ ク トを運 営 し、高 齢 者 とそ の家 族 や介 護者 向 けの サー ビス の統 合 を進 め て い る。

(6)ワ イ ヤ レス ・ア クセ ス

「カ ナ ダ ・ワイ ヤ レス ・ア クセ ス(CanadaWirelessPortal)」 は 、携帯 電 話 、PDAな どか

らの アク セ ス に特 化 したサ イ ト。 移 動 しなが ら情 報 を確認 で きる 。

3.3セ キ ュ リテ ィの確 保

(1)セ キ ュア ・チャネル(SecureChannel)プ ロジェク ト

政府の電子サービスを提供する安全なイ ンフラを構築するため、政府省庁、公共部門、

民間部門が共 同で取 り組む プロジェク ト。 シングル ・サイ ンオン、サ イバー攻撃対策など

の技術 を導入 してきた。

(2)オ ンライ ン調査

カナダ統計局は、2005年 の国勢調査 に向けて、オンライン調査 の試験 を進 めて いる。2004

年4月 に30万 世帯を対象 とした試験的な調査 を実施 し、回答オプシ ョンとして、質問紙 と

オンライ ン回答の両方を与えたところ、実際に回答に協力した約20万 世帯の うち、1万

4,000世 帯がオ ンラインでの回答を選んだ。
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(3)プ ライバ シー影 響 評価(PIA:PrivacyImpactAssessment)ポ リシー'

2002年5月 に大 蔵委 員 会事 務 局(TBCS)が 導 入 した。 これ は、特 定 のサ ー ビス提 供 が

個人 の プ ライ バ シ ー に与 え る影 響 を評価 す る包 括 的 プ ロセ ス を記 述 した もので あ る。

3.4省 庁 間の連携

カナ ダ の電子 政 府 の プ ロジ ェ ク トは、 各省庁 が独 自に推 進 して い る ことが多 いが 、省庁

間の調 整 役 と して は 公共 事 業政 府 サー ビス省 の ゲ ー トウェイ ・ク ラス ター 局(Gatewayand

ClustersDirectorate)の ほ か 、大 蔵委 員 会 事務 局(TBCS)の 下 にカ ナ ダ政 府全 体 の 最高 情

報 責任 者 局(ChieflnformationOfficerBranch)が 置 か れ 、政府 の情報 管 理(IM:Information

Managemgnt)、 情報 技術(IT:InformationTechnology)、 サ ー ビス提 供 の戦 略 を策 定 して い る。

具体 的 な プ ロジ ェ ク ト例 には以 下 の も のが あ る。

・eContact:政 府 の情 報 ・サ ー ビス を求 める市 民 を 誘 導す る た めの省 庁 間イ ニ シ アチ ブ。

・NationalRoutingSystem:州 と連 邦 の 間の コ ミュ ニ ケー シ ョン を改 善 す る試験 プ ログ ラ

ム。

・Live ,Leam,Succeed(LLS):外 国 に 留学す るカ ナ ダ 人学 生 の雇 用 を支援 す るサ ー ビス

改革 プ ロジェ ク ト。

3.5政 府 サー ビス の改 革

単一窓口、多チャネルに向けた改革において、大蔵委員会事務局(TBCS)は 中心的役割

を果た し、次のようなプログラム、イニシアチブなどを実施 している。

・ 業務 改 革実 現 プ ログ ラム(BTEP:BusinessTransformationEnablementProgram):公 共 部

門 の組 織や 業 務 プ ロジェ ク トの複 雑 さ を考 慮 して 業 務分 析 を行 な う。分 析 のた めの 「参

照 モデ ル」 と してBTEPツ ール キ ッ トが用 意 さ れ て いる。

・ 既存 サ ー ビス の検 討:「ITサ ー ビス ・レ ビュー(ITServicesReview)」 と 「行 政 サー ビ

ス ・レビュー(CorporateAdministrativeServicesReview)」 は共 に、政 府全 体 の 支 出 と

管 理 を精査 して いる。

・ 業 績測 定:TBCSは2003年 、公共 部 門 の管 理 全般 を強化 す る た めの包 括 的方 針 「管 理

説 明責 任枠 組 み(MAF:ManagementAccounta6ilityFramework)」 を発 行 した 。

・ 情 報管 理 ・サ ー ビス改 革:TBCSは 、 政府 省 庁 の効 率 的情 報 管 理 とサー ビス変 革 に向
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けて、①政府情報政策の実施管理、② カナダ政府情報管理プログラムの戦略的設計、

③情報管理枠組み、④ 情報管理ポータル、⑤ メタデータ ・コンテ ンツ管理戦略、な ど

の中核的なイニシアチブを主導 している。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

GovemmentOn-・Line:http:〃www.gol-ged.gc.ca/index _e.asp

GovernmentOn-Line2005AnnualReport:http:〃www.gol-ged.gc.ca/rpt2005/rptOO _e.asp

4.CA*net4

カ ナ ダ の研究 ・教育 ネ ッ トワー クは 、NationalTestNetwork(NTN)、CA*net2、CA*net3

を経 て 、現 在 のCA*net4へ とア ップグ レー ドされた。 産業 省周 波 数 ・情 報技 術 ・電 気 通 信

局(SnrT)が 、非 営利 機 関CANARIE,Inc.を 通 じてCA*net4の 運 営 資 金 を拠 出 して い る。

CA*net4は 、2001年 度予 算 で、そ の設 計 ・配 備 ・運 営 に1億1,000万 カ ナ ダ ドル(約98億

円、6月28日 の為 替 レー ト1カ ナ ダ ドル=約89円 に基 づ く)が 配 分 され 、2002年 にバ ン

クー バ ー の 中間子研 究 施 設TR皿JMFと ジ ュネ ー ブの素 粒子 物理 研 究所CERNを 結 ぶ ネ ッ ト

ワー ク の一 部 として立 ち上 げ られ た 。当時 の ア クセ ス技 術 に は、10ギ ガ ビッ ト ・イー サ ー

ネ ッ ト(10GbpsEthemet)が 利 用 され て いた。

現 在 、カ ナ ダ国 内でCA*net4に 接 続 して い る機 関数 は、総 合大 学 約80、 単 科大 学約50、

小 ・中 ・高等 学校 約2,000、 病 院12、 政 府省 庁7、 博 物館4。 ま たCA*net4に 接 続す る世 界

の研 究 ・教 育ネ ッ トワー ク は 、米 国 のIntemet2や 、 欧州 のG直ANTな ど、40以 上 あ る。

CA*net4の 技 術 的特 長 は 、光 ネ ッ トワー ク上 の2点 間 をブ ロー ドバ ン ドで結 ぶ専 用 回線

「光 パ ス(Lightpath)」 に あ る。

4.12004年 のハ イ ライ ト

(1)NB/PEI研 究 グ リ ッ ド(NevvBrunwick/priceEdwardIslandResearchGrid)

2004年2月 開 始 。CANARIE、 国 家 研 究 評 議 会 、 ニ ュ ー ブ ラ ン ズ ウ ィ ッ ク 大 学 、 大 西 洋

岸 機 会 庁(AtlanticCanadaOpportunityAgency)、 沿 海 州(MaritimeProvinces、 大 西 洋 岸 諸 州)

高 等 教 育 委 員 会 、 ニ ュ ー ブ ラ ン ズ ウ ィ ッ ク 州 、 プ リ ン ス エ ド ワ ー ド 島 州 、 カ ナ ダ 政 府 の 共

同 プ ロ ジ ェ ク ト。
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(2)北 方 の2準 州 へ の 展 開

CA*net4は 、ユ ー コ ン準 州 、 ノー ス ウ エス ト準 州 まで 拡 大 し、 両 地域 の教育 ネ ッ トワー

ク に接 続 した 。 これ は 、CANARIE、 両 州 政 府 、 ユ ー コ ン ・カ レ ッジ 、 通 信 プ ロバ イ ダ

NorthwesTe1の 共 同 プ ロジ ェ ク ト。また 、通信研 究 セ ンター(産 業 省)、 通 信衛 星 会社Telsat

Canadaの 支援 によ り、CA*net4は 衛 星経 由で ヌナ ブ ト(Nunavut)準 州 まで延長 され た。

4.2科 学へ の応 用

広帯域 と優れたネ ッ トワーク特性 を備えるCA*net4は 、カナダ国内の科学者同士、ある

いは、世界中の科学者を結び、気候変動の監視か ら天文学、ゲ ノム学、素粒子物理学 まで

の幅広い分野で、大規模 な科学プ ロジェク トの推進を可能 にしている。

(1)CERNと の接続

2004年 にジュネ ー一一.ブの素 粒子 物 理研 究 所CERNで は 、地 球 規模 の素 粒子 物 理 プ ロジ ェ ク

ト(ArLAS)の 一環 と して 、高 エ ネル ギ ー の陽子 ビー ム を検 出器 にか ける実験 が行 なわ れ

た 。

(2)カ ナダ西 部研 究 グ リッ ド(WestemCanadaResearchGrid)

アル バー タ州 とブ リテ ィ シ ュ コ ン ロン ビア州 が運 営す る研 究 用 ネ ッ トワー ク をベ ース と

す る コ ン ピュー テ ィ ング ・プ ロジ ェ ク ト。カ ナ ダ西部 の8つ の機 関がCA*net4と 光パ ス を

利 用 して いる。

(3)グ リッ ド ・カ ナ ダ(GridCanada)

CANARIE、 国家 研 究 評 議会(NRC)、 高性 能 コ ン ピュー テ ィ ング を推 進す る非 営 利 の業

界 コ ンソー シアムC3.caAssociationInc.の3者 で結 成 され たパ 「 トナー シ ップ。カナ ダ全 土

の12の サ イ トか らな る テ ス トベ ッ ドを建設 中 。

(4)SAFORAH

2003年 に 発 足 し たSAFORAH(SystemofAgentsforObservationResearchwithAutomation

Hierarchies)プ ロ ジ ェ ク トは 、 衛 星 画 像 な ど の 観 察 デ ー タ 、 コ ン ピ ュ ー テ ィ ン グ ・ リ ソ ー

ス の 共 有 を 通 じ て 、 カ ナ ダ の 森 林 の 化 学 組 成 、 水 成 分 な ど の 状 態 を 把 握 し て い る 。
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(5)カ ナ ダ 生 物 情 報 工 学 リ,ソー ス(cBR:canadianBioihformaticsResource)

国 家 研 究 評 議 会(NRC)所 管 の 海 洋 生 物 学 研 究 所(IMB:InstituteforMarineBiosciences)

に 設 置 さ れ た 。 ゲ ノ ム 学(ゲ ノ ミ ク ス)に 関 す る 専 門 知 識 を 集 め 、CA*net4を 通 じ て 研 究

者 が 利 用 で き る よ う に し て い る 。

(6)カ ナ ダ仮 想 天 文台(CanadianVirtualObservatory)

地 球 上や宇 宙 空 間 にあ る数 十 の望 遠鏡 が収 集 したデ ー タが 、世 界規 模 の ネ ッ トワー ク を

通 じて仮 想 的な 観 測所 で利 用 され て い るが、 カ ナ ダ仮想 天 文 台 もそ うした観 測所 の1つ 。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

CANAR肥:http:〃www.canarie.ca/about/index .html

AnnualReport:http:〃www.canarie.ca/annualreport/areport
_2004.pdf
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皿 欧州連合

1.欧 州連合における情報技術政策

1.1経 緯

2002年5月 に発表 された現 行 の情報社会 政策eEurope2005ア クシ ョンプ ラン、及び 、そ の前

身で ある2㎜ 年6月 に発 表 され たeEurope2002の 出発点 とな った リスボ ン戦略(2㎜ 年)に

ついて、欧州委員 会 は2005年2月 、進捗状況 をチェ ックす る中間 レビュー を発表 した。

これ を踏 まえて2005年6月 、新 たな情報社会イニ シアチブ 「i2010:欧 州 情報社 会(European

InformationSociety)2010」 を採択 した。EUの 情報社会 政策は2005年 末 まではeEurope2005ア

ク シ ョンプラ ンの下 で進め られるが、そ の後 はi2010に 引き継がれ る。

i2010イ ニシアチブでは、情報社会 ・メディア政策の重点分野として、①情報社会及びメデ

ィアのオー プ ンで競 争的な域 内市場 を促進す る 「単 一欧州情報空 間(SingleEuropeanInformation

Space)」 の創設、②ICT関 連の技術革新 ・投資、③持続可能な開発、公共サー ビスや生活の質

の向上を実現する情報格差のない社会、が掲げられた。

フ レーム ワー ク ・プログ ラム(IP:FrameworkProgramme)は1984年 以来、EUに お ける研究

開発 への主 た る資金 提供方 法 とな って いる。2002年6月 に発表 された現行 の第6次 フ レーム ワ

ー ク ・フ。ログ ラム(SiXthFrameworkProgrammeFP6)は2006年 末 まで実施 され 、2007年1月1

日か らは、第7次 フ レーム ワーク ・プログラム(SeventhFrameworkProgramme;FP7)に 移 行す

る。

表皿一1に 欧州連合における主要情報技術政策の経緯を示す。
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表皿一1欧 州連合 主要情報技術政策経緯

発表時期 政策 概要
2000年6月 eEurope2002ア ク シ ョ ン プ ラ ン 3つ の主要目標①より低価格で速度の速い、より安全なイ

ンターネット②人材及びスキルへの投資③インターネッ

ト利用の推進
2002年5月 eEurope2005ア ク シ ョ ン プ ラ ン 広 範 に利 用 可能 なブ ロー ドバ ン ド ・イ ン フ ラス トラク チ

ヤ に基 づ いたセ キ ュ リテ ィ の高 いサ ー ビス 、 ア プ リケ ー

シ ョン、 コ ンテ ンツの 開発 の活 性 化 。

2002年6月 第6次 フ レー ム ワー ク プ ログ ラム 研究開発予算総額は175億 ユーロ。第5次 と比較して17%

の増加

2005年4月 第7次 フ レー ム ワー クプ ログ ラム 欧州 委員 会 は 、第7次 フ レー ム ワー ク ・プ ログ ラム の

予 算案 を含 む コ ミ ュニ ケ 「BuUdingtheERAof㎞owledge

fbrgrowth(成 長 のた め の知 識基 盤 欧州 研 究 圏構 築)」 を採

択 。研 究 開発 予算 総 額 は7年 間(2007～2013年)で 総額

642億 ユ ー ロ。 第6次 の 約3.6倍 。

2005年6月 i2010:欧 州 情 報社 会 3つ の重点分野①単一欧州情報空間の創設②ICT関 連の

技術革新 ・投資③持続可能な開発、公共サービスや生活

の質の向上を実現する情報格差のない社会

Source:EU発 表 資料 よ り作 成

1.21T政 策 の担 当機関

欧 州 委 員 会 の 中 で 、 情 報 技 術(rr:informationT㏄ ㎞ology)政 策 を担 当す る総 局(DG:

Directorate-General)は 次の通 りで 、 いず れ も政策 部門に属す る。

●

●

●

情 報社 会政策(eEurope及 びi2010)は 情 報社会総局が担 当す る。

研 究開発全般(フ レーム ワー ク ・プ ログラム)は 研究総 局が担 当す るが、情報 社会技術(IST:

InformationSocietyTechnology)の 研 究 開発 にっ いて は情報社 会総局力S運営 して いる。

電子 ビジネスの推進や 中小企 業対策 は 、企 業産業総局が担 当する。

2.r2010

現 行 の情 報社会政策eEurope2005ア クシ ョンプラン、及 び、そ の前 身で あるeEurope2002の

出発 点 とな った リス ボン戦略(2㎜ 年)に ついて、欧州委員会 は2005年2月 、進捗状況 をチ

ェ ックす る中間 レビュー を発表 し、 これ を踏 まえて2005年6月 には新 たな情報社会 イニ シア

チ ブ 「i2010:欧 州情報社会(EuropeanInformationSociety)2010」 を採択 した。EUの 情 報社会

政策 は2005年 末 まで はeEurope2005ア クシ ョンプランの下で進め られ るが、そ の後 はi2010に

引き継がれ る。
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2.1背 景

(1)リ スボ ン戦略の進捗状況

2㎜ 年3月 にリスボン(ポ ル トガル)で 開催 された欧州理事会(リ スボン ・サ ミッ ト)に お

いて欧州首脳は、EUを 「よ り良い職業をより多 く創出 し、社会的連帯を強化した上で、持続

的な経済成長を達成 しうる、世界中で最もダイナミック、かつ、競争力のある知識経済」 に発

展させるという目標を発表 し、これを2010年 までに実現するため、経済的 ・構造的改革か ら

なる、いわゆる 「リスボン戦略」 を採択 した。

「世界経済 フォー ラム(WorldEconomicForum)」 は2004年4月 の 「欧州経済 サ ミッ ト(European

EconomicSummit)2004」 にお いて 、EU加 盟国 によ る リス ボ ン戦 略 の達成 状況 を評価 した 「Lisbon

Review2004」 を発 表 した。 リスボ ン戦略 は、加盟 国の競 争力に とって不可欠な8つ の項 目に細

分化 され るが 、LisbonReview2004で は、 これ らを評価 の基準 と して 、各項 目の達成状況 を0

(最低)～7(最 高)で 数値化 して いる。

集計結果のポイン トは次の通 り。

・EU15カ 国の中では、全体的傾向として、・北欧諸国(フ ィンラン ド、デンマーク、スウェ

ーデンの3カ 国)で スコアが高く、南欧諸国(ス ペイン、イタ リア、ポル トガル、ギ リシ

アの4カ 国)が 低い。

・EUI5カ 国全体は、8項 目のうち 「持続可能な発展」を除く7項 目で米国よりもスコアが低

いが、その差はわずかである。

・EU15カ 国全体は、ほぼ全項 目でOECDの 平均よりもわずかにスコアが高いが、その差は

きわめて小さい。

・ 新規加盟国全体では、EU15カ 国の平均よりもスコアが低いが、新規加盟の上位3カ 国は、

EU15カ 国の下位4カ 国よりも全8項 目で高い。
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表皿一2EU15カ 国のリスボン戦略進捗状況

国/グル ー プ 最終指標 下位指標

EU15カ 国 順位 ス コ ア 情報社会 投 資 ・

R&D

自由化 ネ ッ ト

ワー ク

金融

サービス

企業環境 社会的
格差

持続

可能性

フィ ン ラ ン ド 1 5.80 5.78 5.87 5.36 6.33 6.13 548 5.46 5.97

デ ンマー ク 2 5.63 5.68 4.87 5.14 651 5.96 5.60 5.52 5.78

ス ウェー デ ン 3 5.62 5.71 5.57 4.91 6.37 5.80 5.29 5.46 5.89

英国 4 5.30 496 4.67 5.11 5.78 6」0 5.62 4.86 5.30

オランダ 5 5.21 4.99 4.46 4.94 6.04 5.67 4.71 5.29 5.57

ドイツ 6 5.18
『4

.95 4.90 4.64 6.36 5.62 4.64 4.37 5.96

ルクセンブルク 7 5.14 4.98 3.57 4.96 6.22 5.72 5.17 5.19 5.28

フラ ンス 8 503 4.52 468 4.65 6.10 5.68 4.68 4.72 5.20

オー ス トリア 9 4.94 4.69 4.27 4.54 5.76 5.48 428 4.88 5.64

ベル ギ ー 10 4.88 4.08 4.45 4.63 5.74 5.39 4.69 5.12 4.91

アイルランド 11 4.69 4.14 4.18 4.47 4.89 559 5.30 4.62 435

スペイン 12 4.47 3.71 3.93 4.50 5.34 5」4 4.32 4.38 4.48

イタリア 13 4.38 3.94 3.87 440 5.30 4.92 3.64 4.24 4.74

ポル トガル 14 4.25 3.88 3.44 4.10 5.35 4.90 3.89 4.15 4.29

ギ リシ ャ 15 4.00 3.16 3.44 3.96 499 4.74 3.78 3.90 4.00

米国 5.55 5.86 6.08 5.11 5.85 5.82 5.71 5.04 4.96

Source:WorldEconomicForum'`LisbonReview2004"

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

LisbOnReview:・

http:/1www.weforum.org/sitethomepublic.nsflContent/Global+Competitiveness+Programme%5CLisbon+Review

TheLisbonReview2004:http:〃www.weforum.org(pdfrGc:/LisbonReview/Lisbon _Review_2004pdf

(2)リ スボン戦略の見直し

リスボン戦略の目標達成期限(2010年)ま での折 り返 し点にあたる2005年2月 、欧州委員

会は同戦略の中間レビューを発表 した。中間 レビューでは、8項 目という優先事項の多さにそ

の一因があると考え、「成長の持続」と 「雇用の拡大」という2つ の中心的課題に焦点を当て、
へ

欧州 ・加盟国の両レベルで実施体制 ・報告方法の簡素化を提案 している。

中間レビューは中心的課題 を達成するため、次のような新 しいアクションを示している。

・ 投資 ・雇用面でより魅力的な地域にする

・ 域内市場の拡大と深化

・ 欧州及び加盟国の規制の改善

・ 欧州の内外でオープンで競争的な市場の確立

・ 欧州のインフラの拡大と向上
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・ 成長のための知識と技術革新

・ 研究開発への投資の増額 と改善

・ 技術革新、情報通信技術(ICT)の 利用、資源の持続可能な利用の促進

・ 力強い産業基盤への貢献

・ 雇用促進

・ よ り多 くの人々を雇用に引きつけぐ社会保障制度を近代化する

・ 教育 とスキルの向上を通 じ、人的資源への投資を増やす

(3)情 報 社会戦 略の新 たな課題

欧州 の情報社会戦 略が2006～2010年 に対応す べ き課題 につ いて、欧州委 員会 は2004年11

月、コ ミュニ ケ 「ChallengesfortheEuropeanInformationSocietybeyond2005」 を発 表 した。

コミュニケの中で欧州委員会は、新しい情報社会戦略の策定に関係する以下の問題を同定 し

ている。

・ コンテンツとサービス:オ ーディオ ・ビジュアル及びマルチメデ ィア ・コンテンツがブロ

ー ドバン ドの成功に不可欠。規制の問題(携 帯電話による支払いへのサー ビス規則適用、

現行の知的所有権規則に基づ くコンテンツ利用な ど)、市場の問題(シ ステムの相互運用

性、使 いやすいユーザー ・イ ンタフェース、既存サービスとの競合、独占的状況な ど)を

解決する必要がある。

・e/rン クルージ ョンと全住民(高 齢者や障害者を含む)の 社会参加:デ ジタル ・リテラシ

ーの向上 も含 まれる。民間部門では対応できないため、公共部門でデジタルデバイ ドの克

服に取 り組む必要がある。

・ 公共サー ビス:効 率化が強く求められている。IcTへ の投資不足、サービスの相互運用性

の欠如、Φ 管理のための行政法 ・慣行が加盟国間で異なること、ネッ トワークの低信頼や

セキュリティの欠如、などの問題がある。 このほか、電子的な書式や署名を利用 して、特

に行政手続きに必要な中小企業の負担を軽減することや、国境 を越えた公共サー ビス(会

社の登録、市民の国外移動)な ども優先課題に挙げられている。

・ スキルと労働:域 内全住民が、居住国にかかわらず、そのニーズに応 じて最新のICTス キ

ルを獲得できるようにすること。雇用は、生産性の向上の観点か らも必要 とされる。

・ 鍵 となる産業分野としてのICT:他 の地域(特 にアジアやラテンアメリカ)の 市場の成長

によって激 しい競争にさらされる中で、外国投資の拡大 と優秀な人材の育成が急務とされ

る。ICTの 競争力を維持するためにも、適切な政策の策定や研究開発促進が必要である。

・ 相互運用性:ICTア プリケーションは、固定 ・無線ネットワーク間、通信 ・音声ビデオ間
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●

●

で相互運用性が求められ、ネッ トワーク事業者、コンテンツ/サ ー ビス ・プロバイダ、消

費者のそれぞれの レベルで対応が必要である。

信頼:プ ライバシーの保護や、不正な商業行為の対策、スパムメール、有害コンテ ンツの

排除、リスク管理や事故対応、などにより、特に消費者の懸念を払拭する必要がある。対

象 となる業界は、銀行、保健、エネルギー、運輸など。

企業によるICT利 用:米 国に比べ、特 に数百万社に上る中小企業でICT利 用または利用の

高度化が遅れている。

2.2重 点分野

i2010イ ニ シアチブでは、情報 社会 ・メデ ィア政策の重 点分 野 として 、①情 報社 会及 びメデ

ィアのオー プンで競 争的な域内市場 を促進 す る 「単 一欧州情報空 間(SingleEuropeanInformation

Space)」 の創設、'②Icr関 連 の技 術革新 ・投資 、③ 持続 可能な 開発 、公共 サー ビスや生活 の質

の向上 を実現す る情報格差 のな い社会 、が掲 げ られた。以下で は、重 点分野別 にそ の 目標 と政

策 を示 す。

(1)単 一欧州情報空間

「安価でセキュアなブロー ドバン ド通信、豊かで多様なコンテ ンツやデジタルサービスを提

供する単一欧州情報空間」を実現することを目的として、以下の政策が実施される。

●

●

●

●

●

効率的な周波数管理戦略の策定を含め、電気通信規制枠組みの見直 しを行な う(2006年)。

以下の措置によって情報社会とメディア ・サービスのための整合的な域内市場枠組みをつ

くる。

・ 「越境テレビサー ビス指令(TelevisionWithoutFrontiersDirective
,89/552/EEC)」 の改定

のための欧州委員会提案(2005年)を 始めとして、オーディオ ・ビデオ ・サー ビスの

法的枠組みを近代化する。

・ 情報社会とメディア ・サービスに影響す るEU法(ア キ ・コミュノテール)を 分析 し、

必要な改定を行なう(2007年)。

・ 情報社会とメディア ・サービスを管轄する現行および改定EU法 の迅速かつ効果的な

実施を促進する。

コンテンツの創造 と流通を継続的に支援する。

セキュアな欧州情報社会のための戦略を策定 ・実施する(2006年)。

相互運用性(特 にデジタル著作権管理)を 目指 した行動を策定 ・推進する(2006～2007年)。
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関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

AudiovisualPolicy:http:〃europa.eu.int/comm/avpolicy/reguVregul _en.htm

(2)技 術革新 ・投資

欧州は、世界全体の1(rr売 上の約3分 の1を 占め、年率5%で 成長 しているが、イン ドや中

国な どの新興市場における2ケ タの成長率に比べれば小さい。ICT部 門の研究開発費が研究開

発全体の中で占める割合で見ても、EU(18%)は 、米国(34%)、 日本(35%)の 約2分 の1

に抑え られている。 こうした状況の中で、「欧州のライバル国(米 国、 日本ほか)と の格差を

縮小することによって、研究及び技術革新における世界的な実績」を達成することを目標とし

て、次の政策が実施 される。

・2010年 までにEUのICT研 究資金を80%増 額することを提案 し、加盟国にも同様の措置

を求める。

●

●

■

■

●

●

第7次 フレームワーク・プログラムの柱 として戦略的ICT研 究に焦点を当てる(2007年)。

技術的 ・組織的解決策 を必要 とする主な障害(相 互運用性、セキュ リティ、信頼、皿)管理、

権利管理、使いやすさ、など)を 克服するため、研究及び配備のイニシアチブを開始する

(2006年)。

ICT関 連の研究及び技術革新への民間投資を促進するための補完的措置を策定する(2006

年)。

「団結のための欧州戦略ガイ ドライ ン(CommunityStrategicGuidelmesonCohesion)2007

-2013」 の中で全住民のための情報社会に関する提案をより具体化する
。

主に中小企業のICT利 用の技術的 ・組織的 ・法的障害を取 り除くため、e－ビジネス政策を

策定する。

企業の技術革新や新 しいスキル ・ニーズへの対応を促進するため、新 しい労働形態 を支援

する手段を開発する。

義 血一3EU・ 米国 ・日本のICT研 究投資額(2002年)

ICTR&D EU15カ 国 米国 日本

民間部門投資 230億 ユー ロ 830億 ユ ー ロ 400億 ユ ー ロ

公共部門投資 80億 ユー ロ 200億 ユ ー ロ 110億 ユ ー ロ

人口 3億8,300万 人 2億9,600万 人 1億2,700万 人

人口1人 あたりの投資額 80ユ ー ロ 350ユ ー ロ 400ユ ー ロ

ICTR&Dの 全R&Dに 占め る割 合 18% 34% 35%

Source:"lnvestmentinICTResearch,ComparativeStudジ,皿)ArE2002(forEU-15);OECD
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関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

CohesionPolicyinSuppOrtofGrowthandJobs:

httP:〃europa.eu.int!comm!regiona1」x)licy/sources!docofHc!2007!os(ゾindex _en.hml

(3)情 報格差のない社会

「質の高い公共サービスを提供 し、生活の質(QOL)を 向上させる、情報格差のない社会」

を実現することを目標に、次の政策が実施 される。

・e－ アクセシビリティとブ ロー ドバ ン ドの提供地域 に関す る政策ガイダ ンスを発行す る

(2005年)。

●

○

●

●

e－インクルージョンに関する欧州イニジアチブを提案する(2008年)。

電子政府に関するアクションプラン、及び、ICTを 利用 した公共サービスの戦略を採択す

る(2006年)。

公共サービスをオンライ ン化するための技術的、法的、組織的な解決策を実地 レベルで試

験する実証プロジェク トを発足する(2007年)。

生活の質に関する3つ のイニシアチブを発足する(2007年)。

2.3具 体的施策

欧州委員会は、i2010イ ニシアチブの発表 と並行して、その ビジョンを実現するための具体

的施策を順次発表 している。

(1)ブ ロー ドバ ンド

欧州のブロー ドバン ド回線数は現在約4,㎜ 万であり、昨年よりも70%増 加 した。しか し、

僻地や過疎地における商業的な導入は、コス トの高さを原因として、大きく後れている。i2010

イニシアチブでは、ブロー ドバン ドのデジタルデバイ ドを、より幅広 くeイ ンクルージョンと

いう枠組みの中で捉えている。

欧州委員会 は2005年7月 、同委員会 スタ ッフによる ワーキ ングペーパ ー(「Broadbandaccess

andpublicsuppOrtinunder-servedareas」)を 発表 し、次 の2つ の政策 の方向性 を提案 してい る。

・i2010の 一環 と して加 盟国の ブ ロー ドバ ン ド戦 略 を強化す る。

・ 最優 良事例(ベ ス ト ・プ ラクティス)の 交換(特 に、 ブ ロー ドバ ン ド導入 プ ロジェク ト ・

入札 に関する情報 の収集 と共有)。
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(2)無 線LANの 周 波数割 り当て

欧州委員会 は2005年7月 、全加盟国で2つ の周波数 帯(5.15～5.35MHz、5.47～5.725MHz)

を無線 アクセ スシステム に利 用で きるよ うにす る決定 を採択 した。加盟 国は2005年10月31

日まで にこの決定 を実施 しな けれ ばな らない。 この決定 は、デ ジタル経済 において成長 と雇 用

を促進す るi2010イ ニ シアチ ブの一環で あ り、無線 ワイヤ レスア クセ スのオープ ンで競争 力あ

る単一市場 への道 を開 くものであ る。

(3)e－ラ一二 ソング推進計画

i2010イ ニシアチブにおいては、スキルを身に付けた適応力ある人材 とその教育は、長期的

な雇用拡大の観点か ら重視され、生涯学習は、市場の発展を促進 し、知識社会を推進するため

に必要とされる積極的な政策 アプローチのひとつに位置付けられている。

EUで は2005年5月 、業界 ・教育 ・政府 関係者 らを集 めてe－ラーニ ングに関する会議 「Towards

aleamingsociety」 を開催 し、今後4年 間(2005～2008年)を 対象 として 、次のよ うなe－ラーニ

ング推進のための計画 を発表 した 。

・ 政策の指針 を提 供 し、e－ラー ニ ング関連 のテー マを検 討す るため の主要ア クシ ョンを同定

す るため、関係者 間の対 話 を促進 する(2005年)。

・e－ ラーニ ングの政策 分野 全体 にわた る最優 良事例(ベ ス ト ・プ ラクテ ィス)を 共有 し、全

分野のe－ラーニ ングの 成果 を評価 す る(2006年)。

・ 生涯統 合学習 プ ログ ラム(integrated・LifelongLearningProgramme)、 第7次 フ レー ム ワー ク

プ ログ ラム(FP7)、 競争 力技術革新 フレーム ワーク プ ログ ラム の下で、デ ジタル識 字率や

他 の能力向上の ための プ ロジェク トを発足 させ る(2007年)。

・ デジタル的な手段 で社会 統合 を促進す る大規模イニ シアチ ブを発 足 させ る(2008年)。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

Activity>lnformationS㏄iety:httP:11europa.eu.int/POI/infso/㎞deX_en.htm

i2010:httpV/europa.eu.int/information _society/㏄urope!i2010/index_en.htm

Selecttopics>lnformationSocietyandMedia:http:〃europa.eu.intirapid/searchResultAction.do?search-OK&query-i

nfso&username=PROF&advanced=0&guiLanguage=en

3.フ レーム ワー ク ・プ ログラム

フ レ ー ム ワ ー ク ・プ ロ グ ラ ム(IP:FrameworkProgramme)は1984年 以 来 、EUに お け る 研 究
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開発へ の主 たる資金 提供方法 とな って いる。現行 の第6次 フレーム ワー ク ・プ ログラム(SiXth

FrameworkProgrammeFP6)は2006年 末 まで実施 され 、2007年1月1日 か らは、第7次 フ レー

ム ワー ク ・プ ログラム(SeventhFrameworkprogramme;FP7)に 移行 す る。

3.1第6次 フ レーム ワー ク ・プ ログラム

(1)予 算 ・テーマ領域

FP6は 、2000年3月 の リス ボ ン ・サ ミ ッ トで初めて提唱 された 、科学 と技術 のための域内市

場 「欧州研究領域(ERA:EuropeanResearchArea)」 を実 現するた めの資 金提供 プ ログ ラムで あ

る。

優 先テ ーマ領域 には① 生命科 学 、ゲ ノム学 、バ イオ テ クノ ロジー 、② 情 報社 会技 術(IST:

InformationSocietyTechnology)、 ③ ナ ノテ クノロジー、ナ ノサイエ ンス、多機能材料 、製造 プロ

セス ・機器 、④ 航空工学 、宇宙、⑤ 食品の 品質と安 全、⑥ 持 続可能 な発展、グローバル な変化、

生態系 、⑦ 知識社会 におけ る市 民 とガバナ ンス、 がある。

H)6の 予算総額 は約179億 ユー ロ(約2兆5,800億 円、8月7日 為 替 レー ト1ユ ー ロ=141円

に基 づ く、以下 同様)で あ る。 これ には欧州原子 力共 同体 〔ユー ラ トム:Euratom〕 の原子力研

究 の予算 は含 まれて いな い。

上記7件 の優先テーマ領域の研究は、予算項 目 「研究の焦点化と統合」の枠の中で実施され

る。「情報社会技術(IST)」 領域 には、7件 のうち最大の39億8,400万 ユーロ(約5,620億 円)

が配分されている(数 字は2004年4月 の欧州決定による)。
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表皿 一4第6次 フ レー ム ワー ク ・プログラム予算

(単位:100万 ユ ー ロ)

1.研 究の焦点化と統合 14,682

優先テーマ領域 12,438

・ 保 健 の ため の 生 命科 学 、ゲ ノム学 、バ イ オ テク ノロ ジー 2,514

・ 情報社会技術(IST)
3,984

・ ナ ノテ ク ノ ロジ ー、ナ ノサ イ エ ンス 、知 識基 盤多 機 能材 料 、

新製造プロセス ・機器 1,429

・ 航 空 工学 、 宇宙 1,182

・ 食品の品質と安全
753

・ 持続可能な発展、グローバルな変化、生態系 2,329

・ 知識社会における市民とガバナンス 247

広範な研究分野をカバーする個別の活動 1,409

・ 政策支援、科学技術ニーズへの対応 590

・ 中小企業を含む垂直的研究活動 473

・ 国際協力を支援する具体的施策
346

共同研究センター(原 子力を除く) 835

2.欧 州研 究 領 域(ERA)の 創 設 2,854

研究と技術革新 319

人材 1,732

研究インフラ 715

科学と社会 88

3.欧 州研 究 領 域(ERA)の 基 盤強 化 347

活動調整の支援 292

一貫性ある政策策定の支援
55

合計 17,883

Sour㏄:DECISIONNo786/2004/ECOFTHEEUROPEANPARLIAMENTANDOFTHECOUNCILof21Apnl2004.

OJL138/70f30.4.2004

(2)情 報社会技術(IST)'

FP6のISTで は、 コン ピュー タや ネ ッ トワー クを 日常 的環境 に統合 し、使 いやす い ヒューマ

ン ・イ ンタ フェー ス を通 じたサー ビスや アプ リケー シ ョンを提供 す る ことに焦点 を当てて いる。

この 「ア ンビエ ン ト ・イ ンテ リジェンス(ambientinteMgence)」 の ビジ ョンは、全住 民のため

の知識社 会の 中心 にユ ーザ ー(個 人)を 置 くもので ある。 この ビジ ョンの下 で、具体 的な優先

分野 と して、① 通信及 びコ ンピューテ ィ ング ・イ ンフラ、② コンポーネ ン ト、マイ ク ロンステ

ム、③ 情報管 理、イ ンタフェース、が挙 げ られ て いる。

(3)ISTワ ー クプ ログラム2005-2006

FP6の 優 先テー マ領域ISTに お ける2005～2006年 の実 施要領 「ISTワ ー ク プログ ラム2005

-2006」 に示 され た重 点分野 は次 の通 り。
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二

二

・ 複雑性 への対応:ナ ノエ レク トロニクス にお け るSoC(SystemonChip 、主要 な周辺 回路 や

機能 を ワンチ ップに集積す る)、 ソフ トウ ェア開発にお ける複雑性、ブ ロー ドバ ン ド通信 、

グ リッ ド

・ISTと 他 の科学技術 分野 を統 合する学 際領域:マ イ クp/ナ ノ ・システム 、保 健、認知 シ

ステム(現 実の 世界の 出来事 を感知 ・解 釈 して人間 の処理 を支援す る システ ム)、 未来 技

術(FET:FutureandEmergingTechnologies)

・ サー ビス と技 術開発 の連携 によ るICT技 術革 新:モ バイル通信、マイ ク ロ/ナ ノ ・システ

ム

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

SixthFrameworkPrograrnme(2002-2(踊):htrp:〃europa.eu.inticomm/research/fp6/index .en.cfm?p・O.newsite

IST:httP:〃europa.eu.int/comm/research/fP6fmdex _en.c㎞?P=2

1STWorkProgramme:http:〃ww.◎ordiS.lu/istiworkprogramme/fp6 .workprogramme.htm

(4)FP6の 第4回 提案 募集

欧州委 員会 は2004年8月 、FP6の 下 で実施 された第4回 提案 募集(CanfbrProposals)の 結

果 として、情報通信 技術(ICT)分 野 の276の 研究 プ亡]ジェク トを発足 させ る と発表 した。 こ

の提案 募集 の資金 総額10億 ユ ー 「](約1,410億 円)の うち、参 加企業 の20%を 占め る中小企

業には1億6,200万 ユー ロ(約228億 円)、 加盟 国 の研究機 関 との提 携プ ロジェク トには7,㎜

万ユー ロ(約99億 円)が 配分 される。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

Europa:hゆ:〃europa.eu.intfmdex _en.htm

Institution>EuropeanCommission:http:〃europa.eu.int/com皿/index _en.htm

(5)研 究 イ ン フ ラ

非 営 利 組 織DANTE(DehveryofAdvancedNetwork"c㎞ologytoEurope)は 、 汎 欧 州 研 究 ネ ッ

トワ ー ク の 計 画 ・構 築 ・運 営 を 目 的 と し て 、欧 州 諸 国 の 研 究 教 育 ネ ッ ト ワ ー ク(NREN:National

ResearchandEducationNetworks)に よ っ て1993年 に 設 置 さ れ 、 以 来 、EuropaNET、tlEN-34、

TEN-155、 そ し て 現 行 のGEANTの 各 世 代 に わ た っ て 汎 欧 州 研 究 ネ ッ ト ワ ー ク の 建 設 ・運 営 を

担 当 し て き た 。

・GEANT:ア イスランドか ら中央アジアのコーカサス地方まで欧州全域の研究 ・教育ニーズに

一88一



応える初の汎欧州ギガビッ ト・データ通信ネ ットワーク。世界最大の科学者コミュニティを接

続 し、研究データの高速共有を可能にしてきた。インターネッ トを家庭や 自動車の中にまで持

ち込むPv6の アプリケーションからグリッ ド・コンピューティングまで、多 くの科学研究を欧

州に誘致 してきた。

・GEANT2:GEANTネ ッ トワークをアップグレー ドした後継ネッ トワークで、2005年6月 に

稼動開始 した。資金面では、EUが 総費用の約半分にあたる9,300万 ユーロ(約131億 円)を 負

担し、残 りは加盟各国の研究教育ネッ トワーク(NERN)が 拠出する。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

GEANr:h仕p:〃www.geant.net/(accessedonAugust20,2005)

GENAr2:http:〃www.geant2.neti?PHPSESS皿)=14bb655cb7bdc8a6524afc281ee53a55(a㏄essedonAugust20,2005)

DANTE:hnp:〃www.dante.net!?PHPSESSII)=14bb655cb7bdc8a6524afc281ee53a55

3.2第7次 フ レーム ワー ク ・プログ ラム

(1)経 緯

欧 州 委 員 会 は2004年6月 、将 来 の 研 究 支 援 に 向 け た ガ イ ドラ イ ン 「ScienceandTechnology,the

keytoEurope'sfUture-GuidelinesforfUtureEuropeanUnionpOlicytosupportresearch(科 学 と 技 術 、

欧 州 の 未 来 の 鍵)」 を 発 表 し 、第7次 フ レー ム ウ ー ク ・プ ロ グ ラ ム に 向 け た 準 備 段 階 に 入 っ た 。

EUの 研究予算の対GDP費 は約2%と 、米国(2.8%)や 日本(3%以 上)よ りも低 く、 リス

ボン戦略で は、 これ を3%に 引き上げることが目標とされていた。ガイ ドライ ンは、リスボン

戦略の描 くような知識社会を実現するには、研究開発の規模を拡大することが不可欠であると

述べている。

(2)予 算案 ・プ ログ ラム

欧州委員 会 は2005年4月 、第7次 フ レーム ワー ク ・プ ログ ラムの予算案 を含 むコ ミュニ ケ

「BuildingtheERAofknowledgeforgrowth(成 長 のため の知識基 盤欧州研究 圏構 築)」 を採択 し

た。7年 間(2007～2013年)で 総 額642億 ユー ロ(約9兆500億 円、た だ しユー ラ トムの原子

力研 究 は除 く)と い うFP7の 予算総額 は、FP6の 約3.6倍 に もな る。

このコミュニケによると、EP6の 研究領域、研究活動の多くがFP7に 引き継がれ、次の4っ

のプログラムの下に再編された。
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●

●

●

●

「協力(Cooperation)」:業 界 ・研究機 関の協 力 を通 じた世界的な リーダー シップの確立 を

目的 とす る。.研究テーマ領域 は 、① 保 健、② 食糧 ・農 業 ・バイ オテク ノロジー 、③ 情報通

信 技術、④ ナ ノサイエ ンス ・ナ ノテ ク ノロジー ・材 料 ・製造技術 、⑤ エネル ギー・⑥ 環境

(気候変動 を含 む)、 ⑦ 運輸(航 空工学 を含 む)、 ⑧社 会 ・人文科 学、⑨ セキ ュ リテ ィ ・宇

宙 、 に分 かれて いる。・

「創造 力(Ideas)」:欧 州 レベル で競争 力を育 成 し、科学 基盤 を強化す る ことを 目的 とす る。

「人材(People)」:研 究者 の育成や交 流 を促進す るため、 「マ リー ・キュ リー(MarieCurie)」

アクシ ョンが推進 される。'

「能力(Capacities)」:欧 州 の科 学界が最 高の研究能 力を活用 でき るよ うにす る。① 研 究イ

ンフラ、② 中小企業 、③ 「知識 基盤地 域(regionsofknowledge)」 開発 のための現地 関係機

関のク ラス タ リング、.④潜在 的能力 の活 用、⑤ 社会 の中の科学 、⑥ 国際協力、 といった下

位 プログラムが提案 され てい る。

表 皿一5第7次 フレーム ワー ク ・プ ログラム予算 案

(単位:100万 ユーロ)

テーマ領域(国 際協力を含め、すべての資金提供方法を活用)

保健8,317

食糧 ・農業 ・バイオテクノロジー2,455

情報通信技術(Icr)12,670

協 力(Cooperati・n) ナ ノサ イ エ ンス 、ナ ノテ ク ノ ロジー 、材 料 、新 製 造技 術4,832

エネルギー2,931

環境(気 候変動を含む)2,535

運輸(航 空工学を含む)5,g40

社会科学、人文科学792

セキュリティ、宇宙3,960

合 計44,432

創造 力(ldeas) 欧 州研 究 評 議 会(Eum脚 、ResearchCouncn)11,862

人 材(People) マ リー ・キ ュ リー ・ア クシ ョン7,129
、

研究インフラ ＼3,961

中小企業のための研究1,go1

能 力◎pabnities) 知識基盤地域158

研究の潜在的能力554

社会の中の科学554

国際協力活動358

合 計7,486

共同研究センター(JRC、 原子力研究を除く)-1,817

合計72,726
Source:Communication"BuildingtheERAofknowledgeforgrowth"
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(3)rr関 連 の焦点 分野

「協 力」 プ ログ ラムの下 、 「情報通信技 術(ICT)」 「ナ ノサイセ ンス ・ナノテク ノロジー ・材

料 ・製造技 術」、 「宇 宙 ・セ キュ リテ ィ」 の各領 域 にお いてIT関 連 の研 究が実 施 され る。

■

●

●

■

「情報通 信技術(ICT)」 領域で は以下 の活動分野が提案 され て いる。

ICTテ ク ノロジー重点項 目:① ナ ノエ レク トロニ クス、光通信 学、統合マ イク ロ/ナ ノ ・

システ ム、② ユ ビキ タス及び 無制限容量通信 ネ ッ トワー ク、③ 組み込 み システ ム ・コ ンピ

ューテ ィ ング ・制御 、④ ソ フ トウェア、グ リッ ド、セキュ リテ ィ、信頼性 、⑤ 知識 ・認知 ・

学習 システム、⑥ シミュ レー シ ョン、仮想化、イ ンタラクシ ョン、複合現実感(MixedReality)

テ クノ ロジー の統合:① パー ソナル環 境、② ホー ム環境 、③ ロボ ッ ト工学 ・シス テム、④

イ ンテ リジ ェン ト ・イ ンフ ラス トラクチ ャ

ア プ リケー シ ョン研究:① 社会 的課題(保 健 、デ ジタル デバイ ドの是 正、交通、環 境、行

政)、 ② コ ンテ ンツ、創造 力、個 人の成長、③ ビジネス、産 業(製 造)、 ④ 信頼(ID管 理 、

認証)

未来技術(FET):ICTお よび関連学 問領 域の研 究 を支援

(4)セ キュリティ

FP7で 新設された 「セキ ュリティ」領域では、①テロ及び犯罪の防止、②インフラ(交 通 ・

エネルギー ・ICT)・ システム ・サー ビス(金 融 ・行政)の セキュリティ、③国境の安全、④危

機発生時のセキュ リティ、の4分 野が提案されている。これらを支える横断的テーマには、①

セキュ リティ ・システムの統合と相互運用性、②セキュリティと社会、③セキュリティ研究の

国際的協調、がある。

IP6か ら発 展 した 欧州委員 会のイ ニ シアチ ブ 「セキ ュ リテ ィ研 究 のた めの準備行 動(PASR:

PreparatoryActionforSecurityResearch)」 が既 に2004年 初めか ら実 施 されてお り、2006年 末 ま

で継続 され る予定 。。

関連ウェブサイ ト

ヨ
'Activity>ResearchandInnovation:httpV/europa

.eu.intipOVrd/index -en.htm

NewsHeadline>Preparatorystage_:http:〃europa.eu.int/comm/research/fUture/index _en.cfm
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IV英 国

1.英 国政府における情報技術政策

1.1経 緯

1996年2月 、英国政府 による最初の包括的な情報技術(rr)政 策である 「情報社会イニシア

チブ」が発表された。その後、「情報社会イニシアチブ」は、2㎜ 年9月 に新たに 「UKOnline」

というrr政 策に置き換わった。

2001年11月 、「UKOnline年 次 レポー ト2001年 」(第2版)が 発表された。①市場の近代 ・

化、②国民の能力向上、③企業の活性化、④政府のオンライン化、⑤世界的水準のサービス提

供という5つ の重要課題を取 り上げ、以下の3つ の目標を表明した。

①2002年 までに英国を電子商取引の世界でもっとも整備された安全な環境にする。

②2005年 まで希望者全員がインターネットにアクセスできることを保証する。

③2005年 までにすべての行政サービスが電子的に利用できるようにする。

2002年11月 には、「UKOnline年 次 レポー ト2002年 」(第3版)が 発表され、以下の3つ

の目標を表明した。

① 英国を電子 ビジネス における世界の リーダー として発展させる。

②2005年 までにすべての行政サー ビスが電子的に利用できるようにし、重要なサニ ビスにお

いては高いレベルでの使用を実現させる。.

③2005年 まで希望者全員がインターネットにアクセスできることを保証する。

2003年12月 、 「UKOnline年 次 レポー ト2003年 」(第4版)を 発 表す ると ともに、従 来 の

eEnvoy局 に代えてeGovernmentUnitを 設置す る考え を明 らか に した。 また、2004年3月 、

eGovernmentUnitはUKOnlinelこ 代わる市民向け の公共サ ー ビス ・ポータノレとして 「Direct.gov」

の運営 を開始 した。

表IV-1に 英国政府にお ける主要情報技術政策の経緯 を示す。
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表IV-1英 国政府 主要情報技術政策経緯

発表時期
'政 策

概 要
2000年9月 UKOnline 5つ の目標①人々の自信②ビジネスとしての成功③見本としての政

府等

2000年9月 UKOnl㎞e年 次 レポ ー ト

2000年 第1版

5つ のゴール
・人々の自信:情 報通信技術へのアクセスに加えて、情報通信技術

を使ううえでの信頼、スキル、モチベーションが必要になる。
・ビジネスとしての成功:経 済の各分野で情報通信技術をビジネス

に利用 して成功している企業
・見本としての政府:公 共セクターにおける最先端のテクノロジー

の活用
・世界一級の供給センター:rr 、電子、通信の供給センター。イノ

ベーティブでダイナミックで常に成長していること
・近代化された市場:消 費者(企 業や政府との関係における個人)

を保護し、企業の競争とイノベーションを促進する市場の枠組み

2001年11月 UKOnline年 次 レポー ト

2001年 第2版

5つ の重要課題①市場の近代化②国民の能力向上③企業の活性化④

政府のオンライン化⑤世界的水準のサービス提供

2002年11月 UKOnlme年 次 レポ ー ト

2002年 第3版

3つ の目標①英国を電子ビジネスにおける世界のリーダーとして発

展させる②005年 までに全ての行政サービスが電子的に利用できる

ようにする(鋤005年 まで希望者全員がインターネットにアクセスで

きることを保証する

2003年12月 UKOnline年 次 レポ ー ト

2003年 第4版

ICTを 活用してサービス提供を変革し、公共部門全体の運営効率を

改善することを将来の課題として特定 し、こうした変革を支える5
つの原則を提示

2004年3月 D∬ectgov ukonlme.govukに 代 わ る英 国政 府 の新 しいオ ン ライ ンサ ー ビス

Source:英 国政 府等 発表 資 料か ら作 成

1.2nr政 策 の担当機関

IT政 策 の担当機 関は次の通 り。

・ 各省庁 の電子 サー ビスの提供 を管理す るeGovemmentUnitは 、内閣府(CabinetOffice)に

置かれ ている。

・ 地方 政府 の電子 化は、副首相 府(ODPM:OfficeoftheDeputyPrimetmster)が 担 当す る。

・rrプ ロジ ェク トの調達や電 子 公共 調達 は、 財務省 に所 属す る英 国政府 調達庁(Offlceof

GovernmentCommerce)が 担 当す る。

・ 一般 市民の認証問題 は内務 省が 担当す る。

・rr関 連 の科学技術政策 は、貿 易産 業省が担 当す る。

・.貿 易産業省 は、企業支援 の一環 として 、企 業 のICT利 用のほか 、通 信 ・放送 分野 も担 当 し、

独立規制機 関のOfcom(OfficeofCommunications)と 連携 して い る。

、
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2.e-GovernmentUnit

2.1e-GUの 概 要

(1)eGUの 設立

内 閣府 には1999年9月 か ら英国政 府の情報通信技術(ICT)政 策 を主導す るeモnvoy局 が置

かれて いた が、2004年9月 か らeEnvoy局 に代わる新編 としてeGovemmentUnit(電 子 政府

局 また は電子 政府ユ ニ ッ ト、 以下e-GU)が 活 動 を開始 した。

eモnvoy局 が一般市民や企業のICT利 用まで含めた包括的rr政 策を立案する立場にあったの

に対 し、eGUは 電子政府政策 ・戦略の策定に集中しているのが大きな変更点である。

(2)e-GUの 組織

e-GUを 率 いるHeadofe-GU(電 子 政府局長)は 、大企 業にお けるCIO(最 高情報責任 者)に

相 当 し、そ の下 には、 運営 チ ーム と して、Directgovチ ー ム、知 識ネ ッ トワー ク(Knowledge

Network)チ ーム、電子 提供(eJ)elivery)チ ームな どが置かれて いる。

(3)eGUの 優先課題

e-GUの 優先課題 は次の通 り。

・ 新技術を利用して公共サー ビスの改革を促進し、一般市民や企業が政府とのや りとりを自

ら行なえるようにすること。

・ 保健や年金などのフロン トライン ・サービスの提供 を改革するため、rrを 利用した主要プ

ロジェク トを支援すること。

・ 効果的なrr導 入を促進 し、rrサ ービス、人事管理、財務管理な どのバックオフィス機能

を改善すること。

●

●

●

政府及びそれ以外の公共部門全体にわたってrr人 材を育成すること。

ITサ プライヤと緊密 ・競争的 ・協力的な関係を構築すること。

新 しい認証技術(サ ービスにアクセスする市民の生体認証、スマー トIDカ ー ド、商品 ・

家畜のRFIDタ グな ど)の 導入を支援すること。

eGUは 現在 、CIO評 議会(ChieflnformationOfficerCouncil)と 共 同で 、2005年 以降 の政府 の

IT戦 略策定 を進 めてお り、2005年 秋 に発表す る見通 しである。
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(4)内 閣府 のSPR目 標

内閣府 は、2003/04年 度 ～2005/06年 度(英 国 の会計年度 は4月 ～ 翌年3月)の 支 出計画 を示

す 「2002年 歳 出 レビュー(SpendingReview2002)」 の中で、財務省 との公共サ ー ビス協定(PSA:

PublicServiceAgreement、 中央 政府 の府 ・省 がそれぞれ、 目標 やそ の実 現方法 な どを説明 した 文

書)を 発表 し、 「2005年 までに政府 のサー ビス提 供 を100%電 子化 し、主要サ ー ビスで高 い利

用率 を実現す る」 目標 を示 した。

関 連 ウ エ ブ サ イ ト

e-(fOvernmentUnit:http:!/www.cabinetothce.gov.uk/e君overnmenti

2.2電 子政府サービス

(1)電 子化状況

2004年 第2四 半期までに公共サービスの4分 の3が 電子化されている。ただし、次のような

サービスは、2005年 末までの電子化対象か らは除外されている。

・ セキュリティ上の理由か ら、現時点では電子化が予定されていないサービス(司 法サー ビ

ス)。

・ 市民生活への影響を考慮 し、段階的導入が必要されるサービス(保 健、土地 ・資産サー ビ

ス)。

・ 改革が予定 されているプロジェク ト(土 地 ・資産サービス)。改革終了後に電子化する。

・ 新 しく開始 されたサービスや分割されたサー ビス。

(2)利 用率の向上 、

国立統計局によると、成人人口の30%(イ ンターネッ ト人 口の約50%)が 過去12カ 月以内

に政府ウェブサイ トを利用 した ことがある。

サービス分野別の主な利用状況は、次の通り。

・ 企業向けサービス:約70%の 企業がブロー ドバン ド接続。

・ 給付金 ・個人所得税サービス:2002/03年 度の個人所得税申告では約110万 件(12%)が

電子的に送信された(2004年4月 、前年度比2倍 以上の高い増加率)。 また税還付申請の

25%が オンライ ンで行なわれた。

・ 交通 ・旅行サービス:自 動車登録の79%が 電子的に行なわれた。
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●

●

○

●

●

●

教育サ ー ビス:大 学 入学志願 者 の65%以 上が電子 出願サー ビス を利用 した(2004年 入 学)。

保健サ ー ビス:「NHS(NationalHealthService,国 民保健サ ー ビス)DirectOnline」 は月間 ビ

ジター 数60万 を超 えて いる(前 年度 比50%増)。

司法サ ー ビス:裁 判所 が2002年 に開設 した サイ ト 「CourtService」 のイ ンター ネ ッ トサー

ビス 「MoneyClairnOnline」 は成長 を続 け、5万 件 を超 える請 求が発行 され、1万1,000以

上 の回答が提出 されて いる。

土地 ・資産 サー ビス:「LandRegisterOn血ne」 では 申請数が1日 あた り1,300件 以上 。

農業:家 畜追跡 システ ムの トランザ クシ ョンの50%以 上が電子化 されて いる。

e－デ モ ク ラ シ ー:政 府 の主 な 諮 問(consultation)が オ ン ライ ンで 行 な わ れ 、e－参 加

(e-participation)の 成功例が多 数あ る。

また、電子公共サービスの利用増は、以下のような企業や一般市民による電子サー ビス一般

(民間部門が提供するもの も含む)の 利用増と並行 して起きている(数 字は国立統計局調べ)。

・ 英国の零細企業(micro-business)の6% 、英国の企業(business)の7%が インターネット

を利用 し、公的機関に記入済み書類を返信する。

・ 英国の零細企業の28%、 英国の企業の29%が インターネッ ト上で発注を行なう。

・ 成人人 口の34%が インターネ ットを利用して商品やサービスを購入 している。

・ 成人人 口の21%が 定期的にオンライン金融サービスを利用 している。

・ 成人人口の24%が インターネッ トを利用して教育関連の情報を検索 している。

(3)Directgov

e-GUは 、従来 のUKOn]㎞eに 代 わる市民 向けの公共 サー ビス ・ポ 一夕ル として2004年3月

に 「Dir㏄tgov」 の運 営 を開始 した。2005年1月 の訪 問数 は、110万 以 上。特 に 目立 った広報活

動 を しなか ったに もかか わ らず、英 国政府 の最 も訪 問数の多いサイ トの トップ10に 入 って い

る。

Directgovは 、ウェブサイ トとデジタルテ レビを通 じて提供 されるフラッグシップ ・デジタ

ル ・サービスである。運転免許試験の予約、自動車税、パスポー トの更新、子 どもの安全、育

児休暇、特殊教育に関する情報の入手などがある。

(4)サ ー ビス設計提供 ガイ ド

e毛Uは2005年1月 、 「サー ビス設 計提供 ガイ ド(ServiceDesignandDeliveryGuide)」 を発表

した。 これ は、中央 政府 、地 方政府 、公共 機関な どが電 子サー ビス の利 用 率 を上 げる一方 で、
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サービス提供にかかる費用を削減 し、質の高いサービスを設計できるようにするための原則や

チェックリス トな どを示した ものである。

また、セルフサー ビス型のサービスへの移行 を妨げる要因としては、①セキュリティの信頼

性がない、② アクセシビリティが悪い、③サービスが存在しない、④ユーザー ・フレン ドリー

でない、⑤特定チャネルを利用できない、⑥サポー トが充実 していない、などが挙げられてい

る。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

HerMajesty'sCourtService:http:〃www.hmcourtsservice.gov.uk/

Directgov:http:〃www.direct.gov.uk/Homepage/fslen

ServiceDesignandDeliveryGuide:httpV/www.cabinetothce.gov.uk/e苦overnmentidocs/bestpractice/pdffsddg.pdf

2.3電 子政府インフラ

e-GUは 以下のような政府全体の共通インフラに投資を続け、電子政府にかかる費用の削減を.

実現 しようとしている。

(1)政 府ゲー トウェイ(GovemmentGateway)

政府ゲー トウェイは、利 用者で ある中央 省庁 に対 して 、認証 、 トランザ クシ ョン ・ルーテ ィ

ング、信頼 あるメ ッセー ジ ング を提供 して いる。現在 、25の 政府機関が提 供す る50種 類以 上

のサー ビス について、600万 以上 のアクテ ィブな登録が あ り、税 申告 、児童手 当て、付加価 値

税、年金 問い合 わせ、献血 な どで 、 このゲー トウェイが使われ ている。

(2)知 識 ネ ッ トワー ク(KN:KnowledgeNetwork)

電子 提供 と情報共有 を改 善 ・近 代化す る省庁 間 プロジェク ト。2㎜ 年10月 に開始 された。

政府 の省庁 間、世 界中の英 国高官 の間でGovernmentSecureinfrastructUre(1998年 か ら稼 動す る

ネ ッ トワーク ・イ ンフ ラ)を 通 じた情報共有 を可能 にす るための安全 なウ ェブサイ ト及び共有

データベース を構築 し、運営す る。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

eDelivery:http:〃www.cabinetothce.gov.ukle君overnmentiresponsibilities!edt鴫ntro.asp

KnowledgeNetwork:http:〃www.cabinetoffice.gov.uk/e苦ovemmentiresponsibilities/㎞.asp
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2.4電 子政府標準

eGUは 、政府全体 の標準(standard;規 格)、 枠組み、 ポ リシーな ど策定 を通 じて、各省庁 の

システムの互換性 の 問題 に取 り組 んでいる。また標準 は、策定 だけで な く、実装す る こと、す

なわち、サ ポー トや、ベ ス トプ ラクテ ィス、ツールキ ッ ト、スキ ーマな どを提供す る ことも必

要 とされ る ことか ら、eGUは 、これ らを1カ 所 に集 めたGovTalkウ ェブサイ トを運営 してい る。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

GovTalk:http:〃www.govtalk.gov.uk/

(1)電 子 政府相互運 用性 フ レーム ワー ク(e-G正:e-GovemmentInteroperabthtyFramework)

e-GIFは2001年9月 に発表 され、2004年3月 に第2版 が発表 され た。eGIFの 狙 いは、すべ

て の政府 システム(イ ンタ フェース を含む)で 共通 なイ ンターネ ッ ト及 びWWWの 仕様 を採用

す る ことで あ り、XMLベ ー スの新 しい システム と互換性 のな い、旧式 のデ ータ構 造 を持 つ シ

ス テムの整合性 を持 たせ る こ とが急 務 となって いる。

(2)オ ー プ ン ・ソー ス ・ソ フ トウェ ア(OSS)ポ リシー

e-GUは 、2004年11月 にOSSポ リシー をアップデー トした。新 しいOSSポ リシーで英 国政

府 は、将来のすべて のrr開 発 にお いて、オー プンな標準 ・仕様 をサポー トした相 互運用可能 な

製 品 のみ を使用 す る方針 を明確 に打 ち出 した。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

P・1i・yG・i・ ㎞ce・http・1/www・cabi・ ・t・thce・9・v・・k「・9・vernMr・tlpOli・yL9・i・ ㎞ ㏄/

eGIF:httpVlwww.govtalk.gov.uk/schemasstandards/egiC _document.asp?docnum=874

e-GovernmentInteroperabdityFmmeworkVersion6.0(pdb:http:/lwww.govtalk.gov.uktdocuments/egif-v6-O
..pdf

eJ)elivery:http:11www.cabinetothce.gov.ukle-governmentirespOnsibilitieS/edt→ntro.asp

gpens・u「ceS・ftwa「e:http・"www・9・vt・lk・9・v・ ・kid・c・m・n「V・ss」 ・・li・y-versi・n2・pdf

3.他 の政府機関の電子政府関連政策

3.1副 首相府

副首相府(ODPM:OfficeoftheDeputyPrimeMinister)は 地方政府 の電子 化 に取 り組 み、地方

政府向 けに電子 政府 情 報 を提 供す るサイ トinfo410cal.gov.ukを 運営 して いる。
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副首相府は2005年5月 、地方 自治体の効率性の向上、及び、自治体同士または自治体 と中

央政府 とよ り効果的な接続を目指す新サービス 「GovernmentConnect」 を開始 した。技術的な

ソリューションから実務的ア ドバイスまで、広範なツールを集め、地方自治体が電子サービス

提供への投資に見合 った成果を上 げ られ るようにす る。全国の地方 自治体 はGovernment

Comectの メンバーになって、そのシステムを段階的に導入することが求められている。最終

的な目標は、すべての地方政府が2007年 末までにシステムを導入し、サービス提供とコス ト

の効率性を実現することである。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

OfflceoftheDeputyPrimeMinister:

http:〃www.Odpm.gov.uk/stellent/groups/odpm _qontro1/documentsXhomepage/odpm_home.-page.hcsp

infO410ca1.gov.uk:httP:1〈wvvw.infb4}ocal.gov.uk/

3.2調 達 庁

英国政府調達庁(OGC:OfficeofGovemmentCommerce)は 、財務省の一部門であり、中央政

府や、その他の公共部門が調達などか ら投資額に見合った価値を実現できるよう支援すること

を主な役割 とする。特に政府部門がrrを 利用して業務改革を実現できるよう、情報や指導を提

供することも課題としている。

■

(1)電 子調達 イ ンフラ

現 在 は英 国 には 中央 の電 子 調 達 イ ン フ ラはな い。 しか しOGCは 、 そ の取 引部 門で あ る

OGCbuying.solutionsを 通 じて、 カ タ ログ ・ベー スの電子調達 計画 「Catalist」を運 営 して い る。

OGCとOGCbuying.solutionsは 、電子 調達 プ ラッ トフォー ム 「Zanzibar」 を構 築す ることも計

画 している。Zanzibarは 、① 公共部 門サ プ ライや契約 の詳細 を含 む電 子マー ケ ッ トプ レィ ス、

②purchasetopayソ リュー シ ョン、③ 汎 公共部 門デー タ ・ウ エアハ ウス、 の3機i能 を含む電子

調達ハ ブ とな り、2005年 末 まで に本 稼動す る見通 し。

(2)調 達プ ロセスの レビュー

OGCは 、rrの 政 府調 達 プ ロ ジ ェク トの進捗 状況 を 「ゲ ー トウ ェイ ・レビュー(Gateway

Reviews)」 を通 じて監視す る ほか 、2007/08年 まで に215億 ポ ン ド(4兆1,900億 円、7月20日

の為替 レー ト1ポ ン ド=196円 に基づ く、以下 同様)を 削減す る 「効率性 プ ロセス(Efficiency
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Process)」 も 推 進 し て い る 。

(3)公 共 調達の規制

英 国では現在、公共調 達 プ ロセス におけ る電子的手段 は規制 されて いな いが 、新 しいEU公

共調達 指令(2004/17/EC及 び2004/18/EC)が 、2006年1月 まで に実施 され る見 通 し。規制対象

分野 は、通信、デー タ保 存 、特 定手順(e－ オー クシ ョンな ど)の 利 用 とな って いる。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

0(}C:httP:〃www.ogc.gov.uk/

3.3内 務省

内務省は、一般市民の認証の問題に取 り組んでいる。

(1)国 民n)カ ー ド

英国市民に生体認証や電子署名に対応 した有償の国民IDカ ー ドを持つよう義務付ける法案

は、十分な支持を得 られないまま、プレア政権は2005年4月 にいったん法案を取 り下げたが、

下院選で過半数の議席を確保 した5月 に再びこの法案 を議会に提出した。ただし、国民mカ

ー ドをパスポー トや運転免許証と統合する計画は却下され、すべての英国市民に単体のカー ド

として2008年 に発行 されることになっている。

(2)生 体認証付きパスポー ト

UKパ スポー トサービス(UKPS、 内務省の管轄下にある)は 、大規模な生体認証導入試験 を

実施 してきたが、2005年5月 に発表 された試験結果によると、生体認証技術の十分な成果 を示

す ことができず、生体認証ID付 き旅券の発行で不具合が生じることは避けられないという。

(3)IRJS

内務省 は、2004年6月 に生体 認証 の国境管理 システム 「RIS(lrisR㏄ognition㎞ ㎡gration

System)」 の導入 を発表 した。 これ は、セ キ ュ リテ ィと移 民管理 手順の ス ピー ドア ップを図る も

ので あ る。
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関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

HopmeO伍 ㏄:http:〃www.homeoffice.gov.uk/default.asp

4.貿 易産業省

4.1予 算

貿易産業省(DTI:DepartmentfbrTradeandIndustry)が 「DTI戦 略(DTIStragggy)(2003年9

月)や 「5カ年 計画(DTIFiveYearProgramme」(2004年11月)の 中で示 して きた優 先課題 ・

原則 ・行動 は、同省 が毎年 発表す る事業 計画(BusinessPlan)を 通 じて 実施 され、そ の実施状

況は、財務省 との公共 サー ビス協 定(PSA)の 枠組 みの 中で四半期 ごとに監視 され る。

DTIの2005/06年 度予 算で は、支出総額63億2,300万 ポ ン ド(約1兆2,300万 円)で ある。

2005/06年 度の支 出は、①科 学 ・技 術革新 、② 企業支援 、③ 公 正な市場 、④ エ ネル ギー、⑤執

行機関(特 許局、破産処 理 局な ど)、 の5分 野 に分かれ るが、支 出総額 の半分以上 に相 当す る

33億7,900万 ポ ン ド(約6,580億 円)が 「科学 ・技術 革新」 に投入 される のが特徴で ある。

表IV-2貿 易産業省の科学 ・技術予算

(単位:100万 ポ ン ド)

2003/04年 度

実 績

2004!05年 度

推 定

2005!06年 度

計 画

2006/07年 度

計 画

2007/08年 度

計 画

支出総額 5,747 6,326 6,323 6,740 7,012

科学技術局(OST)の 科学支出 2,253 2,608 3,030 3,131 3,342

知識移転 290 314 349 350 砺

Source=DepartmentalReport2005

4.2科 学 ・技術 革新

(1)実 施体 制

DTIは 、rr政 策 を含 む英 国 の科 学政策 全般 を担 当 して いる。 こ こでい う 「科学 」には、基礎

科学 、宇宙 工学、航 空 、エネルギ ーな ど、幅広 い分野が含 まれ る。実 際 に科学政策 の作 成 ・実

施 にあたるのは、同省 内の科学技 術局(OST:O伍ceofScienceandT㏄ ㎞ology)で ある。

(2)10カ 年科学技 術投資枠 組み

DTIは2004年7月 、財 務省、教 育技能省 と共 同で 「10カ 年科学技 術投資枠組 み(10-YearScience
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andimovationlnvestmentFramework)」 を発表 した。 これ は今後10年 間 の英 国の科学 と技 術革

新 の政府 目標 、特 に経済成長 と公共サー ビスへ の貢献 と、それ を実 現で きる研 究 システムの特

性 と資金調達 方法 を定めて いる。

この枠組 みは、業界主導 の 「技術戦 略委員会(TSB:T㏄ ㎞ologyStrategyBoard)」 の役割 を強

化 し、 同委員 会が、英 国に とって競 争上最 も優位性が 高 い技術 を指定 し、D皿 の予算 配分 まで

影 響 力をもつよ うに した。

(3)マ イ ク ロ ・ナ ノテク ノロジー(MNr)

DTIが2004/05年 度 に実施 したrr関 連 の科学 ・技術革新 プロジェ ク トは、ナ ノテク分野 の も

のだ った。

・DTIは 、2003年7月 に発表 した6年 間 にわた る 「マイク ロ ・ナ ノテク ノロジー製造イニ シ

アチブ(MNTmanufactuimghitiative)」 の環 として、英国各地 にマイ ク ロ ・ナ ノテ ク ノ

ロジー 施設 を建設 した。

・DTIと12の 地域 開発庁(RDA:RegionalDevelopmentAgency)が 共 同で設立 した 「UKMNr

NetWorkJは 、2僻10月 にWebベ ースの ㎜ フォー ラム を立ち上 げ そ の後 、期 産

業 界のMNT部 門の完全調 査 を実施 してい る。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

DTI:http二 〃www.dti.gov.uk

・4 .3通 信

DTIは 、企業支援の一環として、企業 との効果的な双方向チャネルの構築にも取 り組み、通

信イ ンフラの整備を進めている。

(1)ブ ロー ドバ ンド

ブロー ドバ ンド市場は2004年 に急速に拡大を遂げた。一般家庭では96%以 上が少な くとも

1種 類の安価なブロー ドバ ンド・サー ビスを利用することが可能な状態にあ り、ブロー ドバ ン

ド料金は下が り続けている。現在のブロー ドバン ド加入件数は(一 般世帯、企業を合わせて)

600万 件、普及率は20%を 超えている。
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(2)デ ジタル放送

英 国はデ ジタル テ レビの利 用率 で世界 を リー ドし、2004年12月 末 の時点で一般 世帯 の60%

近 くがデ ジタル テ レビにアクセス した。DTIと 文化 メデ ィアスポ ージ省(DCMS)ps'共 同で2005

年3月 に発表 した 「RepOrtoftheDigitalTelevisionProject」 で は、行動計画 、スケ ジュー ルの延

期、地上デ ジタル放送へ完全 移行後 のプ ロジェ ク トが示 され た。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

DigitalTelevision:httpVlwww.digitaltelevision.gov.uk/

(3)第 三 世代携帯電話

英 国はモバイル ・ブ ロー ドバ ン ドの分野 で欧州 を リー ドし、英 国の3Gサ ー ビス の利用者 は.

2004年 末 に200万 人を超 えた。多 くの一般企業 が3Gに 関心 を示 す 中でsDTIは 、第三 世代携

帯電 話(3G)ネ ッ トワー ク ・イ ンフラへ の投資環境 を整備 して いる。

(4)Ofcomと の連携

DTIは 、通信 分野 の規制 当局で ある独 立機関Ofcom(OfficeofCommunications)と 繰 密な

連携 を保 って いる。Ofcomは 、EU指 令 に対応 した新通信 法(CommunicationsAct2003)に 基 づ

いて設立 され た。Ofcomの 規制対象 は、通信、放 送、周波数 であ る。

(5)ス パム対 策

DTIは2004年10月 か ら、米国政府 と共 同のスパ ム対 策施策 「ロン ドン ・アク シ ョン ・プ ラ

ン」 を実施 して いる。DTIは2005年7月 、スパム メー ルの最大20%の 出所 である とされ る中

国が この施策 に参加 した ことを明 らかに して いる。

4.4企 業 のICT利 用

(1)BusinessLink.gov.uk

企 業 向 け の 電 子 政 府 ポ ー タ ル と し て は 、従 来 、官 民 共 同 プ ロ ジ ェ ク トのUKonlineforbusiness

が 利 用 さ れ て き た が 、2㎜ 年 か ら 実 施 さ れ た 包 括 的IT政 策rUKOnline」 計 画 の 完 了 に 伴 い 、

2003年11月 に は 、BusinessLink.gov.ukに 引 き 継 が れ た 。

(2)企 業のIcr利 用状況

DTIが 民間 の コンサルテ ィ ング会社2社 と共 同で実施 した 「SophisticationIndexoflntemational
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BenchmarkngStudy(IBS)2004」}こ よ ると、企業 による情報通 信技術(1(T)活 用 で英国 は第3

位 だ った。2位 の アイ ル ラン ドとほぼ 同 じ水準 にあ り、1位 の スウェーデ ンのす ぐ後 につけて

い る。調査対 象国 は、G7に アイル ラ ン ド、オース トラ リア、ス ウェーデ ン、韓国 を加 えた11

カ国。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

BusinessPlanfor2005-{)8:http:〃www.dti.gov.uk!about!dti」)us㎞essplan-2004イ)8.pdf

DepartmentalRepOrt2005:http:〃www.dti.gov.uk/expenditureplan/repOrt2QO5/

4.5一 般 市 民のICT利 用

2000年 に発表された英国政府の包括的rr政 策 「UKOnline」 では、「2005年までに全市民が

イ ンターネッ トにアクセス」することが達成課題の1つ に掲げ られていた。その後、インター

ネ ットの急速な普及が進んだとはいえ、高齢者、低所得者、学生な ど特定の社会グループがイ

ンターネッ トやICT利 用か ら疎外されるデジタルデバイ ドの問題は今なお根強く残 っている。

そればか りか、ネッ トの普及が、利用者にセキュリティ上の不安 をもた らす という新たな問題

も発生している。

こうした複雑化す る問題 に対応す るべ く、DTIと 戦略部(StrategyUnit、 首 相及 び政府省庁 の

た めに政策調査 な どを行な う首相直属 の機 関、2002年 設立)は2005年4月 「デ ジタル戦略(Digital

Strategy)」 を発表 し、以下 に示すよ うな、英 国政府が取 るべき7つ の行動 を示 した 。

(1)ICTを 利用 した学習の変革

すべての学習者に仮想的な学習空間を確保 し、国家的なノー ト及びデスク トップ ・コンピュ

ータ ・リース計画を通じて、学生が自宅でICTを 利用できるようにする。

(2)地 方自治体のデジタル戦略策定

1っ の地方政府とそのパー トナー(民 間 ・公共部門問わず)を 対象に資金提供を行なう官民

共同プロジェク ト 「DigitalChallenge」。2008年 までにrrを 活用 した公共サー ビスに高齢者や貧

困世帯でもアクセスできるよ うにする(こ の行動の実施は副首相府が担当する)。

(3)セ キュリティ

・ 犯罪防止や青少年保護を目的として内務省が省庁間のインターネッ ト安全セ ンターを設
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立する。

・ 銀行業界 と共同で安全なオンライン認証の開発 に取 り組む。

(4)ブ ロー ドバ ン ド ・コ ンテ ンツの作成推進

・ 公共部 門の ブロー ドバ ン ドコ ンテ ンツ調達 の指針 を策 定す る。

・ ビジネス ツール 、エ ンタ テイ メ ン ト、 コミュニテ ィ ・ポー タル、e－ラ一二 ングな どの多様

な コ ンテ ンツに機器や 時間、 場所 を問わず アクセス可 能 にす る。

(5)公 共サー ビス提供の改革のための戦略策定

一般市民にとっての選択の幅、パーソナライゼーション、利便性、柔軟性を向上させる

(6)ブ ロー ドバ ンド市場における競争促進と利用率向上

Ofcomに 対 して、特に社会階層や年齢層 ごとの利用率を監視するよう依頼する。

(7)ア クセ シ ビ リテ ィの改 善

・ コミュニ テ ィに設置 され たイ ンターネ ッ トアクセス施設 「UKオ ンライ ンセ ンター 」のネ

ッ トワーク を拡張 し、生涯学 習の一環 として基本 的な コ ンピュー タ ・スキル を学べ るよ う

にす る。

・ 一般 世帯 へ のPCの 普及 を 目的 としてDTIがeEnvoy局 、教 育技能省 と共 同で 開始 した 「ホ

ー ムコ ンピューテ ィ ング ・イ ニ シアチ ブ(HomeComputing][nitiative)」 を改 善 し、低所得

者が利 用 しやす くす る。

・ 障害者 が政府 のす べての ウェ ブサイ ト、オ ンライ ン ・サー ビスに アクセ ス可能 にす る。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

Selectindustries>Tel㏄oms:httP:〃www.dti.gov.uk/industries/telecoms/digital-strategy.html

ConnectingtheUK:DigitalStrategy(pp.59):http://www.dti.gov.uk/industries/telecoms/pdfldigital_strategy.pdf
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V、 アイル ラ ン ド

1.ア イル ラン ドにおける情報技術政策

1.1経 緯

アイル ラ ン ド政府 の1青報 社会政策 は、1999年1月 に発 表 した 「アイル ラン ドにお ける情 報社

会 の実現 に向けた ア クシ ョン ・プ ラン」"■mplementingTheInformationSocietyinlreland:AnAction

Plan"を 総理 府が主管 となって実施す る ことによ り開始 された。

そ の後 、このアク シ ョン ・プランの実施結果 を基 に、そ の課題 に取 り組 むべ く2002年3月 、

「新 しい関係の構 築 一情報 社会 の潜在 的可能 性を実現す る戦略」"NewConnections-AStrategy

torealisethepotentialoftheinformationSociety'と 題す る情報社 会政策 を発表 した。 この実 施糸課

につ いて 、政府 は2003年2月 に第1版 を、 また2004年4月 に第2版 を発表 した。

表V-1に アイル ラン ド政府における主要情報技術政策の経緯を示す。

表V-1ア イルランド政府 主要情報技術政策経緯

発表時期 政策1関連文書の発表 概 要

2002年3月 NewConnecdons-AStrategytorealise

thepotendaloftheInfbrmationSociety

情 報社 会 と して の発 展 に不 可 欠な 基 盤 と して の 「重 要 な

イ ンフ ラ(KeyIn丘asせucnlres)お よび 「情 報 社会 の発 展

を支援 す る枠組 み(Suppordng廿ameworks)の2つ を柱

とす る

Source:ア イ ル ラン ド政府 作 成 資 料

1.2n「 政策 の担 当機 関

アイルラン ドの情報技術(IT)政 策を担当する組織は次の通 り。

・ アイル ランドの情報技術政策の策定 ・実施では、総理府が主導的役割 を果た している。

・ ブロー ドバン ドの普及 を柱とする通信政策は、通信海事天然資源省の管轄下にある。

・ 電子政府政策は、総理府が中心とな り、財務省、社会家族問題省、保健児童省、企業貿易

雇用省、司法平等法改革省な ど多 くの省庁が参加 している。

2.情 報社会政策

アイルランド政府の情報社会政策は、1999年1月 に発表された 「アイル ラン ド政府における
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情 報 社 会 の 実 現 に 向 け た ア ク シ ョ ン プ ラ ン(■mplementingThelnformationSocietyinlreland:An

ActionPlan)」 を 総 理 府 の 主 導 で 実 施 す る こ と に よ り 開 始 さ れ た 。

この アクシ ョンプ ランの成果 と課題 に基づ き、2002年3月 には 「NewConn㏄tions-AStrategy

toRealisethePotentialofthelnforamtionSociety(新 しい関係 の構 築 一情報社 会の潜在 的可能性 を

実現 す る戦 略)」(以 下 、NewConnections)と 題す る情報社会政策が発表 され た。 この実施状況

につ いては、2003年2月 と2004年4月 の2回 にわた って報告書 が発行 され て いる。

2.1実 施体制

情報社会政策の実施において指導力を発揮す るのは、情報社会担当国務大臣である。また、

情報社会担当国務大臣を補佐する機関 として、総理府内には次の機関が設けられている。

・ 情 報社会政策部(ISPU:InformationSocietyPolicyUnit):e－ 内 閣/情 報社 会基金 担 当、eEurope

/電 子政府/eヘ ル ス担当、情 報管 理担 当の3部 門に分かれ、各政策実施 を推進 してい る。

・ 情 報社会 に関す る内 閣委員会(CabiletCommitteeonthelnformationSociety):情 報社 会アジ

ェ ンダの実 施推 進

・ 事 務局長 レベルの
.e－戦略 グル ー プ(e-・Strategy・GroupofSecretariesGeneral):国 家 的なe－戦

略 の問題へ の取 り組み及 び上 記委員 会の補佐

2.2NewCormectionsの 進 捗 状 況

情報社会政策 「NewConnections」 には、①電気通信イ ンフラ、② 法規 制環境の整備、③

電子政府 ④e－ビジネス、⑤研究 開発、⑥ 生涯教育、⑦eイ ンクルージ ョン、の7つ の主

要分野がある。以下では、2004年 か ら2005年 にかけた主な進捗状況を示す(① 電気通信

イ ンフラ、③電子政府につ いては後述)。

(1)法 規制環境の整備

通信海事天然資源省の指導の下 で通信部門の規制、無線周波数管理 を担当す る法定機関

として通信規制委員会(CommissionforCommunicationsRegulation,ComReg)が2002年12

月に設立 されている。通信 に関するEU指 令は既 に国内法化が完了 して いる。
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(2)e－ ビジネ ス

通 信 海 事 天 然資 源 省 で は、 中 小企 業 のe－ コマ ー ス利 用 を促 進す る た め の試 験 プ ロ グ ラム

(e-CommerceCorporateprogrammeほ か)を 実 施 して いる。

(3)研 究 開発

アイル ラン ド政府 は2001年 か ら、首都ダブ リンにデ ジタル ・メディア企業支援 の一大拠

点 を建設す る 「デジタルハ プ」計画 を開始 し、2010年 まで段階別 に実施 して いる。

また通信海事天然資源省 は2005年4月 、デジタルハブ地域の中に、デジタル ・メディア

の研究 ・技術革新 を推進す る 「国家デジタル研究セ ンター(NationalDigitalResearchCentre)」

を設立する ことを提案 した。

(4)e－ イン クルー ジ ョ ン

情報 社会 担 当国務 大 臣 は2005年3月 、e－イ ンクル ー ジ ョン(e-lnclusion、 デ ジ タル格 差

の 是正)推 進 の 目的 で新 た に110万 ユ ー ロ(約1億5千 万 円、2005年7月15日 の為 替 レ

ー ト ・1ユ ー ロ=135円 に基 づ く、以 下 同様)の 投入 が発 表 され た 。 これ は、特 に高齢 者 や

障害 者 を対 象 と して い る。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

Communications:http:〃N….dcmnr.gov.ielCommunications/

Regulation&PostalDivision:

http:〃www.dcmnr.gov.ielCommunicationslRegulation+and+Postal+Division/Regulation+Postal÷DiVision .htm

DigitalHub:http:1〈www.dcmnr.gov.ielCommunications/Development+DivisionlDigital+Hub/Digital+Hub .htm

2.3優 先課題の見直 し

(1)ISCの 最 終 報 告 書

情 報 社 会 担 当 国 務 大 臣 は 現 在 、 ア イ ル ラ ン ド政 府 の 情 報 通 信 技 術 関 連 の 優 先 課 題 の 大 幅 見 直

し を 進 め て い る 。 これ は 、 情 報 社 会 委 員 会(ISC:InformationSocietyCommission)が2005年1

月 に 提 出 し た 「1㎞gto㎞ovate:Reperceivingtheglobalinformationsociety」 と題 す る 最 終 報 告

書 及 び 欧 州 委 員 会 が2005年6月 発 表 し た 「i2010-AEuropeanInformationSocietyforgrowthand

employment」 イ ニ シ ア チ ブ に 沿 う も の で あ る 。
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この最終報告書が、情報社会における政府の役割の変化という観点から導いた結論のひとつ

は、 「情報技術を活用した政府 自体の改革に焦点を当てたe・戦略の見直 し ・転換が必要」 とい

うものであり、 これに関して次の7点 を勧告している。

●

■

●

●

■

●

●

ブ ロー ドバ ン ド提供 グルー プ(BroadbandDeUveryGroup)の 設立

新 たな電 子政府政策 の策定

e－ビジネス戦略 の見直 し

コ ミュニテ ィ ・ベースのICTプ ログ ラムへ の資金提 供

e－アクセ シビ リティの焦点化

ICTセ キ ュ リテ ィへ の取 り組 み

家庭や学校 でのICT利 用率 の監視 方法 の開発

(2)eAル スの重点化

優先課題の見直 しの一環 として、eヘ ルスがクローズアップされてきた。現在、アイル ラン

ドの保健医療制度(病 院、一次医療、管理経営)で は大規模な改革が実施されているが、eヘ

ルスはその中で中心的役割 を占め、医療機関同士が連携 して利用者中心のサー ビスを提供でき

るよう、保健医療サー ビスの統合が進められている。

eYXル スの充実 は、EUのeヘ ル ス ・アク シ ョンプ ランにも沿 うもので ある。公的医療制度 の

ICT支 出は2004年 度 に総額1億8,㎜ 万ユー ロ(約240億 円)へ と倍増 した。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

MmisterlaunchesfinalrepOrt:httpVlwww.isc、ie/abouVpressrelease_11.html

ISCRepOrts:http:〃www.isc.ie/about/reports.html

ICTinhealthsector,pp.5-7:http:〃www.iscjo〆downloads㎜AUCT_fUn_Report1ゴevised_1204.pdf

3.通 信イ ンフラ

通信イ ンフラの整備 は、1999年ll月 に発 表 された 「国家 開発 計画(NDP:NationalDevelopment

Plan)2㎜ 一2006」 の下 で進 め られて いる。NDPは 、2㎜ 年～2006年 の期 間 に総額520億 ユ

ー ロ(約7兆200億 円)以 上 を投資 し、広範な社 会イ ンフラの整備 を行 うものであ る。

通信政策を管轄する通信海事天然資源省は、NDPの 下で、①地域ブロー ドバン ド・プログラ
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ム(RegionalBroadbandProgramme)、 ② ブ ロ ー ドバ ン ド ・ア ク シ ョ ン プ ラ ン(BroadbandAction

Plan)と い う2つ の ブ ロ ー ドバ ン ド ・イ ン フ ラ 整 備 計 画 を 推 進 して い る 。

アイル ラン ドの ブ ロー ドバ ン ド普及率 は3%前 後(2004年 末の推定値)と 、他 のrr先 進国 に

比 べて立ち後れ て いる。 このため、世界経済 フ ォー ラムが2005年3月 に発表 した 「Network

Readinesslndex2004-2005」(ネ ッ トワー ク対応度指標)で も、世界第22位 に甘 ん じている。

(1)地 域ブロー ドバ ンド・プログラム

2002年3月 に発表された このプログラムは、大都市の企業、学校、病院、一般消費者に対 し

て高速ブロー ドバ ン ドによる光ファイバー通信網を提供することを目指している。

このプ ログラムの第1フ ェー ズはすべて完 了 している(2005年4月 現在)。第2フ ェーズは、

通信海事 天然資源 省 によって2004年6月 に発表 された 。このフェーズ の投資額 は総額5,500万

ユー ロ(約74億 円)で 、 アイル ラ ン ド政府が 自治体 と折 半す る形 を とる。

(2)ブ ロー ドバ ン ド ・アク シ ョンプ ラン

アイル ラ ン ド政府 が2003年12月 に発表 した 「ブロー ドバ ン ド ・アクシ ョンプ ラン」 は、小

規模 な 自治体 に住 む約35万 人 に高速接 続 を提供す るこ とを 目指 して いる。

通信海事 天然資源 省は2004年3月 、 ブ ロー ドバ ン ド ・アク ションプラ ンの一環 と して 「グ

ルー プ ・ブロー ドバ ン ド計画(GroupBroadbandScheme)」 を実施 した 。 これは、農村や後 背地

に位置す る人 口1,500人 未満 の小 さな 自治体 が ブロー ドバ ン ド ・サー ビス ・プロバ イダと共 同

で独 自のブ ロー ドバ ン ド計画 を策定 ・実施 し、高速で安価な ブ ロー ドバ ン ド ・サー ビス を提 供

で きるようにす る3年 間の プ ロジ ェク トである。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

NationalDevelopmentPlan:httpV/www.ndp.ieXnewndp/displayer?page=home _tmp

RegionalBroadbandStrategy:

http:〃www.dcrnnr.gov.ielComrnunications/Development+Division/Regional+Broadband+Programme/Regional+Broadban

d+Programme.htm
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4.電 子政府

ア イ ル ラ ン ドの電 子 政 府 政 策 は 総 理 府 が 主 導 し、 総 理 府 内 の情 報 社 会 政 策 部(ISPU:

InformationSocietyPolicyUnit)で は、デ ィ レクター の直 下 に電子 政府 担 当やe内 閣担 当な どの

電子 政府関連 のポス トが置かれて いる。

ここでは 、主 な電 子政府 プロジ ェク トにつ いて 、2004年 ～2005年 の動 向を 中心 にま とめて

いる。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

E-GOVERNMENT:http:〃www.irlgov.ielegovernrnent.asp

(1)Reach

公共 サー ビスへの標準 的ア クセ ス手段 を提 供す るた めの一組み のプ ロセス ・システム ・手順

で ある 「公共サー ビス ↓ブ ローカ ー(PSB:PublicServicesBroker)」 の策 定 ・配備 を行 うた め、

2000年5月 に設 立 された機 関。

2002年4月 には、ウ ェブサ イ トwww.reachservices.ieを 設置 し、出生 ・死亡届、パ スポー ト及

び給 付金 申請な どのサー ビス を提 供 して いる。 このウェブサイ トは2005年5月 に リニ ュー ア

ル され、次の ような機能 が加わ った。

・ オ ンライ ン ・サー ビス を受 けるため のユーザ ー登録 をイ ンター ネ ッ ト経 由で安 全 に行 える。

・ サ ー ビスの費用 をオ ンライ ンで支払 える。'

・ す べての取 引の履歴 を照会で き る。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

Reach:http:〃www.reach.ie/index.htm

(2)OASIS(OnlineAccesstoServices,lnformationandSupport)

Comhaire(社 会サー ビス に関す る情報 、助言な どの提 供 を支援す る国家機 関)に よって開発

された市民向 けサイ ト。一般市 民が 、人生 の様 々な段階(出 産 、入学、卒業 、就職、結婚 、転

居 、退職、死 亡な ど)に お いて、必要 な情報 を入手で きる。 また、全国 約8,000カ 所 か ら最寄

の公共サー ビス ・プ ロバイ ダーの連絡 先 を検索 する機能 も備わ って いる。
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関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

OASIS:http:〃www.oasis.gov.ie/

(3)BASIS(BusinessAccesstoStateinformationandServices)

企業 貿易産業 省が2㎜ 年 に設置 した サイ ト。起業 、納税、雇用な どに関す る政府情 報 を提

供す る。BASISは 、省庁間機 関のREACHと 共 同で利 用者の満足度向上 、サ ー ビス統合 と電子

政府導入 の枠組 み策定 に取 り組ん でいる。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

BASIS:http:11www.basis.ie!

(4)ROS(Reve皿eOn-1.ine)

国税庁(Revenue)に よる企業 向けの双方 向オ ンライ ン納税 サー ビス。法 人税 の納入 、付加

価 値税 の還 付、事 業主の所 得 申告、オ ンライ ン車両登録 が可能 。

源泉課税(PAYE:pay-as-you-earn)サ ー ビスの利用者 は2005年12月 か ら新 た に、① 還付額 の

照 会 ・変更 、② 残高 証明 の照会 ・請 求、③ 保健医療 費請求 、④住 所変更 な どの個 人情 報変更 、

⑤ 利用者情報 サー ビス、が可能 になる予定。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

ROS:http:〃www.ros.ie!PublisherServlet/home

(5)e－ 入 札 公 共 調 達(e--TendersPublicProcurement)

政 府 及 び 公 共 部 門 の 調 達 情 報 を 提 供 す る サ イ ト。 財 務 省 の 国 家 公 共 調 達 政 策 部(NPPPU:

NationalPublicProcurementPolicyUnit)が 運 営 す る 。

NPpPUは2005年5月 、 調達 ポ リシー枠 組 み(NationalPublicPolicyProcurementPolicy

Framework)を 策 定 した。 これ は、4つ の調達 改革課題(① 公共部 門の需 要の集約 、② 公共 部門

における調達能 力 の育成、③調達研 究 ・教育モ ジュール の開発 、④電子 調達 システム の段 階的

開発)を 推進す る ことを 目的 としている。

2005年7月 には、欧州 委員会(EuropeanCommission)の 電子調達 に関す るア クシ ョンプラ ン

に従 い、① オ ン ライ ン入札 を可能 にす る 「P・stBox」、② 公告 に追加す る ロゴ(「NDP」 、 「EU」
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な ど)の 表示順序 選択 と追加 、③ 納入業者 が個 別 の入札案件 につ いてオ ンライ ンで質 問 し、回

答が得 られ る機能(OnlineClarification)、 な どのサイ ト拡充が行われ る。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

e-Tenders:httP:〃www.e-tenders.gov.ie/

(6)e裁 判所(e-Courts)

以下 のよ うな 司法 平等 法改革省 の業 務及び 司法手続 きな どを電子化す る5年 間 の戦 略 プロジ

ェク ト。2001年3月 に発表 され;5千 万ユー ロ(約68億 円)が 配分 された。

・B2C(国 民及 び弁護士向 け司法 サー ビスの提供):弁 護士 による司法 当局へ の電子 的な文書

送 付(e-Filing)、 事 件 当事者 によ る起 訴手 続 きの電子 的 申請(e-Submission)、 司法 当局 と

の電子 決済(e-Payment)

・B2B:裁 判 所、警察、刑 務所 システ ム間の電子 的デー タ交 換

関連ウェブサイト

informationSocietyCommission:http:〃www.isc.ie/

ISCeZine:httP:〃newsweaver.ie!em1/

(7)土 地登記デー タベース(LandRegistryDatabase)

土地 及び資産 の登 記、所有権、そ の他 の 関連情 報 のデー タベー スへのオ ンライ ン ・ア クセ ス

'を 提供 す るサ ー ビス。2002年4月 に全 国で利用 可能 になった。

2005年7月 には、5年 間 で2,500万 ユー ロ(約33億 円)を か けて土地登記局 の紙 の地 図を電

子的形態 に変換 する プロジェク トが発表 された。 これ には、デジタル ・マ ッ ピング ・システム

(DigitalMappingSystemま た は 「DMapS」)を 導入す る契約 も含 まれ ている。2005年 末 まで に

本稼 動 し、土 地登記局 のオ ンライ ン電子 アクセ ス ・サー ビス(EAS:ElectronicAccessService)

の利用者 は、イ ンター ネ ッ ト上で地 図検 索 を行 い、 自分 のコ ンピュー タで参照 で きるよ うにな

る。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

LandRegistryandRegistryofDeeds:http:〃www.landregistry.ieゾindex.asp
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(8)e－ 内閣(e{abinet)

2001年12月 に着手 され たイ ニ シアチブ。2004年7月 に配備 され た新 システムで は、画 面に

手 を触 れ るだ けで必要 な情報 が得 られ るため、ペーパー レス化 が進 んだ。e－内 閣は、 プ ラッ ト

フ ォーム の異なる政府省庁 を統合す る新 たな方 法であ り、公共サー ビス の近 代化 を採用 した成

功例 で ある。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

lnformationSocietyPolicy:httP:1/www.taoiseach.gov.ie/index.asp?locID=162&doc皿)=-1

一115一



'

'



ス ウェーデ ン
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VIス ウェー デ ン

1.ス ウェーデ ン政府における情報技術政策

1.1経 緯

2000年3月 、政府 は情報技 術 の急 速な発展 に対応す るため、 「全 国民の ための情 報社 会」(rr

Bi皿:"AnInformationSocietyforA皿"、1999/2㎜:86)と 題 する法案 にお いて 、将 来の情報技術 政

策案 を発表 した。(ス ウェー デ ンの国会 は2㎜ 年6月 、 「全国民 のため の情報社 会」 を可 決 し

た。)

「全国民のための情報社会」では、3つ の優先政策(① 情報技術への信頼を高めるための政

策、②情報技術の能力を高めるための政策、③情報技術へのアクセスを高めるための政策)を

示 している。

2003年6月 、ス ウェーデ ン政府 はrr政 策 に関す る諸 問題 について政府 に助言す る 「rr政 策

戦略 グルー プ(rrPolicyStrategyGroup)」 を選任 した。rr政 策戦 略 グル ープは事務局 を中心 に

運営 され、産業雇用 通信省 の地域 通信政策担 当大 臣の監 督下 に置 かれて いる。

rr政 策戦略 グルー プの焦点分野 には、① アクセスの可能性 と一般市民の信頼 、②成長 、

③環境 と持続可能な社会、④ 保健医療 と社会サービス、⑤学校 と学習、⑥文化、⑦ 民主主

義 ・デ ジタルデバイ ド・開発支援、の7つ がある。

表VI-1に スウェーデ ン政府における主要情報技術政策の経緯を示す。
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表VI-1ス ウェーデン政府 主要情報技術政策経緯

発表時期 政 策 概 要

2000年3月 情報技術議政策案 「全国民のための情報社会」

法案発表

政府は情報技術 の急速な発展に対応するた

め、将来の情報技術政策案を発表 した。

2000年6月 情報技術議政策案 「全国民のための情報社会」

法案可決

3つ の優先政策①情報技術への信頼を高める、

②情報技術の能力を高める、③情報技術への

アクセスを高める

2004年10月 ㎞ovaUonSwden-ASロategyforgow出 血ou頭

renewal

産業雇用通信省とスウェーデン教育科学省が

共同で発表 スウェーデン経済の長期的な成

長促進のための戦略で,全 国で技術革新を促

進するための今後数年間の取 り組みの方向性

を示す

2005年2月 行政手続への企業負担を軽減するためのアク
、o-、

シ ョノ ブ フノ

ス ウ ェー デ ン中央 政 府 の8省46機 関 で2004

年 ～2006年 に実 行 され る291の ア ク シ ョン を

提 示

Source:ス ウェー デ ン政府 等 発表 資 料 か ら作 成

1.21T政 策 の担 当機 関

産業雇用通信省は、イ ンフラ整備、電子商取引、セキュリティなど情報通信技術(ICT)関

連の広範な分野を担当する。同省の管轄下には次のrr関 連機関がある。

●

●

●

●

●

rr政 策戦略グループ(lrPolicyStrategyGroup)

国家郵便電気通信庁(PTS):通 信部門の規制を担当する

革新システム局(VINNOVA):ICT関 連施設を地理的に集中させ るクラスター戦略を手が

ける。'

産業技術開発局(NUTBK):産 業雇用通信省のアクションプランの一環として、行政手続

きに必要な企業負担額を算 出している。

成長政策研究所(ITPS):政 策情報収集、評価、公式統計な どを担当する。

「24時 間 ×7日 庁 」計画 を中心 とした電子 政府政策 ・戦 略は、財務 省(地 方政府 ・金 融市場

担 当大 臣)が 政治的責任 を負 い、個別 の政府省 庁が実施す る。政府機 関 である スウェーデ ン公

共部 門管 理庁(SwedishAgencyforPublicManagement)は 、調査 ・評 価 を通 じて各省 庁の支援 、

省庁 間の調整 を担 当す る。

2.IT政 策戦略 グルー プ

スウェーデン政府は2003年6月 、rr政 策に関する諸問題 について政府に助言する 「rr政策
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戦 略グル ープ(ITPolicyStrategyGroup,以 下 、戦略 グル ープ)」 を選任 した。戦略 グルー プは事

務 局を中心 に運営 され、産 業雇用通信省 の地域 通信政策担 当大 臣の監督下 に置かれ て いる。

2.1概 要

(1)活 動方法

設立1年 目は、戦略的 ビジョンの策定や、活動 目標の設定が行なわれた。この段階は2004

年1月 で区切 りがつけられ、それ以降は焦点分野 ごとの運営へ と移行した。

戦略グループの焦点分野には、① アクセスの可能性 と一般市民の信頼、②成長、③環境と持

続可能な社会、④保健医療と社会サービス、⑤学校と学習、⑥文化、⑦民主主義 ・デジタルデ

バイ ド・開発支援、の7つ がある。

設立2年 目の2004年 には、このうち5分 野でワーキ ンググループが活動を開始している。

各ワーキンググループは、公共部門とビジネス界の代表者で構成される。

(2)rr政 策法案への反映

ワーキンググルー プ、円卓会議 ・セミナー、他の機関との連携 を通 じた議論や、戦略グルー

プが実施してきたrr政 策に関する調査結果は、当時新たなrr政 策法案(rTpolicybM)を 策定

中だった産業雇用通信省にとって貴重な情報源 となった。

このrr政 策法案は2005年7月 に議会に提出された。性別、年齢、居住地域を問わずrrイ ン

フラや電子サービスを利用で きるようになることが目指され、具体的な施策として、障害者の

情報社会への参加、全国的な患者 リス トの作成(2004年 春か らスター ト)、学校向けの施策(国

立の学習セ ンターの設置、教師のスキルアップなど)、中小企業のrr利 用促進、rr部 門におけ

る男女共同参画を促進するためのアクション ・プラン、政府機関(ス ウェーデン国鉄や道路庁

な ど)が 保有するrrイ ンフラの活用、政府機関同士の連携、共通イ ンフラ(電 子署名など)の

仕様策定、などが盛 り込まれている。

(3)短 期 ・長期 目標

設立3年 目を迎 え るにあた って戦略 グルー プは2004年12月 、 「2005年 活 動計画(Planof

Activitiesfor2005)」 を発表 した。
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短期(2005年)の 目標は次の5点 。

・ 政府省庁間の協力形態を発展させる

・ 企業部門と中央 ・地方省庁の協力を強化する

・rr政 策目標とフォローアップ施策にっいて議論を深める

・ 世界の中のスウェーデ ンの地位を向上 させる

・ 情報社会に関する一般市民の議論を促進する

・ すべての社会部門でrrやrr政 策のイメージを高めるための意見形成施策を実施す る

長期的な 目標は次の3点 。

・ すべての政策分野でrr政 策 を中心に据える'

・ 政府がrr政 策 目標の達成に貢献すべ き分野を特定する

・ ワーキンググループが定期的に目標達成のための施策を提案 し、他の関係者 と協力しなが

らその実施を促進する

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

GovernmentOfficesofSweden:http://www.sweden.gov.sat

2.2焦 点分野 ごとの活動

以下では 「2005年活動計画」か ら、7つ の焦点分野それぞれ について、2004年 度の実績を踏

まえつつ、2005年 以降の活動計画の概要を示す。

(1)ア クセス の可能性 と信 頼

2000年 にrr法 案 「全国民 のた めの情報社会(hiormationSocietyforM)」 が議会 によって承

認 され た。その 目標 を実現す るた めの前提条 件 として不可欠な要 素が、 国民や企業が安定 した

安全 なrrイ ンフラにアクセス でき る こと(ア クセ スの可能性;Accessibility)や 、ITや イ ンタ

ー ネ ッ トに対す る一般市民 の信 頼で あ る。

政府が資金援助するブロー ドバ ンド計画は、全国的なrrイ ンフラ建設の土台となった。さら

に民間 ・公共部門における電子サー ビスの発達や情報の配信 ・アクセスがrrイ ンフラへの需要

を高め、インフラの堅牢さ、可動性、競争力が重視されるようになる中で、民間 ・公共部門、

国 ・地方の間の一層の協力が必要とされている。
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ITイ ンフ ラとブ ロー ドバ ン ドに関す るワーキ ンググループは、2004年 中、自由市場 の枠 組み

の中で技術 的 に中立 な通信ネ ッ トワー クを推 進 した。2005年 も、rrイ ンフ ラ関連へ の電 気通信

法(ElecnicCommunicationAct,2003年 改正)の 適用を始め とする未徽 の重要な 問題 に取 り組

む。

(2)成 長

戦略グループでは、ITの 革新的利用がスウェーデンの経済成長の鍵を握ると考えている。rr

を効率的に利用すれば、 自由になったリソース(資 金 ・人材)を 新 しい商品やサービスの創造

につぎ込む ことができるか らだ。

ITと 通信に関するワーキ ンググループは、スウェーデ ンのrr・ 通信を強化し、国際的競争力

を高めることを目的 として、2004年 か ら活動を開始している。

戦略グループは、 この分野で、①企業(特 に中小企業)に おけるrrス キルやrr利 用(e－コ

マースなど)の 開発、②研究 ・技術開発 とその商用化、の2つ を特に重視 している。

2005年 は、上記の活動を継続するほか、中小企業とrrに 関する円卓会議を開催する。 また

革新 システム局(VINNOVA)の レポー トな どに基づき、研究資金配分の評価などを行ない、

成長の観点か ら研究活動を見直す。

(3)環 境 と持続可能な社会 ・

ITと 環境に関するワーキ ンググループの設立は、2004年 中は実現せず、2005年 に持ち越さ

れた。産業雇用通信省のrr研 究開発部などの他機関との連携も引き続き課題 となっている。も

うひとつの課題は、生態学的に持続可能な社会をつくるためのrr活 用である。

(4)保 健医療と社会サー ビス

戦略グループは特 に、セキュアで信頼性の高い保健医療 ・社会サービスインフラの構築やデ

ータの標準化 を重視 し、特に①サー ビス従事者の意識向上、②サー ビス従事者の知識 ・スキル

開発や医療 リソース共有のためのrr利 用、③ITを 利用 した研究開発や情報交換の促進、に焦

点が当て られる。

2004年 に設置された、保健医療と社会サー ビスに関するワーキンググループは、国家的なビ

ジョン、戦略、行動計画を策定することを目標に、2005年 も、保健社会問題省などと協議 しな
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が ら、活 動 を継続す る。

(5)学 校 と学習

学校 と学習 にお け るrrに 関す る ワーキ ンググル ープは2004年 に設置 され 、ス ウェーデ ン学

校改善庁(SwedishNationa1AgencyforSchool㎞provement)、 教育科学省(当 時)と 共 同で 、学

校や学習 にお けるrrに ついて国家 政策 を策定す るための提案 を行 な った。2004年 には このほ

か、教育制度 の中のrrに つ いて広 範な調査 を実 施 した。

この分野 では次 の2件 のプ ロジ ェク トが実施 されて いる。

・ 「スキル提 供(SkillProvision)」 プ ロジェ ク ト:特 に若 年層 において、デ ジ タル デバイ ド

の拡大 を食 い止 め、競 争力 を高 める こ とを 目的 として、幅広 い全般 的な知 識 を身 に付 け ら

れ るよ うにす るプ ロジェク ト。

・ 「メデ ィア利用 学習(Media-BasedLeaming)」 プ ロジェク ト:2005年3月 に、メデ ィア利

用学習 につ いてセ ミナー を開催 し、そ の模 様 が新 しいテ レビ ・チ ャンネル 「ナ レッジ ・チ

ャンネル(KnowledgeChamel)」 で放 送 され た。

学校 と学習 におけるrrに 関するワーキ ンググループは2004年 中に当初の課題を達成 したこ

とか ら、2005年 はその位置付けが変わ り、学校 と学習におけるrrに 関して、円卓会議や ヒア

リングなどを実施し、戦略グループを補佐する役割を担 う。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

DelegationforICTinhighsch∞1s(ITIS):http://www.itis.gov.selenglish/(ac㏄ssedonAugust17,2005)

TheSwedishNationalAgencyforSchoolimprovement:http:〃www.skolutveckling.se/lin _english/

(6)文 化

戦略グループは、rrが 文化遺産の保護に利用されるほか、サブカルチャーの隆盛にも重要な

役割を果たしていることから、この焦点分野を設定 し、2004年 には、スウェーデ ン ・テレビ及

びスウェーデン ・ラジオのアーカイブの保存や利用に関する問題 について、両者 と対話を行な

った。

ITと 文化に関するワーキンググループは、文化省(当 時)、教育科学省(当 時)と 共同で2004

年10月 に設置された。2005年9月 末まで活動を継続し、最終 レポー トを提出する予定 になっ

ている。
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(7)民 主主義 ・デジタルデバイ ド・開発支援

この分野の第1の 政策 目標は、公共機関の活動に関する情報に全市民がアクセス し、民主的

な意思決定 プロセスに参加できるようにすることである。

この政策 目標の実現に向けて、次の3つ の施策が実施されている。

・ 「e－市民(e-CitiZen)」 プロジェク ト:情 報社会に積極的に参加 していない人々を対象 とし

て、一連のスキル向上施策を通じてコミュニティにおけるrrの 存在感を高めることを目

指す。

・rrと 男女共同参画:技 術 ・システム科学での研修 ・教育機会の不平等、ビジネス界での女

性の地位などの問題に対応する。

・eDシ ステムに関する ヒアリング:戦 略グループは2004年 、24時 間×7日 庁委員会によ

って召集されたeMに 関するワーキンググループの議論に、スウェーデン公共部門管理庁

や、政府相互運用性委員会などと共に参加 した。2005年 は、eDに 関するヒアリングを実

施し、その成果 を報告書 にまとめ、政府機関や地方自治体 に配布する予定。

第2の 目標 は、途 上国 の経 済発展 の加 速化 と民主化促進 にお けるrr活 用 にある。2003年5

月には 「ACommonResponsibility-Sweden'sPolicyforGlobalDevelopment」 と題す る政府 法案が

議 会 に提 出 され 、その 中で、 イ ン フラ、投資 、教育な どの問題 を克服 して途 上国 にお け るrr

利 用を拡大す る ことが強調 された。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

SwedishEducationalBroadcastingCompany:http://www.ur.selur,/start.php?s1=omur&s2=abOutur

TheSwedishlnformationPr㏄cessingSociety:http:〃www.viktoria.selpage.cgi?content=丘iendsldfs.html&right=legend.html

eGovernmentObservatory:http:〃europa.eu.intfidabc!en/chapter/140

Readanddownload"PlanofActivitiesfor2005"forrrPolicyStrategyGroup(pdf276kB):

http://www.regeringen.selcontenti1/c6/03/58/27/83e28e68.pdf

3.電 子政府 と企業の負担軽減

3.1ア クションプラン

産業 雇用通信省 は2005年2月 、 「ActionPlantoreduceadministrativeburdenforenterprises(行 政

手続 きへ の企 業負担 を軽減 す るた めのア クシ ョンプラン)」 を発表 した 。 この中 には、ス ウェ

ーデ ン中央 政府 の8省46機 関で2004年 ～2006年 に実 行 され る291の 行動 が含 まれ る。
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(1)規 制改革目標

アクションプランの掲げる個々の行動は、次のような一般的な規制改革 目標に貢献する。

●

●

●

●

●

規制改革

書類作成や情報報告義務の軽減

政府機関同士の協力強化

処理時間の短縮

サービスとアクセシビリティの向上

(2)企 業負 担度の測定

産業 雇用通信省は、今後 この アク シ ョンプラ ンの フォロー ア ップとアップデー トを行 な う予

定 であ り、ス ウェーデ ン産 業技術 開発局(NUTEK,SwedishBusinessDevelopmentAgency)が 、

この作業 を補佐す る。 フ ォロー ア ップで は、規 制改革後 、行 政手続 きに必要な企業 負担額 を公

正 に算 出す る方法 の開発 と適用 が 中心 となる。

3.224時 間 ×7日 庁

スウェーデン政府の電子サー ビスを1カ 所に集め、利用時間や居住地域を問わず、文字通 り

1週 間に7日 、1日24時 間電子的にアクセス可能にする 「24時間 ×7日 庁(24〃Agency)」 の

コンセプトは1999年 に登場 したものである。以下ではスウェーデン政府が、24時 間×7日 庁

を発展させるために近年取 ってきた行動を紹介する。

(1)政 府相互運用性 委員会

24時 間 ×7日 庁の発展 は、各 省庁が専 門的な システム とサー ビス に対 して独立 して責任 を負

う ことを前提 として いる。省庁 間 の壁 を取 り払 い、統一 され た方 法で情報 を提供す るため、2004

年1月 に主 要 政府 機 関 の 代 表 者 で 構 成 され る 政府 相 互 運 用 性 委 員 会(GIB:Government

lnteroperabilityBoard)が 設 置 され た。焦 点分 野は、① 効果 的な情 報交換、② アクセ シ ビリテ ィ、

③電子 署名、④ 情報セ キュ リテ ィ、で ある。

GIBの 一つの目的は、政府内の電子的情報交換の規格 ・ガイ ドラインづくりを進めることで

ある。もう一つの目的は、政府機関のウェブサイ トを改善し、公共電子サー ビスをだれでも簡

単に利用できるようにすることである。
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関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

TheGovernmentInteroperabilityBoard:http:〃www.e-namnden.se/enarrmden!ternplateslPage _492卿x

(2)24時 間 ×7日 庁委員 会(24nAgencyDelegation)

ス ウェーデ ン政府 は2003年6月 、公共部 門における電子サー ビスの開発や利 用 を促 進す る

ため、 「24時 間 ×7日 庁委 員 会(24〃AgencyDelegation)」 を設置 した。この委 員会 では、中央 ・

地方政府 、 ビジネス界 、研 究部 門の代表者 で構成 され、特 に、市 民や企 業 に とって大きな便益

を もた らす電子 サー ビス と、公共 部門 にお ける効 率性 向上 に焦点 を当てる。委員会 は2004年5

月 に中間報告 書 「全 国民 のため の電子 サー ビス(e-・Servicesforall)」 を提出 した。最終報告書 の

提出期限 は2006年11月 で あ る。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

The24〃AgencyDelegation:http:〃www.24sju.se〆index.php?dir=25

(3)サ ー ビス対話 ・誓 約

ス ウェーデ ン政府 は、16の 政府機 関 と6の 社会保険事 務所に対 し、サー ビス に関す る一般 市

民や企業 との対話(servicedialogue)を 行 ない、サー ビス 内容 につ いて明確 で法的拘束力 のある

情報 を提供 す るサー ビス誓約(servi㏄pledge)を 行な うよ う指 示 した。

こうしたサービス対話 ・誓約は、試験的に行なわれた ものだが、特にアクセシビリティやユ

ーザーへの情報提供、処理時間の短縮などの面で成果があった。

(4)法 改正

業務の電子的な通信や処理の障害を取 り除くため、スウェーデン政府は2002年 、公共機関

が処理する文書や署名について定めた法律を改正することを決定し、そのためのワーキ ンググ

ループが2003年 に該当箇所約2,㎜ カ所について検討結果を報告 した。 これによると、1,200

カ所については問題がなかったが、190カ 所は電子的通信 の障害となり、残 りの650カ 所が更

なる分析が必要とされた。

(5)サ ポー'トとガイダンス

スウェーデン公共部門管理庁 は、スウェーデン政府か ら、24時 間 ×7日 庁の発展を通 じて効

率的な行政を促進するよう指示 を受けてお り、投資評価な どの問題 に関するガイダンスの作成

などを通 じて他の政府機関の作業を支援 している。
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公共部門管理庁はさらに、公共機関、特に小規模な機関や 自治体が高度なサー ビスを開発で

きるよう支援するイ ンフラ ・サー ビスを調達した。これに関連 して公共部門管理庁は2004年4

月に、「インフラ ・サー ビスに関するフレームワーク協定」を発表している。その 目的は、政

府機関に一組みの標準的な電子イ ンフラ ・サービスを提供することを目的とし、独立性の強い

政府機関が、サービス ・プロバイダか らイ ンフラ ・ソリューションを従量制で利用できるよう

にすることである。

また公共部門管理庁は2005年6月 に公共部門管理評価 フレームワークを発表 した。これは、

近代的な政府のあり方(統 一的で透明な行政)を 示 し、電子政府開発の管理を向上させること

を目的としたもので、3つ の指標(① サー ビスとアクセシビリティ、②オープン性、③効率性)

と、それ らを実現する要素(① リーダーによるビジョン ・目標 ・戦略設定 とその伝達、② プロ

セス、③人材、④ 情報システム、⑤原則及びルール、⑥チャネル及びサービス)か らなるモデ

ルが採用された。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

SwedishAgencyforPublicManagement:http:〃www.statskontoreしse/default_309.aspx

eGovemmentObservatory:http:〃europa.eu.intfidabc/en/chapter,/140

3.3企 業向け電子サービス事例

以下では、「行政手続きへの企業負担を軽減するためのアクションプラン」における規制改

革の一環としてスウェーデン政府が導入 した具体的な企業向け電子サービスを取 り上げる。

(1)輸 出補助金 の 申請

ス ウェーデ ン農業委員会(SwedishBoardofAgriculture)と ス ウェーデ ン関税委員 会(Swedish

BoardofCustoms)は 、現在紙 ベー スで行 なわれ て いる輸 出補 助金 の処理 を簡 素化す るた め、共

同プ ロジェ ク ト 「AX」 を2004年 に発足 させ た。 このプ ロジェク トの課 題 は、輸 出業者 がウェ

ブソ リュー ション 「ED正ACT」 を介 して 補助 金 申請 を提出で きるよ うにす るための提案 を行 な

う ことで ある。

(2)会 社 の 登 録

会 社 登 録 局(CompanyRegistrationOffice)と ス ウ ェ ー デ ン 国 税 庁(NationalTaxBoard)が 共

同 で 提 供 す る ウ ェ ブ サ ー ビ ス 「会 社 登 録 サ ー ビ ス(CompanyRegistrationService)」 を 使 用 す る
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と、企業がただ1回 の通知で、 これらの政府機関に自社 を登録した り、登録後に登録内容を変

更 したりできるようにな り、労力 ・費用 ・時間を節約できる。

(3)特 許 申請

ス ウェー デ ンの特 許法(PatentAct)で は、ス ウェー デ ン特 許 登 録局(SwedishPatentand

RegistrationOfflce)へ の特許 申請 は書面 で行な うよう定 めて いたが、企 業 による特 許 申請 の簡

素化 ・迅 速化 ・低 コス ト化 を目指 して 同法を改 正す る ことによ って 、イ ンターネ ッ ト経 由で 申

請可能 とし(2005年 第1四 半期)、 電子 申請 に対応 した書式 を整備 した 。

(4)書 式の電子化

ス ウェーデ ン海事局(SwedishMaritimeAdministration)は 、2006年8月 までに さまざまな書

式 を同局の ウェブサイ トに掲載 し、電子 的 に記 入可能 とする。

(5)通 行 証 の申請

ス トックホルム郡行政委 員会(StockholmCountyAdministrativeBoard)は 、多数の機関 の登録

デー タを 自動処理す る共 同 プロジェ ク トで、営業車 の通行許可証 の 申請処 理期間 を30日 か ら3

日に短縮 した。

(6)公 共調達情報ポータル

スウェーデン公共部門管理庁が運営する。サプライヤーや政府機関 ・自治体に向けて入札や

入札手順に関する情報を提供 し、文書や書式がダウンロー ド可能。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

Period>2005:http:〃www.sweden.gov.se/sb/d!574/action/browse/Cl199/C/y2005jsessionid=a6YgW7EqrXDc

TheSwedishGovernment'sActionPlantoreduceadministrativeburdenforenterprises:

http:〃www.sweden.g帆se!sb/d/574/a/39326jsessionid=a6YgW7EqrXDc

SwedishCompaniesRegistrationOf五 ㏄:http:1/www.bOlagsverket.se/in _english/index.html

SwedishMaritimeAdministration:http:〃www.sjofartsverket.se/default_603.aspx

4.1皿ovativeSweden戦 略

産 業雇 用通信省 は2004年10月 、ス ウェーデ ン教育科学省(当 時)と 共 同で、ス ウェーデ ン

経 済の長期 的な成長促進 のた めの戦 略 「㎞ovativeSweden-AStrategyforgrowththroughrenewal」
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を発表 した。この戦略は、全国で技術革新を促進するための今後数年間の取 り組みの方向性を

示すものである。

4.1概 要

(1)背 景と優先分野

知識経済にお いて成功 を収め、 グローバル化の恩恵 を受けたスウェーデンでは、公共部

門が高度なサー ビスを提供 し、産業界は知識 と競争力を備えるよ うになった。

しか し、グローバル化の二層 の加速に伴って、国際競争が激化する とともに、アジアや

南米、EU新 規加盟 国などとの貿 易機会が発生 している。 また、よ り高度な知識やスキル

を必要 とす る製品や技術 も登場 している。 さらに、成長 の持続可能性、国際 ・国家 ・地域

市場への棲み分けといった経済的な課題に加え、公共部 門に対す る需要増加 、国民の高齢

化 といった新たな課題 も生まれている。

このため、スウェーデ ン社会が 自らを変革する能力を高めることが、 これまで になく重

要 とな ってお り、他 を模倣するだけではなく、独 自のアイデアを生み出す こと、すなわち、

技術革新が一層求め られるよ うになった。

こうした背景 を受けて ㎞ovativeSweden戦 略は、次 の4つ の優先分野を設定 している。

・ 知識基盤(世 界 的な教育研究、優先分野への焦点化、グローバル化のもた らす機会の

活用)

・ 貿易と産業(中 小企業の技術革新の強化、研究成果やアイデアの商用化促進)

・ 公共投資(持 続可能な成長 の動力源 としての公共部門、公共部 門の改革 と効率性 の促

進、改革と持続可能な成長 を促進す るインフラ開発)

・ 人材(起 業の促進 、国民のスキルの最大活用)

(2)実 施方法t

－部の戦略 を実施するには、更 なる調査 を通 じて理論的基盤を固めることが必要 になる。

技術革新に重要な影響を持つ政策分野 には、教育研究政策、産業 政策、輸 出政策、rr政

策、防衛政策、環境政策な どが あ り、 これ らの政策分野間の調整が戦略実施上の重要な課

題 となる。
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4.21T関 連の技術革新戦略

今後のm関 連の技術革新戦略は、上記 の4つ の優先分野すべてに関連 しているが、ここでは

戦略文書の中で具体的に言及 されたものを示す。

(1)地 域の専門化

知識基盤整備の一環として、取 り組みを重点項目に集中させるため、imovativeSwedenva略

では、地域の専門化を促進す ることを提言 している。 これは、関連する企業や産業が地理的に

集 中した強力なクラスターや、技術革新 システムを構築する前提条件となるものであり、国家

レベル と地域 レベルで優先事項を調整することが必要になる。

スウェーデンには既に、国際的競争力を備えた多数の情報通信技術クラスターがあり、イエ

ーテボ リに建設されたクラスター 「テレマティクス ・バ レー」はその好例である。ちなみにテ

レマティクスとは、通信(テ レコミュニケーション)と 情報処理(イ ンフォマティクス)を 組

み合わせた造語で、 自動車向けの次世代情報提供サー ビスのことである。

(2)rrイ ンフラへの公共投資

持続可能な成長を促進するためのスウェーデ ン政府の公共投資の中で、rrイ ンフラへの投資

は重要な要素の一つ となっている。■movativeSwedenva略 では、特 に過疎 ・農村地域への大容

量rrイ ンフラ拡大について、中央政府が2006年 まで資金援助 を行なう、としている。

このほか、ス ウェー デ ン道 路庁(NationalRoadAdministration)の デ ジタル道路デ ータベース

な どの電子 イ ンフ ラを活 用す る ことも提案 されて いる。 これ は、 革新 的な運 輸/ロ ジろ テ ィク

ス ・サー ビスを生み 出す と同時 に、外 国か らの投 資を呼び込む もの と して も期待 されて いる。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

Sender>Mmistryoflndustry,EmploymentandCommunications:

http:〃www.sweden.gov.se!sb/d/574/action!browsetCl199jsessionid=aAfKruxQKiug

InnovativeSweden-Astrategyforgrowththroughrenewal:h叩:11www.sweden.gov.se/sb/dl574/a/32551

TelematicsValley:httpOtソwww.telematicsvahey.org/

)
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vnフ ィ ン ラン ド

1.フ ィンラン ド政府 における情報技術政策

1.1経 緯

2000年6月 、情報社 会諮 問委 員会(ISAB:InformationSocietyAdvisoryBoard)は 「情報 社会

として のフィ ンラ ン ド」(FinlandasanInformationSociety)を 発表 した。 この報告 書 の 目的は、

フィ ンラン ドにお け る情報 社会の発展 の全体 的な展望 を示 し、 開発 および アクシ ョンのた めの

プ ロポーザル を作成 する こ とであ る。 この レポー トでは、 フィン ラン ドの情報社会 の利点 、問

題及 び課題 が述べ られてお り、優先対応策 が提起 された。(① 教育 、知識 および研究 の強化 、

② 通信 イ ンフラ、③ 運 用お よび規 制環境 、④情報社会 か らの疎外 の防止、⑥ 公共部 門のサー ビ

ス とカ スタマー としての公共部 門)

2001年6月 、情報社 会諮 問委員会 は 「情 報社会 諮問委 員会 による2001年 レポー ト」(ReportOf

thelnformationSocietyAdvisoryBoard2001)を 発表 した。 同 レポー トで は、 「情報社 会 と しての

フィ ンラン ド」 にお け る提言 の実施状況 の評価 と新た な政策提案 を行 って いる。情報社 会諮 問

委員 会は2つ の政策 分野(① 社会 にお ける情報通信技術 の幅広 い活 用、② 全国民が利用 可能 な

情報社 会のサー ビス と機 会 の実現)に お いて新た に提言 を行 った。

2001年12月 、情報社 会諮 問委 員会は、電子政府計画 に関する レポー ト、 「新 世紀 の公共 サー

ビス ・オ ンライ ン政府推進 の ための2002～2003年 アクシ ョン・プ ログ ラム」(PublicServicesin

theNewMMemium-ProgrammeofActiontoPromoteONLINEGOVERNMENT ,,2002-2003)を 発表

した。同 レポー トで は、オ ンライ ン政府 の実現 を妨 げる4つ の問題 領域(① オンライ ン ・サー

ビスの 開発 、実装、 配信 、② オ ンライ ン ・サー ビスへ の需要 とサー ビス品質 、③ ア クセス性 、

有用性 、利用者 のサー ビス活 用能力、④ オ ンライ ン ・サ ー ビス 開発 の先導 と調整)と オ ン ライ

ン政府推進 のための行 動計画(2002年 ～2003年)に つ いて記 して いる。

2003年9月 、フィ ンラ ン ド政府 は重点分野の省庁間協 力 を促進す るため、① 情報社会 政策 プ

ログ ラム(lnformatjonSocietyPolicyProgramme)'、 ② 雇 用政策 プログ ラム、③起業 政策 プ ログラ

ム 、④ 市民参加政策 プ ログ ラム、 の4つ の政策プ ログ ラム に着手 した。

情 報 社 会 政 策 プ ロ グ ラ ム の 実 施 状 況 の 評 価 は 、 情 報 社 会 評 議 会(ISC:InformationSociety

Council)が 担 当 す る 。ISCは 、 情 報 社 会 諮 問 委 員 会(lnformationSocietyAdvisoryBoard)に 代
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え て2003年9月 に 設 置 さ れ 、2005年2月 、 初 の 年 次 報 告 書 「TowardsaNetworkedFinland」 を

発 表 し た 。

表W-1に フィンラン ド政府 における主要情報技術政策の経緯を示す。

表V皿一1フ ィンラン ド政府 主要情報技術政策経緯

発表時期 政 策 概 要

2㎜ 年6月 「情報 社 会 と しての フィ ン ラ ン ド」 フィンランドの情報社会の利点、問題及び課題を明記。

優先順位としては、教育、知識、及び研究の強化等。
、

eEurope構 想 をサ ポ ー トす る もの 。

2001年6月 「情報社会諮問委員会による2001年

レポー ト」

「情報社会としてのフィンランド」の評価 と2つ の政

策分野(① 社会における情報通信技術の幅広い活用、

②全国民が利用可能な情報社会のサービスと機会の実

現)に おける新たな提言

2001年12月 「新 世 紀 の公 共 サ ー ビス ・オ ン ライ ン

政 府推 進 のた め の2002～2003年 アク

シ ョン ・プ ログ ラム」

オンライン政府の実現を妨げる4つ の問題領域とオン

ライン政府推進のための行動計画(2002年 ～2003年)

2003年9月

、

「情報社会政策プログラム」

,

情報社会の提供する機会の活用に焦点を当てており、

その目的は、①競争力と生産性の向上、②社会的 ・地

域的平等の促進、③情報通信技術の効果的な利用を通

じた市民の幸福と生活の質の向上

2003年9月 「国家情報セキュリティ戦略」 情報社会のサービスに対する一般市民及び企業の信頼

度を高めることが目的

2004年1月 「国 家 ブ ロー ドバ ン ド戦 略」 目標①ネットワーク事業者間の競争、②サービス及び

コンテンツ提供、③需要の拡大、④競争の乏しい地域

への特別措置、⑤無線ブロー ドバンド開発への投資、

⑥接続め高速化 など

Source:フ ィ ン ラン ド政 府等 発表 資 料 か ら作 成

1.21T政 策 の担 当機 関

(1)情 報社会政策 プ ログラム と情報 社会評議 会

フィ ンラン ド政府 は2003年9月 、重 点分野 の省庁 間協 力を促進す るため、① 情報社 会政策

プ ログラム(lnformationSocietyPolicyProgramme)、 ②雇 用政策 プログ ラム 、③ 起業 政策 プログ

ラム、④市 民参加政策 プ ログラム 、の4つ の政策 プログラムに着手 した 。

情報社会政策プログラムの実施は、首相が主導し、閣僚グループが首相を補佐する。プログ

ラムデ ィレクターは、首相及び閣僚グループを補佐し、プログラムの運営 ・管理を担 当する。

プログラム運営委員会(閣 僚 と地方 自治体の代表者で構成)は 、閣僚間の担当分野の調整にあ

たる。
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情報 社 会政 策 プ ログ ラム の 実施 状 況 の評価 は、情 報 社会評 議 会(ISC:In]formationSociety

Council)が 担 当す る。ISCは 、情 報社会 諮問委 員会(informationSocietyAdvisoryBoard)に 代

えて2003年9月 に設 置 され た

ISCは 政府側代表(閣 僚など)と 民間部門代表で構成され、首相が委員長を務める。情報社

会の各種の側面を網羅すべ く、以下の7つ の部会に分かれている。①通信インフラとデジタル

テレビ、②市民の情報社会の利用 とセキュリティ、③訓練、職業生活、研究開発、④公的行政

における情報通信技術の利用、⑤電子商取引とデジタル コンテンツ、⑥法的措置、⑦国際協力。

ISCは2005年2月 、初 の年次 報告書 「TowardsaNetworkedFinland」 を発表 した。これ は、フ

ィ ンラン ドの情報社 会の現状 と、今後の行動 の概要 を示す もので、7部 会 にそれぞ れ1章 が充

て られて いる。

情 報 社会 評議 会

(informationSocietyCouncil)

閣 僚 グルー プ

企業 そ の他36団 体

常任 専 門家7人

7部 会

外部 利 益団体

各省 代 表

評 議会事 務 局(CouncilSecretariat)

各省 代 表者12人

(ProgrammeDirector)

6人 と プ ロ グ ラ ム デ ィ レ ク タ ー 事 務 所

プ ロ グ ラ ム 運 営 委 員 会

(SteeringComrnitteefortheProgiarnrne)

閣 僚13人

地 方 自 治 体 代 表 者

図 皿 一1情 報 社 会 プ ロ グ ラ ム の 実 施 ・評 価 体 制

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

inforrnationSocietyProgramme:http:1/www.tietoyhteiskUntaohjelma.fi/en .GB!

TowardSaNetworkedFinland:http:llwww.tietoyhteiskUntaohjelma.fi/tietoyhteiskUntaneuvosto/en .GB/in偽 ㎜tion.s㏄i

ety _council/_files/11233297000012864/default用etoYnRap{…ng二7{iぺ)5.pdf

(2)分 野別のrr政 策実施機関'

ブロー ドバンド、デジタルテレビ、セキュリティなどの通信イ ンフラの整備は、運輸通信省

の監督下で実施 され る。通信 部門の規制は、 フィンラン ド通信規制局(FICORA:Finland
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CommunicationsRegulatoryAuthority,1988年 設 立 の 独 立 規 制 機 関)カs'担 当 す る 。

社会福祉 ・保健医療分野でのrr活 用は主に社会問題保健省が担当する。

中央 政府 の電子政府 政策 の実 施及 び省庁間調整 は、財 務省が担 当す る。 フィン ラン ド政府 は

2005年3月 、財務省 公共管 理局(PublicManagementDepartment)内 に国家 皿 管理部 門(Staterr

ManagementUnit)を 新設 し、同局 を率 いる国家rrデ ィ レク ター(StaterrDir㏄tor)を 任命 した。

このポス トは、政府全体 の最高情 報責任 者(CIo)に 相 当 し、rr戦 略 の策定および更新 、IT関

連業務 の集 中管理 を担当す る。

地方 政府 の電子政府 政策 は、内 務省 の情報管理部 門(lnformationManagementUnit)が 担 当す

る。

nr関 連 の研究 開発 は、運 輸通信 省 のほか、貿易産業省傘 下 のフ ィンラ ン ド技術 庁(TEKES:

NationalTechnologyAgency,1983年 設立)が 資金 面、技 術面で支 援 してい る。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

e-govenment:http:〃e.fnland.fi/eGiOvernmenti

2.通 信イ ンフラ

(1)イ ンターネ ッ ト利用率'

情報社会評議会(ISC)の 報告 書 によ ると、2004年 春 、 フィ ンラン ドの63%の 世帯が コンピ

ュー タを所有 し、約50%が イ ンターネ ッ トに接続で きる。

イ ンターネ ッ ト利 用率 は この数 年 間徐 々 に増加 して い る。 フィ ン ラ ン ド統 計局(Statistics

Finland)が2005年 春 に実施 した調査 によ ると、15～74歳 の フィ ンラ ン ド人の73%が イ ンター

ネ ッ トを利用 した。 この調査 で利用 が多か った用途 は、電 子 メー ル(回 答者 の86%)、 商品 ・

サー ビスの情報検索(85%)、 オ ンライ ン ・バ ンキ ング(76%)、 旅行 ・宿 泊情報 の検 索(66%)、

オ ンライ ン ・マガ ジ ン及び新 聞(56%)だ った。特 にオ ンライ ン ・バ ンキ ング、オ ンライ ン ・

シ ョッピング、旅行 サー ビス が前年 か ら大幅 に増加 した。

/
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(2)携 帯電話 の普 及率

ISCの 報告書 によ ると、2004年 春 、96%の 世帯 が携帯 電話を保有 し、固定電話 の57%を 上回

って いる。通 信運輸省 による と、2004年 末 にフィン ラン ド国民の96%が 携帯電話 に加入 、2005

年 には さ らに5%上 昇 して100%を 超 え ると予測 されて いる。

(3)ブ ロー ドバ ン ド戦略

フィンラ ン ド政府 は2004年1月 、2004～2007年 を対 象 とした 「国家 ブ ロー ドバ ン ド戦略

(NationalBroadbandStrategy)」 に関す る決議を発表 し、ネ ッ トワー ク事 業者間 の競争、サー ビ

ス及び コ ンテ ンツ提供 、需要 の拡大 、競争の 乏 しい地域 への特別 措置 な どを目標 に掲 げた。

運輸通信省は2004年12月 、 この戦略の実施に関する中間報告書を発表 した。報告書による

と、フィンランドにおけるブロー ドバン ドの人 口カバー率は約94%に なった。

これ を受けて フィ ンラ ン ド政府 は2005年2月 、 ブ ロー ドバ ン ド政策 の焦点 を接続 の質 とコ

ンテ ンツ開発へ とシフ トし、国家 ブ ロー ドバ ン ド戦 略に、以下 を含む複数 の新 たな 目標 を追加

した。

・ 無線 ブ ロー ドバ ン ド開発へ の投資:運 輸通信省 は2005年2月 、NMT450携 帯電話 用 の周

波数 を開放 した。事業 免許 は2005年6月 にDigita社 に付 与 され た。 同社で は、人 口の疎

らな地域 を中心 にネ ッ トワー ク建設 に取 り組む。

・ 接続 の高 速化:2005年 末 まで に2Mbps以 上、2007年 末 まで に大 部分 を8Mbpsへ 高速化す

る こと。

・2007年 末 まで にイ ンターネ ッ ト接続 の90%を ブ ローードバ ン ド化す る こと。

2005年6月 には、国家ブロー ドバン ド戦略の当初目標の一つであった100万 件接続を達成期

限よりも半年早く実現 した。同年末までには、フィンランドのほぼ全世帯でブロー ドバ ンド接

続が利用できるようになると見 られている。

(4)デ ジタルテ レビ

デ ジタル放送 は2001年 か ら開始 され、2004年 秋 には22%の 世帯(約52万 世 帯)が 視 聴 し

た(℃onsumerbarometer,"Nov.2004,StatisticsFinland)。2004年3月 に政府が アナ ログ放送 の 中

止 に関す る決議 を採択 した ことで 、デ ジタルテ レビの普及 はさ ら'に進 んだ。 この決 定 によ り、

フィ ンラン ドは欧州 で最 も早 く2007年9月 にはデジタル放送 に完全 に移行す る ことにな った。

ちなみ に、欧州委員会 によ るアナ ログ放送停止 期限は2012年 。

＼

一135一



(5)通 信市 場法の改正へ 向 けた 動き

現行 の通信市場法(CommunicationsMarketAct,2003/393)の 改正準備 を進めて きたワーキ ン

ググル ープは2005年10月 、運 輸通信省 に報告 書 を提出 した。

報告書では、新 しい通信市場法で、サー ビスの障害や遅延が発生した場合の通信会社の責任

について規制し、著 しい遅延については、消費者が賠償を求めることができるようにすべきで

あるとしている。 このほか、携帯電話の盗難やモデムの乗 っ取 りなど、通信サービスの不正利

用が行われた場合の、通信会社と消費者の間の責任分担について、報告書では、例外的な不注

意があった場合のみ消費者の責任を問うことを提案 している。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

news2005-06-03:http:〃e.finland.fi/netcomm!newS/showarticle.asp?intNWSA皿)=37445

news2005K)6〈)3:http:〃e.finland.fi/net◎omm/newS/showarticle.asp?intNWSM)=37445

news29.6.2005:http:〃www.tietoyhteiskUntaohjelma.fi/ajankohtaista/news/en _GB!95398_en_1_0/

news28.2.2005:http:〃www.tietoyhteiskUntaohjelma.fi/ajankohtaista/newslen -GB/92322-en⊥0/

news2005叉)6-28:http:〃e.finland.fVnetcomm/news/showarticle。asp?intNWSAID=38416

news2005ぺ)7〈)7:http:〃e.finland.fifnetcomm/news/showarticle.asp?intNWSAn)=38786

news2005K)5-19:http:〃e.finland.fVnetcommi/news!showarticle.asp?intNWSAn)=36814

news2005-10-12:http:〃e.finland.fVnetcomm/news/showarticle.asp?intNWSAID=42332

3.e－ ビ ジ ネ ス

3.1.概 要

(1)企 業 によるインターネ ッ ト利用率

フィンラン ド統計局によると、2004年 春、従業員5人 以上の企業の約94%が イ ンターネ

ットに接続 した。ブ ロー ドバ ン ド接続 しているフィ ンラン ド企業(従 業員5人 以上)は 、

2004年 春の63%か ら2005年 春 には73%ま で増加 した。自社 のウェブサイ トを開設 して い

る企業 はこの1年 間 に6290か ら65%へ と3ポ イ ン ト増加 した(フ ィンラン ド統計局)。

(2)オ ンライン販売

2004年 にオ ンライ ン販売 を実施 したのは、全企業の16%(自 社 ウェブサイ トのある企業

の24%)だ った(フ ィンラン ド統計局)。
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イ ンター ネ ッ トに よる 売 上高 は2003年 の約100億 ユ ー ロ(約1兆4,000億 円 、11月9

日付 為替 レー ト1ユ ー ロ=138円 に基 づ く、以 下 同様)か ら2004年 に は約110億 ユ ー ロ(約

1兆5,㎜ 億 円)へ 増加 した 。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

news2005-10-13:hmp:〃e.finland.rレnetcomm/newS〆showarticle.asp?intNWSA皿)=42382

3.2デ ジタルコンテンツと著作権法

(1)著 作権法の改正

情報社会評議会(ISC)の 電子 ビジネス及びデジタルコンテンツ部会は2004年3月 、著作権

法を改正 して、職場で作成 された著作物(作 品、写真、データベースなど)の 権利を雇用者に

移転することを提案 した。この提案はISCの 閣僚グループで討議され、2004年9月 には国家教

育委員会(NationalBoardofEducation)が 閣僚グループに対し、改正案に沿 った具体的な措置に

ついて、報告書を提出した。

(2)音 楽配信

ネッ ト上の音楽配信の著作権侵害をめぐって、一部のレコー ド会社とフィンラン ド作曲家協

会がインターネット事業者への法的措置を求めていた問題で、ヘルシンキの控訴裁判所は2005

年6月 、フィンランドのインターネッ ト事業者は、ネ ット上での音楽や映画の不正な配信を防

止する必要がないとの決定を下した。同裁判所は、 これ以前にも同様の決定を下 していた。

イ ンターネッ ト事業者は加入契約の中で、利用者が著作権を侵害することを禁止 してお り、

原則 として、インターネットを不正利用する利用者の接続を遮断することができる。 しかし、

現行の法律では、インターネッ ト事業者に遮断を義務付ける規定はない、というのが控訴裁判

所の決定の根拠となった。

関 連 ウ ェ ブサ イ ト

news2005-06イ06:htΦ:〃e.finland.fi/netcom皿!news!showarticle.asp?intNWSA皿)=37512
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4.社 会福祉 ・保健医療

(1)電 子カルテ

全国的な電子カルテ ・システムを2007年 末か ら稼動 し、統一的な仕様に基づき、すべての

保健医療機関で患者情報を電子的に入力する計画がある。2005年7月 、このシステムのオープ

ンなインターフェイスが策定 された。イ ンターフェイスの仕様は、保険医療におけるシステム

統合を促進するHL7協 会の作業に基づく。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

2005〈)1-21:h"p:〃e.finland.fi/netcomm!news/showarticle.asp?intNWSAID=32229

(2)電 子処 方 シス テム

全 国的な統 合 ソ リュー シ ョンを 目指 して、 フィ ンラ ン ド社会 保 険庁(Kela:SocialInsuran㏄

InstitutionofFinland)が 運 営す るデータベー スを利用 した情報 転送の試験 プ ロジェ ク トが 各地 で

実施 されて いる。

(3)e－ コ ンサル テー ション

社会問題保健 省 と国家福祉 保健研究 開発セ ンター(STAKES)は2001～2005年 に社会 福祉 の

ため のe－コ ンサルテー シ ョン(eConsultationforSocialWelfare)を 実 施 して いる。 ソー シャル ワ

ーカーな どに専門的情報 を提 供 し、rr活 用能力 を高めて も らうのがね らい。

(4)地 域協力

保健医療及び社会福祉事業のシームレスなサービス連携に関する現行法は、これ らの分野に

おける地域協力の法的基盤をなす。2005年 末までの時限法だったが、2006年1月 か らは恒久

法 として実施され、長期的な開発作業を可能にする。

(5)ア クセ シ ビリテ ィの確保

国家 福祉 保 健研 究 開発 セ ンタ ー(STAKES:NationalResearchandDevelopmentCentrefor

WelfareandHealth)は 、高齢 者や 障害者 な ど特定 エ ン ドユーザー ・グルー プのアクセ シビ リテ

ィ確保 を 目指 し、 「DesignforA皿 」 ネ ッ トワー クを運 営 し、 これ に24の 研究機 関や 大学、利用

者 団体が 参加 して いる。
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関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

MmistryofTranspOrtandCommunicationsofFinland:

htq):〃www.mintc.fi/scripts!cgiip.exeバVService=lvrn/cm!pub/showd㏄ .p?docid=2185&menuid=233

5.電 子 政府

5.1電 子 サー ビス

(1)サ ー ビス提供 の現 状

2002年4月 にスター トした 中央政府 のポー タルsuomi .丘では、公的な 情報、行 政 フォーム、

サー ビス を提供 し、特定 の処理で は、PKIと 銀行認証 システムに基 づ く認 証 をサ ポー トして い

る。企業向 けのポー タルYritysSuomi.fr(Enterprise-Finland)も 同 じく2002年 にス ター トした。

公 式 フォー ムサ ー ビスLomake.liは 、中央 政府ポ一 夕ルsuomi.frを 補完す る役割 を担 う。情 報

社会評 議会(ISC)の 報告書 によ ると、2004年 秋 には75%の 中央 政府 省庁 ・政府機 関、65%の

地方 自治体 がオ ンライ ンフォームを提供 して いる。

ISCの 報告書によると、約半数の中央政府省庁 ・機関がオンライン ・サー ビス を提供する。

よく利用されるサー ビスの例を以下に挙げる(括 弧内は提供省庁 ・機関)。
1

■

●

●

●

●

企業か ら諸機関へのデータ転送サービス。

求人検索サービスmol.fi(労 働省)

高等職業専門学校(ポ リテクニック)へ の登録(国 家教育委員会)

助成金申請(フ ィンランド技術庁 〔TEKES〕)

社会保険給付金 申請(社 会保険庁 〔Kela〕)

税務 局(TaxAdministration)は2005年 秋か ら、無料で事業主の負担金 を計算 す る一般 世帯及

び小規模企 業(従 業員 数1～5人)向 けオ ンライ ン ・サー ビスの提供 を開始す る。

(2)サ ー ビス利用の現状 とサー ビス開発

電 子サー ビスの利 用調査 は、毎年、公 的行 政情報管理諮 問委員会(JUHTA)に よ って行われ

て いる。2004年 秋 の調査 による と、 国民一人一 人が居 住する 自治体 のWebサ イ ト、求人検索

サー ビス、図書館 オ ンライ ン・サー ビス、フィ ンラン ド社会 保険庁(Kela,FinlandSocialInsurance

institUtionofFinland)、 税務サ ー ビスの順 に利用が多か った。
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(3)2005年 の動向

2005年4月 、公的行政にお ける電子識別及び電子支払いのためのプラットフォームの調達手

続きが開始された。この調達手続きには国と50の 地方 自治体が参加 し、2005年 秋には利用可

能になる予定。

バ ンハネン首相は2005年10月 、地方 自治体間の情報管理協力を強化する機関 「Kunta]rr

(CommunityIT)」 の設立に向けて、その準備作業を行 うワーキンググループを設置 した。この

グループでは、KuntalTの 任務と組織について提案書を作成するほか、データシステムの共 同

購入のための資金提供モデルの提供を行 う。KuntalTは 遅 くとも2007年 始めには業務を開始す

る予定。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

200508-11:http:11e.finland.fi/netcomm/news!showarticle.asp?intNWSAID=39704

news2005-10-13:http:〃e.finland.fi/netcomm!news/showarticle.asp?intNWSM)=42380

news2005イ)4-29:http:〃e.finland.fifnetcomm/news/showarticle.asp?intNWSA皿)=36117

(4)今 後の課題

情報社会政策プログラムの一環 として、政府全体の共通戦略に基づくオンライン ・サービス

の改良とコス ト効率向上、政府情報管理の改革が 目指 されている。,

具体的には、以下を導入 ・実施することが検討されている。

・ 共同実施プロジェク トの資金提供制度:政 府省庁 ・機関間の共同プロジェク トに柔軟な予

算配分制度を導入する。

・ プロジェク ト・マップの作成:オ ンライン ・サービスの現状 と今後の開発見通 しを示す。

協力を推進すべき分野や焦点分野の同定を目指す。

・ 仕様策定 ・標準化:社 会福祉、保健医療などの分野で既 に実施されている仕様策定 ・標準

化作業を他の分野で も活用する。

・ 文書及びデータの電子伝送:デ ータ転送サー ビス以外にも配信チャネルを拡大する こと。

セキュアな電子メールの利用拡大。インター フェイス及びメッセージ処理の仕様策定 と開

発、当事者間での共通手順への合意。
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5.2個 人認証

(1)eDカ ー ド

フィ ンラ ン ドのeDカ ー ドは、所 有者の顔写真が貼付 された スマー トカー ドで、識別番 号が

保存 され たマイク ロチ ップ を内蔵 して いる。1999年 か ら国 民登 録セ ンター(PopulationRegister.

Centre)に よ って配布 され 、2003年 か ら電子署名 も利 用可能 にな った。 欧州 の多 くの国ではパ

ス ポー ト代わ りに もな る。た だ し、eJDカ ー ドは期待 され たほ ど普及 せず、利用枚数 は5万 枚

未 満 にとどまって いる。

2004年6月 には国民が選択制で健康保険データを自分のeＬDカ ー ドに保存できるようにな

り、社会保険庁発行の健康保健カー ドを携帯す る必要がなくなった。

(2)オ ンライン住所変更通知サー ビス

国民登録センター と郵便局(FmlandPost)は2005年5月 、オンライン住所変更通知サービ

スをスター トした。フィンランド国民は、このサービス専用のウェブサイ トでeDカ ー ド、オ

ンライン ・バンキング ・コー ド、郵便局のインターネッ ト・サー ビス ・カー ドのいずれかを使

用して郵便局に住所変更を通知すると、社会保険庁や税務局を始めとする多数の政府機関や、

銀行、保険会社、年金給付機関な どの民間機関にも転送される。

(3)携 帯電話対応 の市 民証 明書

2004年11月 、国 民登録 セ ンター は通信事業者の ソネ ラ と共 同で 、携 帯電話のSIMカ ー ドに

政府の 「市民証明書(CitiZenCenificate)」 を保存 してお く携帯電 話識別 方式 を導入 した 。

(4)生 体認証パスポー ト

フィンラン ド政府は2005年4月 、個人情報や識別情報を記録 したチップをパスポー トに埋

め込む提案を承認した。これ によ り、2006年9月 から生体認証に対応 したパスポー トが導入さ

れることが正式に決まった。

(5)電 子投票

2006年 の大統領選挙では、一部 の投票ブースにコンピュータを設置 して電子投票の実地試験

が行われた。なお、司法省は、電子投票に対応した選挙法(El㏄tionAct)の 改正を2006年 に行

うことを提案 している。
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一方、国民登録セ ンターは携帯電話事業者と共同で、投票に利用するスマー トカー ドの開発

を進めている。司法省が設置した電子投票委員会の委員長によると、2007年 から携帯電話によ

る投票も可能になるという。 この遠隔投票は投票行為そのものの技術的な問題はないが、セキ

ュリティの向上が課題 として残されている。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

2005-06イ)2:http:〃e.finland.fVnetcomm/news/showarticle.asp?intNWSA皿)=37389

news2005-04-11:http:〃e.finland.fi/netcomm/newS/showarticle.asp?intNWSA皿)=35215

news2005-10-31:http:〃e.finland.fVnet◎omm/news/showarticle.asp?intNWSAID=43175

news2005イ)8〈)8:http:〃e.finland.fVnetcomm/news/showarticle.asp?intNWSA皿)=39573

news2004K)5イ)7:http:〃www.e.finland.fi/netcomm/news/showarticle.asp?intNWSAID=23801

6.情 報セキ ュリテ ィ

運輸通信省は通信サービスにおける情報セキュリティに関する法案及び戦略策定を担当す

る。同省所管のフィンラン ド通信規制局(HCORA)の フィンランド ・コンピュータ緊急対応

センター(CERTLH)は 、情報セキュリティ侵害防止に取 り組む。

(1)国 家情報セキ ュ リテ ィ戦 略

フィ ンラン ド政府 は2003年9月 、情報社会 のサー ビス に対す る一般市 民及び企 業の信頼度

を高 める ことを目的 として 「国家 情報セ キ ュ リテ ィ戦略(NationalInformationSecurityStrategy)」

に関す る決議 を採択 した。 同戦略 は 、国家情報セ キュ リテ ィ諮 問委員 会(NationalInformation

SecurityAdvisoryBoard)の 提案 書 に基 づ いて策定 され 、情報 セキ ュ リテ ィとプ ライ バ シー保護

に関す る指 針及 び行 動が示 され て いる。

国家情報セキ4リ ティ諮問委員会は2004年2月 、同戦略を実施するための行動計画を採択

し、同年12月 には監視 レポー トを政府に提出した。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

NationallnformationSecurityStrategy:

http://www.mintc.fi/scriptS/cgiip.exeハVService=lvm/cm/pub/showdoc.p?docid=2433&menuid=431
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(2)通 信 におけるプライバ シー保護法

「電気通信におけるプライバ シー保護法(516/2004)」 は2004年9月 か ら実施 されている。

同法は、電気通信における機密性確保とプライバシー保護、セキュリティの向上、デジタル通

信サー ビスの発展を目的 とする。

そ の後 、 この法 律 を一部改正 するため の法案 が2005年10月 に議会 に提 出され た。放射性物

質 の降下や 自然災 害な どに際 して、救急機 関、警察 、国境警備機関、原子 力安 全庁(Radiationand

NuclearSafetyAuthority)、 気象庁(MeteorologicalInstitute)の 命令 によ り、通信事 業者が即座 に

一般市 民の携帯電話 に警告 メ ッセージ を配信す ることを定め る
。改 正法案 は2006年4月 か ら

実施 され る予定 であ る。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

Pressrelease7、10.2005:http:〃www.mintc.fi/scripts/cgiip.exc/WService=lvm/cm/pub/showdoc.p?docid=2186&menuid=

233&channelid=0&channelitemid=12196&channelTypeld=22

(3)個 人データ法

個人データ法(PersonalDataAct)で は、一般に消費者が自分 自身に関する情報にアクセスす

る権利が保証されている。 しか し、同法では個人の顧客記録の使用及び閲覧について、ログデ

ータを参照する権利が認め られていない。このため、情報社会評議会(ISC)の 社会保障及び

保健医療部会では、個人情報の開示ログをチェックする権利を認める条項 を追加することを提

案 している。

'関 連 ウ ェ ブサ イ ト

news2005イ)7-18:http:〃e.finland.fVnetcomm/news/showarticle.asp?intNWSAID=30071

(4)電 子政府 のセキ ュ リテ ィ

電子 政府 に関連す る政府 内の情報セ キュ リテ ィの開発 は、財務省(中 央 政府)及 び内務省(地

方政府)が 担 当する。財務省 が設置 した 「国家行政 にお けるデ ータ ・セキ ュ リテ ィ運 営委員会

(VAHTI:SteeingCo㎜mitteeforDataSecurityinStateAdministratiop)」 は 、デー タ ・セ キュ リテ ィ

のガイ ドライ ンを策 定 して いる。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

lnformationsecurity:http:∠ ンwww.vm.fVvm/liston/page.lsp?r-2685&1-en
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Wド イツ

1.ド イツ連邦政府 における情報技術政策

1.1経 緯

2002年2月 、経済技術 省(現 経済 労働 省)と 教育研 究省 は 「lnformationSocietyGermany」

を発表 した。 この報 告書 では 「21世 紀の情報社 会におけ るイ ノベー シ ョンと雇用」 の7つ の 中

心 的ア クシ ョン ・プ ログ ラム(① 新 しい メデ ィアへの アクセ ス、② 教 育におけるマルチ メデ ィ

ア、③機密性とセキュリティ、④革新的雇用 一 新 しいアプリケーション、㊨技術 とイ ンフラ

ス トラクチャにおける先導的地位、⑥近代的行政に向けた電子政府、⑦欧州および国際協力)

における進捗状況を評価 して いる。

2002年2月 に、教 育研 究 省 は、情 報通 信技 術分 野 の研 究助 成 プ ログ ラム 、皿Research2006

(rrLForsch皿g2006)を 発 表 した。 教 育研究 省 は、rrResearch2006プ ログ ラム の枠 内 で 、

2002～2006年 の5年 間 に、 総額15億 ユ ー ロを研 究 プ ロジ ェ ク トの助 成 に投 じる ほか 、 さ

らに15億 ユ ー ロを研 究 機 関 へ の支 援 と して投資 す る 予定 で あ る。

2003年3月 、シュレーダー首相は、 ドイツ連邦議会で 「Agenda2010」 を発表 した。 こ

れは、経済改革プログ ラムで あ り、2010年 までに成長 と雇用を促進 し、企業や個人の責任

を強化 し、社会保障制度 を健全で持続可能な財政基盤に乗せる ことを目的 としている。

2003年12月 、経 済 労働 省 は教 育研 究 省 と共 同で 、包 括 的情 報 社 会政 策 「情報 社 会 ドイ

ツ2006(lnformationsgesellschaltDeutschland2006)」 を発 表 した 。 この政 策 の も とにな った

の は、アク シ ョ ンプ ログ ラ ム 「21世 紀 の情 報社会 にお け る技 術 革新 と雇 用(■movationund

ArbeitsplatzeinderInformationsgesellschaftdes21.Jahthunderts)」(1999年 策 定)で あ る。

「情報社会 ドイツ2006」 は、①成長 と経済のためのデ ジタル経済、②教育、研究 、機会

均等、③電子政府、イ ンターネ ッ トのセキュリティ、④e－ヘルス、の各分野 にbい て具体

的な達成 目標 とその期 限を設定 した。

表W-1に ドイツ連邦政府 における主要情報技術政策の経緯を示す。
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表W-1ド イツ連邦政府 主要情報技術政策経緯

発表時期 政 策 概 要
2002年2月 b和 ㎜tionSocietyGem㎝y 1999年9月 に発表 され た 「21世 紀 の情 報社 会 にお けるイ

ノベ ー シ ョン と雇 用 」の7つ の 中心 的 アク シ ョン ・プ ログ

ラム の進捗 状 況 を評 価

2002年2月

、

rrLResearch2006 2002年 か ら2006年 まで に、 総額15億 ユ ー ロを研 究 プ ロ

ジェ ク トの助 成 に投 じ、 さ らに15億 ユー ロを研究 機 関 へ

の支援 と して 投 資

2003年3月 Agenda2010 労働市場の改革、長期的な社会保障制度の再構築、経済成

長の推進をめざす包括的な政府プログラム

2003年12月 情報社会 ドイツ2006 ①電子経済、②テクノロジーの研究開発、③教育と訓練

④電子政府、(i拓CARDイ ニシアチブ!デジタル署名、⑥電

子保健、⑦rrセ キュリティの各分野でそれぞれ具体的な

達成目標と達成期限を設定

Source:ド イ ツ連邦 政府等 発 表 資料 か ら作 成

1.21T政 策の担 当機 関

経済 労働省 、教育研究省 、内務 省 の3省 が 中心 とな る。以下 のよ うに、分野 によっては、複

数の省が 関係 して いる もの もある。

・ITイ ンフラ(イ ンター ネ ッ ト利 用、 ブロー ドバ ン ド、携帯電 話 な ど)、e－ビジネス:経 済

労働省

・H'セ キ ュ リテ ィ:内 務省、 経済労働 省

・rr関 連研究 開発:教 育研 究 省、・経済 労働省 」

・ 電子 政府:内 務省

・e－ カー ド:保 健社会保 障省 、内務省 、経済労働省、 財務省

2.ノ!hgenda2010

「Agenda2010」 は、 ドイツ連邦政府が2003年3月 に決定 した経済改革プログラムであ り、

2010年 までに成長と雇用を促進 し、企業や個人の責任を強化 し、社会保障制度を健全で持続可

能な財政基盤に乗せることを目的としている。

2.1成 長 の促進

ドィ ッ経 済 は2003年 半 ば に再 び 回復 基 調 に入 り、2005年 も この 傾 向 が続 いて い る。2003

年 に 一〇.1%だ った実 質GDP成 長 率 は2004年 は1.7%へ とプ ラス に転 じ、2005年 は1.6%に

な る と予測 され て いる(Jahreswirtschaftsbericht2005)。
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(1)技 術革新

連 邦政府が2004年1月 に経済 界、研究機 関、労働 組合 と共 同で着手 したイニ シアチブ 「技

術 革新のた めのパ ー トナ ー(PartnerfUrimovationen)」 は 、技術革新 の障害 を取 り除 き、技 術の

効率 性 を高 め、継続 的雇 用の創 出促進 を 目的 としてい る。

(2)市 場 の 自 由 化

郵 便 通 信 市 場 が 開 放 さ れ た 現 在 、 電 気 ・ガ ス 市 場 へ の 非 差 別 的 ア ク セ ス が 主 た る 課 題 と な っ

て い る 。 こ れ に 伴 い 、 通 信 郵 便 規 制 局(RegTP:Regulierungsbeh6rdefUrTelekommunikationund

Post)は2005年7月 、 そ の 管 轄 分 野 に 電 気 、 ガ ス 、 鉄 道 を 加 え 、 名 称 を 連 邦 電 気 ガ ス 通 信 郵 便

鉄 道 ネ ッ トワ ー ク 庁(BNetA:BundesnetZagentUrfiirElektriZithgGas,Telekomrnunkation,Postund

Eisenbahnen)に 変 更 し た 。

(3)官 僚主義 の削 減

連 邦政府が2003年7月 に開始 した 「官僚主義削減(Btirokratieabbau)」 イ ニシアチ ブは、官

僚主 義の 旧弊 を取 り除き、特 に新興企 業や 中小企業 に新 たな刺激 を与 える ことを 目指 して いる。

(4)税 制の改革

「税改革2000(Steuerreform2000)」 の最終段階が2005年1月 に実施され、一般世帯や中小

企業を対象にした税率の引き下げが、個人消費を促進 し、企業の投資性向を高めた。特に中 ・

低所得世帯や児童扶養世帯が、この税負担軽減の恩恵を受けている。

2.2雇 用と社会保障

(1)雇 用

失業率 は2003年 、2004年 とも10.5%だ った。2005年 は10.7%へ わずか なが ら上昇 し、 失業

者 数 は440万 人へ、前年よ りも5万5,000人 増加す ると予測 されて いる(Jahreswirtschaftsbericht

2005)。

(2)社 会保障

Agenda2010の 下で連邦政府は、社会保障の近代化 ・効率化を図っている。優先課題は、高

齢化や医療費の高騰が進む中で、年金 ・健康保険制度の財政的基盤を確保することである。ま

た、これ と並行 して連邦政府は、社会保障負担料を総賃金の40%以 下へと引き下げ(現 在は

42%)、 企業と従業員の双方 にとって負担軽減を目指している。
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関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

Agenda2010:http:〃www.bundesregierung.de/Politikthemen/ス9757/Agenda-2010.htm

AnnualEconomicRepOrtfor2005:http://www.bmwa.bund.daXRedaktion/lnhaltatPdfiPPublikationen/br-annual-economic

rrepOrtifor-2005£nglisch,property=pdf,bereich=,rwb=true.pdf

3.経 済労働省

3.1情 報社会 ドイ ツ2eo6

、

経済 労働省 は教育 研究省 と共 同で2003年12月 、包括 的情報社 会政策 「情報社会 ドイツ2006

(lnformationsgesellschaftDeutschland2006)」 を発表 した 。 この政策 のもとになったのは 、ア ク

シ ョンプログ ラム 「21世 紀 の情報社 会 にお ける技術革新 と雇用(■movationundArbeitsplatZein

derInformationsgesellschaftdes21.Jahthunderts)」(1999年 策 定)で ある。

r情報社会 ドイツ2006」 は、① 成長 と経済 のためのデ ジタル経済 、② 教育、研究 、機会 均等 、

③ 電子 政府 、イ ンター ネ ッ トのセキ ュ リテ ィ、④eAル ス 、 の各 分野 につ いて具体的な達 成 目

標 とそ の期限 を設定 した。

表W-2情 報社会 ドイツ2006の 分野別 目標 と達成期限

分野 目標 期限

デジタル経済

、

イ ンター ネ ッ ト利 用 率:人 口の75%、 女 性 利用 者 の 比率 の 上 昇 2005年

ブ ロー ドバ ン ド:
、

・回線 数700万

・最 もよ く利用 され る ア クセ ス方 法 にす る(EUのeEurope2005プ ロ グ ラム)

・回線 数2
,㎜ 万

2004年

2005年 ,

2010年

携 帯電 話:

・GSMIGPRSl加 入者 数650万(人 口比80%超)

・UMTS:サ ー ビス開 始

・ネ ッ トワー ク のカ バ レー ジ を50%に 拡 大

2004年

2004年 春

2005年 末

地 上波 ・ケ ー ブ ル ・衛 星 放送 の デ ジタル 化

・テ レ ビ

・ラジ オ

2010年

2015年

e－ビジネ ス と中小 企 業:中 小企 業 の40%がe－ ビジ ネス を 活用 2008年

法的環境の整備、主要法令の改正

電気通信法1

メディア規制の簡素化

著作権法の近代化

2004年 春

2004年

2006年

研 究 ・開発 モバイル情報通信分野における主導的役割の拡大 2004年

信頼あるソフトウェア及びrrシ ステムの開発を主導 2006年

研究機関や企業のネットワークづくりを促進し、研究成果を商品化 2004年

将来のネットワークのための国際的標準の策定 2004年

教育 ・研 修 学校 ・職業訓練機関 ・大学へのニューメディア普及率の向上〉
2006年
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全日制学校におけるコンピュータ利用のための戦略策定 2006年

NetworkofEx㏄nen㏄(NOE)、 グ リ ッ ド ・イ ン フ ラ の確 立 2004年

eぶcienceア プ リケ ー シ ョ ンの開 発 と拡 張 2004年

rr研 究及びコンピュータ研究課程における女性比率を40%に 引き上げる 2006年

電子政府 De咋chlandぺ)nline:15件 の プ ロジ ェ ク トの発 足

連 邦 、州 、市 町 村 に よ り50%の プ ロジ ェ ク トを実 施

2003年 末

2005年 末

BundOnlinel440件 の サ ー ビス をオ ンライ ンで 提 供 2005年

Media@Ko㎜ 口ranferの 一環 と して 、20の モデ ル地 方電 子 政府 を構 築 2004年 春

e－入札システムによる契約手順の確立 2005年

仮想雇用市場の創設 2003年 末

全 連邦 機 関 へVi血alPostO缶ce(VPO)を 提 供 2004年 初 め

BundOnlineの ため の フ ォー ム管理 シス テム を段 階 的 に構 築 2004～05年

ベ ル リン ・ボ ン情報 ネ ッ トワー ク(IVBB)を 拡 大 し、あ らゆ る 連邦 機 関が加 入

で き る連 邦行 政 情 報ネ ッ トワー ク(IVBV)を 構 築

2004年 初 め

e－カ ー ド/

デ ジタ ル署 名

雇用 カー ド(約4,000万 枚) 2004年 立 法 、

2005年 末 ま

で に実 施

健康 保 険 カー ド(約8,000万 枚) 2004年 開始 、

2005年 未 了

デジタル署名対応の銀行カー ド 2004年

電子署名法の改正 2004年 初 め

源泉徴収の電子証明 2005年

デ ジ タルIDカ ー ド 2004年 立法

eヘ ル ス 健康保険カー ドに加えて:

医療従事者Dカ ード(約30万 枚)の 発行

テレマティクス ・インフラ、全医療機関が利用可能な医療文書の整備

2006年

2004年

薬品の電子的売買 2004年

電子処方箋 2006年

ITセ キ ュ リテ ィ 中小 企業 向けrrセ キ ュ リテ ィセ ンター 「M℃e丘」 の運営 開始 2003年 末

rrに 依存した重要インフラを保護する国家的計画 2004年

インターネット利用に対する保険 2005年 初 め

青少年向けのrrセ キュリティ情報 2004年 末

Source:InfonnationsgesellschaftDeutschland2006

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

inforTnationsgese皿schaftDeutschland2(踊:http:〃www.bmwa.bund.delNaVigation/Servicelbestellservice,did-28474 .html

3.2情 報経済の現況

ドイツの情報通信技術(ICT)部 門は、自動車製造部門、電気工学/電 子機器部門に次いで

国内で3番 目に大きな産業部門である。この部門の就業者数は約75万 人に上 り、売上高約1,300

億ユーロ(約17兆8,㎜ 億 円、2005年9月2日 付 け為替 レー ト:1ユ ー ロ=約137円 に基づ く、

以下同様)は 世界のICT市 場の約6%を 占め、米国、 日本に次 ぐ市場を形成している。
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2004年 のICT部 門の成長率 は2.5%で 、 この年 の実 質GDP成 長率1.7%よ りも大 きい。業界

団体BITKOMの 統計 による と、 ほぼす べて の分 野で前年 を上回 って いるが、特 に、携 帯電話、

ソフ トウェ ア、オ ンライ ン ・サー ビスの伸びが顕著 で ある。BrrKOMは 、2005年 も この傾 向は

続 き、成長率 は3.7%、 就 業者数 も数年ぶ りに上昇 に転 じると予測 してい る。

表W-3ド イツのICT部 門基礎データ

2004 2003/2004

2001 2002 2003 (推定) (%)

就業者数(単 位:人) ICT部 門全体 819,000 784,000 750,000 750,∞0

売上高 ICT部 門全体 1314 127.9 128.3 1314 +2 .5

(単位:10億 ユ ー ロ) IT(情 報 技術) 70.2 66.1 64.7 65.6 +1.5

通信 61.2 61.8 63.6 65.8 +3.5

分野別 ハ ー ドウ ェ ア ・シス テ ム 405 355 33.9 34.0 +0.1

ソ フ トウ ェ ア 15.2 15.1 14.9 15.2 +2.5

rrサ ー ビス 27.2 26.3 26.1 26.5 +1 .7

通信サービス 485 51の 53.4 55.7 +4.3

Sour㏄:BrrKOM,2004

通 信分野の基礎デ ータ(2004年)は 次 の通 り(TNSinfratest社 調 べ)。

・ 人 口1,000人 あた りのADSL接 続数:81(前 年 度比47%増)

・ 過 去1カ 月以 内にイ ンターネ ッ トを利 用 した18歳 以 上の国民:55%

・ ウ ェブサイ トを開設 して いる ドイツ企 業:82%

・ 携 帯電話 の普及 率(人 口100人 あた りの加 入数)は86.9%

・ 政府サー ビスの電子 化率 は66%(前 年度比14%増)

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

ITundTelekommunikation:http://www.bmwa.bund.de/Navigation/W;irtschaft/BranchenfokUs/Telekommunikation-Verke

hr-TranspOrt/it-undtelekommunikation,html

MonitoringTheInf{)rmationlndustry:ChartReport:http://www.bmwa.bund.de/Redaktion/lnhalte/PdflO9/8ifaktenberi

cht-℃hartteport£n,property=pdf,bereich=,rwb=true・pdf

3.3イ ニ シアチ ブD21

1999年 に 開始 さ れ た 欧州 最 大 の官 民 パ ー トナ ー シ ップ 「イ ニ シ アチ ブD21(]㎞tiative

Deutschland21;21世 紀 にお け る ドイ ツ)」 は、旧来 の 工業 化社 会 か ら情 報社 会 へ の変 化 を促

進す る上 で 、 と りわ け大 き な 役割 を果 た して い る。

`
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イニシアチブD21は 約50の 実際的なプロジェク トで構成 される。一つの大きな柱は、

教育 ・機会均等で あ り、 もう一つは、ブロー ドバ ン ドやモバイル社会に焦点 を当てた成長

と競争力、である。

(1)教 育 ・機 会均 等 の プ ロジ ェク ト事 例

・ 女 性 の参 加 促進:女 性 にrr部 門で の就業 経 験 を与 え る 「Girls'Day」 に は、合 計 約26

万人 が参 加 した 。 「GettheBest」 では 、科 学技 術 専 攻学 生の40%を 女 性 が 占め る こ と

を 目指す 。

・ 全 市 民 のイ ンタ ー ネ ッ ト利 用:「JugendansNetz」 は若年 層 を対 象 にPCの 安 価 な リー

ス、ポ ー タル(www.netzcheckers.de、2004年11月 立 ち上 げ)を 通 じた 情報 提 供 、 リー

ダー 育成 な どを行 な う。

(2)ブ ロー ドバ ン ド ・イ ニ シアチ ブ

イニ シアチ ブD21の 枠組 み の中で2002年3月 に 「ブロー ドバ ン ド ・イニ シアチ ブ」が 開始

された。2010年 まで に一般 世帯の50%が ブロー ドバ ン ド接続す る こと、 さ らに、公共部 門、

中小企 業での ブ ロー ドバ ン ド利用率 を大幅 に向上 させ る ことを 目指す。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

Eng】ish:http:〃www.mitiatived21.de/engliShlmdex.php

Politik:http:〃www.zukUnft-breitband.de!Breitband/Portal/Navigation/pOlitik.htnl

3.4e－ ビ ジ ネ ス

(1)PROZEUSプ ロジェク ト

「PROZEUS」 プロジ ェク トは、中小企業がB2Bプ ロセスの 中で積極 的な役割 を果たす こと

を 目的 とす るプ ロジェ ク トで 、2002年7月 か ら2005年12月 にか けて実施 され て いる。実施 形

態 は以 下の通 り。'

・ 企業 と共 同で実施す る試験 プ ロジェク ト:さ まざまな企業環境で ソ リュー シ ョンを 実証 ・

試験す る。20以 上の プ ロジ ェク トが実施 され る。

・PROZEUS標 準化 専門家 ネ ッ トワーク:ノ ウハ ウ獲 得 と知識移転

・PROZEUSサ ー ビス ・プ ロバイ ダ:デ ータベース形 式のネ ッ トワー クで、複雑 な ソ リュー

ションを支援す る。

・ 知 識移転 プラ ッ トフォーム(wwwprozeus .de):プ ロジェク トの成果 を随時発表す る。経済
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1

労 働 省 のe－ コ マ ー ス ・ ネ ッ ト ワ ー ク(www.ec-net.de,NetzwerkElekUonischer

GeschaRsverkehr)の 情 報 や 成 果 も 併 せ て 発 表 さ れ る 。

(2)セ キ ュ リテ ィ

経済労働 省 と内務省が共 同で実施す るイニ シアチブ 「イ ンター ネ ッ トにお ける 中小企業 の安

全」では、経済界や 関連 団体 との緊密 な協 力 によ り、安 全なイ ンター ネ ッ ト及びrr利 用 を促進

す る。 代表的 な関連 団体 は次の2つ 。

●BITKOM(Bundesverbandinformationswirtschaft,TelekommunikationundneueMedien):rr、

通 信、ニ ューメディアの業界 団体 で、 労働 市場、電子 政府 、eヘ ルス に も関わ る。

・M-Cert:内 務省及び経済 労働 省 とBITKOMの 間の官 民協力 によ り設置 され た機関。rrセ

キ ュ リテ ィのための 中立 的な(メ ーカか ら独立 した)コ ン ビテ ンス ・セ ンターの役割 を果

た し、.特に中小企業 を対象 として いる。

このイニシアチブを技術面で支援する 「連邦情報セキュリティ庁(BSI)」 は、内務省の管轄

下に置かれた政府機関である。

内務省 とBSIは2005年8月 、 「国家情 報イ ンフラ保護計画(NPSI:NationalenPlanzumSchutz

derInf{)rmationsinfrastmkmren)」 を発表 した。サイバー攻 撃の防止 、攻撃へ の迅 速な対 応、ITセ

キ ュ リティ対策の普及促進 を 目指 す。 この 中で設立が定 め られて いるコ ンピュータ緊急時対 応

セ ンターは、BSIが 運営 を担 当 し、セキ ュ リテ ィ脅威 の監視、警告 の送信、技術 的サ ポー トを

行な う。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト 、

Prozeus:httP:〃www.prozeus.de!

1頑adve"Mittelstandsicheriminternet":http:/1www.mittelstandsicher→m→nternet.dピ

18.AugO5:http:〃www.bmi.bund.de!cln_012/m_122052/lntemWContenぴNachnchten/Pressemitteilungen/2005/08/Nati

onaleLPI頷_四m_Schutz_der-lnformationsinfrastrukturen.htrnl

4.電 子 政府政策

4.1BundOnline2005

ドイ ツ連邦 政府 の電子政府戦 略 「BundOnline2005」 は、2005年 まで に連 邦政府 の全サー ビス

を電子 的に提 供する ことを 目指 して、2㎜ 年9月 に開始 された。この戦略 を策定 した内務省 は、
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省 内 に 「BundOnline2005プ ロ ジ ェ ク ト ・グ ル ー プ(ProjektgruppeBundOnline2005)」 を 設 置 し 、

連 邦 省 庁 間 の 調 整 や 支 援 を 担 当 さ せ て い る 。

(1)サ ー ビス のオ ンライ ン化

BundOnlineで オ ンライ ン化 されたサー ビス数 は、2005年 末 までに376と いう達 成 目標 に対 し、

累計で2002年 は169、2003年 は257、2004年 は338を 数 えた。これ らのサー ビスは、BundOnline

のポータル サイ ト(wwwbund.de)か らア クセスで きる。

表 珊 一4連 邦 政 府 サ ー ビ ス の オ ン ラ イ ン 化 事 例

・ 連邦 政 府 がe－調 達 プ ラッ トフ ォーム を立 ち 上げ た(5月)。 政 府機 関 が 、事 前 に締 結 され た一 連

の枠 組 み 契約 に基 づ いて 、入 札募 集 を行 な わず に 、電子 的 に 物品 やサ ー ビス を調 達で き る よ う

にす る。 この シ ス テ ム は、 内務 省調 達 局 によ る 「公 共 調達 オ ン ライ ン(OffentlicherEink@auf

Online)」 プ ロ グ ラム の成果 で あ る。

・ 連邦 アー カ イ ブが 内 閣議 事録(www .bundesarchiv.de/kabinettsprotokolle)サ ー ビス を 開始 した(10

月)。 世界 中で 内 閣 の議事 録(1950年 代 ～)に ア クセ スで き るほ かご検 索 機 能 に よ り調査 が 容

易 にな った。

・連 邦 労 働 局 が雇 用 ポ 一 夕ルArbeksangentur .deを 立 ち上 げ た(12月)。 この ポ一 夕 ル は、 政府 の

雇 用 関 連課 題 の 実 現 を後 押 しす る もので 、訓練 ・雇 用市 場 の需給 調整 、透 明性 向 上な どを課 題

とす る。求 人情 報 や 求職 者 のデー タベー ス にア クセ ス で きる。労 働局 の 職員 向 けの機 能 と して

は 、イ ンタ ーネ ッ トか ら求 人情報 を探 し出す 「'obrobot」が ある。

・ 苦情 の 申 し立て 及 び処 理(www .bafin.de):連 邦 金 融 監督 庁(Bafin)が2004年 夏 に オ ン ライ ン

化 した 。 消 費者 が 、 銀行 、保 険会 社 な どの金 融サ ー ビス ・プ ロバ イ ダ に対 して 、 オ ン ライ ン ・

フ ォー ム を利 用 して 苦情 を申 し立 て 、Bafinの 苦 情管 理 シ ステ ム で処 理 され る 。苦 情 内容 の情

報 量 が 増加 し、 処 理 の効 率が 向上 した。

・ 輸 出入 保護 動 植 物 の 許可 申請(www .cites-online.de)漣 邦 自然保 護 庁(BfN)カS2(脳 年夏 にオ

ンライ ン化 した 。 ワシ ン トン条約 で定 め られ た動 植 物が 対 象 とな る。 申請者 に とって 書類 作 成

の労 力 が 軽減 され る だ けでな く、BfN内 部 の作 業 も大幅 に簡 素 化 され た。

2005年 ・中小企業の技術移転支援lrrを 活用した情報提供とコンサルテーション(連 邦規格庁)

(予定)・ 殺生物剤認可の電子申請(連 邦労働保護職場医療庁)
・薬品認可 ・登録の電子処理(連 邦医薬品庁)

・オンライン税関(財 務省)

・植物保護装置の説明 ・試験の申請(連 邦生物農業森林庁)

・商標 ・産業デザイン保護法に基づくオンライン登録(ド イツ特許商標局)

・報告 ・分析 ・登録手続き申請(連 邦材料試験庁)

Source:BundOnline2005-Umsetzungsplan2004StatusundAusblickほ か

(2)基 本コンポーネン トを利用 したサー ビスの改良

2004年 には、既 にオ ンライ ン化 されて いるサ ー ビスの改良 も焦点の一つ にな り、78の 省庁

が独 自のイ ンフラか ら、BundOnlineの 基 本 コンポーネ ン トに含 まれ る 「GovemmentSiteBuilder

(GSB)」 へ切 り替 えた。

基本コンポーネン トには次の4種 類がある。

・ コ ン テ ン ツ 管 理 シ ス テ ム(CMS:ContentManagementSystem):GSBは 、 こ の グ ル ー プ に 分
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●

○

●

類 される。

デ ータセキ ュ リテ ィ:2004年 初 めか らVirtualPostOffice(VPO)の 形 で組み 込み可能 にな

った。VPOは 、認証、電子 署名 、暗 号化 な どを自動 的に処理す る。

支 払処理 プラ ッ トフォーム:2003年 半 ばに借入、振込 、'クレジ ッ トカー ドな ど、全機能 が

完 成 した。次 の課題 は、政府省 庁で実 際 に利用 する ことであ る。

フォーム ・サー バー:電 子 フ ォーム は2002年3月 か らダ ウンロー ド可能 にな ったが、2004

年か ら、 この基 本コ ンポーネ ン トの 開発 によ り、連邦省庁 が フォー ム管 理 システム(FMS:

FormManagementSystem)を 利用 でき るよ うにな り、2005年 には電子 フ ォー ムの利 用や処

理が特別 なアプ リケー シ ョンがな くて も可能 にな った。

これ らの基本 コンポーネ ン トの 開発は、 ドイ ツ連邦行 政庁'(BVA:Bundesverwaltungsamt)が

担当 して いる。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

PGBundOnline2005:

http:〃www.bmi.bund.de/lnternet/Content/Ministerium/Organigramm/Referate/abteilung_pgbund.html

BundOnline20051mplementationPlan2004-StatusandOutlook:

httP・11www・bmi・bu・d・del・1・』28/nn-148138/1・t・ 畔C・nt・ntiC・ ㎜ ・n/A・d・g・ma…chue「en/2005BundOnline-Umsetz

ungsplan2004 _en,templateld=raw,property=publicationFile.pdfifBundOnline_Umsetzungsplan2004_en

4.2KBSt

「連 邦 行 政rr調 整 諮 問 庁(KBSt:Koordinierungs-undBeratUngsstellederBundesregierungfiir

Informationstechni1(inderBundesverwaltung)」 は 、 連 邦 政 府 のrr戦 略 の 調 整 、rr戦 略 に 関 す る 連

邦 政 府 へ の 助 言 、 戦 略 実 施 の た め の ガ イ ド ラ イ ン の 発 行 な ど を 担 当 す る 。

(1)V-ModellXT

2004年11月 、 省 庁 間rr調 整 委 員 会(IMKA:InterministerielleKoordmierungsausschussfUrdie

InformationstechnikinderBundesverwaltung,1988年 設 立)に よ る 連 邦 政 府 機 関 へ の 勧 告 を 受 け て 、

KBStは;Irプ ロ ジ ェ ク ト管 理 の 新 モ デ ル 「V-ModenXT」(リ リー ス09)を 策 定 し た(2006

年1月 末 現 在 、 リ リ ー ス1.2ま で バ ー ジ ョ ン ア ッ プ さ れ て い る)。 こ の 新 モ デ ル は 、 プ ロ ジ ェ

ク ト開 発 の 各 段 階 で 実 施 す べ き 活 動 と そ の 達 成 目 標 を 詳 細 に 定 め て い る 。
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(2)OSS

・OSSを め ぐる2005年 の ドイ ツ政 府 の動 き は次 の2点 。

・2005年3月 、 連邦 政府 は公 共 部 門のOSS利 用 のベ ス ト ・プ ラクテ ィス を普 及 させ る

目的 で 、OSSコ ンビテ ンス ・セ ンター を設立 した。

・2005年9月 、内務 省 は 、 「サ ー バ及 び統 合 オ フィス ・シス テム 上 の基 本 ソ フ トウ ェア ・

コ ンポ ー ネ ン トの移行 ガイ ド」 の ア ップデー ト版 を発 表 した。

(3)DOMEA

KBStは2005年8月 、DOMEA(DokUmenten-ManagementundelekUonischeArchivierung)組 織

コンセ プ ト及 び要 件カ タログ2.0英 語 版 を発表 した 。KBStが1999年 に発表 した、 このペーパ

ー レス ・オ フィスの コンセ プ トは、電子記録管 理の事実上の標準 とな り、連邦 政府 、州、地方

政府 、製品製 造業者 らによって、電子 記録管理 の行 政側要件 を示す もの として活用 されてきた。

(4)SAGA

電子 政府利用 のたあの統一 的な規格 とソフ トウェア ・アーキテ クチ ャは、IT戦 略 の一部 を構

成す る。KBStは 、これ らを、連 邦行政機関 に対 して拘束力 を持つ電子 政府 の相互運 用性枠 組み

SAGA(StandardsundA;chitekturenfiirE-GovernmentAnwendungen)の 中で示 してきた。。

(5)連 邦行 政情報 ネ ッ トワーク(IVBV)

1990年 代 にKBStの 責任 の下 で 構 築 され た ベル リン ・ボ ン情 報 ネ ッ トワー ク(rVBB:

lnformationverbundBerlm-Bonn)は 、連邦行 政情報ネ ッ トワーク(IVBV:informationsverbundder

Bundesverwaltung)へ とアップグ レー ドされ 、 ドイ ツ国内のすべ ての連邦機 関を結び、セキ ュア

な クロー ズ ド ・ネ ッ トワー クを提供 して いる。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

KBSt:h"p:/1www.kbst.bund.dぴ

V」輌【oden:httP://www.kbst.bund.de/一 ～279/VMOdell.htm

OSS-Kompetenzzentrum:http:∠/www.kbst.bund.dピ ス313/OSS-Kompetenzzentrum、htm

DOMEA:

http:〃www.kbst.bund.deXAkctUelles-ausKier-B【BStス29.307933/DOMEA-organisational℃oncept-a.htm?globaLhome=1

rVBV:http:1/www.kbst.bund.de/Behoerdennetze/-,66/1VBV.htm
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4.31)eutschland-Online

DeutSchlandOnlineイ ニ シアチブ は、連 邦、州 、市町村が共 同で電子 政府 に取 り組む ことを目

的 として2003年6月 に採 択 された 。

(1)柱 ・原則

現在実施 されてい る23の プ ロジ ェク トは、次 の5つ の柱 に分類 され て いる。

■

●

●

●

●

独自開発の電子政府サー ビスやコンテ ンツ(10プ ロジェク ト)

インターネッ ト・ポ一夕ルの相互運用性(4プ ロジェク ト)

共同利用する技術イ ンフラの開発(4プ ロジェク ト)

規格やデータ及びプロセス ・モデルの策定(2プ ロジェク ト)

グループ間の調整、知識移転、政治的運営(3プ ロジェク ト)

また発足時には、参加者間の協力の土台として次の3つ の原則が採択 された。

・23の プロジェク トグループに連邦、州、市町村の代表が平等に参加し、すべての組織に利

益をもたらすソリューションを目指す(SomeforAllの コンセプ ト)。

・ 各プロジェグ トの主導的組織(通 常はプロジェク トを提案 した組織)を 決め、その組織が

財政面を含めて責任を負うようにす る。

・ 規格の透明性 と製品間の競争(特 定のメーカーのアプリケーションを推奨しない)

2004年6月 、首相 と各州 知事 は、Deutschlandく)nlineが2008年 まで の4年 間 に達 成すべ き 目

標 に合意 した。 目標 は、次 のよ うに1年 ごとに段階を追 って設定さ れてい る。

●

●

●

●

2005年 末までに連邦、州、市町村レベルのすべての公的機関が電気通信ヘアクセス

2006年 末までに2003年 に決定されたすべてのプロジェク トをオンライン化

2007年 末までに公的機関が互いに電子的に通信

2008年 末 までに該当するすべての行政手続きをオンライ ン化

●

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

DeutSchland-Online:

httP・〃www.bmi.bund.de/・1・-028/nn-148138A・t・m・tiC・ntentiC・ ㎜ ・n/A・1・ge・IB・ ・sch・e・en/2004σ)euts・hl・nd_Onli・ ・

_Aug_-04_en,templateld=raw,property=publicationFUe.pd班)eutschland_Online_Aug_04_en
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4.4e－ カ ー ド

(1)e－ カー ド戦略

連 邦政府 は2005年3月 、 「e－カー ド」戦 略 を発表 した。 これ は、市民認証 、社会保 障情報、

健康 保険サ ー ビスの各分野 に共通の戦略枠 組み を与える ことを 目的 とし、さま ざまなe－カー ド

(e健 康保 険カー ド、eDカ ー ド、雇用 カー ドな ど)や 、社会保障及び税 務手続 きの各分野 に

おけ るデ ータ ベースやサー ビスへ のアクセス を調 整す る。特 に、電子政府 サー ビスの開発 ・利

用 を促 進す るた めの共通 規格 を定義 し、効率 性 の向上 と費用削減 を図 る。 また、将来 的 には、

e健 康保 険カー ドとeDカ ー ドを統合す るとい う方向性 も示 した。この戦 略の対 象 とな るサー

ビス は次 の通 り。

・e健 康 保険カー ド(elekUonischeGesundheitSkarte):2004年11月 か ら試験運 用が 開始 され

た 。2006年1月 か ら全 国で正式運用す る予定。保 健社会保 障省 が担 当す る。

・eDカ ー ド(DigitalePersonalausweis):ICチ ップ付 きカー ドに電子 署名 と生体認証Dが 保

存 され る。内務省が担 当す る。

・ 雇 用カー ド(JobCard):雇 用者 による紙 ベー スの証明書(賃 金証明書 な ど)の 提示 を不要

に し、行 政の近代化 を図 る ことを 目的 と してい る。経済労働省が担 当す る。

・ 電子 納税(ELSTER:elekUonischeSteuererklarung):所 得税 のオ ンライ ン申告 を可能 にす る

ウェ ブサ イ ト。電 子署名 と電子認証 に対 応 し、2006年 か ら導 入 され る。財務 省が担 当する。

関 連 ウ ェブ サ イ ト

Informationgesellschaft>09.MrzO5:

http:〃www.bmib皿d.delcln_012/m_122052!lnterneVContent!Nachnchten/Pressemitteilungen!2005/03/gemeinsarne_eCa

rd_Strategie.hmi

(2)生 体認 証パスポ ー ト

2005年11月 か ら生体 認証パ スポー ト 「ePass」が段 階的 に発行 され る。ePassに は、保 有者の

デ ジタル顔写 真のほ か、氏 名 、生年 月 日な どの個 人情報が あ らか じめ保 存 され た埋め込 み式の

RF[D(RadioFrequencyIdentification)チ ップが含 まれ る。 内務省が 担当す る。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

ePass:

http:/lwww.bmi.b皿d.de/m_163950/1nternetiContentrThemen/lnforrnationsgesellschaft/DatenundFakten/Biometrie.html
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IXフ ランス

1.フ ランス政府 における情報技術政策

1.1経 緯

2002年11月 、ラファラン首相は、全国民のための情報社会を目指すフランスの包括的rr推

進 計 画 で あ るRE/SO2007(pouruneRRepubHcquenum6dquedanslaSOci6t6del'infbma60n
,情 報

社 会 に お け る デ ジ タ ル 共 和 国 構 想)を 発 表 し た 。RE/SO2007が 取 り 組 む 分 里予は 、 固 定 電 話 、 携

帯電話、インターネ ットを中心 とする通信インフラの整備から、電子商取引、セキュリティ、

法的枠組みの整備、学校におけるインターネット環境の整備、ゲーム産業の育成、電子政府な

ど、きわめて多岐にわたっている。

RE/SO2007の 一環 として、行政的手続きの電子化、電子政府推進のための リーダーシップ強

化と調整、重点プロジェク トへの焦点化が掲げ られ、さらに、2003年2月 、電子政府政策の推

進機関として、電子行政推進庁(ADAE)が 設置された。

'
これ らを受 ける形で2004年2月 、 ラフ ァラン首相 は、電子政府推 進 プログ ラム 「ADELE

(ADm㎞stradonELEctronique)2004/2007」 を発表 した。ADELEプ ログ ラム は、140の プ ロジ

ェク トか らなる電子 政府 アク シ ョンプ ランに従 って実施 されて いる。 フラ ンス 政府 によ る と、

2005年3月31日 現 在、計画 された140の プロジェク トの うち、約30%が 既 に実施 されて いる。

表D(-1に フランス政府における主要情報技術政策の経緯を示す。

表1X-1フ ランス政府 主要情報技術政策経緯

発表時期 政 策 概 要
2002年11月 「情報社会におけるディジタル共和国構想:

RIシSO2007」

二大目標(① フランスの情報化の遅れに終止

符を打つ、②全国民のための情報社会の実現)

2004年2月 「電 子 政 府 推 進 プ ロ ジ ェ ク ト:ADminis仕aUon

ELEctronique2004/2007-ADELEpourvous

simpli丘erlavie」

国家が広範かつ革新的に情報技術を利用する

という先駆的役割を果たすことで、フランス

市民の生活の簡素化をめざすE<沁vemment

実現のための長期にわたる統一的共通枠組み

Source:フ ラ ンス 政 府発 表 資料 か ら作 成

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

internet.gouv.fr:http:〃www.internet.gouv.fr/francais/index .htm1
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1.21T政 策 の担当機関

フランスのrr政 策は、中央省庁が次の3っ の省庁間委員会に参加することによ り、政府全体

で包括的に実施されている。

●

●

●

情 報 社 会 の た め の 省 庁 間 委 員 会(CISI:Comit6slntermmist6rialspourlaSoci6t6d'lnformation)

国 家 改 革 の た め の 省 庁 間 委 員 会(CIRE:Comit6sInte㎜inist6rialspourlaR6formedeIDtat)

国 土 の 整 備 ・発 展 の た め の 省 庁 間 委 員 会(CIADT:Comit6sInterminist6rialsd'am6nagementet

ded6veloppementdutenitoire,)

このほか、関係省庁内に設置されたrr関 連機関が、上記の省庁間委員会と連携 している。以

下に、2004～05年 に組織変更などのあったrr関 連機関を列挙する。

(1)電 子行政推進庁(ADAE:AgencepourleDeveloppmentde1'AdministrationElectronique)

新 内閣で は、電子政府政策 が従 来 の公職 ・国家 改革省か ら経済 ・財政 ・産業省 に移 管 された。

これ に伴 って、フ ランスの電子 政府 政策 の策定 及びその実施 の指導 と監視 を行 う電子行政推 進

庁(ADAE)は 現 在、経済 ・財 政 ・産業省 の予算 ・国家改革担 当大 臣(Ministred616gu6auBudget

etalaReformede1'Etat)に 委任 され てい る。同大臣 は国家行 政の近 代化 を推 し進めてお り、2006

年1月 にADAEを 含 む4つ の既存 機関 を統合 して国家近代化 総局(ladirectiong6neraledela

modemisationdeIFtat)を 創 設す る ことを予 定 して いる。

(2)情 報技 術戦略会議(CSTI:ConseilStrat6giquedesTechnologiesde1'information)

2004年lo月 、メデ ィア、通信 、rr業 界 、研究機 関、ユ ーザー の代表30人 が新 たにcsTIの

.委員 に任命 された。 これ に際 して ラフ ァラン首相(当 時)は 、CSTIが 今後 取 り組 むべ き5つ の

優 先テーマ として、①Icrに よ る競 争力 向上 、② 一般市 民の ための新 たな用 途の 開発 、③ICT

分野 の研究 開発 と技術 革新 、④ICT企 業 の国際競 争力の向上、⑤ICT関 連の教育 カ リキ ュラム

の 開発 、を挙 げた。

(3)企 業 総 局(DGE:DirectionG6n6raledesEntreprises)

旧 産 業 ・情 報 通 信 ・郵 便 電 信 総 局(DIGITIP:DirectionG6n6ralede1'lndustrie,desTechnologiesde

1'InforrnationetdesPostes)は 現 在 、経 済 財 政 ・産 業 省 の 企 業 総 局(DGE)}こ 統 合 さ れ て い る 。
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首相

情 報 社 会 の た め の 省 庁 間 委 員

会(CISI:Comit6s

Interlnin誌t6rialspou[rlaSoci6t6

d'lnformation)

:包 括 的 な 情 報 社 会 の 問 題 に 取

り組 む

＼＼

国家 改 革 のた め の省庁 間 委

員会(CIRE:Comit6S

InternUnist6rialsPOurla

R6formede10tat):政 府 近 代 化

政策 の 観 点か ら情 報 技術 お

よ び通 信 問題 に取 り組む

↑↓

国 土 の 整 備 ・発 展 の た め の 省 庁

間 委 員 会(CIADT:Comitds

Interminist6rialsd'am6nagement

etdedevelopPementdu

tenitoire,):全 国 に お け る 情 報 社

会 へ の ア ク セ ス お よ び ブ ロ ー

ドバ ン ドの 開 発 に 取 り組 む

//
中 央 政 府 各 省 の 管 轄 下 に あ る 機 関

電 子 行 政 推 進 庁(ADAE:Agen㏄pourleDeveloppementde1'AdmirlistrationElectronique):電 子 政 府

デ ィ ジ タ ル 経 済 の た め の ミ ッ シ ョ ン(MEN:CommerceelectroniqueMissionpourl'economie

num6rique):電 子 商 取 引

企 業 総 局(DGE:DirectionG(Sn6raledesEntreprises,旧DIGmP):情 報 通 信 技 術 の 開 発

メ デ ィ ア 開 発 局(DDM:DirectiondeDeveloppementdesMedias):情 報 社 会 の た め の 政 府 ア ク シ ョ

ン の 実 施 に対 す る支 援

情 報 技 繊 略 会 議(CS皿:ConseilStrat6giquedesTechnologiesde1'information):技 術 革 新 お よ び 研

究 開 発

イ ン タ ー ネ ッ ト利 用 委 員 会(DUI:D61egationauxUsagesde1'internet):イ ン タ ー ネ ッ トへ の 公 共 ア

ク セ ス の 拡 大

国 土 整 備 ・地 域 事 業 諮 問 委 員 会(DA㎜:Delegationb1'Am6nagementduTenitoireeta1'Action

R6gionale)及 びDGE:国 土 整 備 ・ブ ロ ー ドバ ン ドの 推 進

図IX-11T関 連の政府機関

関連ウェブサイ ト

PortailduGouvernmentYillepin:http:〃www,premier-ministre.gouv.fr!

2.IT推 進 政策RE/SO2007

2.1概 要

REISO2007(pouruneRRepublicquenum6riquedanslaSOci6t6de1'information,情 報 社 会 に お け

る デ ジ タ ル 共 和 国 構 想)は 、全 国 民 の た め の 情 報 社 会 を 目 指 す フ ラ ン ス の 包 括 的rr推 進 計 画 で

あ り、2002年11月 に発表 された。RE/SO2007が 取 り組 む分野 は、固定電話 、携帯電 話、イ ン

ターネットを中心 とする通信インフラの整備か ら、電子商取引、セキュリティ、法的枠組みの

整備、学校 におけるインターネット環境の整備、ゲーム産業の育成、電子政府な ど、きわめて
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多岐にわたっている。

2004年10月 、ラフ ァラン首相(当 時)はREISO2007の 進捗状 況 につ いて 、同構想 の発表 か

ら2年 の間 に多 くの分野で フ ランスが欧 州のICT先 進国 に追 いつ きつつ ある、とい う肯定的 な

中間評価(BilanduplanREISOami-parcours"Lasoci6tede1'informationenFranceen2004,"以 下 、

本文で は 「中間評価 」 と略記)を 発表 した。以下 は、 この報告 をベース に しなが ら、その後実

施 された施策 を中心 にして最新情 報 を補 ってい る。

表IX-21CT利 用 の拡大

指標 単位 2002年 2004年

パソコンを所有する世帯 全世帯に占める割合(%) 36 43

インターネット接続率 全世帯に占める割合(%) 24 33

ブ ロー ドバ ン ド加 入 万件 50 600
.

携帯電話への加入 万件 3,600 4,200

無線LANイ ン フラ ホ ッ トス ポ ッ ト数(カ 所) 一 2,500

オンライン購入 万人 450 950

電子商取引売上 億 ユ ー ロ 22 47

中小企業のオンライン化 % 82 95

Source:Lasoci6tede1'informationenFranceen2〔)O,

関 連 ウ ェ ブ サ イ,ト

BilanduplanRE!SOftmil)arc皿rs:http:〃www.premier-ministre.gouv.frAMG/pdfisociete
_inforSation_2004.pdf

2.2通 信イ ンフ ラ

電 気 通 信 部 門 の 規 制 当 局 は 、 経 済 ・財 政 ・産 業 省 所 管 の 電 子 通 信 規 制 局(ART:Autoritede

RegulationdesTelecommuptcations)で あ る 。 た だ し、 デ ジ タ ノレテ レ ビ に つ い て は 、 ラ ジ オ テ レ

ビ 高 等 評 議 会(CSA:ConseilSuperieur1'Audiovisuel)が 監 督 す る 。

以下に示す通信市場データの多 くは、ARTの 年次報告書(2002年)'及 び四半期報告書(2004

年第3四 半期)に 基づく。

(1)電 気通信市場 全体

ARTに よる と、かつて約10%を 維持 して いた フランス電気通信 市場の成長率 は、2001年 に

は3%に 減速 した。2002年 度 の総 売 上高338億 ユ ー ロ(約4兆5,300億 円、10月2日 付 為
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替 レー ト:1ユ ー ロ=136円 に基 づ く、 以 下 同様)は 、 この年 のGDPの2.29%を 占め る。

2003年 第2四 半期か ら2004年 第2四 半期 にか けての成長率は5 .4%へ とやや もち直 した。こ

れ を支 えた の は、イ ンターネ ッ ト、特 にブ ロー ドバ ン ド市場の顕著な伸び である(ART)。

携帯電話市場は、電気通信市場全体の約40%を 占める最大の市場セグメントである。固定電

話市場も約34%を 占めるが、毎年ゆるやかに減少を続けている(ART)。

表D(-3電 気通信市場の売上高(2003～04年)

(単位:百 万 ユ ー ロ)

Q32003 Q42003 Q12004 Q22004 Q32004

Q204/Q203
(%)

固定電話 3,325 3,319 3,265 3,195 3,146 δ.4%

イ ンター ネ ッ ト 326 359 436 438 561 +72.1%

携帯電話 3,436 3メ90 3鴻79 3,616 3,786 +10 .2%

先進サービス 427 456 435 412 426 一〇.4%

リー ス 回線 573 586 551 542 554 弓.3%

データ伝送 138 153 128 128 146 +5.7%

事業 者支 援 、デ ィ レク トリ、

広告 93 91 57 67 80 一14 .2%

ボスティング及びコールセ

ンター管理 14 7 5 8 7 r49、3%

端末及び機器 521 703 533 472 629 +20.7%

合計 8,853 9,165 8,889 8,879 9,334 +5.4%

So田ce:"恥elecommunicationsservicesmarketinFrancea咄e敵dq囎2(脳,"ART

(2)イ ンター ネ ッ ト

ARTに よ る と、イ ンター ネ ッ ト市場の総売 上高 は、2003第2四 半期か ら2004年 第2四 半期

にか けて72.1%増 という 目覚 しい成長 を記録 した。これ には、ブロー ドバ ン ドの成 長率115 .3%

が大 きく寄 与す る。

表IX-4イ ンターネッ ト市場の売上高(2003～04年)

(単位:百 万 ユ ー ロ)

Q32003 Q42003 Q12004 Q22004 Q32004

Q204/Q203

(%)

インターネット関連総売上 326 359 436 438 561 +72 .1%

・ダイヤルアップ接続
138 133 127 109 141 +1.8%

・ブ ロ ー ドバ ン ド
171 205 290 306 368 +115.3%

・そ の他
17 20 20 23 ・52 211.9%

So田ce:"ThetelecommunicationsservicesmarketinFranceatthe敵dqu頒er2(脳
,"ART
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RE/SO2007の 「中間評価」 によ る と、2004年 には、全世帯 の33%が イ ンターネ ッ トに接続

し、接続率 は2002年 の22%か ら着実 に上 昇 し、 これ と並行 して 、イ ンター ネ ッ トの利用時間

も、2003年 には、一 月あた り平均14時 間6分 へ と前年度比で約30%伸 びた。イ ンターネ ッ ト

接続率 が上昇 した背景 には、PC所 有率 の上昇が あ る。2004年 には、PCを 所 有す る世帯 は全世

帯の43%に 達 し、2002年 の36%か ら大幅 に増加 した。

また フラ ンス政府 は、 自宅 か らイ ンター ネ ッ トにアクセスで きない国民向 けに公衆 アクセス

ポイ ン トを設 置す るプ ロジェ ク ト 「NetPublic」 も実施 している。フ ランス 国内のNetPublicア ク

セスポイ ン トは2002年 は2,200カ 所 だったが 、2004年 には3,000カ 所 を超えた(「 中間評価 」)。

(3)ブ ロー ドバ ン ド

フ ランス政府 は2003年12月 に開催 された 国土整備 ・発展 のため の省庁 間委員会(CIADT:

Comitelntermmiste4elde1'Am6nagementetduDeveloppementduTenitoire)に お いて 、デ ジタル通

信網 整備 に関す る政府戦略 を発表 した。そ の一環 と して 政府 は、2004～07年 に全 国で ブロー ド

バ ン ド配備 を支援す る 「フ ランス領土 にお ける ブ ロー ドバ ン ド開発支援基 金」 を創設 し、ブ ロ

ー ドバ ン ドの普及促進 を図って きた。

ARTに よると、ブロー ドバンド ・インターネッ トの契約件数は2004年 第3四 半期末までに

約550万 件に達 し、イ ンターネッ ト加入件数全体の約半数を占めるようになった。ADSLは ブ

ロー ドバ ン ド全体の約92%を 占め、ADSLの 主たる代替技術であるケーブルは8%し かない。

約550万 件の加入件数を全人 口約6,㎜ 万人で割 った、いわゆるブロー ドバン ド普及率は約9%

である。RE/SO2007の 「中間評価」によると、これは、欧州の平均を上回 り、英国や ドイツよ

りもわずかに高いが、北欧諸国には及ばない(ARr)。

表IX-5イ ンター ネ ッ ト加 入件数(2003～04年)

Q32003 Q42003 Q12004 Q22004 Q32004 Q204/Q203,

(%)

合計(ダ イヤルアップ+ブ

ロー ドバンド) 10,005,270 10,605,693 11,061,655 11,141,458 11,308,326 +13.0%

ダイヤルアップ ・インター

ネット加入件数 7,215,000 7,036,378 6,660,209 6,230,045 5,810,631 一19
.5%

ブ ロ ー ドバ ン ド ・イ ン ター

ネ ッ ト加 入件 数 2,790,270 3,569,315 4,401,446 4,911,413 5,497,695 +97.0%

－ADSL 一 3,172,013 3,978,077 4,482,948 5,061,779 一

一ケ ー ブル 348,295 393,788 419,779 424,978 432,500 +24.2%

一そ の他 一 3,514 3,590 3,487 3,416 －

So町ce:"Thetelecomm皿icationsservicesmarketinFrancea咄e曲dqu頭er2(囮,"ART
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RE/SO2007の 「中間評価 」 によ る と、2004年6月 現在 、フ ランス国 民の約5分 の4が ブ ロ

ー ドバ ン ドにアクセ ス可能 になった。 このカバー率 は、非 常に急 速 に増加 して いて、2003年 末

か ら2004年6月 にかけて ほ とん どすべ ての県で5ポ イ ン ト以 上ア ップ した。

(4)地 上波 デジタルテ レビ

地 上波デ ジタル テ レビ(TNT:Tel6visionNumeriquedeTerre)放 送 は2005年3月 末 か ら開始 さ

れ てい る。 全国17カ 所 に送信設備 が設置 され、人 口の35%を カバ ー してい る。 フラ ンス政府

は、人 口カバ ー率 を2005年9月 までに50%、2006年 上半期 には65%、2007年 には80～85%

にす る ことを 目標 として いる。

(5)携 帯電話

携帯電話市場の売上高は1998年 か ら2002年 の4年 間に約3倍 に増加 した。成長率はその後

鈍化 したものの、依然として堅調な伸びを続けている。

2003年 第2四 半期か ら2004年 第2四 半期 にか けての成長率 は10.2%だ った。 この伸 びに は

音 声通信(9.2%増)、 データ伝送(22.5%増)の 両方が寄与 し、デー タ伝 送の8割 以 上はパー

ソナル ・メ ッセージ ング(SMS〔ShortMessageService〕,MMS〔MultimediaMessagingService〕

な ど)が 占める。

表IX-6携 帯電話市 場の売上高(2003～04年)

(単位:百 万ユーロ)

Q32003 Q42003 Q12004 Q22004 Q32004 Q204/Q203
(%)

携帯電話 3,159 3,182 3,166 3,304 3,449 +9.2%

・発信国際通話 126 120 118 131 147 +16 .8%

携帯電話ネットワークによる

データ伝送 275 305 312 312 337 +22.5%

・パ ー ソ ナル ・メ ッセー ジ ング

(SMS,MMS,ほ か) 238 265 266 262 281 +18.1%

合計(携 帯電話+デ ータ伝送) 3,434 3,487 3,479 3,616 3,786 +10.2%

So田ce:"恥elec()mmunicationsservicesmarketinFranceat也ethirdquarter2004,"ART

携帯電 話 の台数 は2004年 第3四 半期末 に4,290万 台、普及率 は71%に 達 した。欧州 の中で

見 ると、普及率 は依然 として低 いが、近年 、既 存事業者の物理 的ネ ッ トワー クを使用す る仮想

移 動体 サー ビス事業者(MVNO:MobileVirtualNetworkOperator)が 登場 し、初めて携帯電 話 を

契約す る顧 客層 を獲得 しつつ ある。
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関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

lnternet.gov・fr:http:〃www.internet.gouv.fr

DataandSurveys:http:/ノwww.finances.gouv.fr/minefVminefi _ang/chif『es/index.htm

Telecommunications:http:11www.arttelecom.fr/obsewato圃indexづ ㎜g.htm

3rdQuar'ter2004:hnp:1/www.arttelecom.仕!observatoirピstat!3-2004/eng/statrim3ぺ)4℃ng.pdf

2.3電 子商取引

(1)一 般市民 のオ ンライ ン購 入

REISO2007の 「中間評価」 によ ると、オ ンライ ン購入 の利用人 口は2004年 に950万 人 に達

し、前年 の750万 人か ら27%増 加 した。 このペー スは、イ ンター ネ ッ ト加入件数 の伸 びの約3

倍 に相 当す る。

(2)企 業のICT利 用

RE/SO2007の 「中間評価」 による と、2004年 、 フラ ンスの全企業 の95%が イ ンターネ ッ ト

に接続 し、2002年 か ら13%増 加 した。 ただし、中小企業 のイ ンター ネ ッ ト利用に は、地 理的

な位 置 によ る大 きな不 均衡が存在 して いる。

Webサ イ トを設置 している企業の割合は52%で 、2002年 か らほとん ど変化 していない(「 中

間評価」)。普及が進まない要因としては、電子商取引のアプ リケーション開発や、顧客 と供給

業者の間の関係構築の後れ、などが挙げられる。

(3)電 子商取 引関連法

フ ランス国内にお ける電子 商取 引サー ビスの発展 と、オ ンライ ン取 引のセ キュ リテ ィ確保 を'

目指 し、EUの 電子 商取 引指 令(2㎜/31/EC)を フ ランス 国内法 化 した 「デジタル エコ ノミー に

お ける信頼 に関す る法律(LEN:laloipourlaconfTiancedansl'economienum6rique,N。2004-575)」

が2004年6月 か ら実 施 されて い る。 同法は次の3点 を柱 とす る。① 信 頼の強化 、② オ ン ライ

ン上の通信 の自由の強化、③ 商取 引のセ キ ュリテ ィ強化 とサイバー 犯罪へ の対抗措置 。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

40ctobre2005:http://www.internet.gouv.fr/article.php3?id_article=1909

16d6cembre2004:http:!ンwww.internet.gouv.fr/article.php3?id_article=1849

15juin2005;httP:l/www.internet.gouv.fr/article.php3?id _article=1892
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2.4セ キ ュ リテ ィ

(1)サ イバー犯罪 との戦い

「サイバー犯罪 との戦い」は2004年6月 に政府の重点分野の一つとして発表され、互いに

補完的な次の6つ の軸に沿って実施される。①サイバー犯罪の正確な地図の作成、②サイバー

犯罪取締 りのための教育訓練の強化、③国民全体への予防啓蒙活動、④違法サイ トの監視、⑤

技術面の監視及び研究開発、⑥サイバー犯罪者を裁く。

2005年4月 に は 、 上 記 の6つ の 軸 に 次 の2件 の 提 案 が 追 加 さ れ た 。 ①ICT犯 罪 対 策 室

(OCLCTIC:OfficeCent【aldeLuttecgntrelaCriminalit61i6EeauxTechnologiesde1'Informationetdela

Communication)内 に 、 犯 罪 者 の 特 徴 を 記 述 す る た め の 全 国 セ ン タ ー を 設 置 す る 、② イ ン タ ー ネ

ッ ト ・サ ー ビ ス ・プ ロ バ イ ダ の た め の 証 明 書 を 発 行 す る 。

(2)青 少年の保護

RE/SO2007の 「中間評価」によると、学校のイ ンターネッ ト接続率が高 まり、2003年

にはほ とん どすべての高校 および大学、5校 に4校 の小 ・中学校がインターネ ッ トに接続

可能である。

国民教育 ・高等教育 ・研究省は2005年5月 、有害なコンテンツか ら青少年を保護するため、

次の3つ のイニシアチブを発表した。①教育機関へのフィルタリングソフ トの導入、②学校ご

とに情報システムのセキュリティについて報告する担当者を配置、③教育用途 には不適切なサ

イ ト40万 以上か らなる 「ブラックリス ト」を各学校に配布。

(3)デ ー タ保護法

フ ランス政 府 は1978年1月 に 「情報科学及 び 自由に関する法律」 を採択 し、欧州 で初めて

デー タ保護法 制 を確 立 した。 これ は、公共 ・民 間部門 によるデー タベー ス内の個 人情 報の利用

や個 人デー タの処理 に対 して 法的枠 組み を与 える もので、 同法の実施 と遵 守状況 の監視 は、国

家情 報科学 ・自由委員 会(CNIL:CommissionNationaleInforrnatiqueetLibert6s)が 担 当 してい る。

この法律は2004年8月 、EUデ ータ保護指令(1995/46/EC)を フランス国内法化 した法律

(N。2004-801)の 交付によって改正された。新法では、情報社会 ・デジタル経済でのデータ処

理形態に適用される新たな司法概念を導入するとともに、自然人の権利 と保護 を強化 し、処理

責任者によ り多 くの義務を課 している。
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関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

14avril2005:http:〃www.intemet.gouv,丘/article.php3?id _article=1882

19mai2005:http:〃www.internet.gouv.fr!article.php3?id _article=1886

ACTUALITIi>30-09-2005:

http:〃www.premier-ministre.gouv.fr/information/actualites .20/tnLune-couverture.totale.54045.html

ACTUAIJTE>14-09-2005:

http:〃www.premier-ministre.gouv.frfinformation/actualites.20/technologies.information.installation-un-53908.html

3.電 子政府推進プログラムADELE

3.1概 要

2002年11月 発表の包括的rr推 進計画 「RE/so2007」 の一環 として、行政的手続きの電子化、

電子政府推進のためのリーダーシップ強化 と調整 重点プロジェク トへの焦点化が掲げ られた。

さらに2003年2月 には電子政府政策の推進機関として、電子行政推進庁(ADAE)が 設置され

た。

これ らを 受 け る形 で2004年2月 、 電 子 政府 推 進 プ ログ ラム 「ADELE(ADministration

ELEc加nique)2004/2007」 が発表 され た。ADELEプ ログラムの全対 象期間(2004～07年)に

わた る予算総 額は18億 ユー ロ(約2,448億 円)で ある。

ADELEプ ログラムは次の3つ の戦略 目標を定めている。

・ 行政手続きの簡素化:一 般市民 ・企業 ・公共団体 ・地方 自治体の負担を軽減す る。

・ データのセキュリティ ・機密性の確保:特 に、セキュアなユーザー識別システムの利用。

また、公的機関による個人データの利用を市民の管理下に置 くこと。

・ 国民管理の近代化:電 子政府の発展による生産性向上に通 じて2007年 までに約50億 ユー

ロ(約6,800億 円)を 節減す る。

ADELEプ ログ ラムは、140の プロジェク トか らなる電子 政府 アクシ ョンプ ランに従 って実 施

されて いる。 フランス政府 によ ると、2005年3月31日 現在、 計画 された140の プ ロジェク ト

の うち、約30%が 既 に実 施 されて いる。以下 で は、それぞれ の 目標 にっ いて、 これ まで に実施

され たプ ロジェク トを中心 に、電子 政府サ ー ビスの現 況 を示 している。
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関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

ADAE:httP:1/www.adae.gouv.fr,/index.php3

3.2市 民 ・企業向け電子サービス

ADELE発 足以前か ら稼動 している市民 ・企業向け電子サービスは次の通 りで、各サー ビス

には電子政府ポータル 「Service-Public.fr]からアクセスすることができる。

・ 市民向けサー ビス:所 得税の申告、職業安定所での求人検索、社会保険給付申請(失 業保

険、家族手当、医療費、奨学金)、個人文書(パ スポー ト、運転免許証)、車両登録(新 車、

中古車、輸入車)、 建築許可申請、警察への盗難の届け出、公共図書館(カ タログと検索

ツール)、 証明書申請(出 生、結婚)、 高等教育 ・大学への登録、保健関連サービス(病 院

の予約、サービス案内など)ほ か

・ 企業向けサービス:社 会保険料の電子申告、法人税 の申告 ・通知、付加価値税(間 接税)

の納入、新会社 の登記、統計局へのデータ送信、オ ンライン関税サー ビスへのアクセス、

環境関連の許可申請、ほか。

ADEIE以 前か ら取 り組 んで きた市民 向 けサー ビス事 例 の一 つ に 「日常生活 カー ド(CVQ:

CartedeVieQuotidienne)」 が ある。現在 は、地方 自治体 の提案 した14のCvQ試 験 プ ロジェ ク

トが実施 されてお り、2005年 末 まで継続 され る。 このカー ドを利用 した具体 的サー ビス には、

教 育 ・文化 ・スポー ツ施 設や交 通機関へ のアクセ ス とイ ンター ネ ッ トで の手続 き、行 政手 続 き、

電 子投票な ど、があ る。

フ ランスの電 子政 府 に関 す る最新 の利 用者調 査(「BarometreADELEde1'administrationen

ligne」、2005年3月 発 表)に よ ると、 国民の4分 の1以 上が既 に電子 政府サー ビス を利 用 した

ことがあ り、利用者 の93%が サー ビスに満足 している。

表Pt-7電 子行政の利用拡大

2002年 2004年

公共電子サービス 110件 200件 以 上

公衆インターネットサイ ト 5,500カ 所 7,㎜ カ所

オンラインで利用可能な行政フォーム 74% 90%

オンライン納税申告 15万 件 125万2,319件

社会保険の給付申請 28% 50%

車両登録
、

全国レベルではなし200万 枚の証明書

Source:Lasoci6t6de1'informationenFranceen2004
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ADELE発 表以降実施された(ま たは実施が検討されている)代 表的プロジェク トは以下の

通り。

(1)電 子健康保健カー ド

'フランス政府は2004年5月 、健康保健業務のセキュリティ強化と詐欺の防止を目的として

電子健康保健カー ド 「Vitale」の大規模アップグレー ドを発表 した。この次世代カー ドは2006

年に導入される予定で、所有者の写真も貼付される。

(2)コ ール セ ンター

2004年10月 、公 的行政 コールセ ンター 「AU6SerVicePublic」 が全国でオ ープ ン した。一般

市民 は(3939)番 に電話 をか ける と、公共 サー ビス と行政手続 きに関す る情報が 得 られ る。

(3)住 所変更通知サービス

2005年5月 スター トした。フランス国民は、このサービスを利用して住所変更を一度通知す

るだけで、複数の公的機関への届け出を完了することができる。

(4)国 民 電 子IDカ ー ド

国 民 電 子IDカ ー ド プ ロ ジ ェ ク ト 「INES(L'ldentit6NationaleElectroniqueSecurisee)」 は 、2003

年9月 に 内 務 省(当 時)に よ り発 表 さ れ た 。

公共 ・民間 ・非営利部 門の70の 組織 で構成す る諮 問機 関 「イ ンターネ ッ トの権 利 フ ォー ラ

ム(leForumdesDroitSsurlnternet)」 は、内務省 の委託 を受けて2005年2月 ～5月 に電子 国民

H)カ ー ドに関す るオ ンライ ン ・デ ィベー トを主催 した。 同フォー ラムは2005年6月 、デ ィベ

ー トで の約3
,㎜ 件 の意見 を集約 した レポー トを内務大 臣 に提 出 し、法案 を議会 に上程す る前

に再度見 直す こ とを求 めた。 レポー トに よると、一般 市民 は、 プ ライバ シー、 セキ ュ リテ ィ、

生体認 証デ ータに関 して、 よ り多 くの保証 を望 んでい る。

INESプ ロジェク トは現在、こうした現行の法案に対する懸念を理由に、少なくとも2∞8年

まで凍結され、特にカー ド保有の義務について見直 しが行われる、との観測が高まっている。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

Dossierd'informationdu40ctobre2004:http:〃www.adae.gouv.fr/lMG/pdff3939_v2.pdf

Communiqu6depressedu17mai2005:http:/1www.adae.gouv.frllMG/pdlicp-17m紬fpdf
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17juin2005:httP:〃www.internet.gouv.fr!article.php3?id _article=1893

Lacarted'identit6num6rique:h廿p:〃www.interneしgouv.fr/article.php3?id _article=1144

3.3政 府機関向け電子サービス

(1)官 報の電子化

2004年6月 、フランス官報の電子版が紙ベースの官報 と同等の法的価値 を持つ ことになった。

これに伴い、特定の種類の法律は、インターネッ ト上での官報の公開によって施行 されるよう

、 になる。,

(2)公 共調達

政府 機関 の情 報 シス テムの近代化 を 目指 し、公共調達 の電子化が経済 ・財政 ・産 業省 を中心

に して 進め られ てい る。2005年1月 か ら実施 されて いる公共調達法(N。2004-15;codedesmarch6s

publics)の 第56条 で は、公 共調達の電子入 札 を義務付 けている。 中央 省庁 の場 合 、15万 ユー

ロ(約2,000万 円)を 超えるすべて の物品 ・サ ー ビスの契約、及び、23万 ユー ロ(約3,100万

円)を 超える公共事業が対象 となる。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

Fild'actus:httpゾ/www.internet.gouv.fr/rubrique.php3?id _rubrique=22

achatpublc.comO5/11/2004::http:〃www.achatpublic.com/news!2005/Ol/-51/AchatPublicBreveFnAPC.2005-01-03.5822

(3)セ キュリティの強化

フランス政府は既に2㎜ 年3月 から、EUの 電子署名指令(1999/93/EC)を 国内法化 した電

子署名法を実施 している。

2003年10月 には、電子政府 サー ビスで電子 署名 を利 用するた めの明確な枠組 み を提 供す る

「セキ ュ リティ に関す る部 門間参照ポ リシー(PRIS:PolitiquedeR6ferencementintersectoriellede

s6curit6)」(第1版)が 発表 され た。

PRISの 第2版 は、ADAEと 、情報 システ ム ・セキ ュ リテ ィ中央局(DCSSI:Directioncentralede

las6curiedessystemesd'information)が 、官 民両部 門の専 門家か らなるア ドホ ック委員 会 と共 同

で策定 し、2005年7月 に公 開され た。第2版 は 、認証局 と、電子サー ビス を提供 す る公的及び

民間機 関に向 けて、デ ジタル 証明書 を行 政に活 用す るための条件 を示 して いる。
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関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

PRISv2-Notedecadrage:http:〃www.adae.gouv.fr/IMG/pdfiq)RISv2.0 _=_Note_de_cadrage.pdf

(4)電 子政府 に関す る法整 備

政府 が行政 及び法 務 の簡 素化 に関す る法令 を発す る ことを認 め る法律(PLH:Pr()jetdeLoi

dHab血tadon,N。2003-591)は2003年7月 に採択 された。 その後 、ADELEプ ログ ラム の枠 組み

の中で2004年12月 、 この法律 を補完す る新た な法律(P田2;N。2004-1343)が 採択 され た。

PLH2は 、すべての公的機関が行政手続きを簡 素化する目的で電子サtビ スを開発及び配備

することを可能にする。ただ し、その電子サー ビスが、法令の定めるセキュリティ標準 と相互

運用性標準 に準拠することが条件 となる。 したがって、将来の電子政府開発においては、①電

子的交換のセキュリティ(識 別、認証、暗号化、否認防止、タイムスタンピング、記録保管)、

②サー ビス及び情報 システムの相互運用性、の2つ が基本的原則になる。

2005年 第1四 半期 には、 これ らの原則 に基づ いて、① 住所変更サ ー ビス、② 行政 にお ける電

子署名 、③ 個 人データ の再利 用 ・アクセス ・配 布、 とい う3つ の具体 的分野 につ いて3件 の決

定(ordomance)が 下 された。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

LeJournald'Adele:http://www.adae.gouv.fr/rubrique.php3?id _rubrique=69

Actualit6:httP:〃www.adae.gouv.fr/rubrique.php3?id _rubrique=94

Juridique>PLHpourles"nuls"!htq):/1www.adae.gouv.丘/anicle.php3?id _article=616
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シンガポール
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Xシ ンガポール

1.シ ンガポールにおける情報技術政策

1.1経 緯

シンガポー ル政府の最初 のrr政 策 と しては、1980年 に 「国家 コン ピュータ化 計画(National

ComputeriZationPlan)」 が実 施 され、rTの 利 用による行 政の改善 とい う本来 の 目的のほか に、rr

への認識の拡大 、IT能 力の養 成促進 、地 方にお けるrr産 業の需要 につなが った。

こ の 後 、 国 家rr計 画 と し て 、1992～1999年 の 「rr2000("SingapOre-thelltelligentIsland")」
、

2000～2003年 の 「lnfocomm21(SingapOre-theInfocommCapital)」 の 成 功}こ 基 づ き 、現 在 、2(題

～2006年 の3年 間 に わ た る 「ConnectedSingapore」 を 実 施 中 で あ る
。

さ らに、 シンガポール 政府 は現 在、Com㏄tedSingaporeの 後 の2015年 まで の10年 間 にわ た

る国家IT計 画 「11telligentNation2015(iN2015)Masterplan」 の策 定 を民 間企 業や研究機 関 と共

同で進めて お り、2005年5月 には、iN2015マ ス ター プランの策 定 を行 うハ イ レベル の運 営委

員 会(iN2015St㏄ 血gCommi"㏄)が 組織 された。

また,2005年2月 、 トニ ー ・タン副首相 は、2005～2007年 の3年 間の情報通信 セキ ュ リテ

ィ ・マスター プラン(lnfocommSecurityMasterPlan)を 発表 した。 シ ンガポール 政府 は、 サイ

バ ー脅威 の管理能力形成 とサイ バーセキ ュ リティの強化 に3 ,800万 シンガポール ドル(約27億

円)を 投 じる。

シンガポール にお ける電子 政府 政策は、国家rr計 画 と同時期 に開始 され 、歩調 を合 わせて

数 々の プログラム/イ ニ シアチ ブを実 施 してい る。現在 は、2003年7月 発表 の第2次 電子 政府

行 動計画 を実施 中で ある。 同計画 は2006年 まで継続 して実施 され 、総予算 は13億 シンガポー

ル ドル(約910億 円)。 達成 目標 は① 利用者 の満足度 向上(DelitedCustomers)、 ② 政府 と国民の

連捷 化(ConnectedCitiZens、)③ 政府のネ ッ トワーク化(NetworkedGovernment)、 であ る。

表X-1に シンガポール政府における主要情報技術政策の経緯を示す。
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表X-1シ ンガポール政府 主要情報技術政策経緯

発表時期 政策 概要

2003年3月 「C・m㏄tedSingap・re」 世界的な㎞品◎o㎜Capiω(情 報通信拠点)と しての地位確保

を目指す

2003年7月 「第2次 電子政府行動計画(eGAPH)」 3つ の達成目標①利用者の満足度向上②政府と国民の連係強

化③政府のネットワーク化

2005年2月 「情 報セ キュ リテ ィ ・マ ス タ ー プ ラン」 国家情報通信セキュリティー委員会の指導の下で、IDA主 導

の多機関活動を通じて策定、実施は皿)Aが担当する

1.21T政 策 の担 当機関

通 信 情 報 芸 術 省(MICA:Ministryoflnformation,CommunicationsandtheArts)所 管 の 」情報 通 信

開 発 庁(IDA:lnfocommDevelopmentAuthority)は 、 シ ン ガ ポ ー ル 政 府 の 最 高 情 報 責 任 者(CIO)

ま た は 最 高 技 術 責 任 者(CTO)に 相 当 す る 役 割 を 担 っ て い る 。

財 務省(MOF:MmistryofFinance)は 、n)Aと 連携 しなが ら、電子 政府 関連 の計画全般 を監

督 し、公共サ ー ビス のすべ て の情 報通信 技術(ICT)イ ンフ ラ及 びサ ー ビス について責任 を負

う。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

Ministries:http:〃www.gov.sgtgovtlist _Minis.htm

2.国 家IT計 画

シ ン ガ ポ ー ル で は 国 家rr計 画 と し て 、1992～1999年 の 「IT2000("SingapOre-theIntemgent

Island")」 、2000～2003年 の 「lnfocomm21(Singapore-theInfocommCapital)」 の 成 功 に 基 づ き 、

現 在 、2004～2006年 の3年 間 に わ た る 「ConnectedSingapore」 を 実 施 中 で あ る 。

2.1iN2015マ ス タ ー プ ラ ン

シ ンガ ポール 政 府 は現在 、ConnectedSingaporeの 後 の2015年 まで の10年 間 にわ たる 国

家IT計 画 「Intel五gentNation2015(iN2015)Masterplan」 の策 定 を民間 企 業や研 究 機 関 と共

同で進 め て い る。

(1)iN2015運 営委 員 会

2005年5月 には 、iN2015マ ス ター プ ラ ンの策 定 を行 うハ イ レベ ル の運 営委 員会(iN2015
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SteeringConmitt㏄)が 組 織 され た。 この運 営委 員会 は、IDA:#長 が委 員 長 を務 め 、業 界 関

係 者、 政府 関 係者 な どで構 成 され る。

(2)情 報通 信 能 力評 議 会

iN2015運 営 委 員 会 と併 せ て 、IcT専 門家 か らな る 「"1青報 通 信 自助 評 議 会(lnfocomm

CompetencyCo皿cil)」 の設 置 も発 表 され た。同評 議会 は 、専 門 的な 立 場 か らの意 見 をiN2015

マ スタ ー プ ラ ン策 定 に反 映 させ る こと を 目的 とす る。 同評 議 会 の 議長 は 、 シ ンガ ポー ル ・

コ ンピュー タ協 会(SingaporeComputerSociety)の 会長 が 務 め る。

(3)コ ンペ テ ィ シ ョ ン 「IT!iN2015」

IDAのcEoは2005年5月 、iN2015運 営 委 員会 を代 表 して 、コ ンペ テ ィ シ ョン「rr!iN2015」

を発表 した 。 この コ ンペ は 、皿)A、 シ ンガ ポー ルIT連 盟(SiTF:SingaporerrFederation)、

シ ンガポ ール ・コン ピュー タ協 会 が 主催 し、2015年 まで に情 報 技術 を いか に仕事 、 学 習 、

娯 楽 に役 立 て るか につ いて 、 一般 か ら絵 画 、マ ンガ、短 編 映 画 、物 語 な ど多 様な 形 式 で意

見 を求 め る もの で あ る。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

IDA:http:〃www.ida.gov.sg/idaweb/markedng/indexjsp

MediaReleases>】DAtoCo-CreateV;isionOfSingapore:httpVlwww.in2015.sg/iN2015 _news_mediareleases.html

2.2情 報技 術 ロー ドマ ップ

情搬 術 ロー ドマ ップ(rrR:InfocommTechnologyRoadmap)は 、iN2015マ ス ター プ ラン策

定 に向 けた重 点施策 の一つ にな って し、る。mは 、シ ンガポール にお ける技術 開発 の ビジ ョン、

動向な どを示 し、世 界の情報 通信技 術の発展 の中に位置 付 ける ことで、 シ ンガポールの業界 関

係者が技術動 向 を把握 し、 ビジネスチ ャンスを獲得で きるよ うに支援す る ことを 目的 とす る。

rrRは2000～2005年 に合計5回 のイ ベ ン トを通 じて発表 されて いる。
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表X-2第1～5回 情報技術 ロー ドマ ップ(ITR)イ ベ ントの概要

開催日 重点項目

第1回(2000年7月) モバ イ ル ・ワイヤ レス

ブ ロー ドバ ン ドアクセ ス

第2回(2001年3月) Co㎜ ㏄tedHome

電 子 商 取 引 にお ける情 報 通信 セ キ ュ リテ ィ

第3回(2002年2月) 光 ネ ッ トワー キ ング と光 通 信学

次 世 代 イ ン ター ネ ッ ト ・アプ リケー シ ョン

第4回(2002年11月) モ バ イ ル ・ワイ ヤ レス

ブ ロー ドバ ン ドア クセ ス

Conn㏄tedHome

電 子 商 取 引 にお け る情 報通 信セ キ ュ リテ ィ

(第1回 及 び第2回rrRの 更新)

第5回(2005年3月) センチィエント・テクノロジー(知 覚能力を持つ技術)

未来通信

ナノ及びバイオ ・テクノロジーによるコンピューティング革命

Source:IDA:infocommTechnologyRoadmap(m),PastEventS

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

MediaReleasesbyCategory>e-Lifestyle:ht申:〃www.ida.gov.sg/idaweb/media/media_datejsp?monthtype=all&pagec

ategory=elifestylemr:media&pageCategoryName=e-Lifestyle

IDAの 最高技術責任 者(CTO)は 、第5回rrRイ ベ ン トにお けるシ ンポジウム 「Singapore

InfocommForesight2015」 にお いて 、,IDAの 情報通信 ロー ドマ ップ第5版(rrR5)を 披露 した。

この ロー ドマ ップは、iN2005マ ス ター プラン策定 のための長期 的戦 略計画 の役割 を果たす もの

で ある。ITR5の ハイ ライ トは以 下 の3点 で ある。

(1)コ ンピュータ利用

2015年 には、今 日のよ うなPCが 姿 を消 し、代わ って 、ナノテ クを利用 したデバイ ス経 由で

メイ ンフ レームにア クセ スで きるよ うになる。 コンピュー タは さ らに小型化 し、 日常 的な機器

の 中に埋 め込 まれる。コン ピュー タ利用 は、グ リッ ドコンピュー ティ ング、ピア トゥピア技術、

サー ビス指 向アーキテ クチ ャ(Webサ ー ビス、ソ フ トウェア ・エー ジェ ン ト技術)な どの技術

革新 によって変化 を続 ける。

(2)通 信

専門家たちは、光ファイバーの普及で、世界中どこにでも大量のデータを転送できるように

なると予測する。光ファイバーの導入費用が低下 し、ブロー ドバ ンドがいたるところで利用で

き るようにな る。
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(3)セ ンチィエン ト・テクノロジー(知 覚能力を持つ技術)

知覚能力を持ち、互いに作用するインテリジェン ト・デバイスが登場する。世界各国で これ

らを利用し、化学 ・生物セ ンサーなどの全国規模のセンサーネッ トワークを構築し、常時稼動

することによって、国内のさまざまな脅威に対応する。スマー トシステムも配備され、老人介

護、在宅医療などに活用される。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

lnfocommTechnologyRoadmap:

http:〃www.ida.gov.sg/idaweb/techdev/infopage.jsp?infopagecategory=&inf()pageid=13344&versionid=3

1DASharesVisionofinfocommLandscape:httpVlwww.ida.gov.sg/;idaweb/media/rmfopage .jsp?infopagecategory-techno

logy.rnr:media&versionid=6&infopageid=13337

3.情 報通信の利用状況

3.1市 民の情報通信利用

(1)PC所 有 世帯 率 とイ ンターネ ッ ト ・アクセス世帯率

■)Aの2005年 版年 次報告書 による と、PC所 有 世帯率 は、2002年 、2003年 、2004年 に68%、

74%、74%と 推移 した。 またイ ンター ネ ッ ト ・ア クセ ス世帯率 は、2002年 、2003年 、2004年

に59%、65%、65%と 推移 した。

2002～2003年 の増加 には、政府の実施 した 「NeUPC(NewandUsedPC)」 プログラムが一部

寄与 していると考え られる。これは、2003年4月 に開始された国家的プログラムで、低所得世

帯がPCを 所有するための2つ の方法(① 新しいPCを 安価に購入する、②中古PCを 無償供与)

を提供する。

(2)情 報通信利用の高度化

2005年4月 に 皿)Aが 実施した調査は、一般市民による情報通信利用が高度化 していること

を明らかにした。15歳 以上のインターネット利用者の95%以 上が電子 メールを利用 し、82%

が情報検索を行い、62%が アプリケーション ・ソフ トをダウンロー ドした。学校のカ リキュラ

ムの中でrrの 重点化を進めた ことによ り、e－ラ一二ングの利用率は32%、 子供向け教育コンテ

ンツの利用は21%ま で高まった。オンラインショッピングは、インターネッ ト利用者の30%

が利用した。
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(4)ブ ロー ドバ ン ドと携帯電話 の普及率

■)Aの2005年 版年次報告書 による と、 シ ンガポールの一般世帯へ のブ ロー ドバ ン ド普及 率

は、2002年 、2003年 、2004年 に、23%、36%、45%と 毎年着実 に上 昇 して いる。加入者 数は

この期 間 に、27万500人 、42万1,700人 、54万5,500人 と推移 した。携帯電話 の普及率 も、2002

年、2003年 、2004年 に76%、86%、94%と 増加 を続}ナている。

(5)無 線 ブ ロー ドバ ン ドの展開

IDAは2004年2月 、無線 ブ ロー ドバ ン ドア クセ ス(WBA:WirelessBroadbandAccess)の 試験

および商業 展開 に専用 の周波数帯 と して2.3GHz帯 と2.5GHz帯 を開放 す る ことを発表 した。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

IDAAnnualReport:httpVlwww.ida.gov.sg/;idaweb/marketing/infopage.jsp?infopagecategory・factSheet:abOutida&version

id=1&infopageid=13075

n)AYearBook2004/2005,p.12:http:〃www.ida.gov.sg!idaweb/docldownload/l3075/1DA _AR_2004_05_LRpdf

lnfocommFacts&Figures:httpVlwww.ida.gov.sg/idaweb/media/factfigureindex.jsp

AnnualSurveyoninfocommUsageinHouseholdSandbylndividualsfor2004:http:〃www.ida.gov.sgidaweb/med

ia/;mfopage.jsp?infopagecategory=&infopageid=13350&versionid=6

MediaReleasesByCategory>Broadband:http:〃www.ida.gov.sg/idaweb/media/media-datejsp?monthtype=all&pag㏄

ategory=broadband.mr:media&pageCategoryName=Broadband

3.2企 業の情報通信利用

(1)mAに よる利用調査

IDAは2005年8月 、企業による情報通信利用に関する調査結果を発表 した。以下の数字は

すべて この調査結果に基づく。'

2004年 の企業の情報通信機器の利用率は83%で 、2003年 と同じ水準にとどまった。企業規

模別では、従業員10人 以上が98%、 従業員10人 未満が71%だ った。

また2004年 の企 業 のイ ンター ネ ッ ト利 用率 は76%だ った。この割合 は2003年 とほ とん ど変

化が な い。企 業規模別 に見る と、従業 員10人 以上 では95%、 従 業員10人 未 満が60%だ った。

企 業 による ブロー ドバ ン ドの利 用率 は2003年 の54%か ら2004年 には59%へ と上昇 した。
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一
特 に従業員10人 以上の企業では82%と 高く、従業員10人 未満の企業の2倍 以上となっている。

企業 にお ける無線LANの 利 用率 は27%、GPRS(GeneralPa6ketRadioService、GSM方 式携

帯 電話 ネ ッ トワー クを利 用 した第2.5世 代デー タ伝送技 術)の 利用率 は16%だ った。

(2)ハ イ テク製造業 のサ プライ チェー ン

皿)Aは2004年5月 の 「E-BusinessConnections2004」 カ ンファレンスで、電子 ・精密 工学製品

メー カ が サ プ ライ チ ェ ー ンを活 用 す る 「共 同ハ イ テ ク製 造 計 画(CollaborativeHigh-Tech

ManufacturingPlan)」 を発表 した。この計画 が完 全 に実施 された場合、シンガポール のハ イテ ク

製造 業界は 、そ の効 率性 の向上 によって最大で7億 シ ンガポール ドル(約490億 円、11月16

日付 為替 レー ト1シ ンガポール ドル 二約70円 に基づ く、以下同様)を 節減 し、付 加価値活動

か ら20億 シ ンガポール ドル(約1400億 円)の 追加収 益 を上げる こ とがで きる、 とIDAで は試

算 して いる。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

Info◎ommFacts&Figures:h仰:〃www.ida.gov.sg/idaweb/mOdia/factfigureindex.jsp

SurveyonlnfocommUsageinBusinessesfor2(脳:http:〃www.ida.gov.sg/idaweb/media/infopage.jsp?infopagecatego

ry=&infopageid=13559&versionid=1

pdf,PP.2-3・httPVIwww.id・.9・v.・glid・w・b/d・Cld・Wh・ ・d/l355911T.U・ag旦2004.E・ ㏄ －Sli・nm・ ・y.250805.pdf

E-Business:h"p:〃www.ida.gov.sg/idaweb/ebusinesS/index.jsp

SingaporetodevelopfbrmidablesupPlytha㎞s:

http:〃www.ida.gov.sg/idaweb/ebusiness!Tmfopage.jsp?infopagecategory÷&infopageid=12852&versionid=1

4.セ キ ュリテ ィ

4.1情 報通信セキュ リティ ・マスタープ ラン

トニ ー ・タ ン副首相 は2005年2月 、皿)A主 催の情報通 信セキュ リテ ィ ・セ ミナーで講演 し、

2005～2007年 の3年 間 の情 報通信 セキ ュ リティ ・マス タープラ ン(lnfocommSecurityMaster

Plan)を 発表 した。 シンガ ポール 政府 は、・サイバー脅威 の管理能 力形成 とサイバー セキ ュ リテ

ィの強化 に3,800万 シンガ ポール ドル(約27億 円)を 投 じる。

情 報通信 セキ ュ リティ ・マス タープ ランは、国家情報通信セキ ュ リテ ィ委 員会(N【SC:National

infocommSecurityCommittee)の}旨 導の下 でDA主 導 の多機 関活動 を通 じて策定 された。 同マ
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スタープランの実施及び事務局はIDAが 担当する。

情 報通信セキ ュ リテ ィ ・マ スター プ ランでは、 シ ンガポール の情報通信環境 を保護す るため

の以 下の6つ の戦略 の概要 が示 され る。

・ 国家認証イ ンフ ラ(NationalAuthenticationInfrastructure):オ ン ライ ン取 引の利用者 に向け

てIDの 盗難 を防止す る信頼 ある認 証手段 を開発 し、 よ りセキ ュアなe－サー ビス提 供 を促

進す る。

・ 国 家情 報通 信 セ キ ュ リテ ィ意 識 向 上 プ ログ ラム(NationalinfocommSecurityAwareness

Programme):最 善 のセキ ュ リテ ィ実践}こつ いて ホームユ ーザー向 けに広報 ・教育活 動 を行

う。

・ 業 務継続対応度評価 枠組み(BusinessCon血uityReadinessAssessmentFramework):政 府機

関の業務継続性 計画の有効性 を評価す る。

・ 国家サイバー脅威監 視セ ンター(NationalCyberthreatMonitoringCentre):24時 間体 制でサ

イバー脅威 を監視 ・分析 、 リアル タイムで攻撃 を検 知す る。

・ 国家的聾 イ ンフラの'1青報通信脆 弱'性調査(infocommVulnerabilityStudyofNationalCritical

Infrastructure):金 融、エ ネル ギー、通信、保健 医療、運 輸な ど、重要 イ ンフラの情 報通信

保護 を評価す る。

・ コモ ン ・ク ライテ リア認定方 式(CommonCriteriaCertificationScheme):セ キ ュ リテ ィ に関

す るISOの 国際標準(コ モ ン ・クライ テ リア)に 従 って情報通信 製品 を認定す る。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

lnfocommSecuritySeminar2005,22February2005:

http:〃wwvv.egov.gov.sgZlnfocorrmi+Securiry+Seminar+2005.htm

lnfo◎ommSecurityMasterplan:

http:〃www.egov.gov.sgllnf6◎o㎜+Security+Seminar+2005+一 －lnfocomm+Security+M卿[肌htm

(1)FASTENUP!

皿)Aは 、情報通 信セ キュ リテ ィ ・マス ター プランの下 で、情報セキ ュ リティ意 識向上 プ ログ

ラム(lnfocommSecurityAwarenessProgramme)を 実施 して いる。さ らに、 このプ ログラム の一

環 としてIDAは 、イ ンター ネ ッ ト利 用者 にセキ ュ リテ ィ脅威 か らの防御策 として次 の5つ の基

本的なセキ ュ リティ実践 「EASTENUP!」 を奨 励 してい る。

・Firewall(フ ァイ アウ ォール):個 人 用フ ァイ アウ ォール のイ ンス トール と正 しい使 用法 の

習得
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●

●

●

Anti-virus(ウ イルス対策):ウ イル ス対策 ソフ トのイ ンス ト・・一一・ル と署 名の定期 的更 新

Scan(ス キ ャ ン):電 子 メール や ウェブサ イ トの勧誘への注意

Update(ア ップデー ト):オ ペ レーテ ィングシステム とアプ リケー シ ョンソフ トウ ェアの定

期的更新

Password(パ ス ワー ド):安 全なパス ワー ドの作成 ・変更

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

FASTENUP!:httpOt/www2.egov.gov.sg/online _newsletter/issue17/FASTEN%20UP.htm

4.2ス パム対策

(1)ス パム被害調査

皿)Aは2003年10～11月 、電子メール を使用する15歳 以上のシンガポール国民および永

住者 を対象にして、シンガポール にお けるスパムの性質と範 囲につ いて アンケー ト調査 を

実施 した。その結果 によると、電子 メール利用者の94%が スパム を受信 した ことが あり、

平均 して3通 に1通 はスパムだった。

(2)DAに よるス パム対 策

IDAは 、ユーザー 側の意 識 を高 めるた めに、新 たに専用サイ ト 「シンガポール ・スパム対策

リソースセ ンター(SingapOreAntiSpamResourceCentre,www.antiSpam.org.sg)」 を立 ち上 げて い

るほか、e-Celebrationsキ ャンペー ンの一環 と して、e－ライフス タイ ル教育 を通 じて スパム対策

を行 って いる。

(3)ス パム規制法案

IDAと 法務省はスパム規制法案(SpamControlBM)に ついて、2004年5月 の第1回 公

的諮問に続 き、2005年9月 には第2回 公的諮問を実施 した。

提案された法案では、電子 メール によるスパムに加えて、新 たに携帯電話 を利用 したス

パム も規制対象 とした。 また新たに、スパムによって損害を受けた人 に対 して、違法な発

信者 を相手取 って訴訟 を起 こす権利 を与える。

ま た 、自動 的 に生 成 した メール ア ドレスや電 話番 号 の利用(Dictionaryattack)、 イ ンター

ネ ッ ト上 に あ る電子 メール ア ドレスや 住 所、電 話番 号 の収集(addressharvesting)な どの手
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法でスパム メール を送信す る者は、民事訴訟の対象 とな る。有罪 と認め られ る場合 には、

裁判所 によってスパム行為 を停止す るよ う命令 を受けるほか、スパムメール1通 あた り25

シンガポール ドル(約1,750円)、 最高100万 シンガポール ドル(約7,㎜ 万 円)の 罰金が

課 され る。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

2003SurveyonUnsolicitedE-mailsKeyFindings:

h廿p:11www.ida.gov.sglidaweb/faCtfigure!infopage.jsp?infopagecategory=&infopageid=12864&versionid=3

MediaReleases:hロp:〃www.ida.g帆sg/idaweb/media/media _date.jsp?monthtype=latest&pagecategory=*.mr:media

MediaReleasesbyCategory>Te1㏄oms:http:〃www.ida.gov.sg/idaweb/media/media _date.jsp?monthtype=all&pagecat

egory=telecoms.mr:media&pageCategoryName=Telecoms

5.電 子政府

シンガポール政府 は現在 、2003年7月 発 表 の第2次 電子 政府行 動言十画(eGAPll:eGovemment

ActionProgrammell)を 実 施 中で ある。同計画 は2006年 まで継続 して実 施 され 、総予 算は13

億 シンガポール ドル(約910億 円)。 達成 目標 は① 利用者 の満足度 向上(DelitedCustomers)、 ②

政府 と国民 の運搬 化(ConnectedCitizens)、 ③ 政府 のネ ッ トワー ク化(NetworkedGovemment)、

で ある。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

Singaporee-Government:httP://www.egov.gov.sg!

eGAPll:http:〃www.eg帆g帆sg!PlansandStrategies/e-Governmen?1ans/eGovernmentActionPlanll/index.htm

5.1,電 子 政府 へ の投資 額

IDAに よ ると、シ ンガポ ールの公共部 門で は2005会 計年度 に22億 シ ンガポール ドル(約1,500

億 円)をrrに 投資 す る。 大部分 はIDAが 実施す るもの で、残 りは国防 省、国 内問題省 、内務

省 、教 育省 、,人材開発 省な どによる。

前年(2004会 計年度)の 公共部 門にお けるrr投 資額 は、16億 シ ンガポール ドル(約1,loo

億 円)だ った。 これ は、政府 支出総額 の4.5%に 相 当す る。
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(1)標 準ICT運 用環境 プロジェク ト

2005年 度のrr投 資総額 の)ち 、15億 シンガポール ドル(約1,㎜ 億円)は 、シンガポ

ー ル政府 の 「標 準ICT運 用 環 境(SOE:StandardICTOperationEnvironment)」 プ ロジ ェ ク ト

に投入 され る。SOEは 、標 準デ ス ク トップ環 境 と標 準 ネ ッ トワニ ク環 境 で構 成 され る。標

準 化 され る コ ンポ ー ネ ン トは、 デ ス ク トップ ・オペ レーテ ィ ング ・シス テム 、デ ス ク トッ

プ管理 ツー ル な ど。提 供 され るサー ビスは 、基本 コ ン ピュー テ ィ ング ・サ ー ビス 、ネ ッ ト

ワー ク ・サ ー ビス 、 ユ ーザ ー ・サー ビス、デ ス ク トップ ・サ ポー ト ・サ ー ビス(リ モ ー ト

及 びオ ンサ イ ト)、 技 術 及 び デ ス ク トップ更新(2～3年 ごと)、 で あ る。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

PressRelease:SingapOre'slnfocommSectorRemainsaKeyEngineofGrowth:http:11www.ida.gov.sg/;idaweb/medi

a/infopage.jsp?infopagecategory=egovern皿ent.mr:media&versionid=3&infopageid=13400

ANNEX:StandardICTOperatingEnvironment(SOE):

http:〃www.ida.gov.sg/idaweb/do(シdownload/13400/SOEdoc

5.2電 子政府の利用状況

財務省 とDAの 電 子政府 識 調査(eGovemmentPerceptionSurvey)}こ よる と、2004年 には、

57%の シンガポール 国民が電 子 政府 を利用 した。この割 合 は2002年 の43%、2003年 の49%か

らさ らに増加 した。

2004年 の電子 政府利用者 の うち、88%が 過去12カ 月以 内に電 子 的なや り取 り(イ ンターネ

ッ ト、キオスク、イ ンタラクテ ィブな電子応答 システム、電子 メール、SMSな ど)を 行 い、前

年の73%か ら15ポ イ ン ト増加 した。残 りの12%は 、政府機 関の窓 口、郵便 、フ ァックスを利

用 して いる。

シンガポール政府 のオ ン ライ ン ・ポー タル(V(・WW.90V.sg)経 由で利 用できる政府オ ン ライ ン ・

サー ビス は約1,600件 ある。2004年 に最 もよ く利 用 された電子 サー ビスは次 の5つ で ある。

●

●

●

●

●

所 得 税 申 告:内 国 歳 入 庁(IRAS:lnternalRevenueAuthorityofSingapore)

中 央 積 立 基 金(CPF:CentralProvidentFund)明 細 書 照 会:CPF委 員 会

経 済 構 造 株 式(ERS:EconomicRestructu血gShares)現 金 化 等:CPF委 員 会

航 空 機 フ ラ イ ト情 報:シ ン ガ ポ ・一・一・ル 民 間 航 空 局(CAAS:CivilAviationAuthorityofSingapore)

不 正 駐 車 罰 金 支 払:公 共 住 宅 開 発 庁(HDB:Housing&DevelopmentBoard)及 び 都 市 再 開 発
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庁(URA:UrbanRedevelopmentAuthority)

関 連 ウ ェ ブサ イ ト

MediaReleasesbyCategory>eGovernment:http:〃 ….ida.gov.sg/idaweb/m翻m甑datejsp?monthtype-all&pa

gecategory=egovernment.mr:media&pageCategoryName=eぺGovernment

5.3新 たな電子サービス事例

(1)統 合問題 管理 システム(ICMS)

社会 開発青年スポー ツ省 は、従来 の分散 型rrシ ステム の機能 的、技術 的限界 を克服す るべ く、

統合 問題管理 システム(ICMS:IntegratedCaseManagementSystem)の 開発 による業務 プロセ ス

の再構築 を決定 して いる。ICMSは 、利用者 中心 で包括 的なサー ビス提供 を 目標 と し、業 務プ

ロセス を合理化す ると ともに1異 なる部 門間でデータ管理 を調整す る。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

MCYSBuildsaWorld-ClassSystem:http:〃www2.egov.gov.sglonline_newsletter!issue17!MCYS.htm

(2)電 子カルテ

シンガポールのすべての公立病院 ・診療所がカルテ をオンライ ンで共有で きる 「EMRX

(ElectronicMedicalRecordExchange)」 システムは、.2004年4月 に稼動開始 した。EMRXシ ス

テムの利点は次の3点 にまとめ られる。

・ 医療記録に素早く容易にアクセスできることで、医療の安全性と質が高まった。

・ 患者が転院した り、医療レベルを変更 した りした場合、病院間や医師間の協力を可能にす

る。

・ 検査結果を参照できるため、別の病院で不要な検査をすることが減 り、患者の負担する費

用が低減する。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

"Patient'sFirst"HealthcareServices:

http:〃www2.egov.gov.sglonline_newsletterfissue15/E1㏄tronic%20Medica1%20Record.htm

(3)児 童 福 祉 支 援

電 子 シ ス テ ム 「チ ャ イ ル ド ・ケ ア ・ リ ン ク(ChildCareLink,www.childcarelink.gov.sg)」 は 、
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保育事業者 と政府をつなぐワンス トップのウェブサイ トで、両者の間の適時なコミュニケーシ

ョンを可能 にしている。一例 として、2003年 のSARS発 生時には、すべての保育施設 を閉鎖す

る決定が数分以内に全事業者に伝達 された。

この シス テム は、 シンガポー ル政府 の企 業向 けポー タル(www .business.gov.sg)の オ ンライ

ン事 業免許 付与サー ビス(OBLS:OnlineBusinessLicensingService)に 統合 され、新 たに保育施

設 を開業す る事業者 は 申請書類 を送信後2週 間で 免許が 交付され るようにな った。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

One心topChi】dCare:http:〃www2.egov.gov.sg/online _newsletter,/issue15/Childcarege20Link.htm
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XIマ レー シ ア

1:マ レーシアにおける情報技術政策

1.1経 緯

1991年2月 、マハ テ ィー ル首相(1981年 、首相就任 、2003年10月 同退任)に よ ってマ レー

シア政府 の長期 経済計画 で あるVision2020が 発表 され た。 これ は2020年 まで にマ レー シア を

,先進工業 国にす る ことを 目的 とした経済社会開発構想 で ある。このVision2020の 具体 策 のひ と

つ として,1996年8月 、rr産 業育 成 を目的 とした 国家 プ ロジェク ト、マルチ メデ ィア ・ス ーパ

ー ・コ リドー(MSC:MultimediaSuperCorridor)が 発表 された
。MSC計 画 は、1996年 ～2003

年 の フg－ ズ1、2004年 ～2010年 の フェー ズ2、2011年 ～2020年 の フェーズ3に 分かれ てい る。

2004年6月 、MSC実 行評 議会(lmplementationCouncil)第17回 会 合では 「MSCサ イバ ー ン

デ ィ/サ イバーセ ンター」 ステ ータス を当初の指定地域 以外 にも導 入 し、全国へ拡大 す る こと

が決定 された。MSCフ ェー ズ2に お けるMSC全 国展 開(MSCNationalRollout)は 、国や地域

の発展 と競争力 の強化 、デ ジタル格差 の是正を 目指す。

表～(1-1に マレーシア政府における主要情報技術政策の経緯を示す。

表XI-1マ レーシア政府 主要情報技術政策経緯

開始時期 政策 概要
1996年

8月

マ ル チ メデ ィ ア ・ス ー パ ー ・コ リ ドー

(MSC)計 画

サイバージャヤを中央に配し、シティセンター、プトラ

ジャや新行政都市、クアラルンプール新国際空港を結ぶ

東西に15㎞ 、南北50㎞ の地域で、マルチメディア技

術を活用した都市開発を行う

2004年

7月

マ ル チ メ デ ィ ア ・ス ー パ ー ・コ リ ドー

(MSC)計 画 フ ェ ーズ2開 始

サイ バ ー ン デ ィ,サ イバ ーセ ンター の2つ のス テ ー タ ス

を全 国 へ拡 大 す る

1.21T政 策 の担 当機 関

2004年 に 行 政 機 構 全 体 の 見 直 し も 行 わ れ 、そ れ ま で 情 報 技 術 政 策 の 実 施 に あ た り 中 心 的 役 割

を 担 っ て き た 科 学 技 術 環 境 省(MOSTE:MmistryofScience ,Technology,andEnvironment)1ま 科 学

技 術 革 新 省(MOSTI:MmistryofScience,Technologyand■movation)に 、 エ ネ ル ギ ー 通 信 マ ル チ

メ デ ィ ア 省(MECM:MmistryofEnergy,CommunicationsandMultimedia)は エ ネ ル ギ ー 水 通 信 省

(MEWC:MinistryofEnergy,Water,andCornmunications)に そ れ ぞ れ 名 称 が 変 更 さ れ た 。
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(1)科 学技術革新省

2004年 の省庁再編の一環 として、エネルギー通信マルチメディア省か ら科学技術革新省へ以

下の所掌が移管された。

・ 国家ICT政 策の策定と実施

・ 国家情報セキュリティ政策の策定と実施

・ICTの 研究開発(R&D)と 商用化の促進

・ICT産 業の育成と推進

2004年 の省庁再 編後、国家情 報技術評 議会(NITC二NationalInformationTechnologyCouncil)

事務 局 も科学技術革新 省に移 管 された。 同評議会 は、 アブ ドラ首 相(議 長)と 関連 政府 部門の

長 の合計14名 で構 成 される。

科学技術 革新省 には2005年3月 、ICT政 策局(ICTPolicyDivision)が 新設 された。同局 は次

の5部 門か ら構成 され る。

●

●

●

●

●

政 策 戦 略 部(PolicyandStrategicUnit)

ICT技 術 調 査 部(ICTTechnologyStudiesUnit)

評 価 監 視 部(AssessmentandMonito血gUnit)

ICT啓 蒙 部(ICTAcculturationUnit)

MTC事 務 局(NITCS㏄retariat)

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

MmistryofScience,Technologyand■movation:http:〃www.mosti.gov.my/MostePortal/websitelindex.jsp

Home>OrgarliZation>Division>NrrC:

http:〃www.mosti.gov、my!opencms/expOrt/MostePorta1/NIT(ンNITCIntro、htm1

(2)マ ルチ メデ ィア通信委 員会

エ ネルギー水通信大 臣の監 督下 にあるマノレチ メデ ィア通信委員 会(MalaysianCommunications

andMultimediaCommission)は 、 「1998年 通 信 マ ル チ メ デ ィ ア 委 員 会 法(Malaysian

CommunicationsandMultimediaAct1998)」 に基づ き設置 され た法定 機関(statutorybody)で あ り、

通 信 マルチメディア産業の 政策 実施 と規制 を担 当 してい る。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

MCMC:http:〃www.mcmc.gov.my/
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2.マ ル チ メデ ィアスーパー コ リ ドー

1991年2月 、マハテ ィール 首相(当 時)は30年 間で年平均経済成長 率7%、GDPの9倍 増、

所 得の4倍 増 を達成 し、2020年 まで にマ レーシア を先進 国にす る とい う 「ビジ ョン2020(Vision

2020)」 構想 を打ち 出 した 。

そ の具体策 の一つ として1996年8月 には、rr・マル チメデ ィア企 業 にとって理想 的な環 境 を

提供 する コ リ ドー(回 廊地帯)でrr産 業育成 を 目指す 国家プ ロジ ェク ト 「マル チ メデ ィアスー

パ ー コリ ドー(MSC:MultimediaSuperCbnidor)」 が発 表 され た。

2.1実 施体 制

MSC計 画 を実 施す るの は、マ レー シア会社法(CompaniesActofMalaysia)に 基づ き1996年

に設 立 され 、現在 は科 学技 術 革新省 の管 轄下 に置か れ る国有 企業 、マ ルチ メデ ィ ア開発公 社

(MDC:MultimediaDevelopmentCorporation)で あ る。

マルチ メデ ィア開発公社の子会社 は次 の通 り。

・MSCベ ンチ ャー公社(MSCVentureCorporation):1999年 設立 のMSCベ ンチ ャー ワ ン(MSC

VentureOne)を 前 身と し、イ ンターネ ッ ト企 業、 ソフ トウェア開発企 業、 コンテ ンツク リ

エーター 、通信 ソ リュー シ ョンプ ロバイ ダな ど、情報通信技術 業界 の革新 的企業 への投資

を専門 とす るベ ンチ ャーキ ャ ピタル機 関。

・MSC技 術セ ンター(MSCTechnologyCenter):ビ ジネス動 向の調査や諸機 関の評価 を行 う。

1997年 設 立。

・MSCマ ネ ジメ ン トサー ビス(MSCManagementServicesSDnBhd):ビ ジネス コンサル テ ィ

ングな どを行 う。1999年 設立。

・ ナ レッジ ワー カーエ クスチ ェ ンジ(KWX:KnowledgeWbrkerExchange):MSCマ ネ ジメ ン

トサ ー ビス の子 会社 で、Icr業 界 向け人材紹介 を手 掛ける。

・MSCTmstgate .com:MSCの 電子 商取 引推進企業 に対 してセキ ュ リティサー ビス を提供す る。

1999年 設立 。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

MultimediaSuperCorridor:http:〃wwwmsc.commy/index.asp
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2.2フ ェーズ別実績 ・計画

MSC計 画 は、1996年 ～2003年 の フェーズ1、2004年 ～2010年 のフェーズ2、2011～2020年

のフェーズ3の3段 階 で実 施 され る。

(1)MSCフ ェーズ1(1996～2003年)

MSC計 画 の フェー ズ1で は、5カ 所 のサイバー ンデ ィが開発 され、1000社 以 上 の企 業、大学

を誘致 した。MSCス テータス の付 与、MSCフ ラ ッグ シ ップ アプ リケー シ ョンの試 験実 施、2

万2,000件 の雇用創 出、60億 リンギ(約1,900億 円、12月31日 付為替 レー ト1 、リンギ=31.3

円に基 づ く、以下 同様)の 収益 を実現 した。

5カ 所 の サ イ バ ー ン デ ィ は 次 の 通 り。

・ サ イ バ ー ジ ャ ヤ:1999年7月 、rr企 業 の 事 業 や 研 究 ・開 発 の 拠 点 と な る イ ン テ リ ジ ェ ン ト

シ テ ィ(情 報 都 市)と し て オ ー プ ン し 、 積 極 的 な 企 業 誘 致 が 行 わ れ て き た 。

・UPM-MTDCテ ク ノ ロ ジ ー イ ン キ ュ ベ ー シ ョ ン セ ン タ ー(UniversitiPutraMalaysia-

MalaysianTechnologyDevelopmentCorporationTechnologyIncubationCentre)

・ テ ク ノ ロ ジ ー パ ー ク ・マ レー シ ア(T㏄ ㎞ologyParkMalaysia)

・ ク ア ラ ル ン プ ー ル ・シ テ ィ セ ン タ ー(KLCC:KualaLumpurCityCentre)

・ ク ア ラ ル ン プ ー ル タ ワ ー(KualaLumpurTower)

サイバーンディのほかには、MSC計 画の下で1996年 か らクアラルンプール近郊に新行政都

市 「プ トラジャヤ(Putrajaya)」 の計画 も進め られ、すでに主な首都機能が移転 しそいる。

(2)MSCフ ェー ズ2(2004～2010年)

MSCの フェーズ2(「NextLeap」)で は、 開発地 域 のステー タスが保証章典(BoG:Bi皿of

Guarantees)の 満足 状況な どに応 じて、次 の2つ のPテ ゴ リに分類 され る。

・MSCサ イバー ンデ ィ(MSCCybercity):世 界 的な ビジネス/生 活環境 を持つイ ンテ リジ

ェ ン トシティ。BoGを10項 目す べて満足す る。

・MSCサ イバー セ ンター(MSCCybercenter):基 本的環境 が整備 された ビル または複合施設 。

BoGを 一部満足す る。

10項 目の保証 章典(BMofGuarantees)は 次 の通 り。

・ 世界一流 の設備 、通信 情報イ ンフラの提供
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●

●

■

●

●

●

●

●

●

知的労働者雇用の無制限化

会社所有権の自由を保証

MSCイ ンフラに対する資本を世界中に求める資本調達の自由化

法人所得税の最大10年 間の免除または100%の 新規投資税額控除。マルチ メディア関連機

器の輸入関税免除

知的所有権やサイバー法などの分野における地域的 リーダーになること

イ ンターネ ットでの検 閲を行わないことの保証

世界的にみて魅力的な水準の通信料金

主要MSCイ ンフラへの入札機会

ワンス トップスーパーエージェンシー としてのマルチメディア開発公社のサー ビス

2004年6月 のMSC実 行 評議 会(lmplementationCouncil)第17回 会合 で は 「MSCサ イバ ー ン

デ ィ/サ イバ ーセ ンター」 ステー タスを 当初の指定地域 以外 にも導入 し、全 国へ拡 大す る こと

が 決定 された 。 この全国展 開 の初期段 階で は次 の2つ のサイバー ンデ ィが誕 生 した。

・ ペ ナ ン ・サイバ ー ンデ ィ1(PenangCybercity1)

・ ク リム ・ハイ テクパ ー ク(KHTP:Ku■mHighTechPark)

(3)MSCフ ェーズ3(2011～2020年)

MSC計 画 の フェーズ3で は、マ レーシ ア国土全体 にマルチ メデ ィアスーパ ー コ リ ドーを拡大

し、 ビジョ ン2020を 実現 す る。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

MSCStatUs:hロP加wmsc・com.my/msClmscstatus.asp

Cybercity&Cybercentre:httpOtンwww.msc.commy/msc!cybercities.asp?1ink=cnc

MSCTbday:http:〃www.msc.com.my/tOday/default.asp?sec=A&id=523

2.3フ ラ ッグシ ップア プ リケー ション

ビジ ョン2020の 実現 に向 けて 、①電子 政府、② 多 目的カー ド、③SmartSchool、 ④遠 隔医療、

⑤ 研究 開発 クラスタ、⑥Eゼ ジネス、⑦ 起業家 育成、の7つ の フラグシ ップアプ リケー シ ョン

が政府機 関、マ レー シア企業 、外国企業 の協 力 によ り実施 されて いる。
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(1)電 子 政府

電子 政府(ElectronicGovernment)フ ラッグシ ップア プ リケー シ ョンで は、国 民や企 業へ のサ

ー ビス提供(利 便 性や アクセ シビ リテ ィ、市民や企 業 とのイ ンタラク シ ョンの質の向 上)と 政

府の 内部運営(政 策 の策定 、調整 、実施 の迅速 さ)を 改 善す る。

2004～2005年 の実績 は以下の通 り。

(a)プ ロジェク トモニ タ リングシステム(PMS:Pr()jectMonitoringSystem)

・ 全国の連邦機 関で プロジェク ト実施 が完 了した。

・ 新機能(eSPKB&PKKイ ンター フェイ ス)の 評価 な ど導入後活 動が継続 されて いる。

(b)人 事 管 理 情 報 シ ス テ ム(HRMIS:HumanResourceManagementlnformationSystem)

・ 経 営 情 報 シ ス テ ム/決 定 支 援 シ ス テ ム(EISDSS:ExecutiveinformationSystem/Decision

SupportSystem)を 除 く す べ て の モ ジ ュ ー ル が 完 了 し 、 政 府 か ら 承 認 を 受 け て い る6

・ 最終確認試験(FAT:FinalAcceptanceTest)が 完 了 し、見 直 し項 目の修正が行 われた。

・ フェー ズ1が2004年9月 に完 了 した。

(c)汎 用 オ フ ィ ス 環 境(GOE:GenericOthceEnvironment)

・15機 関 が 汎 用 オ フ ィ ス 環 境 一 電 子 政 府 文 書 管 理 シ ス テ ム(GOE-EGDMS:GenericOfflce

Environment-ElectronicGovernmentDocumentManagementSystem)バ ー ジ ョ ン3.0を 本 稼 動

し た 。

・2機 関(KementerianPerdaganganDalamNegeri&HalEhwalPengguna〔KPDN&HEP〕 、Institut

PenyelidikanPerhutananMalaysia〔 ㎜ 〕)で2005年6月 に 本 稼 動 し た 。

(d)電 子 調 達(EP:El㏄ 廿onicPr㏄urement)

●

●

●

サ プライや登 録、直接購入 、 中央 契約、現地入 札、見積 が完 了した。

アクテ ィブな登録サ プ ライヤ は9万2,106(有 効 サ プライ ヤ は2万6,054)。

2004年7月 か ら直接購入(DP:DirectPurchase)カ タログは334%増 加 し、有効サ プライヤ

は193%増 加 して いる。

(e)電 子 サ ー ビ ス(E-Services)

・ 生 体 認 証 検 証 シ ス テ ム は 、 ク ラ ン グ バ レー(KlangValley)内 で は2005年1月 、 同 バ レ ー

外 で は2005年6月 に 導 入 さ れ た 。

・ 学 生 運 転 免 許 証(LDL:Leamer'sDrivingLicense)や 仮 免 許(PDL:ProbationanyDriving
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License)の 電子 受験 は試験段 階 にある。

(f)電 子職 業安定所(ELX:ElectronicLaboureXchange)

・2005年1～2月 に1万1
,086人 の求職 者 と466社 の企業が登 録 した 。この期 間 に3,447件 の

求人が掲載 され た。

・ 人材労働部(Manpower&LabourDepartment)の 全州 ・地域 にわ たる事 務所105カ 所 で完

全導入 された。

(g)電 子 裁判所(E-Syariah)

●

●

●

プ ロジェ ク ト全体 の92%が 完 了 した。

電子裁 判所ポー タル が2005年3月 にスター トした 。

電子裁 判所 訴訟管理 シス テム(SPKMS:SyariahCourtCaseManagementSystem)が14州(110

裁判所)で 完全 導入 され 、利 用者研修 とシステム性能/最 終確認試 験(PAT/FAT:Performance

AcceptanceTestiFinalAoceptanceTest)が 完 了した。

(2)多 目的カー ド

多 目的国 民カー ド(NationalMultipurposeCard)フ ラッグシップア プ リケー シ ョンで は、アプ

リケ ー シ ョンプロバ イ ダが 労 力や投 資 の無駄な くスマー トカー ドソ リュー シ ョンを導 入 で き

るよ う多 目的カー ド(MPC:MultipurposeCard)用 共通プ ラ ッ トフ ォー ムを開発す る。

「MyKad」 カー ドは国 民登録課(JPN:NationalRegistrationDepartment)と 民間ICTデ ィベ ロ

ッパ によって開発 され 、異種 システムで動作す るセキ ュ リテ ィ機能付 マイ ク ロプ ロセ ッサが埋

め込まれている。

「Bankcard」 プロジェク トは、マ レー シア電子支払公社(MEPS:MalaysianElectronicPayment

SystemSdnBhd)が 国 内銀行(BankNegaraMalaysia)の 協 力を得て主導す る。Bankcardの 導入

は、ATM、 「eDebit」、 「MEPSCash」 な どの支 払いアプ リケー シ ョンを通 じて国内 にお け る電

子支 払い を促進す る。 国内銀行 で2002年8月 に試験運用 した後 、2003年2月 に本稼 動 した。

(3)SmartSchool

SmartSchoolフ ラ ッグ シ ップアプ リケー シ ョンで は、 グ ローバ ルな労働 環境の 中でIcr技 術

によって生産性を高めることができる労働力を育成する。
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以 下 の プ ロ ジ ェ ク トが 実 施 さ れ て い る 。

● 教 材(Schoo1Teaching-LearningMaterials)

● 運 営 シ ス テ ム(SmartSchoolManagementSystem)

・ 技 術 管 理 シ ス テ ム(SmartSchoolTechnologyManagementSystem)

・ 技 術 イ ン フ ラ(SmartSchoolTechnologyhnfrastucture)

・ 学 校 評 価 シ ス テ ム(SchoolAssesementSystem)

・ シ ス テ ム 統 合(Systemintegration)

・ ヘ ル プ デ ス ク/サ ポ ー ト

2005年 の 実 績 は 次 の 通 り 。

・ 「MakingAllSchoolsSmart」 計 画 が2005年4月 首 相 に 提 出 さ れ た 。

・ 「AdvancingE・education:NewThinking-SharingNewZealand&MalaysianExperiences」 セ ミ

ナ ー が2005年6月MDCと ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド貿 易 振 興 公 社(NZTE:NewZealandTrade

Enterprise)に よ っ て 開 催 さ れ た 。 セ ミ ナ ー の 目 的 は 、① 両 国 の 政 府 民 間 部 門 の 代 表 者 の ネ

ッ ト ワ ー ク づ く り とe－ ラ 一 二 ン グ 業 界 の ノ ウ ハ ウ 共 有 の 場 を 提 供 、② ニ ュ ー ジ ー ラ ン ドの

同 様 の イ ニ シ ア チ ブ とSmartSchoolフ ラ ッ グ シ ッ プ ア プ リ ケ ー シ ョ ン の 比 較 調 査 、で あ る 。

(4)遠 隔保健

遠隔保健(Telehealth)イ ニシアチブは、保健情報 と仮想保健サービスをシームレスに提供 し、

保健医療サー ビスの提供/利 用方法を変革することを目的とす る。

以 下 の 試 験 プ ロ ジ ェ ク トが 実 施 さ れ て い る 。

・ 遠 隔 診 断(TC:Teleconsuhation)

・ カ ス タ マ イ ズ/パ ー ソ ナ ラ イ ズ 保 健 情 報 教 育(MCPHIE:MassCustomised/PersonaliZed

HealthlnformationandEducation)

・ 生 涯 保 健 プ ラ ン(LHP:LifetimeHealthPlan)

・ 成 人 医 療 教 育(CME:ContinuingMedicalEducation)

2005年 の実績 は次の通 り。

・2005年 第4四 半期 に保 健オ ン ライ ンポ一 夕ル(HealthOnlinePortal)が 立ち上 げ られ た。

・ 同ポ一夕ル のコンテ ンツと して、編集委 員会が200本 以上の記事 を編集 した。

・ 「MyKad」 へ の保 健デー タ書 き込 み/読 み込み機能 がプ トラジ ャや病 院&診 療所(Putrajaya

Hospital&Clinic)で 利 用で き るようになった。
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・ 遠隔医療サー ビスが69カ 所へ拡大された。

(5)研 究 開発 ク ラス タ

MSCの 研究 開発 クラスタ(R&DCIusters)フ ラッグシ ップア プ リケー シ ョンは、次世 代マル

チ メデ ィア技術 開発 を推進 す る環境 を整備す る。

以下 のプ ロジェク トが実 施 されて いる。

・MSC研 究開発助 成金制 度(MGS:MSCR&DGrantScheme)

・MSC学 生就業 プ ログラム(SAP:StudentAttachmentProgramme)

・MSCテ ク ノロジー フォー ラムシ リーズ

・ 企 業、大学、研 究機 関の共 同研 究開発

・ 成果 発表(国 内、海外)

MSCR&D助 成金 制度 の これ までの主な成果 は次 の通 り(2005年10月 末時点)。

・65件 の研究 開発 プ ロジ ェク トに予算総額1億4 ,089万 リンギ(約44億 円)が 承 認 され た。

・1,036人 の研 究員 を雇用 した。

・45件 の プロジェ ク トが 完 了 した。

・14の 助成企業 ・機 関が 国 内外 で31件 のICT関 連 の賞 を受賞 した。

・ マ レー シア、米国 で59件 の特許 を申請中。

・ マ レー シア店頭 銘柄 取 引システム(MEsDAQ=MalaysianExchangeofsecuritiesDealingand

AutomatedQuotation)に12社 が上場 した。

(6)e－ビジネス

eゼ ジネスクラスタは、よ り効果的で質の高いサー ビスを提供す るeゼ ジネス環境の形成を

目指す。 このクラスタには、将来の経済発展の原動力とな り得る潜在的市場が眠っている。

2005年 の実績 は次 の通 り。

(a)効 率 的消費者 対応 一中央 品 目 レポジ トリ(ECR-CIR:EfficientConsumerRespOnse-Central

ItemRepository)

小売部門のECR-(IRは 、FMCG(FastMovingConsumerGood、 足 の速 い消 費財 、 日用品)部

門の小売業 者 と卸売業 者の 間の電子 ビジネス を可能 にす る電子 プラ ッ トフォームで あ り、識別 、

通信、電子 ビジネス のた めの多業種 サ プライチ ェー ン規格 「EAN.UCC」 を使用 して 実装 され る。

・ プロジェク ト事 業 計画 と財 務計画 の交渉 が終 了 した。
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・ 入札委員会(TenderCommittee)に 提 出する報告書 を作 成 した。

(b)リ ー ド ・ロジスティ ック ・イ ンチ グ レ一夕(LLI:LeadLogisticlntegrator)

・ 業界専門家か ら2件 の意見 、郵便 部門か ら参加 希望 を受 ける。

・ プロジェク トの枠組 み を策定 した。

(c)一 次産品情報(PrimaryCommodityExchange)

・ このプロジェク トの発展 は、農業 部 門のイニシアチ ブに焦 点を 当て てい る。

(7)技 術起業家育成 、

1996年 以来、MSCの 戦略上の柱の一つは、競争力あるICT関 連企業やハイテク企業か らな

るクラスタを通じて国内のICT関 連中小企業を育成することであった。MSCの 各種イニシア

チブにより、1996年 には300社 未満だったICT関 連中小企業は2005年7月 現在、3,413社 まで

増加 した。

2004～2005年 の 実 績 は 以 下 の 通 り 。'

(a)広 報 活 動(ointreach)

・ ポ 一 夕 ル サ イ ト('www .mscrtdf.com.my)で の 活 動:ICr中 小 企 業 デ ー タ ベ ー ス に3,446社 が

登 録 。 新 規 登 録 企 業 を 求 め て 広 報 活 動 が2004年10月 か ら 展 開 さ れ て い る 。

・ 政 府 関 係(GovemmentRelations):MI)C-MARA(財 務 省)1(丁 起 業 プ ロ グ ラ ム(㎜C:

M)C.MARAICTEntrepreneurprogramme)に1,225社 が 参 加 。

(b)新 興 企 業 育 成(Start-upDevelopment) L

2005年10月 末 時 点 で ク ラ イ ア ン ト数 は145。

・ 国 家 新 興 企 業 育 成 プ ロ グ ラ ム(NSDP:NationalStart-UpDevelopmentProgramme)

・ 国 家 個 人 起 業 家 育 成 プ ロ グ ラ ム(NUDP:Nationa1UnipreneurDevelopment

Programme):MSCJSC事 業 計 画 コ ン ペ(2005年10月 ～)

・ 新 興 企 業 助 言 プ ロ グ ラ ム(SAP:Start-upAdvisotyProgramme):MSC-TD事 業 言平価 助 言 プ ロ

グ ラ ム(2005年10～11月)、MSC-TD事 業 計 画 作 成 ワ ー ク シ ョ ッ プ(2005年10月)

(c)MSC技 術 企 業 家 リ ー ダ ー シ ッ プ セ ン タ ー(MSC-TLC:MSC"c㎞opreneurship&Leadership.

Centre)

・ICT起 業 プ ロ グ ラ ム(SYOB:StartYourOwnBusinessinICTProgramme)
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・MDC-AMCHAM(マ レ ー シ ア 米 国 商 業 会 議 所)青 年 起 業 プ ロ グ ラ ム(YE:YbungEnterprise)

・ 技 術 起 業 家 事 業 基 盤 シ リー ズ(TechnopreneurBusinessFoundationSeries)

・ 事 業 指 導(BusinessCoaching&MentoringProgram)

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

MSCHagshipApplications:httpV/www.msc.commy/msc!flagships.asp

Flagshipprogressandupdates:http:〃www.msc.commy/updates/flagships.asp

2.4人 材 開発

マルチ メ デ ィア 開発 公社(MDC)は2005年 末 、新 プ ロジェ ク ト 「MSCプ ロジ ェ ク ト管

理能 力 開発 プ ログ ラム(ProjectManagementCapabdityDevelopmentProgramme)」 を通 じて 、

国 内の認 定ICTプ ロジ ェ ク トマ ネ ジ ャー の 数 を増や す考 え を表 明 した。

この プ ロジ ェ ク トで は、 国 内 のICT専 門家が 米 国の 民 間機 関PMI(Pr()jectManagement

lnstitUte)の プ ロジ ェ ク ト管 理専 門家(PMP:Pr()jectManagementProfessional)認 定 を取 得 で

き るよ う支援 す る こと を 目的 と して い る。現在 、マ レー シア に は128人 に認 定 プ ロ ジ ェク

トマネ ジ ャーが いる。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

MDCAirnsTolncreaseICTCertifiedLocalProjectManagers(22November2005):

http:〃www.msc.com.my/tOday!default.asp?sec=A&id=513&link=fUlltext

3.通 信インフラ政策

3.1国 家ブロー ドバン ド計画

マレーシア政府は2004年9月 、 「国家ブロー ドバンド計画」の実施に着手 した。政府は、マ

レーシアを知識基盤社会へと移行させる上で、全国一律の安価なブロー ドバ ンドアクセスが主

な課題の一つになると見ている。

(1)数 値 目標

マ レーシアの ブロー ドバ ン ド利用 はアジアの他 のIcr先 進 国か ら大 き く遅れて いる。 この計

画 では、2006年 、2008年 まで にそれぞれ 、ブロー ドバ ン ド接続 数 を130万 、280万 、普及率 を
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5%、10%に 高める ことを 目標 としている。

(2)実 施体制

この計画を実施するため、エネルギー水通信省内に運営委員会 と3つ のタスクフォース(政

策規制、情報化アプ リケーション、業界)が 設置 された。

(3)コ ミュニテ ィ間の接続

目標達 成 に向 けて マ レー シア政 府は、需 要集約 戦略 として コミ ュニ テ ィを結ぶ プ ログ ラムに

焦 点を 当て るとともに、供給 能力 を高め るためのイ ンセ ンテ ィブ を考案 して い く。 これ らのコ

ミュニテ ィには以下 が含 まれ る。

・ 連 邦、州、自治体 レベル の政府:2006年 まで に全国の約900の 政府機 関、2万2 ,000カ 所の

職 場で8万4,㎜ の ブロー ドバ ン ド接続 を導入 。

・ 学校:2004年 にマル チメデ ィアスーパ ー コリ ドー(MSC)のSchoolNetフ ラ ッグ シップア

プ リケー シ ョンが完 了す る。

・ 大学 ・研究機 関:研 究機 関や 公立大学 が7万4,㎜ のブ ロー ドバ ン ド接続 が可能 にな り、

国 内外 の研究機 関 と協力可能 になる。

・ 病 院診療所:約4 ,㎜ の病院 と診療所 が2006年 まで にブ ロー ドバ ン ドイ ンフラを整備す る。

・ 図書館:約800の 図書館で1 ,700以 上 のブ ロー ドバ ン ド接続が 利用 される。

・ コ ミュニテ ィセ ンター:す べ てのイ ンターネ ッ トコミュニテ ィセ ンターにブ ロー ドバ ン ド

接 続が拡 大 され る。

(4)政 府の役割と市場

マレーシア政府によるブロー ドバン ドインフラス トラクチャの整備は、民間の商業展開にと

って不可欠であるほか、価格の引き下げによる普及促進も公的部 門の役割だと考えられている。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

Mi呼ofEnergy,WaterandCommunications:http:11www.ktkm.gov.my/

NationalBroadbandPlan10〆09/2004:http:/lwww.ktkm.gov.my/templateO2.asp?tt・PRESS&caLid-3&PressH)-214

3.2MyICMS886計 画'

マ レ ー シ ア 政 府 は2005年12月 、 次 の5年 間 に 高 度 な 情 報 通 信 マ ル チ メ デ ィ ア サ ー ビ ス

(ICMS:lnformation,CommunicationsandMultimediaServices)の 提 供 を 擬 す る 計 画 「MyICMS

－198一



886」 に盛 り込む8つ のサー ビス、8つ のイ ンフ ラス トラクチ ャ、6つ の成長 分野 を同定 した。

この計画の名称 は韓国政府の 「rr839戦 略」 を想起させるが、既存の政策やプログラムを活

用する業界主導のイニシアチブである点で異なる。エネルギー水通信省と通信マルチメディア

委員会(MCMC)が 適宜、政策指導/調 整を行 う。MCMC内 には、計画の実施を継続的に監

視し、評価するセ ンターを設置する。

8サ ー ビスとは、高速 ブ ロー ドバ ン ド、第3世 代(3G)携 帯 電話、移 動体TV、 デジタルマ

ル チ メデ ィア放 送、 デジタル ホーム、RFID、VoP、 全 国一律サ ー ビス、 を指 す。

これ らのサービスを提供するため、政府は、コンバージェンス(融 合)ネ ットワーク、3G

携帯電話ネ ットワーク、衛星通信ネ ットワークなどのハー ドインフラ提供に集中する。さらに

ハー ドインフラを補完するものとして、コンテンツ開発、ICT教 育、デジタルマルチメディア

受信機/通 信機器/組 み込み機器の設計/製 造推進、国内企業による外国投資の促進、などの

分野で民間、公共両部門に機会を提供する。

「MyICMS836」 計画 は、商業面 でe－サー ビス 、e－コマース、そ の他Webベ ース のサ ー ビス

の推 進す る効果 があ るほか、関連機器 の国内市場創設 を後押 しす る。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

NewBlueprintToPropelMalaysianICTlndustry(19De㏄mber2005):

http:〃www.msc.commy/today/default.asp?sec=A&id=524&link=fUlltext
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Xll中 国

1.中 国政府 における情報技術政策

1.1経 緯

中国では1953年 以来、社会主義計画経済の典型的な手法 として、旧ソ連 に倣 って 「5カ

年計画」 を策定 し、国家建設を進めてきた。現在 は2001年 か ら開始 された第10次 五 カ年

計画(2001～2005年)を 実施 中であ り、2005年 はそ の最後の一年 にあたる。

2005年10月 、中国共産党 中央委員会全体会議で 「第11次5カ 年計画(2006～2010年)」

策定 に関す る提案が採択 された。国務院は、 この提案 を基に 「『第11次5カ 年計画』綱領

(草案)」 を起 草す る。同綱領は2006年 春の全国人民代表大会(全 人大)で 審査され 、承

認後 に発表 、実施 され る予定である。

また,国 家情報化指導グループは2005年10月 、2020年 までの15年 間の 「国家情報化発展

戦略」を採択 し、戦略目標と戦略的重点を確定した。同戦略には、電子政府、電子商取引、セ

キュリティなどを含む包括的な内容が盛 り込まれている。

表Xll-1に 中国政府における主要情報技術政策を示す。

表Xll--1中 国政府 主要情報技術政策経緯

発表時期 政 策 概 要
2001年 第10次5カ 年計画 ハイテクとその産業化の発展を重点的におしすすめ、情報技術 バ

イオテクノロジー、先進的な製造技術、新素材技術、航空および宇

宙開発技術、新エネルギー技術、海洋技術などの発展を目指す

2005年10月 第11次5カ 年計画 中国共産党中央委員会全体会議で「第11次5カ 年計画(2006～2010

年)」策定に関する提案を採択。7つ の主要目標が提案された。.国
務院は、この提案を基に 「『第11次5カ 年計画』綱領(草 案)」 を

起草する。同綱領は2006年 春の全国人民代表大会(全 人大)で 審

査され、承認後に発表、実施される。

2005年10月 国家情報化発展戦略 2020年 までの15年 間の戦略目標と戦略的重点を確定。電子政府、

電子商取引、セキュリティなどを含む包括的な内容が盛り込まれて
いる。

Source:中 国 政 府発 表 資 料 か ら作成
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1.21T政 策 の担 当機 関

(1)国 家情 報化指導 グループ

2001年8月 に設 置 され た 「国 家 情 報 化 指 導 グル ー プ」(国 家 信 息 化 領 導 小 組 、State

InfomatizationLeadingGroup)は 、情報化分 野の最 高 レベル の意 思決定 ・調整機 関で ある。現 在

は温家 宝首相が委員 長 を務め る。

(2)国 務 院情報 化作業事務室(信 息化工作弁 公室,StateCouncilI㎡formatiZationOfflce)

国家 の情報化 分野 の意思 決定 を効 率よ く実行 す べ く、各省庁の役割 ・利益 を調 整す る機 関で、

国家情報化 指導 グルー プの指 導を受 けて 、実 務 を担当 している。

情報化作業事務室は、次の4つ のグループに分かれて いる。

・ 政策企画グループ:情 報化分野の法律 ・規定の策定

・ 推進応用グルー プ:電 子商取引の推進

・ ネ ットワーク情報セキュリティグループ:情 報セキュリティ関係

・ 総合グループ:'情 報化作業事務室の秘書局

(3)国 家電子政府標 準化総体 グルー プ

国務院情報化作業 事務室 と国家標準化 管理委員 会(StandardiZationAdministrationofChina)は

2002年2月 、電子 政府 の発展 の推進 を目的 と して 「国家 電子政府標準化総体 グル ープ(General

GroupofE-governmentStandards,http://www.egs.org.cn)」 を認可 ・設立 して いる。

(4)情 報産 業部(信 息産 業部、MinistryofInf{)rmationindustry)

情報産 業(通 信 ・ネ ッ トワー ク、電子情 報機器 製造 、ソ フ トウェアな ど)を 監督 す る。

(5)国 家発展改 革委 員会(NationalDevelopmentandReformCommission)

情 報産業 におけるマ クロ政策(複 数部 門 にまた が る法規 の起草取 りまとめな ど)、 携帯 電話 ・

デジタル テ レビ等の基本戦 略 を担 当す る。
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国務院

国家情報化指導グループ

(情報化分野の最高レベルの意思決

定 ・調整機関。温家宝首相が委員長)

国務院情報化作業事務室

(各部からの出向者で構成される)

n'関 連省庁(情 報産業部、国家発展改革委員会ほか)

(国家情報化指導グループ及び国務院情報化作業事務室の

決定を受けて、実際に情報化を推進する)

図Xll-1中 国政府の情報化推進体制

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

調 査 ・情 報 提 供 〉 ア ジ ア 情 報 化 ポ ー タ ル サ イ ト 〉 ア ジ ア 情 報 化 レポ ー ト 〉 中 華 人 民 共 和 国:

httP:1/www・cicc・orjp/japanese!kunibetsu/pdfjpぴchina.pdf,PP.13-16.

1.35カ 年 計画

中国では1953年 以来、社会主義計画経済の典型的な手法として、旧ソ連に倣 って 「5カ年計

画」を策定 し、国家建設を進めてきた。2005年 は第10次 五カ年計画(2001～2005年)の 最後

の1年 にあたる。

(1)第10次5カ 年計画 の達 成状況

国家統 計局 による と、2005年 の国内総生産(GDP)は15兆 元(約221兆 円、11月25日 付

為替 レー ト1人 民元=・14.71円 に基づ く、以下 同様)を 超 え、第10次5カ 年計画 期(2001～2005

年)の 平均 実質GDP成 長 率は8.8%に 達 する と見 られ て いる。

2004年 のGDPは13兆6,900億 元(約201兆 円)、 一 人当た りGDPは1万 元(約14万7,㎜

円)を 突破 し、同計画 の最終 目標 値を1年 前倒 しで達成 した。

一203一



(2)第11次5カ 年計画の主要目標

2005年10月 、中国共産党中央委員会全体会議で 「第11次5カ 年計画(2006～2010年)」 策

定に関する提案が採択された。提案 された7っ の主要目標は次の通り。

●

●

●

●

●

●

●

2010年 の1人 当た りGDPを2㎜ 年の2倍 にする。

資源の利用効率を高め、2010年 においてエネルギー消費量を2005年 時点か ら20%削 減す

る。

知的財産権や有名ブランド、国家競争力を有する企業を育成する。

社会主義市場経済制度を整備 し、開放型経済を新たな水準に到達させ、国際収支の均衡を

保つ。

9年 制義務教育の普及 と定着を図り、都市部の雇用を引き続き増やす。社会保障制度の整

備に務め、貧困人 口の減少を図る。

都市部 と農村部で、所得水準や生活の質を向上させ、物価水準を安定させて、住宅、交通、

教育、文化、衛生、環境などの諸方面で大幅な改善を図る。

民主的法制度の構築と精神文明め建設に新たな進展をもた らし、社会治安と生産 における

安全配慮をさらに好転させ、調和の取れた社会構築に向けた新たな展開を図る。

国務院は、この提案 を基に 「『第11次5カ 年計画』綱領(草 案)」 を起草す る。同綱領は2006

年春の全国人民代表大会(全 人大)で 審査 され、承認後に発表、実施 される。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

ア ジ ア 欧 州 経 済 情 報(NNA):http:/1nna.asia.ne.jp.edgesuite.neti

第11次5カ 年 計 画 、 経 済 社 会 発 展 の 主 要 目標:http:/1j.peopledaily.com.cn!2005/10/12/jp20051012_54239.htm1

1.4国 家情報化発展戦略

国家情報化指導グループは2005年10月 、2020年 までの15年 間の 「国家情報化発展戦略」

を採択 し、戦略目標と戦略的重点を確定 した。同戦略には、電子政府、電子商取引、セキュリ

ティな どを含む包括的な内容が盛 り込まれて いる。

戦略 目標は次の5点 。

・ 総合的情報インフラの普及を図り、情報技術 を独 自に開発する能力を向上させる。情報産

業構造 を改善し、国民経済と社会の情報化で著 しい成果を上げる。

・ 新たな工業化の発展モデルの確立を目指す。

一204一



・ 国家情報化発展の制度 ・環境面の政策制度を整える。

・ 国民の情報能力を大きく引き上げる

・ 情報安全保障体制を整え、情報社会に向けて基礎を固める。

戦略目標の実現に向けた10の 戦略的重点は、①国民経済の情報化の推進、②電子政務の推

進、③先進的なインターネ ッ ト文化の構築、③社会の情報化の推進、④国防 ・軍事の情報化加

速、⑤総合的情報イ ンフラの整備、⑥情報資源の開発強化、⑦情報産業の競争力向上、⑧情報

安全保障体制の構築強化、⑨ 国民の情報面での資質向上、⑩情報化人材の育成、である。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

今 後15年 の 情 報 化 発 展 目標 が 決 定 国 務 院:httpV/j .peo'pledaily.comcn/2005!11!05加20051105 _54889.html

1.5通 信イ ン フラ

(1)電 話ユーザ

情報産業部によると、2004年 末の時点で、中国の電話契約者数は6億4 ,700万 件へと増加 し

た。内訳は、移動電話ユーザ数の約3億3 ,㎜ 万件、固定電話ユーザ数の約3億1,㎜ 万件な

ど。

2005年 適 期での数字 は、最新 の報道 によ ると、2005年10月 時点で電話 契約数 は7億3 ,100

万世帯 を超 えた。 固定電話 の普及率 は人 口1bo人 当た り26 .6台 、移動 電話 の普及率 は同29.1

台に達 した。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

01～05年 経 済 ・社 会 分 野 の 十 大 成 果(3):httpV/www .people.nejp/2005/11!301jp20051130 _55548.html

(2)イ ンター ネ ッ ト接続

2005年7月 に中国イ ンターネ ッ ト・ネ ッ トワー ク情報セ ンター(CNNIC:ChinallternetNetwork

InformationCentre)が 実施 した調査 で、イ ンターネ ッ ト利用者数 は1億300万 人だ った。ア ク

セ ス方 法別 で は、専用線(LAN接 続)2,970万 人、ダイ アル ア ップ回線4 ,950万 人、ISDN回 線

550万 人、 ブロー ドバ ン ド(xDSL、 ケー ブル モデム)5,300万 人、そ の他(携 帯電 話な ど)450

万人で ある(複 数の方法 でア クセスす る利用者 もいる)。
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(3)通 信 ネ ッ トワ ー ク

固 定 電 話 ネ ッ トワ ー ク に は 公 衆 交 換 電 話 網(PSTN:PublicSwitchedTelephoneNetworkS)、 移 動

電 話 ネ ッ トワ ー ク に は 、GSM(GlobalSystemforMobileCommunications)、CDMA(CodeDivision

MultipleAccess)、PHS(PersonalHandyphoneSystem)な ど が 利 用 さ れ て い る 。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

ChinaIntemetNetworkInfbrmationCentre:httpゾ/www.cnnic.netcn/en/index/

The16thSurveyRepOrt(2005〃/26):http:〃www.cnnic.net.cnldownload!2005/2005072601pdf

1.6電 子情報産業

(1)2004年 の概況

情報産業部傘下の電子情報産業発展研究院グループに所属す るCCDコ ンサルティング(費

迫顧問)に よると、中国の電子情報産業の2004年 の年間総売上高は約4,083億1,㎜ 万元(約

6兆60億 円)、前年比17.0%増 と安定的な成長 を示している。

表Xll-2電 子情報製品市場の売上高

(単位:億 元)

種類 2002年 2003年 2004年 03/04成 長率

ハー ドウ ェ ア 2215.9 2546.3 2918.8 14.6%

ソフ トウ ェア 345.0 399.6 479」 19.9%

情報サービス 429.3 544 685.2 26.0%

合計 2990.2 34899 4083.1 17.0%

Source:CCIDコ ンサ ル テ ィ ング(2005年2月)

(2)ハ イテク産業開発区

53カ 所の国家ハイテク開発区では、多くの科学研究成果の産業化が行われている。2004年 ・

に開発区進出が認可されたハイテク企業は約3万 社を数える。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト ,

ハ イ テ ク 産 業 〉 ハ イ テ ク 産 業 開 発 区:h仰:!7japanese.china.org.cnfjapanese/203421.htm

国 家 ハ イ テ ク 区53カ 所 、経 済 発 展 の 重 要 ポ イ ン トに:http:11j.peopledaily.com.cn/2005!08/26加20050826_53042.html
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1.7研 究 開発

1.7.1研 究 開発 経費

2004年 の政府の研究開発経費は前年から19.7%増 加 し、1,843億 元(約3兆7,100億 円)に 達

した。この金額はGDPの1.35%を 占め、史上最高である。中国政府では、今後の科学技術分

野での達成 目標と達成期限を次のように定めている。

・2005年 までに一部の科学 ・技術分野が世界の前列 に仲間入 りし、いくつかの重要な科学分

野と戦略的ハイテク分野が世界の トップに近づくか、またはそれに達 し、研究開発経費の

GDP比 が1.5%以 上になる。

・2010年 までに、国のイ ノベーション ・システムを構 築し、国の科学 ・技術の基礎の構築に

おいて著 しい成果をあげ、国の重点科学研究基地の建設が世界の先進 レベルに達 し、重点

分野のイノベーション能力が大いに向上し、研究開発経費のGDP比 が2%に 達する。'

・2020年 までに、かな り完備 したイノベーション ・システムをつ くり上げ、研究開発経費の

GDP比 が3%に 達 し、国の科学 ・技術の競争力が世界の前列に仲間入 りする。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

科 学 ・技 術 〉 科 学 技 術 の 発 展:http:/ljapanese.china.org.cn/japanese/203621.htm

1.7.21T関 連 の主 な成果

2005年1月 、中国科学 院 と中国工学 院のアカデ ミー 会員が2004年 の中国の10大 科 学 ・技術

成果 を決定 した。rr関 連 は次の2点 。

・ 中国科学 院計算技術 研究所智 能計算機研究 開発セ ンター、曙光公 司、上 海スーパー 計算セ

ンターが共 同で 開発 した 「曙光4000A」 コ ンピュー ター ・システム は、1秒 間 に10兆 回 の

演算がで き、2004年11月 か ら上海で使用 開始 され た。中国は、ア メ リカ 、日本 に次 いで、

この クラスの超高速 コン ピューター を製造 できる第3の 国になった。

・ 中国 教 育科 学 研 究 ネ ッ トワー ク情 報 セ ンタ ー(CERMC:ChnaEducationandResearch

Network)は2004年12月 、 国内20都 市 にある25大 学を結ぶPv6ベ ー スの次世代 ネ ッ ト

ワーク 「CERNET2」 を立 ち上げた。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

科 学 ・技 術>2004年 の10大 科 学 技 術 成 果:http:/1japanese.china.org.cn/japanesel20362g.htm

CERNET2:http:1/www.edu.cn/HomePage/cemet _fU_wMntemeL2/index.shtml
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2.香 港特別行政区政におけるIT政 策

2.1経 緯

2004年3月 、香港政府は 「1998デジタル21戦 略」 「2001デジタル21戦 略」に続く包括的rr

活用戦略 「2004デジタル21戦 略(2001Digital21Strategy)」 を発表した。同戦略は、世界の主

要デジタル都市としての香港の地位を維持するための総合的な青写真である。焦点分野は、①

政府のリーダーシップ、②持続可能な電子政府プログラム、③インフラおよびビジネス環境、

④組織の見直 し、⑥技術開発、⑥活ヵあふれるrr産 業、⑦知識経済における人的資源 ⑧デジ

タルデバ イ ドの解消 、の8つ で ある。

また、2004年9月 には政府 の諮 問機 関 として、デ ジタル21戦 略諮 問委員会(D21sAc:Digital

21StrategyAdvisoryCommin㏄)が 設置 された。これ は、工商業 ・科 学技術局長 が委員長 を務め、

デ ジタル21戦 略 に定め る目標 を達 成す るため の戦 略、プ ログ ラム、施策 に関 して 、政府 に助

言す るため の機 関で ある。

表Xll-3に 香港特別行政区政府における主要情報技術政策を示す。

表Xll-3香 港特別行政区政府 主要情報技術政策経緯

開始月日 IT政 策名 目的及び重要課題

2001年5月 2001Digiω21rrStrategy イ ンター ネ ッ トで 接続 され た 世界 にお いて、 世 界有 数 のe-businessコ ミュ

ニ テ ィか つ デ ジ タル都 市 と しての香 港 の 地位 を確 立

2004年3月 2004Digiω21rrStrategy 世界の主要デジタル都市としての香港の地位を維持するための総合的な青

写真である。焦点分野は、①政府のリーダーシップ、②持続可能な電子政

府プログラム、③インフラおよびビジネス環境、④組織の見直し、⑤技術

開発、⑥活力あふれるIT産 業、⑦知識経済における人的資源、⑧デジタル

デバイ ドの解消、の8つ 。

2.21T政 策 の担 当機 関

香 港 のrr政 策 は、主 に工商業 ・科 学技術 局(Commerce,industryandTechnologyBureau)が 担

当 し、特 に 同 局 内 の 政 府 最 高 情 報 責 任 者 事 務 局(OGCIO:OfficeoftheGovernmentChief

informationOfflcer,2004年7月 設 立)が 中心 的役割 を果 た している。2005年1月 には新 たな政

府最 高情報 責任者(OGCIO)が 任命 された。

財 務 長 官(FinancialSecretary)が 委 員 長 を 務 め る ハ イ レ ベ ル の 電 子 政 府 運 営 委 員 会(EGSC:

E-governmentSteeringCommittee,2004年9月 設 立)は 、 電 子 政 府 プ ロ グ ラ ム の 戦 略 を 承 認 し 、
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目標 を設定 し、政府各局間あるいは各局とOGCIOの 間の調整を行 う。

通 信業界 を監督す る香極 信管理局(OFIrA:OfficeoftheTelecommunicationsAuthority)は 、

工 商業 ・科 学技術局通信技 術部所管 の独 立行政機 関で、1993年1月 設立 された。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

Commerce,IndustryandTechnologyBureau:http:〃www.cirb.gov.hkXabOutfmdex .htm

Dital21Strategy:http:Z/www.info.gov.hkldigita121/eng/aboutus.html

HongKongGov㎝mentIn品 ㎜donCenter:httpVlwww.info.gov.hkXeindex.htm

2、32004デ ジタル21戦 略

香港 政府 は2004年3月 、 「1998デ ジタル21戦 略」 「2001デ ジタル21戦 略」に続 く包括 的rr

活用戦 略 「2004デ ジタル21戦 略(2001Digita121Strategy)」 を発表 した。2004年9月 には政府

の 諮 問機 関 と して 、 デ ジ タル21戦 略 諮 問委 員 会(D21SAC:Digita121StrategyAdvisory

Committee)が 設置 された。

同戦略は、世界の主要デジタル都市としての香港の地位を維持するための総合的な青写真で

ある。焦点分野は、①政府のリーダーシップ、②持続可能な電子政府プログラム、③インフラ

および ビジネス環境、④組織の見直 し、⑤技術開発、⑥活力あふれるIT産 業、⑦知識経済にお

ける人的資源、⑧デジタルデバイ ドの解消、の8つ 。

2.3.1通 信 イ ンフラ

(1)固 定電 話 ネ ッ トワー ク

香 港電信 管理局(OFTA)に よる と、2005年4月 の時 点で、固定電話 回線 は380万(人 口100

人 あた り55回 線)だ った。

(2)携 帯電話 ネ ッ トワーク ・

香港電 信管 理局(OFTA)に よる と、2005年4月 の時点で携帯電話 加入者数 は830万 人 、普

及率 は120!7%だ った。音声 サー ビス以 外で は、 ショー トメッセ ージ ング、モバイ ルイ ンター

ネ ッ トサ ー ビス、デー タ伝送サ ー ビスな どの付加価値サ ー ビスが利用 されて いる。
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(3)ブ ロー ドバ ン ド

香港 電信管理 局(OFrA)に よる と、 ブロー ドバ ン ド契約件数 は2003年9月 以降ナ ローバ ン

ドを上回 り、2005年4月 の時点 では154万 件 だった。香港 の ブロー ドバ ン ド世帯 普及率62%

は、韓 国に次 いで世界第2位 であ る。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

Digital21Strategy:httpV/www.info.gov.hkfdigita121/eng/abOutus.html

OFTA:http:1/www.ofta.gov.hk/en/index.htm1

2.3.21Tイ ン フ ラ

t

(1)サ イバ ーポー ト

デ ジタル21戦 略 の主要 プ ロジ ェク トの一つで ある 「サイバ ーポー ト(Cyberport)」 プ ロジェ

ク ト(www.cyberport.hk)で は、rr企 業100社 を誘致 して戦略 的ク ラスタを形成す る ことを 目

標 として いる。プ ロジェク トは2002～2007年 に段 階的 に実施 され、予算総 額 は20億 香港 ドル

(約307億 円、11月25日 付為替 レー ト1香 港 ドル=15.33円 に基づ く、以下 同様)。

研 修 セ ン タ ー 「CyberportDigitalEntertainmentlncubation-cum-・Traini皿gCentre(Cyberport

IncuTrailCentre)」 で は2005年9月 、 デ ジ タ ル エ ン タ テ ィ メ ン ト産 業 や デ ジ タ ル メ デ ィ ア 産 業

の 企 業 を 育 成 す る 「CyberportlncuTrainCentre」 プ ロ グ ラ ム を 発 表 し 、 参 加 企 業 を 募 集 し た 。

同プログ ラム は、 デジタル21戦 略諮 問委 員会 がデジ タル エ ンタテイ メン ト産業 の振興 を促

進す るた め2005年4月 に発表 した複数 の新 イ ニ シアチ ブの一つ。他 のイニ シアチブ には以 下

が ある。

・2005年5月 にデ ジタル産業 サポー トセ ンター(DEISC:DigitalEntertainmentlndustrySupport

Centre)が オー プン した。各 種支援 機関 がサー ビス を提供 して いる。

・ サイ バー ポー トのデジ タルエ ンタテ イ メ ン ト企 業で 試験 的イ ンター ン シップ制度 を開始

す る。研 修生 には香港政府か ら1年 間手 当が 支給 され る。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

Cyberp()rt:http://www.info.govhk/digita121/englitStn』cture/cＬPort・htmI

PressReleases:http:〃www.info.gov.hk!digita121/engtpress/press_index.html
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(2)中 国語文字セ ットの標準化

香港地区でも、複数の異な る中国語文字セ ッ トが使用 される ことが問題 とされ、香港政

府 は、デジタル21戦 略の下で香港特別行政府 のためのオープンで共通な中国語イ ンタ フェ

ースの開発 を進めてきた
。

最 大 の課 題 は、電 子 デ ー タの 保存 ・交 換 の 際 の文 字 処理 のた め に国際 標 準 化機 構(ISO:

lnternationalOrganizationforStandardization)が 策 定 した標準 「ISO10646」 の採 用 に 関す る

もの で ある 。中 国語 イ ンタ フェー ス諮 問委 員 会(CLIAC:ChineseLanguageInterfaceAdvisory

Committee)は 、ISOlO646標 準 に新 たな 繁体 字 を組 み 込 むた め の活動 に焦 点 を 当て 、2005

年5月 、 「香 港 補足 文 字セ ッ ト(HKSCS:HongKongSupplementaryCharacterSet)-2004」 の

最新 版 を発 表 した 。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

CommonChineseLanguagelnterface:http:/lwww.info.gov.hlcldigita121/eng/structure/cli .main.h㎞

2.3.31Tの 利用状 況

香港政府は2004年12月 、香港における情報技術(rr)の 利用率 ・普及率に関する調査結果

を発表 した。

(1)一 般市 民 のrr利 用

PCの 世帯 普及率 は2003年 の67.5%か ら2004年 は71.1%へ 上昇 した。イ ンターネ ッ トの世帯

接続率 は2003年 の60.0%か ら2004年 は64.9%に なった。

PC利 用率(過 去12カ 月以 内にPCを 利 用 した 人の全 人 口に占め る割 合)は 、2003年 の56 .2%

か ら2004年 は59.5%へ と上 昇 した。イ ンターネ ッ ト利 用率(過 去12カ 月以内 にPC、 携帯電話

な どでイ ンターネ ッ トサー ビス を利用 した人の全 人 口に 占める割 合)は 、2003年 の52 .2%か ら

2004年 は56.4%へ 上 昇 した。

e－ビジネス の利用率(過 去12カ 月以 内 にe－ビジネス サー ビスを利用 した人の15歳 以上人 口

に 占め る割 合)は2003年 の93.6%か ら2004年 は96.5%に 上昇 した。

電子政府の利用率(過 去12カ 月以内に利用した人の全人口に占める割合)は 、2003年の24.3%
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か ら2004年 は28.5%へ 上 昇 した。

(2)企 業のrr利 用

PCの 企業普及率 は2003年 の54.8%か ら2004年 は58.4%へ 上昇 した。イ ンター ネ ッ トの企業

接続率 は2003年 の47.4%か ら2004年 は505%へ 上昇 した。

Webサ イ トを開設 して いる企業 は2003年 の13.5%か ら2004年 には14.8%へ わずか に上昇 し

た。

電子 的手段 による商 品、サー ビス、情報 の売上高 は2002年 の156億 香港 ドル(約2,390億 円)

か ら2003年 は212億 香港 ドル(約3,250億 円)へ と35.4%増 加 した。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

PressReleases:http:!/www.info.gov.hk/digital21/eng/press!pressＬndex.htm1

06.12.2004:http:〃www.㎞fb.gov.hk/gia!generaV200412/06/1206115.htm

2.3.4電 子 政府

(1)新 戦略

デジタル21戦 略諮問委員会は2005年 、電子政府に関して以下の戦略を承認 している。

・ 電子政府サー ビスのクラスタ化

デジタル21戦 略諮問委員会は2005年1月 、電子政府サービスの提供に関して、サー ビスの

クラスタリングと顧客のセグメン ト化を基礎とした新戦略を承認した。新戦略の下で、香港政

府は、顧客セグメン トごとに関連する電子政府サービスをサービスクラスタ としてグループ化

する。

・ ワンス トップ ・ア クセ スポ一 夕ルの設置

デ ジタル21戦 略 諮問委員 会は2005年10月 、オ ンライ ン政府情報サ ー ビスへ の主要ゲ ー ト

ウェイ として ワンス トップ ・アクセスポー タル(OSP:One-stopaccesspOrtal)を2006年 半ば に

立 ち上げる新戦略 を承認 した。OSPで は、利 用者 中心 のア プローチ を採用 し、香港 の市民 と企

J業 のニーズ に基づ き1関 連す る政府情報サー ビス をグル ープ化す る。
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関 連 ウ ェ ブサ イ ト

20D12005:http://www.info.gov.hk/gia/generaY200501/2010120260.htm

24.102005:http:〃www.info.gov.hk!gia/generaV290510!24/P200510240159.htm

(2)政 府のrr支 出

電 子 政府 プ ロジ ェ ク トの 資金 提 供方 針 と優 先項 目の策 定 は、 政府 最 高情 報責 任 者 事 務所

(OGCIO)内 の行 政 コ ン ピュ ー タ ・プ ロジ ェク ト委 員 会(AdministrativeComputerPr()jects

Committee)が 担 当す る。2005/2006会 計年度 の香港 政府 のrr支 出は36億5,100万 香港 ドル(約

560億 円)と 推 計 され 、前年度か ら約29%増 加 した。

表Xll-4香 港 政府 のIT支 出

(単位:百 万香港 ドル)

会計年度 経費

1993/94 910

1994/95 1,065

1995!96 1,342

1996/97 1,646

1997!98 1,871

1998!99 2,028

1999!2000 2,160

2000/2001 2,466

2001/2002 2,980

2002!2003 3,213

2003/2004 3,081

2004!2005 2,834

2005/2006(推 計) 3,651

Source:EぺX)VENMENTINHONGKONG(http:〃wwwjnfb.gov.hkldigita121/e-gov/eng/init!itexp.htm)

(3)電 子政府の利用状況

香港 政府 ウェブサ イ トの利用 状況は次 の通 り。

・ 全政府 ウェブサイ トの平均 月間ペー ジビュー は2003年 に1億5 ,500万 に達 し、前年比で

80%増 加 した。ナ ビゲ ー シ ョンと使 いやす さを向上 させ るため、コモ ン ・ル ック ・アン ド ・

フィール(CLF:CommonLookandFeel)デ ザイ ンが 導入されて いる。

・ 政府発行 のす べて の請求書で 、e－ペイメ ン トを利用す る ことがで きる。

・1 ,500件 を超 え る行政 スォー ムがオ ンライ ンでダ ウ ンロー ド可能 。400件 のe－フォーム をオ

一213一



ンラインで記入し、送信可能。

・ 政府情報へのアクセス要求をオンライ ンで送信可能。

・ 政府調達入札の80%以 上が電子的に実施されている。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

ComprehensiveServices:http:11www.info.gov.hkldigita121/e君ovleng/milestoneSiservice.htm

(4)官 民パー トナー シ ップ

香港政府では、2003/2004年 度の新 しい電子政府プロジェク トの約89%が 外部委託された。

以下に代表的官民共同プロジェク トを示す。

・ 電子サ ー ビスの提供

電子 サー ビス提供(ESD:ElectronicServiceDelivery)ス キームでは、香港政府 と民間部門が共

同で利 用者 中心の統合 オ ンライ ンサー ビス を提供 してい る。公共サー ビスの提供 の効率性向 上

とコス ト削減 を図 る とともに、香港 にお け る電子 商取 引 の発展 の促進 を目指す。

このスキームのポー タルサイ ト 「ESDLifell(www.esdlife.com)で は、50を 超 える局、部 、

機関 の200種 類以上 のオ ンライ ン公共サ ー ビス が既に利用可能 になって いる。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

MajorE-governmentInitiatives:http:llwww.info.gov.hJctdigita121/e-gov!eng/init/index.htm

ElectronicSerViceDelivery(ESD)Scheme:http:〃www.inf().gov.hk/digita121!e君ov/eng/initiesd.htm

・ 電 子サー ビスの 開発

多 くの政府 部門が 電子サ ー ビス の開発 にさま ざまな形 で官 民パー トナー シ ップ を活 用 して

いる。

・ 貿易関連文書 の送 信(www.getS.gov.hk):6種 類 の代表 的な貿易関連 文書 を電子 的に政

府 に送信で きるフ ロン トエ ン ド ・サー ビス。

・ 土地登記検 索(www.landreg.gov.hk):イ ンター ネ ッ トを通 じて提供 され る土地検 索サ

ー ビスが2005年 初 め にス ター トした。

・ 電子入札 システム(ETS:ElectronicTenderingSystem ,www.ets.comhk):政 府 ロジス テ

ィクス課(GovemmentLogisticsDepartment)が 運営 を民間部 門に委 託。世界 中の供給
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業者 がオ ンライ ンで香港政府 と取 引を行 える。

・ 教育 プ ラ ッ トフォーム 「HKedCity」:政 府 出資の企業HongKongEducationCityLimited

は、民間部 門、教 育団体 、社会サ ー ビス業者 、イ ンターネ ッ トポー タルな どと共 同で、

教育 用のハ ー ドウェ ア ・ソフ トウェア、 リソース、活動 、情報 を学 生や教 師 に提 供 し

て いる。登 録ユー ザ は140万 人 を超 える。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

HongKongGovernmentinformationCenter:http:〃www.info.gov.hldeindex.htm

SuccessStories:httP:〃www.ilfo.gov.hk/digita121/e-gov/eng/mi]estones!succ _stories.htm

Solidlnfrastructure:http://www.info.gov.hkfdigita121/e君ov/engtmilestonesiinfra.htm

(5)電 子証明書

香港政府 は2003年6月 、多 用途のスマー ト皿)カ ー ドを導入 した。 このカー ドで は、 これ ま

で に無償の電子 証明 書(e-Cert)、 図書館カー ドとい った付 加価値 アプ リケー シ ョンが利 用 され

てお り、2006年 には運転 免許 関連 の機能 も加わ る予定 で ある。

スマー ト皿)カ ー ドにe-Certを 埋め込むことによって、市民が電子IDを 関係当事者の本人認

証 とデータの完全性、機密性、否認防止の確保に利用できるようになった。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

HongKongGovernmentlnformationCenter=http:llwww.info.gov.hkleindex.htm

smar【II)card:httP:1/www.inf().gov.hkldigita121/e-gov/engflniむismart.h血

Dital21Str・t・gy・'http・ 〃www.i・f・.9・v.hkXdigita]21!・ngt・bO・tU、.html 、

29.08.2005:http:〃www.info.gov.hk/gia!general/200508!29/P200508290162.htm
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X川 台湾





X皿 台湾

1.台 湾における情報技術政策

1.1経 緯

2002年5月 、行 政院は2002年 か ら6年 間の国家発 展計画 を定 めた 「挑戦2008年 一6カ 年国

家発 展計画 」を策 定、そ の一環 として 「e－台湾計画(e-Taiwanproject)」 が 実 施 され て い る 。

同計 画 は、2008年 まで に台湾 をハイテ クサ ー ビスの島 に し、アジ アで最 も進ん だ電子国家 にす

る ことで ある。

2003年11月 に発 表 され た 「新10大 建 設 計画 」 の 中で は 、 モ バ イ ル イ ンタ ー ネ ッ ト

の 可 能 性 を 認 識 し、 そ の 競 争 力 を高 め る べ く、 「m－台湾 計 画 」 が 提 案 され 、2005年 ～

2009年 の5年 間 で370億 台 湾元(約1,340億 円)の 政府 予 算 が 割 り当 て られ て い る 。

一表X皿 一1に 台湾政府における主要情報技術政策の経緯を示す
。

表X皿 一1台 湾政府 主要情報技術政策経緯

開始時期 IT政 策名 目的
2002年6月 「e－台湾 プロ ジ ェ ク ト」 最 適 なハ イテ ク 「グ リー ン ・シ リコ ン・アイ ラン ド」を実 現 し、

アジ アのe・リー ダ ーの 一国 に生 まれ 変わ る こ とをめ ざす

2003年11月 「m－台 湾 プ ロ ジ ェク ト」 「新10大 建設 計 画 の」の ひ とつ 。公 共 ブ ロー ドバ ン ドダ ク ト

網 の建 設,二 重 ネ ッ トワー ク利用 環 境 の構 築を 行 う。

Source:台 湾 政府 発表 資 料 か ら作 成

1.2n'政 策 の担当機関

行 政 院 に2001年4月 設 置 され た 国 家情 報 通信 発 展推 進(NICI:NationalInformation&

CommunicationsInitiative)委 員会}ま、国家 的なICTプ ロジェク ト(e－台湾 プ ログ ラム 、m－台湾

プログ ラム な ど)の 策定 と省庁間 の調整 を担 当す る。

MCI委 員会 は、以下 の政 府機関 と協力 しなが らこの作業 を進 めて いる。

・ 行 政院研究発展考核 委員会 ・(REDC:Research ,Development,andEvaluationCom㎜ission):電

子政府 を担 当。

・ 行 政院科 学技術諮 問グルー プ(STAGiScience&恥chnologyAdvisoryGroup):情 報格 差 の解

消、及 び社 会の電子化(教 育 、娯 楽、保健 医療 、輸送)を 担 当。
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・ 交 通 部 電 信 総 局(DGT:TheDirectorateGeneralofTelecommunications):通 信 イ ン フ ラ の 整 備

を 担 当(台 湾 の 通 信 規 制 当 局)。

・ 経 済 部 技 術 処(DOrr:DepartmentofIndustrialTechnOlogy):産 業 技 術 の 政 策 策 定 、 開 発 、 環

境 整 備 を 担 当 。

行 政 院(ExecutiveYuan)

'

NICI委 員 会(Nadonalh)fb㎜Uon&

Co㎜u面catio曲itiadveCo㎜i"㏄)

・ 委員長

・ 副委員長

・ 委 員会 メ ンバ ー

事務局長 MCI民 間諮問委員会(NICI

(ExecutiveSeσe⑳) CivilAdvisoryCommittee)

ノー

NICI機 能 チー ム(NIσFunction"ams)"

・ 国 際 協 力 及 び 標 準(hltemaUonalCooperadon&Standards)

・ 社 会 の電 子 化(eぶ ㏄iety)

・ 電 子 政 府(eく 〕ovemment)

－CIO評 議 会(CIOCouncil):行 政 院研 究 発展 考 核 委員 会(REDC:Researc恥Developmenちand

EvaluationCommission)

・ イ ン フ ラ ス ト ラ ク チ ャ(ln廿asructure)
、

-CIO評 議 会(CIOCouncil):交 通 部 電 信 総 局(DGT:TheD止 ㏄torateGene凶of

聡1㏄0㎜unica60ns)

・ 産業 の 電子 化(e{ndusロy)

－CIO評 議 会(αOCouncn):経 済 部 技 術 処(DOrr:Depaπmentoflndustria1聴chnology)

・ 情 報格 差 の解 消(e-Oppo血nity)

－CIO評 議 会(CIOCounci1):行 政 院 科 学 技 術 諮 問 グ ル ー プ(STAG:Science&聴c㎞010gy 、

AdvisoryGroup,ExecutiveYUan)

・ 政策 決 定(PolicyPlaming)

－CIO評 議 会(CIOCouncn):行 政 院 科 学 技 術 諮 問 グ ル 三 プ(STAG:Science&聴c㎞010gy
'

AdvisoryGroup,ExecutiveYUan)

図X皿 一1国 家情報通信発展推進 てNICI)委 員会 と関係政府機関

関連ウェブサイ ト

NICI:http〃www.nicLnaしgovtw/content/applicaUon/nici/eng/indexphp?selname=Home

、
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2.情 報化 政策

2.1チ ャレンジ2008重 点計画

行政 院は2002年5月 に台 湾の国家的競 争力を強化す る計画 「チ ャ レンジ2008-6カ 年 国家発

展 重点計画(Challenge2008-SiX-YearNationalDevelopmentProgram)」 を発表 した。同計画 では、

10大 計画(①e－ 世代 人材育 成計画 、② 文化創意産 業発展 計画 、③ 国際創新研 究発 展基地 計画、

④ 産業 高度化計画 、⑤観光 客倍増 計画、⑥e－台 湾計画 、⑦運営 本部計画 、⑧ 新故郷 をつ くる計

画 、⑨ 水及 び緑建設 計画)が 実 施 されて いる。

この計画の7大 目標は次の通 り。

・ 少なくとも数項 目の分野で世界一の製品と技術を生み出す

・ 海外か らの旅行者の数を2倍 以上にする

・ 研究開発費のGDP比 を3%と する

・ 失業率を4%以 下とする

・ 経済成長率を5%以 上とする

・ ブロー ドバ ンド利用者数を600万 人以上とする

・ 新たな事業機会を70万 件創出する

チ ャレンジ2008重 点計画 と呼応 して 「両兆双星産業発展計画(TwoBi11,TwinStar

Pr()ject)」も実施 されている。 「両兆」とは将来の生産高が1兆 台湾元(約3兆6,200億 円、

12月6日 付為替 レー ト1台 湾元=3.62円 に基づ く、以下同様)を 超 える ことが期待され る

半導体産業 とデ ィスプレイ産業、 「双星」とはデジタルコンテ ンツ産業 とバイオテ クノロジ

ー産業 とい う将来のス ター産業 を指す。 この計画では、これ ら4つ の産業 の生産額 をそれ

ぞれ2倍 以上 に拡大す ることを目標 とする。

2.2e－ 台 湾 計 画

国家情報通信 発展推 進(NICI)委 員会 は2002年5月 、チ ャレンジ2008の 十大 計画 の一つ と

して 「e－台湾(e-Taiwan)」 計画 に着手 した。同計画 は、2008年 まで に台 湾 をハイ テ クサ ー ビス

の島に し、 アジアで最 も進 んだ電子 国家 にす る ことであ る。分野別 の具体 的な数 値 目標 は以下

の通 り。
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(経済発展)

・2万 人の雇用創出

・ 電子サービス総収入3 ,㎜ 億台湾元(約1兆860億 円)の 実現

・ ビジネスにおける電子業務処理の普及率を60%以 上 とする

・ 電子商取引の比率をGDP比15%と する。

(情報の応用)

・ 社会及び政府の電子化(e-SocietyとeGovernment)の 比率を世界5位 以内とする

・e－ ビジネス利用率を世界10位 以内とする

(政府サー ビス)

・ 電子政府(eGovemment)政 策に対する一般国民の滅 度75%を 達成

・600種 類のオンライン公共サービスを提供

・5年 以内で全G2B2C業 務の55%を オンライ ン化

(インフラス トラクチャ整備)'

・ 全人口の50%を オンライン化

・ ブロー ドバン ド利用者数 を600万 人に拡大

e－台湾計画は現在、①インフラス トラクチャ、②産業の電子化、③社会の電子化、④政府の

電子化、⑤情報格差の解消、の5つ を柱としている。以下では、それぞれの柱 について目標、

成果などを示す。

(1)イ ンフラス トラクチャ

e－台湾計画のイ ンフラス トラクチャ分野は、①600万 人のブロー ドバン ド利用者、②無線ブ

ロー ドバン ドネットワーク、③IPv6イ ンフラス トラクチャとその応用、④情報通信セキュリテ

ィシステム、⑤国民の電子身分証明、⑥PKIイ ンフラス トラクチャと国際協力、⑦セキュリテ

ィ検証のための研究機関、の7つ のプロジェク ト領域で構成される。'

インフラス トラクチャ面における大きな目標は、台湾のオ ンライン人口を2007年 までに総

人口比50%ま で拡大することと、ブロー ドバンドアクセスを600万 人のインターネットユーザ

に拡大することである。

これ まで の主な成 果 は以下 の通 り。

・2004年6月 末 の時点 で、台 湾のブ ロー ドバ ン ド利 用人 口は300万 人 を超 え、ロー ミ ングセ

ンターが1カ 所 、WLANの デモエ リアが8カ 所設 置 されて いる。
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・2004年4月 まで に 「国民電子 身分証 明プ ログラム(CitiZenDigita1CertificateProgram)」 に

よって35万 通 の電子 証明書が発行 され たが 、 これ は世界 で最 も多 い。

・ 「公 開 鍵 イ ン フ ラス トラク チ ャ連絡 監 視 委 員 会(PublicKeyinfrastructureinterchange

OversightCommission)」 は2004年 中頃 まで に28の 応用指導 プ ロジェク トを実施 し、2,㎜

を超え る企 業がPKIセ キ ュ リテ ィシステム を確 立す るに至 って いる。

(2)産 業の電子化

産業の電子化の主要プロジェク ト領域は、①電子的共同作業による設計、②農業分野の知識

管理、③ 中小企業(SME)の 知識管理、④電子商取引における国際協力、⑤ ビジネス用電子サ

ー ビ ス 、 で あ る 。

以下、プ ロジェク ト領域 ごとに目的や実績を示す。

・ 電子技術による協同作業の構築:協 同設計の目的は、電子協 同設計システム確立に伴う35

産業分野のモバイル化、研究開発能力及び設計能力の向上、国際協力の機会拡大、産業の

改善と改革の加速である。

・ 農業分野での知識管理:産 業知識管理のためのポ一夕ルウェブサイ トと、知識管理による

付加価値プラッ トフォームの確立が含まれていた。

・ 中小企業(SME)'に おける知識管理:8つ の主要ビジネスカテゴ リーの内部的ネ ットワーク

が構築され、56の 内容項 目へのアクセスが可能になった。

・ 国際的電子商取引(EC:E・Commerce)協 力:国際協力の分野において2003年 末まで}こ台湾

代表が出席した電子商取引関連の国際会議数は、APECを 含め合計28に 上っている。

・ ビジネス用電子サービス:ビジネス用電子サービスポ一夕ル(Businesse--ServicePortal)、 コ

ールセ ンター、基本的ネッ トワークイ ンフラス トラクチャプラッ トフォーム計画の立案と

第1段 階の展開を含め、いくつかの活動計画が完了している。

(3)政 府の電子化

政府の電子化(e毛ove㎜ent)の 主要プロジェク ト領域は、①統合化されたワンス トップサ

ー ビス、②電子政府サービスネットワーク、③G2B2C文 書交換、④ テレビ会議ネッ トワーク、

⑤政府の電子情報開示、⑥ 防災救難通信システムの統合化、である。

現 在 まで の成果 を以下 に示す 。

・ 統 合化 された ワンス トップサー ビス:電 子 政府 ポ一夕ルサ イ ト(www .gov.tw)は 、現時 点

で600種 類 を超 えるサー ビスをオ ンライ ンで提供 している。
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・G2B2C文 書交換:オ ンラインG2B2C文 書交換システム(G2B2CDocumentExchangeSystem)

に関す る広範な計画の立案が完了している。

・ 政府内テ レビ会議ネッ トワーク:バ ックボーンネッ トワークと端末用ハー ドウェア/ソ フ

トウェア、及びネッ トワーク機器が取 り付けられ、共通のテ レビ会議用アプリケーション

システムが確立 された。

・ 防災救難通信 システムの統合化:防 災救難用のマイクロ波局が選定され、衛星通信 システ

ム と現地緊急対応指揮車に関する計画立案が完 了した。

.(4)社 会の電子化

社会の電子化(e-Society)は 、①オンライ ン学習、② デジタルアーカイブ、③デジタルエン

タテイメント、④ ウェブ文化の発展、⑤故宮電子博物館、⑥不動産情報セ ンター、⑦電子保健

医療サー ビス、⑧電子輸送、の8つ のプロジェク ト領域で構成される。

これ まで の成果 を以下 に示す 。

・ オ ンライ ン学習 二合 計2
,881の オ ンライ ンコー スが成功 裏に開発 され 、教材 の合 計時間 は1

万2,776時 間 に達 している。

・ デ ジタル アーカ イブ:2004年6月 現在 、国 の文化情報 データベース に11テ ラバ イ ト(106

万エ ン トリー)の データが格納 された。

・ 保健医療 のデ ジタル化:2004年6月 現在、保 健 医療 施設や従事者 向け に約5万2,000枚 の

IC証 明カー ドが発行 され て いる。

・ デ ジタル エ ンタ テイ メン ト:2003年 末現在 で台湾 北部及び南部 向けのデ ジタル テ レ ビ放 送

システムが完 成 してお り、2004年4月 末 には台湾南 部向 けのモバ イルテ レビサ ー ビス の計

画が策定 されて テス トが実施 された。

・ 故宮博物館 のデ ジタル化:多 言 語の故宮博 物館 ウェ ブサイ ト、電子博物館 、デ ジタル展 覧

会な どが含 まれ る。

・ 電子 輸 送(e-Transportation):イ ンテ リジ ェ ン ト交 通 情 報 システ ム(lntelligentTransport

ConidorTrafficStatusInformationSystem)が 確立 され、輸送情報 セ ンター利用者 数 は合 計

77万9,000人 に達 している。

(5)情 報格差の解消

情報格差 の解消(e-Oppo血nity)で 行政院は16の 公共事業プログラムを追加 した。これ らの

プログラムは2005年 から開始され、今後4年 間で68億 台湾元(約250億 円)の 投資が見込ま

れている。
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2.3m－ 台湾計画

行政院は2003年ll月 、チャレンジ2008重 点計画の中か ら台湾の国際競争力の向上に資する

公共建設事業をリス トアップして 「新10大 建設計画」 を策定 した。

新10大 建設 計画のrつ 、 「m－台湾(m-Taiwan)」 計画で は、2005年 ～2009年 まで の5年 間に

370億 台湾元(約1,340億 円)の 政府予算が割 り当て られ ている。'これは次 の2つ のイ ンフラ

整備 に充て られ る。

・ ブロー ドバ ン ドダク ト建 設計画 によ る公共 ブロー ドバ ン ドダ ク ト網 の建設 に300億 台湾元

(約1,090億 円)。

・ 二重ネ ッ トワー ク利 用環境 の構 築に70億 台湾元(約253億 円) 。スムーズなモバイル 通信

と無線LAN(WLAN)イ ンターネ ッ トサー ビスか らな る二重 ネ ッ トワー クを実現 す る。

2.4ブ ロー ドバ ン ド整備 計画

台湾 政府 は2004年6月 に ブロー ドバ ン ド整備計画 を提案 した。FITH(FiberToTheHome)

と無線LAN(WLAN)の 促進 を図 るべ く、段階 ごとに使 用ネ ッ トワー ク、速度 、加入者 、キ ラ

ー アプ リケー シ ョンな どの 目標 を定めてお り
、第2段 階(2006～2008年)、 第3段 階(2009～

2010年)で は、Frmを ネ ッ トワー クの主流 に し、普及 させる ことを明確化 して いる。

表X皿 一2台 湾のブロー ドバ ンド発展予定表

項目 第1段 階 第2段 階 第3段 階
2004～2005年 2006～2007年 2008～2010年

ネ ッ ト

ワー ク
高品質 FrrHが 主流 FTrHが 普及

速 度 固定 バ 固定 WLAN－ モバ 固定 WLAN－ モ バ

(bps) (50M) (4M) (50M-100M) イル二重ネッ (50M-100M) イル二重ネッ

トワー ク トワー ク

(4MδOM) (10M-100M)

加入者 30万 人 25万 人 200万 人 170万 人 420万 人 470万 人

試験利用者 試験利用者 家庭利用者 利用者 家庭利用者 利用者

キ ラ ー 固定 ・無線ビデオアプリケーシ 高品質インターネッ トビデオ プ ロー ドバ ン ドマ ル チ メ デ ィ

ア プ リ ヨン サ ー ビス ア ア プ リケー シ ョ ン

ケ ー シ 二重 ネ ッ トワー ク モバイルラーニング

ヨン モバイル電話アプリケー ショ モバイルヘルスケア

ン イ ンタ ーネ ッ ト電 話

Source:NICI
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2.51Pv6整 備発 展計画

台湾政府 のIPv6整 備 発展計画 で は、IPv4か らIPv6へ の移 行ス ケジ ュール を明記 してお り、

2007年 にはIPv6へ の置 き換 えを完成 させ ると している。同計画 では2002年 か ら2007年 を次

の3フ ェー ズ に分けて移 行 を推進 して い く。

●

●

●

フェー ズ1(2002年):「IPv6運 営委員会」 「台湾IPv6フ ォー ラム」 の立ち上げ

フェーズ2(2003年 ～2005年):IPv6へ の移行技術の 開発及 びネ イテ ィブPv6ネ ッ トワー

ク環 境の開発

フ ェーズ3(2006～2007年):IPv4をIPv6に 置 き換 え、台 湾全体 のIPv6ネ ッ トワークを

完 成 させ る。

3.ITの 利用状況

3.1イ ンターネ ッ ト加 入者

「イ ンターネ ッ ト加入者調 査」 は、経済 部技術処(Dorr)の 委託 を受 けて 、1996年 以来高

踏 子 蘭 引研究所(ACI:Advancede-CommercelnstitUte)と 資訊工 業策進 会(m)の ㎜ 調

査チ ーム によ って定期的 に行 われ て いる。

同調査 によ ると、2004年6月 末 のイ ンター ネ ッ ト加入 者は1,020万 人で ある。 「イ ンター ネ

ッ ト加入者」 とは、 プ ロバ イダ のアカ ウ ン トを保有す る顧客(個 人 ・家 庭 ・企業)を 指す。

皿 のACI-F【NDチ ーム がイ ンター ネ ッ ト加入者 をもとに推 計 した2004年6月 末 の 日常的な

イ ンターネ ッ ト利用者数 は892万 人 であ り、総人 口比 は39%に 達 して いる(e－ 台 湾計画 の 目標

は2007年 まで に50%)。 「日常 的なイ ンターネ ッ ト利用者」 とは 、家 庭、職場 、学校 か らイ ン

ターネ ッ トにアクセ スするた め に、有効 な アカ ウン トを保 有 して いる個人 の ことを指 して いる。

2005年6月 末の 日常的 なイ ンター ネ ッ ト利用者数は940万 人(対 前年比5.4%増)だ った。

(1)ブ ロー ドバ ン ド加入者

ACI-FINDチ ー ムによる と、台湾 の ブロー ドバ ン ド加入者数 は2005年9月 末 に約400万 人に

達 した(e－ 台湾計画の 目標 は2007年 まで に約600万 人)。 ブ ロー ドバ ン ド加入者数 は安定 的な

成長 を示 して いるが、特 に光 フ ァイバ ーは、前四半期 同様 に2桁 の 目覚 しい増加 を見せ た。一

方 、ケー ブルモデム は前四半期 比5.6%減 と、2004年 半ば以来初 めて減 少 した。
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(2)モ バイルイ ンターネッ ト加入者

電信総局のデータによれば、2004年 第二四半期のモバイルインターネッ ト加入者は374万 人

で、前年同期比で118%増 加 した。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

e-Figures>RegularllternetUsersinTaiwaninHl2005:、
http:〃www.find.org.tw/eng/news.asp?pos=1&subjectid=8&msgid=191

eFigures>BroadbandSubscribersinTaiwanforQ32005:

http:〃www.find.org.tw/eng/news.asp?pos=1&subjectid=9&msgid=200

3.2一 搬 家 庭

(1)イ ンター ネ ッ ト接続

2004年8月 に経済 部工業局(IDB:IndustrialDevelopmentBureau)の 指示 を受 けて資訊工業策

進会(皿)のACI-RNDチ ーム によって実施 された 「台湾 にお ける一般 家庭オ ン ライ ン調査」

によ ると、台湾 の家庭 の73%が コ ンピュー タを所 有 している。

2004年 には台 湾の家庭 の61%が イ ンターネ ッ トに接 続 して お り、そ の78%が ブ ロー ドバ ン

ド(xDSL、 ケー ブル モデム 、光 ファイバー)を 利 用 して いる。

ADSLは 依然 として台湾におけるインターネ ット接続の主流であ り、ADSL利 用はオンライ

ン家庭の73%に 上っている。

表X皿 一3台 湾における一般家庭のインターネ ット接続

(複数選択)

種類 2003年 2004年

無料ダイアルアップ 3.5% 2.5%

有料ダイアルアップ 22.3% 10.5%

専用回線 0.8% 0.7%

ISDN 0.2% 04%

ADSL 65.9% 73.2%

ケーブルモデム 6.6% 4.7%

家庭モバイルインターネット 0.2% 4.0%

無線LAN 0.2% 2.1%

その他 0.4% 0.1%

不明 5.8% 8.8%

Source:FIND、ACLm(経 済 部 工業 局後 援)
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(2)イ ンター ネ ッ ト活 動

2004年 の調査で は、普及 して いるイ ンターネ ッ ト活 動 は情報収 集(85%)、 電 子 メール(73%)、

ファイル のア ップ ロー ド ・ダ ウン ロー ド(62%)、 イ ンス タ ン トメ ッセー ジの送信(50%)の

順になっている。 どの項目も前年よ り増加 してお り、台湾におけるインターネッ ト活動が盛ん

にな って いる ことを示 して いる。

3.3企 業

(1)イ ンターネッ トインフラ

資訊工業策進会(皿)のACI-FINDチ ームが経済部技術処(Dorr)の 委託 を受けて実施 した

「台湾における企業オンライ ン調査」によると、2004年 時点での台湾企業へのインターネット

の普及率は81%で あり、オンライン企業の96%以 上がブロー ドバン ドを利用 している。

インターネッ トの普及率 を企業規模別 に見ると、2004年 には大企業の96%、 中規模企業の

87%、 小規模企業の71%で インターネ ットを利用していることが明らかになった。

台湾企業でのコンピュータ保有率は94%で 、そのうち78%が 電子メールを利用し、36%が

自社サイ トを運営 している。

(2)電 子販売

ACI-FINDチ ーム による と、2∞4年 には7.6%の 企業 でイ ンターネ ッ トによる電子販 売が行わ

れて いる。オ ンライ ン販売 の総額 は、1,328億 台 湾元(約4,807億 円)と 推 定 され 、前年 よ りも

14%伸 びた。

(3)電 子調達

2004年 に電子調達 を実施 した企業は12%あ った。オンライ ン調達額はおよそ225億 台湾元

(約810億 円)と 推定され、前年か ら47%上 昇 した。

、

(4)電 子 ア プ リケ ー シ ョ ン

電 子 ア プ リ ケ ー シ ョ ン の 中 で は 、 企 業 資 源 計 画(ERP:EnterPriseResourcePlanning)の 導 入 率

が10.8%と 最 も 高 い 。 そ の 次 が 顧 客 関 係 管 理(CRM:CustomerRelationshipManagement)と 製 品

デ ー タ 管 理(PDM:ProductDataManagement)で 、 と も に7.2%で あ る 。

一226一



、

3.4行 政

(1)行 政サ ー ビスネ ッ トワー ク(GSN:GovernrnentServiceNetwork)

行 政サー ビスネ ッ トワー ク(GSN)の 立案 と構 築 には、行政院の研究発展考 核委員 会(RDEC:

ResearchDevelopmentandEvaluationComrnission)が 責任 を負って いる。GSNは すべ て の レベル

の行 政機 関 に対 するバ ックボー ンネ ッ トワー クで あ り、行政機関はGSNに よ って 公的サ ー ビ

ス、管理 、特別 なア プ リケー シ ョン を提 供でき る。

(2)電 子 政府 の現 状

2003年 の行 政院主 計処 の調 査によれば、3,947の すべ ての行 政機 関に コン ピュー タが 導入 さ

れ、イ ンターネ ッ トに接続 して いる。換言す る と、主 にGSNを 利用 して、31万5 ,㎜ 台 のコ

ンピュー タ と1万5,300人 以上 の職員がイ ンター ネ ッ トに接続 して いる ことにな る。

(3)電 子政府サー ビス

現在、e－台湾計画で政府サービスのオンライン化が進め られている。台湾政府 の提供するオ

ンラインサー ビスの数は2003年 末の687か ら2004年 末には847に 増加 した。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

e-Figures>200516/6(IOvernmentOnline2(脳:http:〃www.find.org.tw/eng/news.asp?msgid・176&subjectid-16&pOs-1

(4)国 際評価

米国ブラウン大学が2005年6・7月 に実施 した世界の電子政府 ランキング調査で、台湾は前

年に続いて1位 となった。ランキングは、オンライン刊行物の入手可能性、データベース、オ

ンラインサービスの数などを分析 して決定される。台湾以外にもシンガポールの2位 、香港の

4位 、中国の5位 な ど上位 にアジア諸国が名を連ねるが、日本や韓国のスコアは台湾のほぼ2

分 の1し かな い。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

e-News>TaiwanRemainsTop._:h仰://www.find.org.tw/eng/news.asp?msgid=187&subjectid=2&pOs=O

3.5モ バ イル ・無線LAN

経済 部工業 局(IDB)の 指 示 を受 けた資訊工業策進会(m)のACI-FINDチ ーム によって2004
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年8月 に実施された 「台湾におけるモバイル ・無線オンライン調査」によると、モバイルや無

線LAN(WLAN)の 利用率は10.5%で あり、238万 人がモバイルや無線機器でインターネ ット

に接続 していることが判明 した。ただし、このうち47%は 前月に接続 したと回答し、日常的な

利用者と見なすことはできない。 このため、モバイルや無線LANの 日常的な利用者は全人 口

の4%に 満たないということになる。

モバイル ・無線 イ ンター ネ ッ ト接続 の機器 に関 して は、携帯電 話が全体 の64%と 主流 を占め

てお り、以 下 ノー トパソコ ンが41%、PDAが14%と なってい る。

(1)モ バ イルイ ンターネ ッ トの利 用法

調査 によ る と、台湾 にお けるモ バイルイ ンター ネ ッ トの普及率 は8%で 、184万 人が利 用 し

て いる。一般 的な利 用 目的 は、画{象 着信 メ ロデ ィ、ゲー ムのダ ウンロー ド(52%)で 、次い

で情 報の閲覧(28%)、 検 索(22%)と なって いる。

(2)無 線イ ンターネ ッ トの利 用法

台湾 にお けるWLANは 、喫 茶店や フ ァース トフー ド店 、空港 、ホテル な どへのホ ッ トスポ

ッ ト増設 によ り、 こ こ数年 で大き く発展 した。無 線イ ンターネ ッ トの普及 率は3.7%で 、83万

人が利用 して いる。利用 目的は、検索(51%)、 情 報閲覧(46%)、 電子 メール利用(43%)の

順 に多 い。 モ バ イ ルイ ンター ネ ッ トと同様 に、 利用 者 に とって の最 大 の問題 は接 続 の悪 さ

(36%)と 伝 送の遅 さ(30%)で ある。

参 考 資 料

e-Taiwan2004publishedbyScience&TechnologyAdvisoryGroup,ExecutiveYuan

MobileInternetinTaiwan:http:〃mit.find.org.tw/
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XIV韓 国

1.韓 国における情報技術政策

1.1経 緯

韓 国政府は、2002年 に基本的rr戦 略 「eJ(oreaVision2006(第 三次情報化促進基本計画)」

を発表後、同戦略の見直 しを進め、2002年12月 には情報通信部(MIC)が2007年 まで に

ユ ビキタスな情報スーパーハイウェイを構築す る計画 を策定 して いることを明 らかに した。

ユ ビキタスなネ ッ トワーク環境では、イ ンターネ ッ トは日常生活の一部 とな り、人々は

時間 と場所 を選ばず にネ ッ トにシーム レスに接続できる。

こう したユ ビキ タス社会 実現 に向 けて韓 国政府 は2003年12月 、情報化 基本 計画

「BroadbandrrKoreaVision2007」 を発表 した。この計画は、①知識情報社会 の全面化(イ

ンターネ ッ トの一層の普及な ど)、②知識情報社会の土壌づ くり、③rr新 成長動力創出の

基盤づ くり、④ グローバル情報社会 を目指す国際協 力の強化、を4大 重点課題 とす る。

情報通信部は2004年6月 、ユ ビキタス社会を2007年 まで に実現す る 「uKorea推 進計

画」を発表 した。 これ は、ユ ビキタス ・コンピューティング技術 を基盤 にして、国家のす

べての レベル を知能化、ネ ッ トワー ク化 して経済発展な どを追及する戦略である。

さ らに、ユ ビキ タ ス社 会 「u・・Korea」を実現 す る具 体 的 な行動 計画 と して情 報 通信 部 は2004

年7月 、 「IT839戦 略 」 を発 表 した 。同 計画 で は、国 民1人 当た りGDP2万 ドル(約233万

円)を 国 家 的経 済 目標 に掲 げ、①8大 新 規 サ ー ビス(WiBro〔W;rrelessBroadband〕 、DMB〔Digital

MUItimediaBroadcasting〕 、 ホ ーム ネ ッ トワー ク、テ レマテ ィ クス 、RFID〔RadioFrequency

Identification〕、WLCDMA、 地 上 波デ ジタルTV放 送 、VbP〔VbiceoverIntemetprotoco1〕)

を 早 期 導 入 し、 ②3大 先 端 イ ン フ ラ(BcN〔BroadbandConvergenceNetwork〕)、USN

〔UbiquitousSensorNetwork〕 、Pv6)に 対 す る投 資 を誘 導 し、③9大 新 成 長動 力(次 世代 移

動 通 信機 器 、次 世 代PC、 デ ジタル テ レ ビ/放 送機 器 、ホーム ネ ッ トワー ク機器 、テ レマテ

ィ クズ機 器 、rrSoC〔SystemonChip〕 、組 み込 み ソ フ トウェ ア、 デ ジ タル コ ンテ ンツ&ソ

フ トウ ェア ソ リュー シ ョ ン、知能 型 ロボ ッ ト)を 推 進 す る。

表XIV-1に 韓国政府における主要情報技術政策の経緯を示す。
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表XIV-1韓 国政府 主要情報技術政策経緯

年月 政策等 概要

2002年4月 e」(oreaVision2006 (1)目 的:政 府 ・企業 ・個人の情報力を強化

(2)実 行計画①電子政府、②デジタルデバイ ドの是正、③スパムメ
ール ・ウイルスの撲滅、④個人情報保護問題

2003年12月 BroadbandrrKorea 、

2007

4大 重点課題①知識情報社会の全面化(イ ンターネットの一層の普及

など)、②知識情報社会の土壌づくり、③rr新 成長動力創出の基盤

づくり、④グローバル情報社会を目指す国際協力の強化

2004年6月 u→くorea推 進 計 画 ユビキタス社会を2007年 までに実現する。ユビキタス ・コンピュー

ティング技術を基盤にして、国家のすべてのレベルを知能化、ネッ

トワーク化して経済発展などを追及する戦略

2004年7月 IT839戦 略 ユ ビキ タス 社 会 「u4(orea」を実 現 す る具 体 的な 行 動計 画 。①8大 新

規サ ー ビス、②3大 先端 イ ンフ ラ、③9大 新成 長 動 力 を推 進 す る。

1.21T政 策の担 当機 関

(1)情 報 化 推 進 体 制

1995年 制 定 め 情 報 化 促 進 基 本 法(BasicActon】trrformatizationPromotion)に 沿 っ て 国 家 的 な 情

報 化 活 動 を 見 直 す た め 、1996年 に 情 報 化 推 進 委 員 会(IPC:InformationPromotionCornmittee)が

設 置 さ れ た 。

IPCは 情報化推進 に関連す る政策 や プロジ ェク トの実 施 を調整す る。委 員長(首 相)の 下、

国会事務総長(SeeretaryGeneralofNationalAssembly)が 推薦す る24人 の メンバ で構成 される。

情報通信部(皿C:MinistryoflnformationandCommunication)は 、PC}こ 代 わ って管理 業務 を

担当す る。1994年 、分散 して いたrr関 連 部 門を統合 して設立 された。

、
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韓 国 情 報 推 進 委 員 会

(KoreainformatizationPromotion

Committee)

委 員 長:首 相

(Cha壮man:PrimeMinister)

委 員1大 臣24名

(Members:24Ministers)

情 報 通 信 部

(Ministryofinfomiation&

Communioation)

韓 国電 算 院

(N・ti・nal(IOmp・te・izati・ ・

Agency)

情 報 化 執 行 委 員 会

lnfomlatizationExecutive

Committee

委 員 長:主 席 首 相 補 佐 官

Chai】rman:(thiefAssistanttothe

PrimeMinister

委 員:副 大 臣25名

Members:25DeputyMinisters

情 報化 小委 員 会

(infomnatizationSub-committee)

関 連 中 央 政 府 部 門

(RelatedCent剖Administradve

Government)

情 報推 進 諮 問委 員 会

(infomiatizationPromotion

AdVis(πyCommitt㏄)

業 界 、学 界 、研 究機 関 の専 門 家 で

構 成

国家 情報 評価 委 員 会

(Nationalinf{)rrnationEvaluation

Committee)

業 界 、学界 、研 究機 関 の 専門 家 で

構 成

繊 主要機関
委 員 会

(Commin㏄)

情報 化 推進 委員 会(PC:励 ㎜ 伽on

PromotionCommi"㏄)

情報化推進関連の政策及びプロジェクト実

施調整

情 報 化 執行 委員 会(InfbmaUonzadonEx㏄udve

Co㎜Un㏄)

IPCが 提出又は委託した問題の議論と評価

情 報 化 小委 員会(lnfbma6zationSubcommi"㏄) 情報化推進と情報スーパーハイウェイ構築

の実施計画及び成果の検討

支 援 機 関

(Suppo由ve

Organization)

情 報推 進 諮 問委 員 会(㎞ ㎜ ㎞UonPpomodon

Adv⑮o巧Co㎜i"㏄)

IPCに 提出された問題と情報化政策全般に

ついて助言

図XIV-1情 報化推進委員会(IPC)と 関連機関

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

NationalComputerizationAgency:hロp:〃www.nca.or.kr〆

20051nformatizationWhitePaper,p.8:http:〃www .nca.or.krlhomepageXehomelehome.nsf7BynewsVICOBOgFAgDOsA9

4B4(92570ABOOO8E601/$賊005eng.pdf
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(2)電 子政府 の推進体制

電 子 政府 政策 は、大 統領 諮 問 機i関 「行 政 の改 革 ・分散 化 に 関す る大 統領 委 員会(PCGID:

PresidentialCommitteeonGovernment■movationandDecentralization)」 が決定 し、各分 野の担 当部

及 び各 自治体で実施 され る。PCGIDに は、行 政、財務、税 制、地方分権化 、電子 政府 の5つ の

小委 員会が設置 されて いる。電 子政府 小委 員会(eGovemmentsub℃ommittee)は 、複数 の政府

機関 にまたが って電子政府 プ ロジェク トを推進 し、プ ロジェク ト間 の政策 調整 を行 う。

行 政 自治 部(MOGAHA:MmistryofGovemmentAdministration&HomeAffairs)で は、電子 政

府 関連 プ ロジェク トを推進す るた めに電子 政府局(Bureauofe-Govemment)を 設置 して繍 を

強化 し、関連 政策 を実施 して いる。

大 統 領

(P騰ident)

情 報社 会推 進 委 員会

(In和㎜tionSociety

DnvingCo㎜Uロee)

評 価撮 終決 定

国 務会 議

(Cabinet)

報 告ノ審議

行 政 改革 ・分散 化 に 関す る大 統 領委 員 会

(輪idenU訓Co㎜i㈱nΦve㎜ent

㎞ovadonmdD蜘 ロ麺don)

電 子 政 府小 委員 会

(e-GovemmentSubcomlnittee)
ぴ

行 政 自治 部

(MOGAHA:Minisロyof

Gove㎜entAd㎜s廿ation)

電 子 政府 の 担 当部 門
韓 国 電 算 院

(Nationalα)mputer立ation

Agency)

支 援

部 門

(Depa・tment)

実 施

部 門

(Depanment)

実 施

部 門

(Depanment)

実 施民間部門

システム導入

1 1 1

地方政府!公共機関

図XIV-2電 子政府の推進体制
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関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

2()041nformatizationWhitePaper,p、21:

httP:〃www.ipc.go.kr/servlet!downioad?pt=/ipceng!public&fh=2004+White+Paper.pdf

NationalComputeriZationAgency:http//www.nca.or.kr,!

20051nformatizationWhitePaper,p.10:http:〃www.nca.or.kr/homepagelehomelehome.nsffBynewsV/COBOgFAgDOsA

94B4C92570ABOOO8E601/$Me12005eng.pdf

(3)情 報 化 支 援 機 関

韓 国 の 情 報 化 支 援 機 関 に は 、 国 家 電 算 院(NCA:NationalComputerizationAgency)、 韓 国 デ ジ

タ ル 機 会 促 進 庁(KADOP:KoreanAgencyforDigitalOppo血nity&Promotion)、 韓 国 情 報 セ キ ュ

リ テ ィ 庁(KISA:Korealnf6rmationSecurityAgency)な どが あ る 。NCAは 例 年 、 国 家 情 報 化 白

書(NationalInformatiZationWhitePaper)を 発 行 し て い る 。

表XIV-2情 報化支援機関

機関名 関連法 主な役割

国家電算院(NCA: 情報化推進基 ・情報化政策の策定

NationalCompute亘zation 本法第10条 ・情報化促進行動計画の策定実施支援

Agency)1987年 設 立
・公共機関のためのrrネ ットワークや情報共有システムの構築と

運営
・情報通信の標準化

・公共機関の情報資源管理情報化プロジェクトの評価監査、関連

機関の支援

韓国デジタル機会推進 デジタル格差 ・デジタルデバイ ド緩和政策プロジェク トのロードマップ作成

庁(KADO: 是正法第16条 ・デジタル格差是正のための調査、刊行物発行、関連制度の改善
KoreaAgencyfbr ・障害者や高齢者向けのrrサ ー ビス

Digita10PPonunity& ・高速情報通信サービス環境の育成

PrOlno60n) ・情報活用施設の設置と運営
2003年 設立 ・情報化教育

、

・多国籍企業、国際企業との共同プロジェクトの実施や支援

韓国情報セキュリティ 情報 シス テム ・インターネット上のセキュリティ侵害への対応 と技術支援

庁(KISA: 利用セキ ュ リ ・ITイ ンフラの保護と技術支援

KoreaIn衣)mation テ ィ及び個 人 ・情報システムのセキュリティ評価と産業界への支援

S㏄untyAgency) 情報保護法第 ・情報セキュリティ技術の開発

2001年 設立 52条

Source:2005NationalilformatizaitonWhitePaper

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

20051nformatizationWhitePaper,p.11:httpV/www.nca.or.kr,/homepagピehome!ehome.ns肥ynewsV!COBOgFAgDOsA

94B4C92570ABOOO8E601!$fUel2005eng.pdf
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2.uKorea推 進 計 画

韓国政府 は、2002年 に基 本 的rr戦 略re-KoreaVision」 を発表後 、同戦略の見直 しを進 め、

2002年12月 には情 報通信 部(MIC)が2007年 まで にユ ビキタス な情報スーパーハイ ウェイ を

構築す る計画 を策定 して いる ことを明 らか に した。

ユ ビキタスなネットワーク環境では、イ ンターネッ トは 日常生活の一部とな り、人々は時間

と場所を選ばずにネッ トにシームレスに接続できる。

こうしたユビキタス社会実現に向けて韓国政府は2003年12月 、情報化基本計画 「Broadband

ITKoreaVision2007」 を発表 した。 この計画は、①知識情報社会の全面化(イ ンターネッ トの

一層の普及など)、②知識情報社会の土壌づ くり、③rr新 成長動力創出の基盤づくり、④グロ

ーバル情報社会を目指す国際協力の強化、を4大 重点課題 とす る。

さ らに情報通信部 は2004年6月 、ユ ビキタス社会 を2007年 まで に実現す る 「u4(orea推 進

計画」 を発表 した。以下 では 、u」(orea推 進計画 が 目指 す社 会 の姿 を① 産業 ・経済的側面 、②

社会 ・文化的側面か ら略述す る。

表XIV-3韓 国の情報化関連統計

1998年 1999年 2000年

■

2001年 2002年 2003年 2004年

ブロー ドバンド加入者数(1万 世帯

当たり)

L4 374 401 781 1,040 1,118 1,192

イ ン ター ネ ッ ト利 用 者 数(人 口1

万 人 当た り)

310 1,080 1,904 2,438 2,627 2,922 3,158

イ ンター ネ ッ ト利 用率 一 一 44.7 56.6 59.4 655 70.2

PC台 数(1万 台) 827 1,153 1,862 2,250 2,350 2,425 2,620

携帯電話台数(1万 台) 一 2,344 2,682 2,904 3,234・ 3,359 3,659

電子商取引売上高(1億 ウォン)一 一 一 575,584 1,189,800 1,778,100 2,350,250 3,140,790

インターネットバンキング利用者

数(1万 人)

一 123 砺 1,131 1,771 2,275 2,427

Sour㏄:2005NationallnformatizationPaper

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

'Ubiquitous'InformationSuperhighwayPlanned:

http:/〈Dww.korea.net/News/News/NewsView.asp?serial_no=20021208016

MIC:http:〃www.mic.go.kr/indexjsp
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20051nforrnatizationWhitePaper,pp.6,11-13,54:http:〃www.nca.or.kr/homepagピehome!ehome.nsfitBynewsV/COBO

gFAgDO5A94B4C92570ABOOO8E601/$file!2005engpdf

2.1産 業 ・経済 的側面

(1)rr生 産 高 の成長

部 品機器 部門の飛躍 的成長 を土 台に、2003年 末現在208兆 ウ ォン(約23兆9,000億 円、2005

年12月20日 付為替…レー ト1ウ ォン=o.1147円 に基づ く、以下 同様)のrr生 産 高 を2007年 に

は380兆 ウ ォン(約43兆6,㎜ 億 円)ま で拡大す る。 これによ り、IT部 門 は2007年 に総GDP

の約20%、 一 人当た りGDPの うちの3,000ド ル(約34万9,000円 、2005年12月25日 付為 替

レー ト1ド ル=116.44円 に基 づ く、以下 同様)を 占める。

政府 出資 の非 営 利 繊 「韓 国電子 通1言研 究 院(ETR【:ElectronicsandTelecommunications

Researchinstitute)」 の2005年1月 の発表 による と、韓 国 のrr生 産 高 は2007年 には498兆 ウォ

ン(約57兆1,000億 円)に 達す るな ど、この計画 を上回 るペース で成 長す ると予測 されて い る。

表XIV-4韓 国のIT生 産高(予 測値)

2005年 289兆 ウ ォ ン(約33兆 円)

2006年 341兆 ウ ォ ン(約39兆 円)

2007年 419兆 ウ ォ ン(約48兆 円)

2008年 498兆 ウ ォ ン(約57兆 円)

2009年 572兆 ウ ォ ン(約66兆 円)

2010年 642兆 ウ ォ ン(約74兆 円)

Sour㏄:韓 国電子通信研究院(En①

(2)雇 用の創出

新 しいサービスの創出、インフラに対する投資の増大、新成長動力産業の育成によ り、国家

全般の雇用需要が増大する。2007年 までに約27万 人に新たな職場が創出される見通 し。

(3)rr輸 出の拡大

次世代移動通信、デジタルテレビ、デジタルコンテンツなどが成長する。グローバル競争力

のあるrr新 成長動力を主力輸出商品とする。2007年 までにrr分 野の輸出高1,100億 ドル(約

12兆8,000億 円)を 達成す る。
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関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

韓 国 が240兆 ウ ォ ン のrr生 産 高 を 目 標 に 掲 げ る:

http:〃korea.net/news/news/LangView.asp?seria1 _no=4293&1ang_no=2&part=106&SearchDay

Koreatargets240甘i皿ionwonrrou中ut:http:1/korea.net!news/news/newsview.asp?serial_no=20040204003

KorearrNews:http:〃www.etri.re.kr/www_05/e_etri/main.hロn?pagecode=eO601&url=bOard/e_newsphp?sort=2

2005イ)1-15:http:〃www.etri.re.kr/www_05/e_etri/board/e_view.php?idx=1707&sort=2&page=8&sort=2

2.2社 会 ・文化 的側面

(1)家 庭生活

・ ホームネットワークを通じ、室内温度 ・湿度、点 ・消灯、窓の開閉の自律的制御などの家

庭内でのすべての機器に対す る遠隔制御、遠隔検診が可能になる。

・ 知能型ロボッ トが、家庭内で単純/反 復型 ・時間消費業務を代替 し、高齢者や病人の看護、

遊び友達など家族の一員 として登場する。

(2)物 流 ・流通

・ 宅配、航空や港湾の手荷物などの発信地か ら到着地までにいたるすべての経路が リアルタ

イムで管理 され、盗難 ・穀損 の防止、到着遅延な どを予防する。

・ 物品の入出庫など企業の在庫管理の 自動化で企業の生産性が向上し、流通過程で消費者の

購買と決済が同時に行われ、顧客 の利便性が増大する。

(3)交 通

・ 交通状況、道路現況(交 通事故、車両故障、工事情報など)、最適経路、周辺便利施設(食

堂、ガソリンスタン ド)な どを運転手にリアルタイムで提供する。,

・ 車両位置追跡、非常時の遠隔支援、タイヤ圧力、エンジン状態、適正距離の維持などが自

律的に制御され、走行中の子供やペッ トの接近などが感知され、車両運航の安全が確保さ

れる。

(4)行 政

・ 国民の必要とする行政サービスがインターネッ ト、モバイル、デジタルテ レビなどを通じ、

24時 間提供 されるだけでなく、顧客 中心のオーダーメイ ド型サー ビスとして提供 される。

・ ブロー ドバンド統合ネッ トワークな どにより、官民の知識や情報の共有が活発 に行われ、

政府の生産性を極大化する。
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・ID内 チ ップに搭載された情報により、国防や調達など政府資産に関する管理がより効率

的 ・透明に運営 される。

(5)保 健'

・ マイクロチップを利用 したネッ トワークを通じ、食品 ・薬品の品質保全期間についての人

工知能的管理で、食品 ・薬品の誤用 ・乱用を防止する。

・ 農畜産物食品の総合的履歴管理を通 じた流通経路の透明性の確保と狂牛病、鳥イ ンフルエ

ンザの事前予防などを実施す る。

(6)福 祉

・ 障害者、高齢者、子供が道路や家庭で、センサネッ トワークにより、位置、周 辺情報など

を把握できるバ リアフ リー環境が実現する。

・ 付着型端末機や挿入されたマイクロチ ップが、身体障害や負傷の情報を リアルタイムで、

医療及び救助機関などに発信 して、緊急状況発生時に即刻対応す る。

(7)環 境

・ センシングチップを利用 した水質及び大気汚染、廃棄物、環境ホルモ ン、電磁波公害など

の効率的な制御 と管理で、環境汚染を最小化する。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

『rr分 野 新 成 長 動 力 、u」(orea推 進 戦 略 』(情 報 通 信 部 発 表 資 料 の 日本 語 訳)

htΦ:∠/japan.internet.com/public!rmaterials!pdV2004rO721/20040721 _koiea.pdf

3.IT83gmp略

ユ ビ キ タ ス 社 会 「u■(orea」 を 実 現 す る 具 体 的 な 行 動 計 画 と し て 情 報 通 信 部 は2004年7月 、

rlT839戦 略 」 を 発 表 した 。 同 計 画 で は 、 国 民1人 当 た りGDP2万 ドル(約233万 円)を 国 家

的 経 済 目標 に 掲 げ 、①8大 新 規 サ ー ビ ス(WiBro〔WirelessBroadband〕 、DMB〔DigitalMultimedia

Broadcasdng〕 、 ホ ー ム ネ ッ ト ワ ー ク 、 テ レ マ テ ィ ク ス 、RFID〔RadioFrequencyldentification〕 、

W-CDMA、 地 上 波 デ ジ タ ルTV放 送 、VblP〔Vbi㏄overhtemetProt㏄ol〕)を 早 期 導 入 し 、 ②3

大 先 端 イ ン フ ラ(BcN〔BroadbandConvergepceNetwo「k〕)・USN〔UbiquitousSenso「Netwo「k〕'

IPv6)に 対 す る 投 資 を 誘 導 し 、 ③9大 新 成 長 動 力(次 世 代 移 動 通 信 機 器 、 次 世 代PC、 デ ジ タ

ル テ レ ビ/放 送 機 器 、ホ ー ム ネ ッ トワ ー ク 機 器 、テ レ マ テ ィ ク ス 機 器 、rrSoC〔SystemonChip〕 、
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組 み込 み ソフ トウェア、デ ジタル コ ンテ ンツ&ソ フ トウェ アソ リュー シ ョン、知能型 ロボ ッ ト)

を推 進する。

(1)WiBro

8大 新規サ ー ビスの一 つ、 「WiBro(ワ イ ブロ)」 は、現 行 のモバイル サー ビスよ り効率 の 良い

イ ンターネ ッ ト接続 とモバイル デ一 夕提供 を 目指す無線LANサ ー ビスの ことで、 「ポー タブル

イ ンターネ ッ ト」 と も呼 ばれ る。韓国政府 は2006年 まで に'WB'roの 商業化 を計画、2011年 に

は1,000万 人超のユ ーザ を対 象に した4兆 ウォ ン(約4,600億 円)規 模 の市場 を創設 した い と

してい る。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

Koreatoallowpo血bleinternetservicetostartbyJune2006:

http:〃www.korea.net/News/News/NewsView.asp?serial _no=2∞50309002

Wirelessbroadbandservicetostartin2006:

http:〃www.korea.net/NewsfNews/NewsView.asp?serial _no=20041022011

(2)DMB

IT839戦 略 の8大 新規 サー ビス の一つ 、 「DMB(DigitalMediaBrpadcasting)」 は、移 動 中の車

や屋外な どで も携帯 用 レシーバ(移 動電話 、PDA)や 車両 用 レシーバ を通 して多チ ャ ンネル マ

ルチ メデ ィア放 送 を鮮 明 に受信 で きる移 動体 向 けデジ タル放 送サー ビスであ る。DMBは 、地

上波DMBと 衛星DMBに 分 かれ 、地上波DMBが 国家主 導、衛星DMBが 民 間主導 で推進 され

る という違 いが ある。韓国電子 通信研究 院(ETRI)は2009年 まで に、無 料の地 上波DMBが

680万 人の視 聴者 を獲得す るの に対 し、有料 の衛 星DMBは350万 人 にとどまると予測 してい

る。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

ITeNewsletterVol.5,No.3:

http:〃www.ipc.go.kr/servlet/download?pt=/ipceng/public&fh=rT+e-newsletter+Vo15+No.3.pdf

ITeNewsletterVol.5No.5:

http:/lw"vw.ipc.go.kr:/servlet/download?pt=/ipceng(public&fh=rr+e-newsletter+Vbl.5+No.5.pdf

KoreaITNews>2005-12〈)7:

http:〃www.e廿i.re.kr/www_05/eＬeロi/mainJhtm?pagecode=eO601&url=board/e _view.php?chk=1790-2
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(3)IPv6

1Pv6は 、ホー ムネ ッ トワー クや、電子 商取 引、テ レマテ ィックス、WiBro、DMB、RFIDと

いった さま ざまなサ ー ビス の基 礎 とな る次世代イ ンター ネッ トプ ロ トコル で ある。情報通 信部

(MIC)と 国家電算 院(NCA)は2005年 も、IPv6の 商用化 に必要 な アプ リケー シ ョンや ビジ

不ス モァル の開発 を 目指す 「韓 国IPv6試 験 プロジェク ト」を継続 実施 した。2005年 の焦点は、

WiBroや ホー ムネ ッ トワー クな どを含 むrr839戦 略プ ロジェ ク トとの連携 を強化す る ことに置

かれた。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

KOREAv6PilotPr()jectsPartnerwithrr839Strategy:http:〃www .nca.or.krthomepagelehome/ehome.nsf7By _news_nV

〃9ED3477477B76B7C9256FF9001B92F1?opendocument

4.u-City

韓国電算院は2005年10月 、報告書 「u-Cityで眺める未来都市の姿と展望」 を発表 した。報

告書によると、新たなインフラとしてユ ビキタスrrを 導入 して知能型都市サービスを提供 し、

市民が快適かつ便利に生活できる空間として変化する未来都市の姿が 「u-City」である。

(1)u-City(li)2つ の類型

u-Cityは 、 「都市 生活 サー ビス中心型」 と 「都市 自活 力創 出中心 型」の2つ の類 型 に分 ける こ

とが できる。イ ンフ ラとサー ビスの導入 を通 して、都市生活サー ビス を知 能化す る都 市生活サ

ー ビス中心型のu-Cityに は、u－江南(カ ンナム)、u－東灘(ド ンタン)、u.水 原(ス ウ ォン)な

どが ある。都 市の特化産業 の育成 を並行 させ て、都 市の 自活力 をっ く り出そ うとす る都 市 自活

力創 出中心 型のu-Cityに は、u松 都(ソ ン ド)、u－済州(チ ェジュ)、u≒ 釜山(プ サ ン)な どが

ある。

(2)u-Cityの イ ンフラ、サー ビス、政策

・u-Cityで は、現代 の都 市 のよ うに電気 、上下水道な どのよ うな物理 的なイ ンフラが 、セ ン

サ や通 信 な どのrr技 術 を通 して知 能 型 の多 様 な情報 サ ー ビス を 提供 す る新 イ ン フラ

(u{ityイ ンフラ)に 変 わ る。

・u-Cityが 提供 するサー ビス(u-Cityサ ー ビス)で ある ぽWork 、u教 育 、u－交 通、u環 境な ど

を通 じて 、都市 の住居、 交通、環 境な ど都市 生活環 境が改 善 され る。

・u-Cityは 、特化産業 を中心 と して都市 を発達 させ る政策(u-City政 策)に よ って、 小都市
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への産業 と人口分散を誘導し、地域の均衡ある発展に寄与できるようにな る。

(3)具 体事例 「u≒釜山」

いくつかの国で既にユビキタス技術 を使用 した試験プロジェク トを実施した り、ユ ビキタス

技術を特定の産業部門に応用 した例はあるが、港湾施設、交通、産業、観光、コベンション、

電子政府、住民の日常生活などを含む都市環境全体の中でユビキタス技術の商用化を試みるの

は釜山市が世界初。

2005年12月 の釜 山市 の発表 によ ると、同市 は このu-Cityプ ロジ ェク トにお いて、2006～2010

年の港湾施設 、公共交 通、会議施設 、公共 保健車 両のrrイ ンフラ構 築に5,500億 ウ ォン(約631

億 円)、2008年 か らの教育 、医療 サー ビス 、セ キ ュ リテ ィ、観 光、環境保 護 のイ ンフラ拡張 に

さ らに7,700億 ウォ ン(約883億 円)を 投 じる。 プ ロジ ェク トは2012年 まで に完 了す る計画。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

rre-NewsletterVb1.5,No.3:

http:〃wwwipc.gα ㎞/servlet/download?pt=/ipceng!public&fh=IT+e-newsletter+VbL5+No.3,pdf

Busanembarksonhigh弍 ㏄hU-Citypr〔)ject:http://www.korea.net/News/News/NewsView.asp?serial_no=20051206047

5.電 子 政府

5.1電 子 政府 ロー ドマ ップ

行政の改革 ・分散化に関す る大統領委員会(PCGD)は2003年8月 、①手続きの変革、②

市民向けサー ビスの変革、③情報資源管理の変革 ④法改正の4分 野か らなる電子政府 ロー ド

マップを決定した。電子 ロー ドマ ップの課題の多 くは現在、BPMSP(業 務再設計及び情報化

戦略計画)を 経て、実際のシステム開発の段階に入っている。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

20051nformatizationWhitePaper:

http:/lwww.nea.or.kr/homepage〆ehome/ehome.nst7BynewsV/COBOgFAgDO5A94B4C92570ABOOO8E601/$file!2005engpd

f

5.2電 子 民願

行政自治部(MOGAHA)は2005年4月 、国民がイ ンターネッ トで行政機関に苦情民願を提
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起 し、各種制度 ・政策に対する改善意見を提案できるシステムを開発 し、サー ビスを開始 した

(「民願」 とは、国民が政府 ・地方自治体などの行政機関に対 して申請 ・申告を行 うことや、

苦情や要望、意見な どを表明することを意味する)。

国民は所管行政機関に苦情民願や提案を提出する代わ りに、インターネッ トの国民参加ポー

タルサイ ト 「参加の広場シンムンコ(epeople.go.kr)」(漢 字で 「申聞鼓」。韓国でかつて王宮の

門楼にっる し、民衆が上訴するときに打ち鳴 らした太鼓のことで、江戸時代の目安箱のような

役割を果たした)に アクセス して、より簡単に各種質疑、苦情民願、提案を申請 し、処理結果

をインターネ ットで閲覧 ・確認できるようになる。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

「参 加 の 広 場 シ ン ム ン コ」 関 連 説 明 資 料:

http:!ljapan.internet.◎om!public!rnaterialSipdf7200504141ekoreavision(砕14 .pdf

5.3行 政情報資源現況管理システム

行政 自治部は2005年5月 、中央行政機関 と地方自治体が保有 しているハー ドウェア、ソフ

トウェア、人材、予算などの情報資源現況を正確 に把握して、体系的に分析す ることのできる

行政情報資源現況管理システムを構築した、と発表した。

また 、情報 資源 を体系的 に分類 ・管理 するた め、電子 政府アー キテクチ ャ(EA:E-Govemment

ArchitectUre)概 念 を導入 し、 業務、応用 システム、デー タ、技術 の4つ の観 点か ら調査 票 と統

計分析 票 を設 計 した 。'.

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

「行 政 情 報 資 源 現 況 管 理 シ ス テ ム 」 関 連 資 料:

http:11japan.internet.com/publi(ゾ ㎜terials!pdt720050602!ekoreavisionO602 .pdf
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1.設 立経緯

1946年6月 、マー シャル 米 国務長官(当 時)は 、米 国による欧州経 済の再建 を 目的 と した援

助 プ ログ ラム 「マ ーシ ャル ・プラ ン」 を発表 した。 これ を受 けて、被援 助国で ある欧州 諸国側

に十分 な協 ヵ体制 を整え る ことが必 要 とな り、1948年4月 、OECD(OrganisationforEconomic

CooperationandDevelopment:経 済 協 力 開発 機 構)の 前 身 にあ た るOEEC(0㎎anisationfbr

EuropeanEconomicCo-operation:欧 州 経済協 力機構)が 発足 した。

OEECは1950年 代後半までに所期の目的をほぼ達成するにいた り、これ を大西洋両岸にま

たがる先進諸国の経済協力機構に組み替えようとする動きが現れた。この結果、1960年12月 、

OEEC加 盟18カ 国に米国とカナダを加えた20カ 国がOECD条 約 に署名 し、翌年、1961年9

月、世界的視野に立って国際経済全般について協議することを目的とした新機構OECDが 正

式に設立された。

OECDの 現在 の加盟 国 は次 の30カ 国で ある。

・ 設立 当時か らの加盟 国(20カ 国):オ ース トリア、ベルギー 、カナダ、デ ンマーク、 フラ

ンス 、 ドイツ、ギ リシ ャ、 アイス ラン ド、 アイル ラン ド、イ タ リア、ル クセ ンブル グ、オ

ランダ、 ノル ウェー 、ポル トガル、スペイ ン、ス ウェー デ ン、 スイス、 トル コ、英 国、米

国

・ その後 の加 盟国(10カ 国):日 本 、 フィ ンラン ド、オー ス トラ リア、ニ ュー ジー ラ ン ド、

メキ シコ、 チェコ、ハ ンガ リー、ポー ラン ド、韓 国、ス ロバキ ア

2.組 織

OECDの 組織 は大 き く分 けて、理事 会(Council)及 び委 員会(Committee)と 事務局(Secretariat)

という2つ の流れで構成 され て いる。 これ ら2つ を束ね るのが 、理事会 の議長 を務 める事務総

長(Secretary-Genera1)で あ る。
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一
理事 会(Coundl)

・閣僚 理事 会

・通 常 理事 会

委 員 会(Committees)

・作 業 部 会(WorkingGroups)

・専 門 家 グ ル ー プ(ExpertGroups)

事 務 局(Secretariat)

図XV-10ECI)の 組織概要

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

OECD:http:11www.oeOd.org/home/

AboutOECD:http:〃www.oecd.org/about/0,2337,en _2649_201185_1_1_1_1_1,00.html

(1)理 事会

理事会はOECDの 最高機関で あり、すべての加盟国が参加する閣僚理事会(年1回 春開催)

と常任代表による通常理事会(頻 繁に開催)を 招集する。

(2)委 員会 ・

委員会は加盟国の代表によって構成 され、年次作業計画 を作成するとともに、作業部会

(Wor㎞gGroup)や 専門家グループ(ExpertGroup)の 補佐を受け、広範な分野にわたる研究

調査を行 う(委 員会、作業部会な どの数は約200、 各国からの年間延べ参加者は約4万 人に上

る)。

(3)事 務局

OECD事 務局は、約2,000人 のスタッフ(約700人 の経済 法律、社会科学などの専門家や行

政官も含む)で 構成され、事務総長が統括する。理事会の決定に従って、各種実務 を分担 し、

委員会などの作業を補佐する。
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教 育 研 究 革 新 セ ン タ ー((ERI:CentreforEducationalResearchandInnovation)

農 業(AGR:CommitteeforAgriculture)

情 報 コ ン ピ ュ ー タ 通 信 政 策(IC(P:Committeeforlnforrnation,ComputerandCommunicationsPolic)

科 学 技 術 政 策(CSTp:ComrnitteeforScientificandTechnoloicalpolic)

消 費 者 政 策(CCp:CommitteeonConsumerPolicy)

金 融 資 本 市 場(CFM:CorrmiitteeonFinancialMarkets)

租 税(CFA:CommitteeonFiscalAffairs)

産 業 企 業 環 境(CIBE:CorrllnitteeonIndustryandBusinessEnvironrnent)

統 計(CommitteeonStatistics)

競 争(COMP:CornpetitionCorr皿ittee)

開 発 援 助(DAC:DevelopmentAssistanceCommittee)

経 済 開 発 検 討(DERC:E◎onomicandDevelopmentReviewCommitt㏄)

経 済 政 策(EPC:EconomicPolicyComniittee)

教 育(EDC:EducationCommi"ee)

雇 用 労 働 社 会 問 題(ELSAC:Employment,LabOurandSocialAffairsCommittee)

環 境 政 策(EPOc:EnvironmentPolicyComrnittee)

水 産(FI:FisheriesCommittee)

開 発 セ ン タ ー(DC:GovemingBoardoftheDevelopmentCentre)

保 険 年 金(lnsuranceandPrivatePensionsCornmittee)

投 資(investmentComrnittee)

海 運(MTC:MaritimeTranspOrtCommittee)

鉄 鋼(SC:St㏄lCommi"ee)

地 域 開 発 政 策(TDPC:TerritorialDevelopmentPolicyCornmittee)

パ ブ リ ッ ク ガ バ ナ ン ス(PublicGovernanceCommittee)

観 光(1℃U:TourismCommittee)

貿 易(TC:TradeCommittee)

そ の 他

図XV-20ECDの 委員会

経 済 部(E◎onomicsDePartment)

統 計 局(StatisticsDir㏄ctorate)

環 境 局(EnvironmentDirectorate)

開 発 協 力 局(DevelopmentCo-operationDirectorate)

パ ブ リ ッ ク ガ バ ナ ン ス 地 域 開 発 局(PublicGovernanoeandTenitorialDevelopmentDirectorate)

貿 易 局(TradeDirectorate)

金 融 企 業 問 題 局(DirectorateforFinancialandEnterpriseAffairs)

税 務 政 策 管 理 セ ン タ ー(CentreforTaxPolicyandAdministration)

科 学 技 術 産 業 局(DirectorateforScience,Technologyandlndustry)

雇 用 労 働 社 会 問 題 局(DirectorateforEmploymengLabourandSocialAffairs)

教 育 局(DirectorateforEducation)

食 糧 農 業 漁 業 局(Dh爬CtorateforF〈}od,AgricultureandFisheries)

広 報 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 局(PublicAffairsandCommunicationsDirectorate)

執 行 局(ExecutiveDirectorate)

(2005年12月 末 現在)

図XV-30ECD事 務局
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関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

On-LineGuidetoIntergovernmentalActivity:http:/!webnet3.oecd.org/OECDgroups/

OECDOrganization(thart:http:〃www.oecd.org/dataoecd/37/13/2348887.pdf

2.11T政 策の担 当機 関

情 報 コ ン ピ ュ ー タ 通 信 政 策 委 員 会(ICCP:CommitteeforInformation,Computerand

CommunicationPolicy)は 、 「デ ジタル 経済」 に起 因する言綱 題 グローノWな 情 報イ ンフ ラの

発展 、グ ローバ ルな情報社会 への進化 に取 り組んで いる。1983年 に科学技術 政策委 員会 か ら独

立 して設 立 された。

情報 コンピュータ通信政策委員会は、年2回 の本会合のほか、テーマ別の作業部会などを通

じた活動を行い、通信、情報技術に関する業界/政 策分析報告書(「Outlook」)を それぞれほぼ

隔年で発行する。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

lnformationandCommunicationTechnologies:

h叩:〃www.oeOd、orgXtopi'clO,2686,erL2649 _37409_1_1_1_1_37409,00.html

3.OECD通 信 ア ウ トル ッ ク2①05

OECDは2005年8月 、 「OECD通 信 アウ トル ック2005(20050ECDCommunicationsOutlook、

以下 、アウ トル ック2005と す る)」 を発表 した。 これ は、近年の通信業界 の発 展動 向を分析 し

た報告 書で ある。

「アウ トルック2005」 によると、インターネ ット技術の発達は、従来の通信会社の役割やビ

ジネスモデルを見直 し、新たな規制のあ り方を模索する契機 となっている。

と りわ けVbrP(Voiceoverinternetprotocol、rPネ ッ トワークを使 って音声デ ータ を送受信す

る技 術)技 術 をベー スに したイ ンター ネ ッ ト電話 の高 い人気 は、既存 キ ャ リアの固定電話収益

に影 響す るばか りか 、携 帯電話事 業者 に とって も脅威で あ る。

2003年 には固定電話の加入件数が初めて減少 し、携帯電話事業者がマーケットシェアを伸ば
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した。 この傾 向は2004年 、2005年 も続 いて いる。

今後 、都市 部でWiFi(WirelessFidelity、 無線LANの 標準規 格IEEE802.11aZllEEE802.11bの

ブ ラン ド名)ホ ッ トス ポ ッ トな ど、既 存事業者 による新 たな固定無線 サー ビスが登 場す る こと

で 、大金 を投 じて ライセ ンス を取 得 した第3世 代(3G)携 帯電話事業 者 にとって予想以 上に厳

しい競争が待 ち受 ける、 とOECDは 予測す る。

「アウ トル ック2005」 のエグゼクティブサマ リは、OECD加 盟国の政府や政策立案者が現在

抱える課題として、次の2点 を特記 している。

・ 近年の通信市場の自由化は利用者に多大な利益をもたらし、業界は全体的に成長 している。

すべての市場参入者が通信市場で成長できるように市場を開放 し続けることは、OECD加

盟国政府にとっての大きな課題である。

・ 通信環境が変化する中で、全国一律サービスでは従来の資金モデルや利用者が期待するサ

ー ビスの水準に課題が生 じる
。政策立案者は今後、通信の全国一律サービスの展開につい

ても検討を続けていく必要がある。

以下では、「アウ トルック2005」 の中か ら特に 「政策問題と市場構造」 「通信政策の発展」に

ついて概要 を示す。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

OECDCommunicationsOutlooK2005edition:

http:〃www.oecd.org!document/15/O,2340,en _2649_37409_35269391_1_1」_37409,00.htm1

3.1政 策問題と市場構造

(1)通 信市場

2003年 のOECD域 内の通 信サー ビス市場 の規模 は、9,500億 ドル(約110兆 円、2005年12

月23日 付為替 レー ト1ド ル ニ116.58円 に基 づ く、以下 同様)を わずか に下回 る程度 だ った。

この市場の成長を支える2大 要因が無線通信とイ ンターネットであることに変わ りはない。

携帯電話サービスの収益は2003年 に3,360億 ドル(約39兆 円)に 達 した。 これは1997年 の4

倍近くに相当し、 この期間における無線アクセスの大幅な拡大を反映している。
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－
OECD域 内の携帯電話 の加入件 数は1991年 末 にわずか1,500万 件 しかなか った が、2003年

末 には7億4,100万 件 を超 えた。

OECD域 内 のブロー ドバ ン ド加 入件数 は2005年6月 時 点で1億3,700万 に達 した。OECD域

内の ブロー ドバ ン ド普及率(人 口100人 当た りの加入 件数)は2005年 上 半期 に15ポ イ ン ト増

加 し、人 口100人 当た り11.8と な った。国別統計 で普及率 が最 も高 いのは韓 国の人 口100人 当

た り25.5、 以下、オ ランダ、デ ンマー ク、アイ ス ラン ド、スイスが続 く。2005年6月 時点 のブ

ロー ドバ ン ド技 術分布 はDSL61.2%、 ケー ブルモデ ム32.0%、 そ の他(光 フ ァイバ 〔FrrH:Fiber'

ToTheHomeな ど〕、LAN、 衛 星、固定無線 な ど)6.8%で ある。なおOECDで は、下 り速度256Kbps

を 「ブ ロー ドバ ン ド」 とみな して い る。

関 連 ウ ェ ブ サ イ ト

InformationandCommunicationTechnologies:

http:〃www.oecd.org/topic!0,2686,en _2649_37409_1_1_1_1_37409,00.html

OECDBroadbandStatistics,June2005:

http:〃www.oecd.org/document/16/O,2340,en_2649_37409_35526608_1_1_1_37409,00.html

(2)放 送市場

放送市場は この5年 間にわたって重要な変化を経験 した。ケーブルと直接放送衛星(DBS:

DirectBroadcastSatellite)を中心 とする多チャンネルのテ レビ放送配信プラッ トフォームを使用

する世帯の増加が続 く一方で、無料放送のみを視聴する世帯は著 しく減少 した。また公共サー

ビス放送のチャンネルが全体に占める割合は減少しつつあ り、その視聴者のシェアは、ほとん

どのOEΦ 加盟国で横ばいか、"わずかに減少 しつつある。

デ ジタル テ レビへ の移 行 で は 当初衛 星 が 利用 され た が 、近 年 で はデ ジ タル 地 上 波 テ レビ

(DTr:DigitalterrestrialTelevision)サ ー ビスが 数力国で 広が った。ほ とん どのOECD加 盟国で

は、ケー ブル テ レビ事業者が 映像 と一緒 にイ ンターネ ッ トサー ビス を提供 するよ うにな り、イ

ンター ネ ッ ト電話 を同時 に提 供 してい るケー ス も若干 ある。衛星 プ ラッ トフォーム は、数力国

でイ ンター ネ ッ トア クセ ス を提供 して いる。

(3)成 長への回帰

通信業界は2004年 末、低成長時代を脱却 し、最大手企業各社は財務的安定を取 り戻 した。

市場が成長を続ける中で、ブロー ドバ ンド開発で積極的な役割 を担うこれ らの企業が競争力を
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つ けて いる。

イ ンターネ ッ ト電 話の分野 では、既 存キ ャ リア とVoPプ ロバ イダ(SkypeやVbnageな ど)、

既 存 キ ャリアと他 の プラッ トフォー ム(ケ ー ブル ネ ッ トワークや 固定 無線 ネ ッ トワークな ど)

の事業 者の間 の競 争の激 化が 予想 され る。

携帯電話事業者は、既存固定キャリアからマーケッ トシェアを奪いつつあるが、一方で課題

に直面 している。一部の国々では、固定ネッ トワーク事業者がWi三Fi対 応電話を提供する計画

を発表 し、インターネットにアクセスできるホッ トスポ ットを急速 に増や しつつある。

WiMAX(WorldInteroperabdityforMicrowaveAccess ,無 線LANに 使 用 され るIEEE802.16規

格)な ど固定 無線 技術の さ らな る発展 は、映像 とイ ンターネ ッ ト電話 を携帯電話利 用者 に提供

す る固定ネ ッ トワー クプロバ イダ の競争 力を強 化する。また、固定無線技 術 は、DSLや ケー ブ

ル ネ ッ トワー クな どの地 上波 プ ラ ッ トフ ォー ムがカバ ー しな い地域 にお いて ブ ロー ドバ ン ド

アクセス提供 の可能 性 を広 げて いる。

3.2通 信政策の発展

通信業界の成長と新技術への投資を持続させるには、市場に確実性をもたらし、柔軟性を許

容する政策や規制が必要である。今後10年 間の主たる規制上の課題は、VbIPへ の対応になる。

市場における現行のVbIPの 商業提供は、低価格、改善 された付加価値機能、よ り長期的には、

シーム レスな固定/携 帯サービスなどの新たな便益を示すものである。

(1)競 争の動向

OECD諸 国では、設備ベースの競争が通信市場における持続可能で効果的な競争を確保する

上で重要だと見 られている。いち早 くアクセス回線を新規事業者に開放 した英国と米国ではそ

れぞれ、2003年 に新規事業者が17%、15%の 回線シェアを占めた。韓国では、ブロー ドバン

ドインターネッ トプロバイダHanaroの ネ ットワークが急速に拡大した結果、設備競争が生 じた。

今後数年間にますます多 くのケーブル会社がケーブルモデムによる音声サー ビス提供を開始

すると見 られ、PSTN回 線のみをベースとした競争は変化を迫 られる。

国内長距離市場と国際長距離市場のいずれにおいても、新規参入事業者がマーケッ トシェア

を着実 に伸ばした。これ らの市場の競争を促進する上で、プリセレクション(電 話会社事前選
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択)は 重要な役割を果たしている。フランスや ドイツなどの一部 の市場では、電話会社が事前

選択された回線が大幅に増加 した。他方、英国とスイスでは、プリセ レクションを利用する加

入者の数が2002年 以来減少 している。

携帯電話市場は成長を続け、通信産業の収益増の原動力になった。3Gの 商用化が携帯電話業

界に及ぼす影響を予想するには時期尚早だが、3Gの 重点がデータやコンテンツへのアクセスに

置かれることを考慮すれば、3Gサ ービスの採用は携帯電話業界に新たな収益増 をもた らす可能

性がある。このため、一部の国々で加入者ベーズの大部分を形成するプ リペイ ド顧客に対 して、

ポス トペイ ド加入へと移行するよう働きかける必要がある。

また携帯電話市場の中には、既存固定事業者が支配的なマーケ ットシェアを占めるアンバ ラ

ンスな市場もいくつかある。Wi-Fiホ ッ トスポッ トやWiMAX技 術などによって固定サー ビス

と携帯電話サー ビスが統合 された場合、これ らの既存固定事業者が市場における支配力を拡大

する可能性がある。

(2)規 制措置

通信業界の財務業績の改善は、証券市場にも反映され、より多 くの政府が民営化プロセスを

加速した。オース トラリア、フランスなど、法律で国家が既存事業者の過半数保有を維持する

よう義務付けている国々は、その法律を廃止し、国の保有率を50g/。未満へ引き下げる考えを明

確にするともに、完全民営化へ向けた取 り組みも見 られた。2004年6月 時点で既存通信事業社

が国に完全保有されているのは、ルクセンブルク、 トルコの2カ 国しかない。既存事業者を一

部国が保有するその他の国々では、かな りゆっくりしたペースなが ら政府保有率の引き下げが

進んだ。

ほぼすべてのOECD加 盟国では社会的目標 を達成するためにコンテンツを規制 し、多くの国

でメディア保有を制限 している。米国のテ レビ規制の最も重大な進展は、デジタルテレビへの

移行であり、特にデジタル著作権管理に関係 している。デジタルフォーマッ トは、繰 り返 しコ

ピーされ、インターネッ ト経 由で安価に再配信で きることで、コンテンツク リエータたちの収

益を脅かし、価値の高いコンテンツの作成や配信 したいという動機を損なう恐れがある。しか

し視聴者の側では、時間や移動の 自由などの理由から、コピー機能への期待がさらに高まって

いる。
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(3)外 国資本の出資比率制限

OECD加 盟10カ 国で外国資本の出資比率制限を定めている。 うち4カ 国では、既存の有線

通信事業者のみに適用され、固定または移動体事業の新規参入事業者はこの制限を受けない。

数力国は既存事業者の 「ゴールデンシェア(政 府が特別議決権付き株式を保有する こと)」 を

維持するか、または国内、国外 を問わず単独の投資家が既存事業者を支配できないよう制限 し

ている。

(4)VbIP

近年VoPサ ー ビスが注目を集めている。多 くの国の規制当局では、イ ンターネッ トを利用

したこの新興の音声サー ビスをいかに扱うか、また、 これ らのサービスにもPSTN経 由の音声

サービスと同 じ義務 を課すべきかについて、検討を始めている。VbIPの 分類 と規制上の取 り扱

いをめぐる問題は今後数年間、規制当局者の主たる課題の一つとなる。

(5)ロ ーカルループアンバ ン ドリング

OECD諸 国の大多数の国では2㎜ ～2001年 頃からローカルループアンバン ドリング(加 入

回線設備の開放)を 実施 した。その多 くは欧州連合に属する国々であり、アンバン ドリングに

関する新たな欧州指令に合意 した。フルアンバン ドリングに対する政策規制支援 は、およそ10

年ほど前か ら、イ ンターネッ トアクセス(特 にブロー ドバンド)の 急速な普及が重要な社会経

済的便益をもた らす との認識によって加速された。

いまだアンバン ドリングを実施 していないのは、メキシコ、ニュージーランド、スイスのみ

となった。ただ し米国では最近、規制当局や裁判所が、アンバ ン ドリングへの依存度を縮小す

る決定を下し、既存事業者の高速インターネッ ト投資への動機付けを優先 している。

参考資料

OECDCommunicationsOutlook2005.
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出張報告





平成17年 度 補助事業 「④情報化の進展度に関する国際調査」 米国 ・カナダ出張報告

1.出 張者:調 査部 次長 国際業務統括室長 兼子 利夫

2.目 的:

(1)米国 調査会社 「WashingtonCORE」

・17年度 委託テーマ 「国際rrベ ンチマーク調査」 レビ'z－並びにとりまとめ

・グローバルなrr進 展度に関する今後の調査課題

(2)カ ナダ カナダ政 府

・カナダ産業省 情報 通信技術 局rr政 策 等

・カナダPublicWorkSandGovemmentServices電 子 政府等

旦一基9_EIIL-2005年12月1日(木)～ 同12月9日(金)9日 間

4.出 張先:米 国 ワシ ン トンDC、 カナダ オタワ

5.訪 問先概要:

匝 ㎞ 草・・CO掴

【日 時 】2005年12月2日(金)午 後2時 ～ 同6時

【場 所 】Was㎞gtonCORE

4340East-WestHighway,Suite1110,Bethesda,MD20814U.S.A.

【先 方 】Mrs.ChiyoKobayashi,CEO

T:301-654-2915F:3016544054E:chiyo@wcore.com

Mls.NatsukoRohde,ProjectManager

T:301{54-2915F:301654qO54E:natsuko@wcore.com

【概 要 】

1.17年 度 委 託 テ ー マ 「国 際rrベ ン チ マ ー ク 調 査 」 レ ビ ュ ー 並 び に と り ま と め

以 下 の 内 容 に つ い て 、 レ ビ ュ ー を 行 っ た 。
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(1)全 体構成

第1章 は、過去2年 間は、「情報技術のアクセス と利用」という表題であったが、より内容を

明確 にするために、「rrイ ンフラ」と表題を変えることとした。したがって、今年度のレポー

トの構成案を以下 とすることとした。今年度は3年 間の最終年度 となるので、3年 間の総括を

踏まえて政策提言を第7章 に設けることとした。

第1章rrイ ンフラ

第2章 電子政府

第3章e－ ラーニ ング

第4章eVXル ス

第5章 電子商取引

第6章rrセ キュリティ

第7章 政策提言

(2)「 はじめに」の構成

本 レポー トの利用方法をよりレファレンス的なものにする意味から、 「調査対象国 ・地域」の

項目名称を文中に明示することとした。

統計データに基づ く図表か ら 「第1グ ループ」、 「第2グ ループ」、「第3グ ループ」と区分け

していたが、採用されている統計データのベースが必ず しも統一されていない場合もあるので、

今回はとりやめる。

金額表示は従来どお り米 ドル表示とするが、外貨換算 レー トは、全て2005年12月 時点の換

算レー トで統一する こととした。なお、外貨換算 レー ト表を添付することとした。

(3)「 電子政府」 の公式 ポ一夕ルサイ ト

EU、 カナダ、 ドイ ツ、フラ ンス、ス ウェーデ ン、 フィ ンラン ド、 中国、韓 国、イ ン ドの公 式

ポ一 夕ルサ イ トを可能 な限 り、掲載す る ことと した。

(4)「 電子商取 引」

日本のデー タは、 「平成16年 度 電子 商取 引に関す る実態 ・市場規模 調査 情報経 済アウ ト

ル ック2005」 を、中国のデー タは、 「中国電子 商取 引報 告2003年 」を、台湾 は、rECYearbook

2005」 をそ れぞれ 参照す る。
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(5)政 策提言

本章の構成案を、 「これ までの調査結果」、「世界経済 フォーラムにおける日本のランキ ング」、

「日本の進んでいる分野、遅れている分野」、「政策提言」 とした。 「これまでの調査結果」で

は、3年 間の調査結果をブリー フィングする。 「世界経済フォーラムにおける日本のランキン

グ」では、グローバルな ランキングの一つの事例としてとりあげ、日本のランキングを概観す

る。 「日本の進んで いる分野、遅れている分野」では、調査全体 をとおして進んでいる分野 と

遅れている分野を記述する。最後の 「政策提言」では、主にITイ ンフラとrr利 活用の2面 か

ら政策提言をコメントすることとした。

2.グ ローバルなrr進 展度 に関する今後の調査課題

グ ローバルなrr進 展度 に関す る今後 の調査課題 の一つ と して 、WashingtonCOREか ら、米国

にお けるCRS(ComputerRelatedServices)に つ いて以下 の報告 を受 けた。

(1)米 国 の 産 業 セ ク タ ー 分 類 に お け るCRS

米 国 の 産 業 セ ク タ ー は 、商 務 省 統 計 局(USCensusBureau)の 「NAICS(NonhAmericanlndustry

ClassificationSystem)コ ー ド」 に よ る と9項 目 に 分 類 さ れ て い る 。 こ の 中 の 「Services」 の 中 が

さ ら に11項 目 に 分 類 さ れ て い る 。 同 局 の 「ServiceAnnualSurvey:2003」(2005年2月)に よ る

と ・2003年 のrServices」 の 年 総 売 上 は 、4兆7,920億 ドル で あ り 、GDp占 有 率 は 約4hgoと な る 。

「ServiceAnnualSurvey:2003」(2005年2月)に よ る と 、 「Services」 の 中 の11項 目 の 内 、

rprof巴sional ,ScienceandTechnicalServices」 が 、 さ ら に7項 目 に 分 類 さ れ て い る 。 こ の 中 で 、

CRS(ComputerRelatedServi㏄)に 相 当 す る と 思 わ れ る 項 目 が 、 「NAICSコ ー ド5415Computer

SystemsDesignandRelatedServices」 で あ り 、 さ ら に4つ の 項 目 に 分 類 さ れ て い る 。 「NAICSコ

ー ド541511CustomComputerProgrammingServices」
、 「NAICSコ ー ド541512Computer

SystemsDesignServices」 、 「NAICSコ ー ド541513ComputerFacilitiesManagementServices」 、

「NAICSコ ー ド5415190therComputerRelatedServices」 で あ る 。

2003年 のCRSの 年 総 売 上 は 、1,688億 ドル 、 同 年 サ ー ビ ス 業 占 有 率 は3 .52%、GDP占 有 率 は

L54%と な る 。

(2)今 後 の 課 題

米 国 の 産 業 セ ク タ ー 分 類 に は 、 「CRS」 そ の も の の 項 目 は 無 い 。そ れ に 一 番 近 い と 思 わ れ る も

の で あ るNAICSコ ー ド5415「Computersystemsdesignandrelatedservices」 をCRSと し て 取 り上
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げてみた。rrな らびに関連サー ビスの変化は動きが早いので、他の項 目にも含まれている可能

性 もあるか もしれない。

一方、日本のCRSの 定義、あるいは分類を明確にして、米国と比較を行い再調整することも

必要か と思われる。

匡・d・St・yC・n・d・,1・f・ ・m・ti・n・ndC・mm・ni・ ・9,・nsTe・ ㎞ ・1・gi・・B・ ・n・固

(カナダ産業省 情報通信技術部)
,

(注:カ ナ ダ の 行 政 機 関 の 名 称 は 、 原 則 、 在 日 カ ナ ダ 大 使 館 の サ イ トhttp:〃www.canadanet.or.jp/index.htm1に よ

る 。 以 下 、 同 様)

【日 時 】2005年12月5日(月)午 前9時30分 ～ 同10時30分

【場 所 】lndustryCanada,InformationandComrnunicationsTechnologiesBranch

JeanEdmondsBuilding,300SlaterStreet,NorthTower,17Floor,Rooml742B

Ottawa,OntarioCANADA

【先 方 】Mr.KeithParsonage,Dir㏄to「Gene「al

InformationandCommiunicationsTechnologiesBranch

T:613954-5598F:6139574076E:Parsonage.keith@ic.gc.ca

W:http://strategis.ic.gc.ca

【概要】

カナダ産業省は、同国のrr政 策の中心的役割 を果たしている機関であ り、約6,300名 のフル

タイムの職員が勤務 している。情報通信技術部は、カナダの情報通信産業の競争力推進を担っ

ている部門である。

同省の2005-06年 度の戦略目標は・①公正 ・効率的 ・競争的な市場(e－ビジネス・周波数管

理、スパム対策、サイバーテロ対策等)② 革新的な経済(同 省傘下の通信研究センターや技術

パー トナーシップ ・カナダでの研究 ・開発)③ 競争力ある産業界 と持続可能なコミュニティ(情.

報インフラの普及によるデジタルデバイ ドの解消等)で ある。

情報 通信技術部が、担 当 して いる政策 の一つ に 「CANAR【E」 が ある。 「CANARIE」 とは、研

究 ・教育 ネ ッ トワー クの総称 で、CANARIEInc.が 運営 して いる。.1993年 に設立 され 、政府 、

産業 界、研究教育機 関 と協 力 して、 カナダの最新 のイ ンターネ ッ ト ・イ ンフラおよび アプ リケ
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一ションの開発と活用の強化をはかっている。バ ックボー ンは、10Gの 速度を有 し、光ファイ

バーで構成されている。主なユーザは公益機関に限られ、大学研究機関、中等の教育機関、医

療機関等である。

カナダは、世界第2位 の高度面積を有 し、広大な山岳地帯、多 くの湖や河川、そ して最北に

は北極ツン ドラへと続く原生林 となってお り、コミュニケーションの重要性は以前から認識さ

れてきた。辺境の地域でも可能な限 りコミュニケーションがとれるような政策を推進 している。

カナダの住民の90%が 、米国 との国境近辺に集まっている。あとは、広大な地域に分散 してい

る。米国との国境近辺でもブロー ドバ ンドが行き届いていない地域が残されている。ブロー ド

バ ンドの普及には、このよ うな広大な地域にどのようにブロー ドバ ン ドを普及させていくのか

が大きな課題 となっている。 これを 「Killingdistance」という表現を使っていた。

trnduStryCanada,ElectronicCommerceBrancN

(カナダ産業省 電子商取引部)

【日 時 】2005年12月5日(月)午 前ll時 ～ 午 後12時

【場 所 】lndustryCanada,ElectronicCommerceBranch

JeanEdmondsBuilding,300SlaterStr㏄t,NonhTower,20Hoor,Room2090D

Ottawa,OntarioCANADA

【先 方 】Mr.RichardSimpson,Directo「Gene「al

ElectronicCommerceBranch

T:613990-4292F:613941-1164E:s㎞psonjchard@ic.gc.ca

W:httP:〃etom.ic.gc.ca

Ms.JosieBrocca,lndustryDevelopmentOthcer

ElectronicCommerceBranch

T:613-998-7322F:613941-1164E:brocca.josie@ic.gc.caW:h"p:〃e-com.ic.gc.ca

【概要】

(1)市 場規模

2004年 のカナダの民間部門 と公共部門の電子商取引市場は5年 連続で着実にのびている。し

か し、電子商取引の市場規模は、まだ、民間部門の総営業収益の1%未 満である。2004年 の民

間部門と公共部門を合わせた電子商取引市場規模は、前年比約50%増 の283億 カナダ ドル、民

間部門は約46%増 の264億 カナダ ドル、公共部門は約2倍 増の19億 カナダ ドルとなった。
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表1カ ナダ 電子商取引市場規模

単位:IO億 カ ナダ ドル

部 門 2㎜ 年 2001年 2002年 2003年 2004年

民間部門 5.5 6.3 10.8 18.2 26.4

公共部門 0」 0.2 0.3 0.8 1.9

合 計 5.7 6.5 1H ・18
.9 28.3

出 典 「TheDaily,April20,2005」StatisticsCanada

注:部 門 ご とで 四 捨 五 入 必 ず し も 合 計 と 合 わ な い 場 合 が あ る 。

(2)脅 威

カナダは、オ ンライ ンバ ンキ ングがか な り普及 して いるので 、セキ ュ リテ ィやネ ッ トワー ク

にお ける脅威 につ いて はか な り関心が高 い。例 え ば、カナ ダ産業省 では、Spam対 策 に積極 的

に取組んでお り、May2004Anti-SpamActionPlanも そ の一環 であ る。

duStCanadaSerVicetoBusines

(カナダ産業省 起業家向けサービス)

【日 時 】2005年12月5日(月)午 後2時 ～ 同3時

【場 所 】IndustryCanada,ServicetoBusiness

CDHoweBuilding,235QueenStreet,4FloorプEastTbwer,Room446C

Ottawa,OntarioCANADA

【先 方 】Mr.RobertH.Andras,VisitingAssistantDeputyMmister

ServicetoBusinessUnit,OperationsSector

T:613-952-2664F:613-957-9709E:andras.robert@ic.gc.ca

【概 要 】

カ ナ ダ産 業 のServicetoBusinessで は、電 子 政府 の一 環 と して ポー タル サ イ ト 「Canada

Business」 を運営 して いる。 当ポ一 夕ルサイ トは、主 に 中小企 業 の起 業家 向けに、事業 展 開に

必要な情報や手続 き等 を提供 して いる。外部か らの問合 せ方法 と して は、3つ あ り、オ ンライ

ン、電話、直接で あ り、それぞ れ80%、15%、5%の 割 合で問合 せ を受 けて いる。

一番多い、問合せは、税金で、次がビジネスを開始す るためのライセ ンス取得方法、3番 目

がファイナンス、4番 目が市場情報である。将来の計画 としては、顧 客の声を反映して、より

シンプルで使いやす いポニタルサイ トを目指したいとのこと。
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blicWorkSandGovernmentServicesCanadaGovernmentOn-LineI頑ativ

(カ ナ ダ 公 共 事 業 ・政 府 業 務 省GovemmentOn-1.ineInitiative)

【日 時 】2005年12月6日(火)午 前8時30分 ～ 同10時30分

【場 所 】27451risStreet,AlbertRoom

Ottawa,OntarioCANADA

【先 方 】Ms.ChristineDesloges,DirectorGeneral,GovernmentOn-LineInitiative

PublicWorkSandGovernmentServicesCanada

27451risStreet,5Floor

Ottawa,OntarioKlAOS5CANADA

T:613-9414611F:6139578700E:ChristineJ)esloges@pwgsc .gc.ca

Ms.NancyDeso㎜eau,DirectorGeneral,

TransformationInformationTechnologyServicesBranch

PublicWorkSandGovemmentServicesCanada

PlaceduPortage,Phasem,6A1,11LaurieStreet,Gatineau,QuebecKIAOSsCANADA

T:819-9340242F:819-9564986E:nancy.desormeau@pwgsc .gc.ca

Ms.NathalieBisson,ProjectCoordinator,E-GovernmentInternationalPonfolio

E-GovemmentKnowledgeCentre,InformationTechnologyServicesBranch

SharedPrOduct&ServiceDevelopment

PublicWorkSandGovernmentSerVicesCanada

PlaceduPortage,Phasem,lA2,11LaurieStreegGatineau,QuebecKIAOSsCANADA

T:819956-7062F:819956-8237E:nathalie.bisson@pwgsc.gc.ca

【概要】

カナダの電子政府のプロジェク トは、各省庁が独自に推進していることが多いが、利用者の

利便性を考えて、省庁間の調整役 としてはカナダ公共事業 ・政府業務省が主に行っている。

例 えば、カナダ連邦 政府 ポー タルサイ トGovernmentOn-1.ine全 般 を概ね3ヶ 月か ら6ヶ 月の

サイ クルでそ の使 い勝 手 をチ ェック して いる。 また、毎年 、全部 のサー ビスの達成度 のチェ ッ

クも行 ってい る。高齢者 向 けのサイ トは、アイコ ンを通 常 の大 きさよ り大 きめに見 やす くデザ

イ ンをす る等 の配慮 も行 って いる。
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㎞easuryBoardofCanadヨ

(カ ナダ財務委員会)

【日 時 】2005年12月6日(火)午 前10時30分 ～ 同11時30分

【場 所 】27451risRoad,AlbertRoom

Ottawa,OntarioCANADA

【先 方 】Ms.WendyBi「kinshaw,SeniorAnalysgSe「viceT「ansfo「mbtion

TreasuryBoardofCanada,Secretariat

6Floor,27451risRoad,5Floor

Ottawa,OntarioKlAORsCANADA

T:6139414677F:613952-7232E:Birkmshaw.Wendy@tbssct.gc.ca

悟.PatrickVerner,SeniorAnalysちSerViceTransformation

TreasuryBoardofCanada,Secretariat

6Eoor,27451risRoad,5Eoor

Ottawa,OntarioKIAOR5CANADA

T:6139526271F:613952-7232E:Verner.Patrick@tbs-sct.gc.ca

【概要 】

カ ナダ政府 には、財務省 とは別 に政府 の財務 ・人事 ・管理 を担 当す る内閣委 員会 として カナ

ダ財 務委員 会(TBC:TreasuryBoardofCanada)が あ り、カナ ダの電子政府 政策 「Government

On-Line(GOL)」 はTBCの 監督 下 に置 かれて いる。

各省庁は単独でプロジェク トを実施 していることが多いが、TBCの 管理部門にあたり、委員

会構成閣僚に助言と支援 を提供する財務委員会事務局を中心として、省庁間の調整 ・連携 ・統

合、政府サー ビス全体の改革 も始 まっている。

GovernmentOn-1.ine(GOL)の 一つ の特 徴 として 、カナダには 、連邦 政府、州 政府、地方 自

治体 の3っ の レベル の規制機 関が あ り、カナ ダ市 民の 日常の各種 手続きか ら、起 業家がス ター

トア ップす る時の ビジネス関連の ライセ ンス取得 まで、3つ の規 制機関が何 らかの関係 で関与

して いる。 これを可能な限 りスムー ズ に手続 きがで きる よ うに、必要な手続 きがわか りやす い

よ うにサイ トを工夫 している。 これ を 「Interjurisdictionalpa血erships」 と表現 して いる。
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⑭
【日 時 】2005年12月6日(火)午 後2時 ～ 同3時

【場 所 】CANARIE

110meO℃onnorSt.,4Floor

Ottawa,OntarioCANADA

【先 方 】Mr.AndrewK.Bje㎜9,President&CEO

T:613943-5378F:613つ43-5443E:andrew.k.bjerring@canarie.ca

Ms.SusanBaldwin,SeniorDirector,Operations

T:613-943-5399F:613943-5443E:susan.baldwin@canarie.ca

Mr.Bi皿St.Arnaud,SeniorDirector,AdvancedNetworkS

T:613944-5603F:613-943-5443E:bi皿.st.arnaud@canarie.ca

【概 要 】

CANARIEllc.は 、カ ナ ダ の 最 新 の イ ン タ ー ネ ッ ト開 発 組 織 で あ る 。1993年 に 設 立 さ れ 、政 府 、

産 業 界 、 研 究 教 育 機 関 と 協 力 して 、 カ ナ ダ の 最 新 の イ ン タ ー ネ ッ ト ・イ ン フ ラ お よ び ア プ リ ケ

ー シ ョ ン の 開 発 と 活 用 の 強 化 に 努 め て い る
。CANARIE(CanadianAdvancedNetworkfor

Research,Industry,andEducation)は 、 カ ナ ダ 産 業 省 、120名 の メ ンバ ー 、 お よ び500を 超

え る プ ロ ジ ェ ク トパ ー トナ ー に よ っ て 支 援 され て い る 民 間 非 営 利 組 織 で あ る 。CANARIEに は 、

民 間 お よ び 公 共 部 門 を 代 表 す る26名 の 委 員 で 構 成 さ れ る 委 員 会 が 設 け ら れ て い る 。

CANARIEの 使命は、カナダの通信イ ンフラを強化すると共 に次世代製品、アプ リケーショ

ン、およびサー ビスの開発を促進することにより、カナダの最新のインターネットの開発 と活

用 を加速化することにある。

開発 経緯

1.1993年 ～1995年 投資 額:2,600万 カナダ ドル 技術 オ リエ ンテ ッ ド

2.1995年 ～1999年 投資 額:8,000万 カナダ ドル アプ リケー シ ョン も範囲

3.1999年 ～2004年 投資 額:7,800万 カナダ ドルe－ ヘルス、e－ビジネス等 も範 囲

4.現 在 カ ナダ産 業省 と折 衝 中

ノ

CA*net4

カ ナ ダ の 研 究 ・教 育 ネ ッ トワ ー ク は 、 当 初 のNationalTestNetwork(NTN)か ら 、CA*net2、
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CA*net3を 経て、現在 のCA*net4へ とア ップ グ レー ドされて きて いる。

1998年 、CANARIEは 、世界初の国内向け光イ ンターネ ッ ト研究教育用ネッ トワークCA*net

3を 配備 した。CA*net3は 構築された当時、世界で最 も先進的なネ ットワークの1つ で、その

設計はそれ以降、研究教育の分野だけでなく商業分野でも多 くのネ ットワーク通信事業者によ

って複製されてきた。しかし、ネッ トワーク ・トラフィ ックが指数的に増大してお り、新 しい

高帯域幅アプリケーションの増加が予想 される上に、超高帯域幅グリッド・プロジェク トが予

定されているため、カナダの最先端の研究を支援する新 しいネッ トワークを構築する必要があ

る。この目的を達成するため、カナダ政府は、CANARIEがCA*net4の 設計および配備して運

用するための資金として1億1,000万 ドルを充てた。

前の世代 のCA*net3と 同様、CA*net4も 地 方の研究 用ネ ッ トワーク を相互接続 し、それ を経 由

して大学 、研 究セ ンター、政府研 究機 関、学校 およびそ の他の適格 なサイ トを相互 接続す ると

ともに国際的な ピア ・ネ ッ トワー ク とも接 続す る。 これ らの大 半は、一連のポ イ ン トツーポ イ

ン トの光波 長 を通 じてOC-192の 速 度(10Gbps)で プ ロビジ ョニ ングされ、CA*net4はCA*net3

の4～8倍 の初期総ネ ッ トワーク容量 を実現 す る。

・IC・mm・nieati・nR・ ・ear・hC・nt・ ・C・n・d・(CRC)1

(カナダ通信研究セ ンター)

【日時 】2005年12月7日(水)午 前9時 ～ 同11時

【場 所 】3701CarlingAvenue,P・O.Box11490,StationH

Ottawa,OntarioCANADA

【先 方 】Ms.DebbieKemP

BusinessDevelopmentManager,BusinessDevelopment

.T:613-9984287F:613998-5355E:debbie.kemp@crc.caW:www.crc.ca

無 線 通 信 研 究 室 、 衛 星 通 信 研 究 室 、 ブ ロ ー ドキ ャ ス ト研 究 室 、 ブ ロ ー ドバ ン ド研 究 室

の 各 説 明 者 は 省 略

【概 要 】

CommunicationResearchCenterCanada(CRC)は 、 カナ ダ産業省 に所 属す る先端的な通信技

術のR&])機 関で ある。CommunicationResearchCenterCanada(CRC)は 、194年 に海軍 のため

の電波伝搬 研究のた めに設 置 され 、現 在で は、 カナダ産 業省 、国防省、カナ ダ宇宙機構へ の研
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一
究提供と民間分野への技術移転も行っている。現在の研究分野は以下のとお りである。

(1)ワ イヤ レス ・システム

(2)電 波

(3)通 信ネ ッ トワーク

(4)双 方向デ ジタル ・マルチ メディア

(5)光 技術

CommunicationResearchCenterCanada(CRC)は 、現在 、200名 の研究者 を擁 して いる。同セ

ンター では、現在 、広大 なカナ ダに住 ん でいる住民 に対する、テ レメディス ン、テ レエデ ュケ

ー シ ョンに積極 的に取 組んで いる。e-yf'×ル スは、カナダ にとって 「キ ラー ・アプ リケー シ ョン」

と強調 して いた。

CRI(OttawaCentreforResearchandInnovation)

(オー ク リー と発音)

【日時】2005年12月7日(水)午 前11時30分 ～午後12時30分

【場 所 】200-2625QueensviewD「ive

Ottawa,OntarioCANADA

【先 方 】Mr.PaulWilker,ExecutiveDi「 ㏄to「

T:613-8286274F:613--726-3440 E:pwilker@ocri.caW:www.ocri.ca

【概 要 】

OCR【(OttawaCentreforResearchand■movation)は 、1983年 に オ タ ワ 市 、 カ ナ ダ の 主 要 な ハ

イ テ ク 企 業 が 中 心 と な っ て 設 立 さ れ た 。 オ タ ワ に は 、 現 在 、 カ ナ ダ を 代 表 す るR&D機 関 が 集

積 し て い る;例 え ば 、NortelNetWork研 究 所 、NationalResearchCouncil(NRC)、 ,ITイ ン キ ュ ベ

ー タ
、 航 空 宇 宙 研 究 機 関 、 バ イ オ 研 究 機 関 、CommunicationResearchCenterCanada(CRC)(前

述)・NationalScienceandEngineeringResearchCouncil(NSERC)、AgricultUreandAgri-FoOdCanada

等 で あ る 。 こ れ ら の 機 関 が 、OCRI(OttawaCentreforResearchandimovation)の 事 業 に 関 連 し

て い る 。
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主 要活動

・ オタ ワの才能 の 開発

・ ・オタワへの投資促 進

・ ・企業家育成

・ ・知識 と技術 の改 革 を通 じて グローバル ・デマ ン ドに対 応

・ ・先端的研究促進

・ ・生涯学習支援

・ ・21世 紀へ向 けたイ ンフ ラ開発

活動の一つとして、ハイテク起業家向けのセ ミナーとか、地元の学校 にハイテク技術の教育

を積極的に実施 している。 このよ うな活動を 「テクノロジー ・プール」と呼んでいる。

現在、オタワ市にお けるブロー ドバン ド普及のために、通信キャリア、例えば、ベルカナダ、

CArv、 衛星通信会社等、に集 まって もらい、ブロー ドバ ン ドを各家庭に導入するためのビジ

ネスとしてのメリッ トを各社に判断させす るとい うユニークな方法でブロー ドバ ン ド普及 を

進めている。

OCkl(OttawaCentreforResearchand■movation)の よ うな機 関は、カナダではオ タ ワ以外 に

は例が ないとの こと。今 まで、 中国、オース トラ リア、ベルギ ー等 か ら多数の視察 団 を受入れ

て いる。

固umanResourcesandSki㎜sDevelopmentCanadヨ

(カナダ人材技能開発省)

【日 時 】2005年12月7日(水)午 後2時30分 ～ 同3時30分

【場 所 】PlaceduPortage,PhaseIV,Floor9,140PromenadeduPortage

Gatineau,QuebecCANADA

【先 方 】Mr.CharlesNixon,AssistantDeputyM㎞ster

T:819994-1600F:819953r5801E:charles.nixon@servicecanada.gc.ca

【概要 】

カ ナダ人材技 能開発 省は、 「ServioeCanada」 プ ログラム を推進 して いる。 「ServiceCanada」 は、

カナ ダ市 民 に連 邦政 府 のサー ビス をよ り効率 よ くよ りスム ーズ に提供す る こ とを 目指 して い
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る。現在 、2万 人以上の職 員が従事 してお り、カナダ全土 に340箇 所 のコ ミュニ ティ ・セ ンタ

ー を有 して、直接 、市民 にサー ビスを提供 して いる。

市 民が、 「ServiceCanada」 にアクセスす る方法 は、(1)電 話(ト ール フ リー)、(2)イ ンター ネ

ッ トservicecanada.gc.ca、(3)ServiceCanadaCentreの3つ で ある。ソー シャル ・イ ン シュア ラ

ンス番号 カー ドの発行 、パ スポー ト発給 、年金 プラ ン、 ジョブ ・マ ッチ ング等のサ ー ビス を世

代 ごとに提 供 して いる。

1カナダIT政 策のキーワー ド1

今回のカナダ政府機関を訪問した結果、rr政 策のキー ワー ドを以下にあげる。

ITイ ンフラ:広 大 な地域へ 如何 にブ ロー ドバ ン ドを普及 させ るか。 「KillingDistanceＬ

IT利 活用:連 邦政 府 と州政 府 と地 方 自治体 の3階 層の規 制機 関の存在、例え ば起業 家が ビジネ

ス ・ライセ ンスを如何 にスムー ズに取得 、 「lnterjurisdictionalpartnerships」

デ ジタル ・デバイ ド:高 齢 者 に対す る配 慮、例え ばコ ミュニテ ィ ・セ ンターで若 者が高 齢者 に

PCを 教授 す る等社 会の仕組 み と して 皿 が浸透 しつつ あ る感 を得 た。また、身障者 に対 す る配

慮 は世界 トップクラス

【謝 辞】

今 回のカナダ政府機 関の訪 問は、在 日カナダ大使館 のステ フ ァン・エ ン リック ・ボー リュー氏

(Mr.St6phaneEnricBeaulieu)と 市川 耕次郎氏の両氏 による 日本 とカナ ダ との調整、 カナダ

産 業省 のキ ース ・パー ソネ ッジ氏(Mr.KeithParsonage)に よる現地で の訪 問プ ログ ラム案 の作

成並び に調整、カ ナダ国際 貿易省 のロ リー ・シュ ロック氏(Mrs.RorySchr㏄k)に よ る各訪 問先

への 同行、そ して各 訪問先 にお ける有 益なプ レゼ ンテー シ ョンによ って所期 の 目的 を達成す る

ことがで きた。 ここに改 めて関係者 の皆様への謝辞 を述べ る。

以上
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注1:本 資料は、関連諸国政府、経済協力開発機構及び欧州連合等が、発表 した情報等 に基

づいて作成 したものである。

注2:本 資料 は、財団法人 日本情報処理開発協会 調査部が、日本語訳 と編集 を行い作成 し

たものである。日本語訳や編集 に伴 う責任 は当協会にあるが、当協会及 び調査部は、本資料

を無保証で提供 し、利用に伴 う不利益は利用者の責に帰す るもの とする。

財団法人 日本情報処理開発協会

東京都港区芝公園3丁 目5番8号

機械振興会館内

Tel:(03)3432-9381

株 式会社 三菱 電機 ドキ ュメンテ クス

東 京都 中央 区湊3丁 目5番10号

Te1:(03)5566-0681
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